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(57)【要約】
【課題】表示品位を向上させるためのＥＬ表示装置の測
定方法を提供すること。
【解決手段】ＥＬ素子１５を有する画素がマトリックス
状に配置され、複数のゲート信号線１７および複数のソ
ース信号線１８を有し、画素に接続されたカソード電極
を有するＥＬ表示装置の測定方法であって、複数のソー
ス信号線から少なくとも１本のソース信号線１８を選択
して信号を印加し、ゲート信号線１７のオン電圧を印加
する位置を順次変化させ、カソード電極の出力を測定す
るＥＬ表示装置の測定方法である。
【選択図】図９０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＥＬ素子を有する画素がマトリックス状に配置され、複数のゲート信号線および複数の
ソース信号線を有し、前記画素に接続されたカソード電極を有するＥＬ表示装置の測定方
法であって、
　前記複数のソース信号線から少なくとも１本のソース信号線を選択して信号を印加し、
　前記ゲート信号線のオン電圧を印加する位置を順次変化させ、
　前記カソード電極の出力を測定することを特徴とするＥＬ表示装置の測定方法。
【請求項２】
　ＥＬ素子を有する画素がマトリックス状に配置され、複数のゲート信号線および複数の
ソース信号線を有し、前記画素に接続されたカソード電極およびアノード電極を有するＥ
Ｌ表示装置の測定方法であって、
　前記カソード電極とアノード電極のうち、少なくとも一方に印加する電圧印加状態を変
化させ、
　前記ソース信号線の電圧変化を測定することを特徴とするＥＬ表示装置の測定方法。
【請求項３】
　前記ＥＬ素子を有する画素には、前記ＥＬ素子に電流を供給する駆動用トランジスタが
形成されていることを特徴とする請求項１または２に記載のＥＬ表示装置の測定方法。
【請求項４】
　前記画素には、前記ＥＬ素子の電流の経路に形成されたスイッチ用トランジスタが形成
されており、
　前記スイッチ用トランジスタをオンオフさせて、前記電流を制御することを特徴とする
請求項１または２に記載のＥＬ表示装置の測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機または無機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）素子を用いたＥＬ表示パ
ネルなどの自発光表示パネルに関するものである。また、ＥＬ表示パネルの駆動方法と駆
動回路およびそれらを用いた情報表示装置などに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、アクティブマトリクス型表示装置では、多数の画素をマトリクス状に並べ、与
えられた映像信号に応じて画素毎に光強度を制御することによって画像を表示する。たと
えば、電気光学物質として液晶を用いた場合は、各画素に書き込まれる電圧に応じて画素
の透過率が変化する。電気光学変換物質として有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）材
料を用いたアクティブマトリクス型の画像表示装置でも、基本的な動作は液晶を用いた場
合と同様である。
【０００３】
　液晶表示パネルは、各画素はシャッタとして動作し、バックライトからの光を画素であ
るシャッタでオンオフさせることにより画像を表示する。有機ＥＬ表示パネルは各画素に
発光素子を有する自発光型である。そのため、有機ＥＬ表示パネルなどの自発光型の表示
パネルは、液晶表示パネルに比べて画像の視認性が高い、バックライトが不要、応答速度
が速い等の利点を有する。
【０００４】
　有機ＥＬ表示パネルは各発光素子（画素）の輝度は電流量によって制御される。つまり
、発光素子が電流駆動型あるいは電流制御型であるという点で液晶表示パネルとは大きく
異なる。
【０００５】
　有機ＥＬ表示パネルも単純マトリクス方式とアクティブマトリクス方式の構成が可能で
ある。前者は構造が単純であるものの大型かつ高精細の表示パネルの実現が困難である。
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しかし、安価である。後者は大型、高精細表示パネルを実現できる。しかし、制御方法が
技術的に難しい、比較的高価であるという課題がある。現在では、アクティブマトリクス
方式の開発が盛んに行われている。アクティブマトリクス方式は、各画素に設けた発光素
子に流れる電流を画素内部に設けた薄膜トランジスタ（トランジスタ）によって制御する
。
【０００６】
　このアクティブマトリクス方式の有機ＥＬ表示パネルは、例えば、特許文献１に開示さ
れている。この表示パネルの一画素分の等価回路を図６２に示す。画素１６は発光素子で
あるＥＬ素子１５、第１のトランジスタ１１ａ、第２のトランジスタ１１ｂおよび蓄積容
量１９からなる。発光素子１５は有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）素子である。本
発明では、ＥＬ素子１５に電流を供給（制御）するトランジスタ１１ａを駆動用トランジ
スタ１１と呼ぶ。また、図６２のトランジスタ１１ｂのように、スイッチとして動作する
トランジスタをスイッチ用トランジスタ１１と呼ぶ。
【０００７】
　有機ＥＬ素子１５は多くの場合、整流性があるため、ＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）
と呼ばれることがある。図６２では発光素子ＯＬＥＤ１５としてダイオードの記号を用い
ている。
【０００８】
　ただし、本発明における発光素子１５はＯＬＥＤに限るものではなく、素子１５に流れ
る電流量によって輝度が制御されるものであればよい。たとえば、無機ＥＬ素子が例示さ
れる。その他、半導体で構成される白色発光ダイオードが例示される。また、一般的な発
光ダイオードが例示される。その他、発光トランジスタでもよい。また、発光素子１５は
必ずしも整流性が要求されるものではない。双方向性ダイオードであってもよい。なお、
１５はＥＬ素子として説明するが、ＥＬ膜あるいはＥＬ構造の意味として用いることがあ
る。
【０００９】
　図６２の例では、Ｐチャンネル型のトランジスタ１１ａのソース端子（Ｓ）をＶｄｄ（
電源電位）とし、ＥＬ素子１５のカソード（陰極）は接地電位（Ｖｋ）に接続される。一
方、アノード（陽極）はトランジスタ１１ｂのドレイン端子（Ｄ）に接続されている。一
方、Ｐチャンネル型のトランジスタ１１ａのゲート端子はゲート信号線１７ａに接続され
、ソース端子はソース信号線１８に接続され、ドレイン端子は蓄積容量１９およびトラン
ジスタ１１ａのゲート端子（Ｇ）に接続されている。
【００１０】
　なお、本発明は、ＥＬ素子１５を駆動する電流を供給するトランジスタ素子１１ａをＰ
チャンネルとして」説明するがこれに限定するものではない。Ｎチャンネルでもよい。も
ちろん、トランジスタ１１はバイポーラトランジスタ、ＦＥＴ、ＭＯＳＦＥＴであっても
よい。基板７１はガラス基板に限定されるものではなく、シリコン基板などの金属基板で
あってもよい。
【００１１】
　画素１６を動作させるために、まず、ゲート信号線１７ａを選択状態とし、ソース信号
線１８に輝度情報を表す映像信号を印加する。すると、トランジスタ１１ａが導通し、蓄
積容量１９が充電又は放電され、トランジスタ１１ｂのゲート電位は映像信号の電位に一
致する。ゲート信号線１７ａを非選択状態とすると、トランジスタ１１ａがオフになり、
トランジスタ１１ｂは電気的にソース信号線１８から切り離される。トランジスタ１１ａ
のゲート電位は蓄積容量１９によって安定に保持される。トランジスタ１１ａを介して発
光素子１５に流れる電流は、トランジスタ１１ａのゲート／ソース端子間電圧Ｖｇｓに応
じた値となり、発光素子１５はトランジスタ１１ａを通って供給される電流量に応じた輝
度で発光し続ける。
【特許文献１】特開平８－２３４６８３号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　有機ＥＬ表示パネルは、低温ポリシリコントランジスタアレイを用いてパネルを構成す
る。しかし、有機ＥＬ素子は、電流により発光するため、トランジスタの特性にバラツキ
があると、表示ムラが発生するという課題があった。
【００１３】
　本発明の目的は、上記従来のＥＬ素子の課題を考慮して、画素トランジスタの特性バラ
ツキがあっても、従来に比べて均一な表示を実現でき、かつ従来に比べて動画ボケの少な
いＥＬ表示装置の駆動方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
  上記目的を達成するための第１の本発明は、マトリックス状に配置されたＥＬ素子と、
　前記ＥＬ素子に流す電流を供給する駆動用トランジスタと、
　前記ＥＬ素子の電流経路に配置された第１のスイッチング素子と、
　前記第１のスイッチング素子をオンオフ制御するゲートドライバ回路と、
　前記駆動用トランジスタにプログラム電流を供給するソースドライバ回路を具備し、
　前記駆動用トランジスタはＰチャンネルトランジスタであり、
　前記ソースドライバ回路のプログラム電流を発生させる単位トランジスタはＮチャンネ
ルトランジスタであり、
　前記ゲートドライバ回路は、前記第１のスイッチング素子を、１フレーム期間または１
フィールド期間において、少なくとも複数回以上オフ状態に制御するＥＬ表示パネルの駆
動方法である。
【００１５】
　また、第２の本発明は、マトリックス状に配置されたＥＬ素子と、     
　前記ＥＬ素子に流す電流を供給する駆動用トランジスタと、
　前記ＥＬ素子の電流経路に配置された第１のスイッチング素子と、
　前記第１のスイッチング素子をオンオフ制御するゲートドライバ回路と、
　前記駆動用トランジスタにプログラム電流を供給するソースドライバ回路を具備し、
　前記駆動用トランジスタはＰチャンネルトランジスタであり、
　前記ソースドライバ回路のプログラム電流を発生させる単位トランジスタはＮチャンネ
ルトランジスタであり、
　前記ゲートドライバ回路は、前記第１のスイッチング素子を、１フレーム期間または１
フィールド期間において、２水平走査期間以上オフ状態に制御することを特徴とするＥＬ
表示パネルの駆動方法である。
【００１６】
　また、第３の本発明は、マトリックス状に配置されたＥＬ素子と、     
　前記ＥＬ素子に流す電流を供給する駆動用トランジスタと、
　前記ＥＬ素子の電流経路に配置された第１のスイッチング素子と、
　前記第１のスイッチング素子をオンオフ制御するゲートドライバ回路と、
　前記駆動用トランジスタにプログラム電流を供給するソースドライバ回路を具備し、
　前記駆動用トランジスタはＰチャンネルトランジスタであり、
　前記ソースドライバ回路のプログラム電流を発生させる単位トランジスタはＮチャンネ
ルトランジスタであり、
　画素行を選択し電流プログラムを行う期間は、第１の期間と第２の期間から構成され、
　第１の期間に第１の電流が印加され、
　第２の期間に第２の電流が印加され、
　第１の電流は、第２の電流よりも大きく、
　前記ソースドライバ回路は、第１の期間に第１の電流を出力し、第１の期間の後の第２
の期間に第１の電流を出力することを特徴とするＥＬ表示パネルの駆動方法である。
【００１７】
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　また、第４の本発明は、第１のスイッチング素子は、１フレーム期間または１フィール
ド期間において、周期的にオフ状態に制御されることを特徴とする上記第１の本発明のＥ
Ｌ表示パネルの駆動方法である。
【００１８】
　また、第５の本発明は、プログラム電流を出力するソースドライバ回路と、
　マトリックス状に配置されたＥＬ素子と、     
　前記ＥＬ素子に流す電流を供給する駆動用トランジスタと、
　前記ＥＬ素子の電流経路に配置された第１のスイッチング素子と、
　前記駆動用トランジスタに前記プログラム電流を伝達する経路を構成する第２のスイッ
チング素子と、
　前記第１のスイッチング素子をオンオフ制御する第１のゲートドライバ回路と、　
　前記第２のスイッチング素子をオンオフ制御する第２のゲートドライバ回路と、
　前記駆動用トランジスタにプログラム電流を供給するソースドライバ回路を具備し、
　前記駆動用トランジスタはＰチャンネルトランジスタであり、
　前記ソースドライバ回路のプログラム電流を発生させる単位トランジスタはＮチャンネ
ルトランジスタであり、
　前記第１のゲートドライバ回路は、前記第１のスイッチング素子を、１フレーム期間ま
たは１フィールド期間において、複数回オフ状態に制御し、
　前記第１のゲートドライバ回路は、表示パネルの一辺に配置または形成されており、
　前記第２のゲートドライバ回路は、表示パネルの他辺に配置または形成されていること
を特徴とするＥＬ表示パネルである。
【００１９】
　また、第６の本発明は、ゲートドライバ回路は、駆動用トランジスタと同一プロセスで
形成され、ソースドライバ回路は、半導体チップで形成されていることを特徴とする上記
第５の本発明のＥＬ表示パネルである。
【００２０】
　また、第７の本発明は、ゲート信号線と、
　ソース信号線と、
　プログラム電流を出力するソースドライバ回路と、
　ゲートドライバ回路と、
　マトリックス状に配置されたＥＬ素子と、     
　前記ＥＬ素子に流す電流を供給する駆動用トランジスタと、
　前記ＥＬ素子の電流経路に配置された第１のトランジスタと、
　前記駆動用トランジスタに前記プログラム電流を伝達する経路を構成する第２のトラン
ジスタと、
　前記駆動用トランジスタにプログラム電流を供給するソースドライバ回路を具備し、
　前記駆動用トランジスタはＰチャンネルトランジスタであり、
　前記ソースドライバ回路のプログラム電流を発生させる単位トランジスタはＮチャンネ
ルトランジスタであり、
　前記ソースドライバ回路は、前記ソース信号線にプログラム電流を出力し、
　前記ゲートドライバ回路は、ゲート信号線に接続され、
　前記第２のトランジスタのゲート端子は、前記ゲート信号線に接続され、
　前記第２のトランジスタのソース端子は、前記ソース信号線に接続され、
　前記第２のトランジスタのドレイン端子は、前記駆動用トランジスタのドレイン端子に
接続され、
　前記ゲートドライバ回路は、複数のゲート信号線を選択して、前記プログラム電流を複
数の画素の前記駆動用トランジスタに供給することを特徴とするＥＬ表示パネルである。
【００２１】
　また、第８の本発明は、Ｉ（Ｉは２以上の整数）画素行、Ｊ（Ｊは２以上の整数）画素
列からなる表示領域を有し、
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　前記表示領域のソース信号線に映像信号を印加するソースドライバ回路と、
　前記表示領域のゲート信号線にオン電圧またはオフ電圧を印加するゲートドライバ回路
と、
　前記表示領域以外の箇所に形成されたダミー画素行を具備し、
　前記表示領域にはＥＬ素子がマトリックス状に形成され、ソースドライバ回路からの映
像信号に基づいて発光し、
　前記ダミー画素行は、発光しないか、もしくは発光状態が視覚的に見えないように構成
されていることを特徴とするＥＬ表示パネルである。
【００２２】
　また、第９の本発明は、ゲートドライバ回路は、複数画素行を同時に選択して、ソース
ドライバ回路からの映像信号を前記複数の画素行に印加し、
　第１行目の画素行もしくはＩ画素行が選択される時には、ダミー画素行が選択されるこ
とを特徴とする上記第７の本発明のＥＬ表示パネルである。
【００２３】
　また、第１０の本発明は、ゲートドライバ回路はＰチャンネルトランジスタで構成され
ていることを特徴とする上記第７の本発明のＥＬ表示パネルである。
【００２４】
　また、第１１の本発明は、マトリックス状に配置されたＥＬ素子と、  
　前記ＥＬ素子に流す電流を供給する駆動用トランジスタと、
　前記ＥＬ素子の電流経路に配置された第１のスイッチング素子と、
　前記第１のスイッチング素子をオンオフ制御するゲートドライバ回路と、
　前記駆動用トランジスタにプログラム電流を供給するソースドライバ回路を具備し、
　前記駆動用トランジスタおよび前記第１のスイッチング素子はＰチャンネルトランジス
タであり、
　前記ソースドライバ回路のプログラム電流を発生させる単位トランジスタはＮチャンネ
ルトランジスタであり、
　前記ソースドライバ回路のプログラム電流を発生させる単位トランジスタはＮチャンネ
ルトランジスタであることを特徴とするＥＬ表示パネルである。
【００２５】
　また、第１２の本発明は、ＥＬ素子を所定輝度よりも高輝度で発光する電流を前記ＥＬ
素子に供給し、
１フレームまたは１フィールドの１／Ｎ（Ｎは１より大きい）期間、前記ＥＬ素子を発光
させることを特徴とするＥＬ表示パネルの駆動方法である。
【００２６】
　また、第１３の本発明は、フレームの１／Ｎの期間は、複数期間に分割されていること
を特徴とする上記第１２の本発明のＥＬ表示パネルの駆動方法である。
【００２７】
　また、第１４の本発明は、電流によりＥＬ素子に流す電流をプログラムするＥＬ表示パ
ネルにあって、
　所定輝度よりも高い輝度で前記ＥＬ素子を発光させ、１／Ｎ（Ｎ＞１）の表示領域を表
示し、
　前記１／Ｎの表示領域を順次シフトして全画面を表示することを特徴とするＥＬ表示パ
ネルの駆動方法である。
【００２８】
　また、第１５の本発明は、マトリックス状に配置されたＥＬ素子と、前記ＥＬ素子に流
す電流を供給する駆動用トランジスタと、前記ＥＬ素子の電流経路に配置された第１のス
イッチング素子と、前記第１のスイッチング素子をオンオフ制御するゲートドライバ回路
を有するＥＬ表示パネルと、
　受話器を具備することを特徴とするＥＬ表示装置である。
【００２９】
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　ここで、本明細書中に記載した本発明の内、一の発明は２つの動作からなる。第１の動
作は、画素１６の駆動用トランジスタ１１ａに、電流ドライバ回路（ＩＣ）１４から電流
を供給（あるいは吸収）し、駆動用トランジスタ１１ａに所定の電流をプログラムする。
第２の動作は、前記駆動用トランジスタ１１ａにプログラムされた電流をＥＬ素子１５に
流す。以上のように、駆動用トランジスタ１１ａに電流プログラムし、この電流をＥＬ素
子１５に流すことにより、駆動用トランジスタ１１ａに特性バラツキが発生していても、
プログラムされた所定の電流を流すことができるようになる。したがって、均一な画面表
示を実現できる。ＥＬ素子１５に流す電流はＥＬ素子１５と駆動用トランジスタ１１ａ間
に形成または配置されたトランジスタ１１ｄにより間欠動作される。
【００３０】
　また、他の一の発明は、複数画素行の駆動用トランジスタ１１ａを同時に選択し、電流
プログラムを実施する方法である。選択画素行は順次走査する。たとえば、電流ドライバ
１４から１μＡの電流を出力し、２つの画素行を同時に選択するとすれば、１つの画素行
には、１／２＝０．５μＡの電流がプログラムされる。
【００３１】
　これを実現するために、画面の上端と下端のうち、少なくとも一方に、ダミー画素行を
形成する。このダミー画素行は、電流プログラムされても発光しないように構成される。
また、ダミー画素行は、同時に選択される画素行－１の本数が形成または配置される。
【００３２】
　電流ドライバ１４が電流出力するソース信号線１８には寄生容量がある。寄生容量を十
分に充放電できなければ、画素１６には所定の電流を書き込むことができない。充放電を
良好にするためには、電流ドライバ１４からの出力電流を大きくすればよい。しかし、電
流ドライバ１４から出力する電流は画素１６の駆動用トランジスタ１１ａに書き込まれる
。したがって、電流ドライバ１４からの出力電流を大きくすると、駆動用トランジスタ１
１ａに書き込まれる電流も大きくなり、ＥＬ素子１５の発光輝度も比例して大きくなる。
そのため、所定輝度表示にならない。
【００３３】
　複数画素行の駆動用トランジスタ１１ａを同時に選択すれば、電流ドライバ１４からの
出力電流は複数画素行に分割されて、電流プログラムが実施される。したがって、電流ド
ライバ１４から出力する電流を大きくし、かつ駆動用トランジスタ１１ａの書き込み電流
を小さくすることができる。
【００３４】
　また、更に他の一の発明は、画素１６の点灯を間欠にするものである。つまり、画面表
示は間欠表示にする。画面表示を間欠表示にすることにより動画ボケの発生がなくなる。
したがって、ＣＲＴのように、残像がなく、良好な動画表示を実現できる。間欠表示は、
駆動用トランジスタとＥＬ素子１５間に配置または形成されたトランジスタ１１ｄを制御
することにより実現する。
【００３５】
  なお、上記構成によれば、例えば、Ｎ＝１０倍の電流で画素トランジスタにプログラム
すれば、１０倍の電流がＥＬ素子１５に流れ、ＥＬ素子１５は１０倍の輝度で発光する。
そこで所定の発光輝度を得るために、ＥＬ素子に電流が流れる時間を１フレーム（１Ｆ）
の１／１０にする。このように駆動することにより、ソース信号線の寄生容量を十分に充
放電でき、所定の発光輝度を得ることができる。この様に、Ｎ倍の電流で画素にプログラ
ムするため、ソース信号線の寄生容量を十分に充放電できる。したがって、精度のよい電
流プログラムを実現できるから均一表示を実現できる。また、１Ｆ／Ｎの期間の間だけ、
ＥＬ素子１５に電流を流し、他の期間（１Ｆ（Ｎ－１）／Ｎ）は電流を流さない。この表
示状態では１Ｆごとに画像データ表示、黒表示（非点灯）が繰り返される間欠表示となる
。したがって、画像の輪郭ぼけがなくなり良好な動画表示を実現できる。
【発明の効果】
【００３６】
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　本発明によれば、高画質、良好な動画表示性能、低消費電力、低コスト化、高輝度化等
のそれぞれの構成に応じて特徴ある効果を発揮する。
【００３７】
　なお、本発明を用いれば、低消費電力の情報表示装置などを構成できるので、電力を消
費しない。また、小型軽量化できるので、資源を消費しない。また、高精細の表示パネル
であっても十分に対応できる。したがって、地球環境、宇宙環境に優しいこととなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　本明細書において各図面は理解を容易にまたは／および作図を容易にするため、省略ま
たは／および拡大縮小した箇所がある。たとえば、図１１に図示する表示パネルの断面図
では封止膜１１１などを十分厚く図示している。一方、図１０において、封止フタ８５は
薄く図示している。また、省略した箇所もある。たとえば、本発明の表示パネルなどでは
、反射防止のために円偏光板などの位相フィルムを偏光板が必要である。しかし、本明細
書の各図面では省略している。以上のことは以下の図面に対しても同様である。また、同
一番号または、記号等を付した箇所は同一もしくは類似の形態もしくは材料あるいは機能
もしくは動作を有する。
【００３９】
　なお、各図面等で説明した内容は特に断りがなくとも、他の実施例等と組み合わせるこ
とができる。たとえば、図８の表示パネルにタッチパネルなどを付加し、図５７から図６
１、図１０２など図示する情報表示装置などを構成することができる。また、拡大レンズ
５８２を取り付け、ビデオカメラ（図５９など参照のこと）などに用いるビューファイン
ダ（図５８を参照のこと）を構成することもできる。また、図４、図１５、図１８、図２
１、図２３、図２７、図３１、図３５、図３９、図４４、図５２、図５３、図５５、図６
３、図６７、図７７、図７８、図７９、図８０、図１１４、図１１６、図１２０、図１２
２、図１２５、図１２９、図１３０、図１３１、図１３２、図１３３、図１３６、図１３
９、図１４０、図１４４、図１４５、図１５２から図１６４などで説明した本発明の駆動
方法は、いずれの本発明の表示装置または表示パネルもしくは情報表示装置などに適用す
ることができる。
【００４０】
　なお、本明細書では、駆動用トランジスタ１１、スイッチング用トランジスタ１１など
は薄膜トランジスタとして説明するが、これに限定するものではない。薄膜ダイオード（
ＴＦＤ）、リングダイオードなどでも構成することができる。また、薄膜素子に限定する
ものではなく、シリコンウエハに形成したトランジスタでもよい。もちろん、ＦＥＴ、Ｍ
ＯＳ－ＦＥＴ、ＭＯＳトランジスタ、バイポーラトランジスタでもよい。これらも基本的
に薄膜トランジスタである。その他、バリスタ、サイリスタ、リングダイオード、ホトダ
オード、ホトトランジスタ、ＰＬＺＴ素子などでもよいことは言うまでもない。つまり、
スイッチ素子１１、駆動用素子１１と構成するものはこれらのいずれでも使用することが
できる。
【００４１】
　以下、本発明のＥＬパネルについて図面を参照しながら説明をする。
【００４２】
　有機ＥＬ表示パネルは、図１０に示すように、画素電極としての透明電極１０５が形成
されたガラス板７１（アレイ基板）上に、電子輸送層、発光層、正孔輸送層などからなる
少なくとも１層の有機ＥＬ層１５および金属電極（反射膜）（カソード）１０６が積層さ
れたものである。透明電極（画素電極）１０５である陽極（アノード）にプラス、金属電
極（反射電極）１０６の陰極（カソード）にマイナスの電圧を加えると有機ＥＬ素子１５
が発光する。
【００４３】
　アノードあるいはカソードへ電流を供給する配線（図８のカソード配線８６、アノード
配線８７）には大きな電流が流れる。たとえば、ＥＬ表示装置の画面サイズが４０インチ
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サイズになると１００（Ａ）程度の電流が流れる。したがって、アノードおよびカソード
配線の抵抗値は十分低く作製（形成）する必要がある。この課題に対して、本発明では、
まず、アノードなどの配線（ＥＬ素子に発光電流を供給する配線）を薄膜で形成する。そ
して、この薄膜配線に電解めっき技術あるいは無電解めっき技術でメッキし、配線にメッ
キ層を積層することにより配線の厚みを厚く形成している。
【００４４】
　めっき金属としては、クロム、ニッケル、金、銅、アルミあるいはこれらの合金、アマ
ンガム構造などが例示される。また、必要に応じて、配線そのもの、あるいは配線に銅薄
からなる金属配線を貼り付けている。また、配線の上に銅ペーストなどをスクリーン印刷
し、ペーストなどを積層させることにより配線の厚みを厚くし、配線抵抗を低下させる。
また、ボンディング技術で配線のワイヤをボンディングしてもよい。また、必要に応じて
、配線に絶縁層を形成し、さらに導電体層を積層してグランドパターンを形成し、配線と
の間にコンデンサ（容量）を形成してもよい。
【００４５】
　金属電極１０６には、リチウム、銀、アルミニウム、マグネシウム、インジウム、銅ま
たは各々の合金等の仕事関数が小さなものを用いることが好ましい。特に、例えばＡｌ－
Ｌｉ合金を用いることが好ましい。また、透明電極１０５には、ＩＴＯ等の仕事関数の大
きな導電性材料または金等を用いることができる。なお、金を電極材料として用いた場合
、電極は半透明の状態となる。なお、ＩＴＯはＩＺＯなどの他の材料でもよい。この事項
は他の画素電極１０５に対しても同様である。
【００４６】
　本発明のＥＬ膜１５は蒸着で形成することに限定するものではなく、インクジェットで
形成してもよいことは言うまでもない。つまり、本発明のEL素子１５とは、蒸着プロセス
で形成する低分子ＥＬ材料で構成されたものに限定されるものではなく、インクジェット
などで形成される高分子ＥＬ材料で構成されたものでもよい。その他、スクリーン印刷あ
るいはオフセット印刷技術などで形成されたものでもよい。
【００４７】
　封止フタ８５とアレイ基板７１との空間には乾燥剤１０７を配置する。これは、有機Ｅ
Ｌ膜１５は湿度に弱いためである。ＥＬ膜１５を封止ふた８５で外気と遮断し、乾燥剤１
０７によりシール剤を浸透する水分を吸収し有機ＥＬ膜１５の劣化を防止する。
【００４８】
　図１０はガラスの封止フタ８５を用いて封止する構成であるが、図１１のようにフィル
ム（薄膜でもよい。つまり、薄膜封止膜である）１１１を用いた封止であってもよい。た
とえば、封止フィルム（薄膜封止膜）１１１としては電解コンデンサのフィルムにＤＬＣ
（ダイヤモンド　ライク　カーボン）を蒸着したものを用いることが例示される。このフ
ィルムは水分浸透性が極めて悪い（防湿性能が高い）。このフィルムを封止膜１１１とし
て用いる。なお、封止フタあるいは封止膜１１１の熱膨張係数は、アレイ基板７１の熱膨
張係数に対し、１０％以内の差の材料を用いて形成あるいは構成することが好ましい。熱
膨張係数がずれていると封止ふた１１１などとアレイ基板７１などが剥離する。なお、封
止膜１１１は、ＤＬＣ膜などを電極１０６の表面に直接蒸着する構成ものよいことは言う
までもない。その他、樹脂薄膜と金属薄膜を多層に積層して、薄膜封止膜を構成してもよ
い。
【００４９】
　薄膜１１１の膜厚はｎ・ｄ（ｎは薄膜の屈折率、複数の薄膜が積層されている場合はそ
れらの屈折率を総合（各薄膜のｎ・ｄを計算）にして計算する。ｄは薄膜の膜厚、複数の
薄膜が積層されている場合はそれらの屈折率を総合して計算する。）が、ＥＬ素子１５の
発光主波長λ以下となるようにするとよい。この条件を満足させることにより、ＥＬ素子
１５からの光取り出し効率が、ガラス基板で封止した場合に比較して２倍以上になる。ま
た、アルミニウムと銀の合金あるいは混合物あるいは積層物を形成してもよい。
【００５０】
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　以上のように封止フタ８５を用いず、封止膜１１１で封止する構成を薄膜封止構成と呼
ぶ。基板７１側から光を取り出す「下取り出し（図１０を参照、光取り出し方向は図１０
の矢印方向である）」の場合は、ＥＬ膜を形成後、ＥＬ膜上にカソードとなるアルミ電極
を形成する。次にこのアルミ膜上に緩衝層としての樹脂層を形成する。緩衝層としては、
アクリル、エポキシなどの有機材料が例示される。また、膜厚は１μｍ以上１０μｍ以下
の厚みが適する。さらに好ましくは、膜厚は２μｍ以上６μｍ以下の厚みが適する。この
緩衝膜上に封止膜７４を形成する。緩衝膜がないと、応力によりＥＬ膜構造が崩れ、筋状
に欠陥が発生する。封止膜１１１は前述したように、ＤＬＣ（ダイヤモンド　ライク　カ
ーボン）、あるいは電界コンデンサの層構造（誘電体薄膜とアルミ薄膜とを交互に多層蒸
着した構造）が例示される。
【００５１】
　ＥＬ層１５側から光を取り出す「上取り出し、図１１を参照、光取り出し方向は図１１
の矢印方向である」の場合の薄膜封止は、ＥＬ膜１５を形成後、ＥＬ膜１５上にカソード
（アノード）となるＡｇ－Ｍｇ膜を２０オングストローム以上３００オングストロームの
膜厚で形成する。その上に、ＩＴＯなどの透明電極を形成して低抵抗化する。次にこの電
極膜上に緩衝層としての樹脂層を形成する。この緩衝膜上に封止膜１１１を形成する。
【００５２】
　有機ＥＬ層１５から発生した光の半分は、反射膜１０６で反射され、アレイ基板７１と
透過して出射される。しかし、反射膜１０６には外光を反射し写り込みが発生して表示コ
ントラストを低下させる。この対策のために、アレイ基板７１にλ／４板１０８および偏
光板（偏光フィルム）１０９を配置している。これらは一般的に円偏光板（円偏光シート
）と呼ばれる。
【００５３】
　なお、画素が反射電極の場合はＥＬ層１５から発生した光は上方向に出射される。した
がって、位相板１０８および偏光板１０９は光出射側に配置することはいうまでもない。
なお、反射型画素は、画素電極１０５を、アルミニウム、クロム、銀などで構成して得ら
れる。また、画素電極１０５の表面に、凸部（もしくは凹凸部）を設けることで有機ＥＬ
層１５との界面が広くなり発光面積が大きくなり、また、発光効率が向上する。なお、カ
ソード１０６（アノード１０５）となる反射膜を透明電極に形成する、あるいは反射率を
３０％以下に低減できる場合は、円偏光板は不要である。写り込みが大幅に減少するから
である。また、光の干渉も低減し望ましい。
【００５４】
　画素の開口部以外にアクリルのカーボンを含有させた樹脂を塗布する（ブラックマトリ
ックス（ＢＭ））ことにより、写りこみを抑制することができる。樹脂などは光吸収性を
有するものであれば何でも良い。六価クロムなどの黒色の金属、塗料、表面に微細な凹凸
を形成した薄膜あるいは厚膜もしくは部材、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化マグネ
シウム、オパールガラスなどの光拡散物でもよい。また、暗色、黒色でなくとも光変調層
２４が変調する光に対して補色の関係のある染料、顔料などで着色されたものでもよい。
【００５５】
　画素電極１０５は透明電極（ＩＴＯ）で形成される。画素電極１０５上に、ＥＬ膜１５
が形成される。カソード電極１０６と画素電極１０５間に挟時されたＥＬ素子１５に電界
が印加されることによりＥＬ素子１５が発光する。
【００５６】
　課題は、電界が印加されたＥＬ層１５のすべてが発光してしまう点にある。画素電極１
０５下にトランジスタ１１、ゲート信号線１７が形成された領域は光が透過しない（この
光が透過しない領域を非透過領域と呼ぶ）。非透過領域のＥＬ層１５が発光しても、発光
した光は遮光されてしまう。しかし、発光した領域においても電力は使用されているから
、非透過領域で発光しているＥＬ層が多いほど電力効率が低下することになる。
【００５７】
　この課題を解決するため、本発明では、図６８で図示するように非発光領域に絶縁膜６
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８１を形成している。絶縁膜６８１は、画素電極１０５と積層して形成する。また、絶縁
膜６８１は非発光領域上に形成する。非発光領域上とは、画素電極１０５とＥＬ層１５間
、カソード１０６とＥＬ層１５間のいずれも該当する。図６８は画素電極１０５とＥＬ層
１５間に絶縁膜６８１を形成した構成である。
【００５８】
　図７１は、画素電極１０５を上から見た構成を模式的に図示している。非発光領域上に
絶縁膜６８１が形成されている。また、図７２は画素開口部７２１以外の部分に絶縁膜６
８１を形成したところを示している。
【００５９】
　絶縁膜は、ＳiO2、ＳiO、TiO2、Ａｌ2Ｏ3などの無機材料からなる薄膜が例示される。
また、アクリル樹脂、レジストなど有機材料からなる薄膜あるいは厚膜でもよい。なお、
非透過領域の画素電極をパターニングにより取り除いても良い。また、カソードを構成す
る金属薄膜などをパターニングにより取り除いても良いことは言うまでもない。
【００６０】
　絶縁膜６８１を形成すること、あるいはバターンニングによりＥＬ素子１５の電極を取
り除くことにより、ＥＬ膜１５には電荷が注入されなくなる。したがって、非発光領域で
のＥＬ素子１５の発光は発生しなくなるから、電力効率は向上する。
【００６１】
　なお、画素サイズは、図７３に図示するように、ＲＧＢで大きさを変化させてもよいこ
とは言うまでもない。ＥＬ素子１５は、ＲＧＢで発光効率が異なるため、図７３のように
ＲＧＢで画素開口率（画素サイズ）を変化させることのより、ホワイトバランスを良好に
することができる。
【００６２】
　また、基板７１から外部に放射（出射）される光量を増大させるためには、図６９に図
示するように回折格子を形成するとよい。回折格子により、ＥＬ層１５で発生した光が回
折し、全臨界角で反射される光量が少なくなる。したがって、基板７１から出射する光量
が増大し、高輝度表示を実現できるようになる。
【００６３】
　図６９の（ａ）は回折格子６９１を画素電極１０５上に形成した実施例である。画素電
極１０５をパターニングすることにより、あるいは画素電極１０５の下層あるいは画素電
極１０５上に回折格子を形成することのより、回折効果が発揮される。
【００６４】
　回折格子の形状は、円弧状、三角形状、のこぎり歯状、矩形状、サインカーブ状のいず
れでもよい。しかし、特性、効率の観点からサインカーブ状にすることが好ましい。回折
格子のピッチは１μｍ以上２０μｍ以下とすることが好ましく、特に、２μｍ以上１０μ
ｍ以下とすることが好ましい。回折格子の高さは２μｍ以上２０μｍ以下とすることが好
ましく、特に、３μｍ以上１０μｍ以下とすることが好ましい。また、回折格子は、線状
（２次元状）よりも３次元（ドットマトリックス状）に構成することが好ましい。線状で
あれば、偏光依存性が発生するからである。
【００６５】
　図６９の（ｂ）は回折格子６９１をカソード電極１０６上に形成した実施例である。カ
ソード電極１０６をパターニングすることにより、あるいはカソード電極１０６の下層あ
るいはカソード電極１０６上に回折格子を形成することのより、回折効果が発揮される。
【００６６】
　図７０は回折格子６９１をカソード電極１０６および画素電極に形成した実施例である
。回折格子６９１ａ、６９１ｂは２次元状（線状）に形成し、回折格子６９１ａと回折格
子６９１ｂとは形成方向が直交するように構成すればよい。もちろん、回折格子６９１ａ
、回折格子６９１ｂの一方が３次元状あるいは両方が３次元状に構成してもよいことは言
うまでもない。
【００６７】
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 トランジスタ１１はＬＤＤ（ロー　ドーピング　ドレイン）構造を採用することが好ま
しい。また、本明細書ではＥＬ素子として有機ＥＬ素子（ＯＥＬ、ＰＥＬ、ＰＬＥＤ、Ｏ
ＬＥＤなど多種多様な略称で記述される）１５を例にあげて説明するがこれに限定するも
のではなく、無機ＥＬ素子にも適用されることは言うまでもない。
【００６８】
　まず、有機ＥＬ表示パネルに用いられるアクティブマトリックス方式は、
１．特定の画素を選択し、必要な表示情報を与えられること。
２．１フレーム期間を通じてＥＬ素子に電流を流すことができること。
という２つの条件を満足させなければならない。
【００６９】
　この２つの条件を満足させるため、図６２に図示する従来の有機ＥＬの画素構成では、
第１のトランジスタ１１ｂは画素を選択するためのスイッチング用トランジスタ、第２の
トランジスタ１１ａはＥＬ素子（ＥＬ膜）１５に電流を供給するための駆動用トランジス
タとする。
【００７０】
　この構成を用いて階調を表示させる場合、駆動用トランジスタ１１ａのゲート電圧とし
て階調に応じた電圧を印加する必要がある。したがって、駆動用トランジスタ１１ａのオ
ン電流のばらつきがそのまま表示に現れる。
【００７１】
　トランジスタのオン電流は単結晶で形成されたトランジスタ（たとえば、シリコン基板
に形成されたトランジスタ）であれば、きわめて均一であるが、安価なガラス基板に形成
することのできる形成温度が４５０度以下の低温ポリシリ技術で形成した低温多結晶トタ
ンジスタでは、そのしきい値のばらつきが±０．２Ｖ～０．５Ｖの範囲でばらつきがある
。そのため、駆動用トランジスタ１１ａを流れるオン電流がこれに対応してばらつき、表
示にムラが発生する。これらのムラは、しきい値電圧のばらつきのみならず、トランジス
タの移動度、ゲート絶縁膜の厚みなどでも発生する。また、トランジスタ１１の劣化によ
っても特性は変化する。
【００７２】
　トランジスタの特性のばらつきは、低温ポリシリコン技術に限定されるものではなく、
プロセス温度が４５０度（摂氏）以上の高温ポリシリコン技術でも、固相（ＣＧＳ）成長
させた半導体膜を用いてトランジスタなどを形成したものでも発生する。その他、有機ト
ランジスタでも発生する。アモルファスシリコントランジスタでも発生する。なお、本明
細書では低温ポリシリコン技術で形成したトランジスタを主として説明する。
【００７３】
　したがって、図６２のように、電圧を書き込むことにより、階調を表示させる方法では
、均一な表示を得るために、デバイスの特性を厳密に制御する必要がある。しかし、現状
の低温多結晶ポリシリコントランジスタなどではこのバラツキを所定範囲以内に抑えると
いうスペックを満足できない。
【００７４】
　本発明のＥＬ表示装置の画素構造は、具体的には図１に示すように単位画素が４つから
なる複数のトランジスタ１１ならびにＥＬ素子により形成される。画素電極はソース信号
線と重なるように構成する。つまり、ソース信号線１８上に絶縁膜あるいはアクリル材料
からなる平坦化膜を形成して絶縁し、この絶縁膜上に画素電極１０５を形成する。このよ
うにソース信号線１８上の少なくとも１部に画素電極を重ねる構成をハイアパーチャ（Ｈ
Ａ）構造と呼ぶ。不要な干渉光などが低減し、良好な発光状態が期待できる。
【００７５】
　この回路は１画素内に４つのトランジスタ１１を有しており、トランジスタ１１ａ の
ゲートはトランジスタ１１ｂのソースに接続されている。また、トランジスタ１１ｂおよ
びトランジスタ１１ｃのゲートはゲート信号線１７ａに接続されている。トランジスタ１
１ｂのドレインはトランジスタ１１ｃのソースならびにトランジスタ１１ｄのソースに接
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続され、トランジスタ１１ｃのドレインはソース信号線１８に接続されている。トランジ
スタ１１ｄのゲートはゲート信号線１７ｂに接続され、トランジスタ１１ｄのドレインは
ＥＬ素子１５のアノード電極に接続されている。
【００７６】
　尚、トランジスタ１１ｂ及び１１ｃは、本発明の第２のスイッチング素子の一例である
。また、トランジスタ１１ｄは、本発明の第１のスイッチング素子の一例である。
【００７７】
　ゲート信号線（第１の走査線）１７ａをアクティブ（オン電圧を印加）とすることによ
りＥＬ素子１５の駆動用のトランジスタ１１ａおよびスイッチ用トランジスタ１１ｃがオ
ンする。同時に、前記ＥＬ素子１５に流すべき電流値をソースドライバ回路１４から流す
。また、トランジスタ１１ａのゲートとドレイン間を短絡するようにトランジスタ１１ｂ
がオンすると共に、トランジスタ１１ａのゲートとソース間に接続されたコンデンサ（キ
ャパシタ、蓄積容量、付加容量）１９にソースドライバ回路１４が流した電流を記憶する
（図３の（ａ）を参照のこと）。
【００７８】
　次に、ゲート信号線１７ａを非アクティブ（ＯＦＦ電圧を印加）、ゲート信号線１７ｂ
をアクティブとして、電流の流れる経路を前記第１のトランジスタ１１ａ並びにＥＬ素子
１５に接続されたトランジスタ１１ｄならびに前記ＥＬ素子１５を含む経路に切り替えて
、記憶した電流を前記ＥＬ素子１５に流すように動作する（図３の（ｂ）を参照のこと）
。
【００７９】
　なお、１画素に必要なコンデンサ１９の容量をＣｓ（ｐＦ）とし、１画素が占める面積
（開口率ではない。画素サイズである。）をＳｐ（平方μｍ）とすれば、５００／Ｓｐ　
≦　Ｃｓ　≦　２００００／Ｓｐとし、さらに好ましくは、１０００／Ｓｐ　≦　Ｃｓ　
≦　１００００／Ｓｐとなるようにする。なお、トランジスタのゲート容量は小さいので
、ここでいうＣｓとは、蓄積容量（コンデンサ）１９単独の容量とみなしてもよい。
【００８０】
　コンデンサ１９は画素の非表示領域におおむね形成することがこのましい。一般的に、
フルカラー有機ＥＬ１５を作成する場合、有機ＥＬ層１５をメタルマスクによるマスク蒸
着で形成する。マスク位置ずれが発生すると各色の有機ＥＬ層１５（１５Ｒ、１５Ｇ、１
５Ｂ）が重なる危険性がある。そのため、各色の隣接する画素間の非表示領域は１０μ以
上離れなければならない。この部分は発光に寄与しない部分（非発光領域）となる。した
がって、蓄積容量１９をこの領域に形成することは画素内の有効利用となり、開口率向上
のために有効な手段となる。
【００８１】
　なお、図１ではすべてのトランジスタはＰチャンネルで構成している。Ｐチャンネルは
多少Ｎチャンネルのトランジスタに比較してモビリティが低いが、耐圧が大きくまた劣化
も発生しにくいので好ましい。しかし、本発明はＥＬ素子構成をＰチャンネルで構成する
ことのみに限定するものではない。Ｎチャンネルのみで構成してもよい。また、Ｎチャン
ネルとＰチャンネルの両方を用いて構成してもよい。
【００８２】
　なお、図１においてトランジスタ１１ｃ、１１ｂは同一の極性で構成し、かつＮチャン
ネルで構成し、トランジスタ１１ａ、１１ｄはＰチャンネルで構成することが好ましい。
一般的にＰチャンネルトランジスタはＮチャンネルトランジスタに比較して、信頼性が高
い、キンク電流が少ないなどの特長があり、電流を制御することによって目的とする発光
強度を得るＥＬ素子１５に対しては、トランジスタ１１ａをＰチャンネルにする効果が大
きい。
【００８３】
　最適には画素を構成するトランジスタ１１をすべてＰチャンネルで形成し、内蔵ゲート
ドライバ１２もＰチャンネルで形成することが好ましい。このようにアレイをＰチャンネ
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ルのみのトランジスタで形成することにより、マスク枚数が５枚となり、低コスト化、高
歩留まり化を実現できる。
【００８４】
　図１などの電流駆動方式の画素構成は、画素欠陥を電気的に検査できるという点にも特
徴がある。以下、本発明の検査方法について説明しておく。図８７、図８８は本発明の検
査方法を説明するための説明図である。図８７の画素構成（図１の画素構成を例示して説
明をする）では、プログラム電流Ｉｗをソース信号線１８に印加する。プログラム電流Ｉ
ｗは１μＡ～１０μＡの電流である。駆動用トランジスタ１１ａは所定のプログラム電流
Ｉｗが流れるように駆動される。つまり、駆動用トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子
の電位は変化する。この所定の電流Ｉｗを流すための、トランジスタ１１ａのゲート端子
（Ｇ）の電位をＶｔと呼ぶ。
【００８５】
　たとえば、ある画素の駆動用トランジスタ１１ａはＩｗ電流を流すのに、ゲート端子は
Ｖｄｄ電圧よりもＶｔ２だけ低くする必要がある（図８８の実線）。他のある画素の駆動
用トランジスタ１１ａはＩｗ電流を流すのに、ゲート端子はＶｄｄ電圧よりもＶｔ１だけ
低くする必要がある（図８８の点線）。これらのＶｔはソース信号線１８の電位の変化で
あるが、画素１６のトランジスタ１１ａの特性を示していることになる。
【００８６】
　つまり、選択された画素１６の駆動トランジスタ１１ａのゲート端子電位がソース信号
線１８の電位となる。駆動トランジスタ１１ａのゲート端子電位の調整により駆動トラン
ジスタ１１ａが流す電流が決定されるから、駆動トランジスタ１１ａのゲート電位より駆
動トランジスタ１１ａの特性を測定することができる。また、画素１６内で発生している
欠陥によりソース信号線１８の電位が異状出力となる。したがって、欠陥などを検出する
ことができる。
【００８７】
　ゲートドライブ回路１２を制御し、１ゲート信号線１７ａにオン電圧を印加する。つま
り、１画素行ずつ、順次選択していく（他のゲート信号線１７ａにはオフ電圧が印加され
ている）。また、ソース信号線１８にはＩｗ電流を流すように設定する。ゲート信号線１
７ａにオン電圧が印加され、選択された画素１６のトランジスタ１１ａのゲート端子は、
所定電流Ｉｗを流すに必要とするＶｔ電圧となる。
【００８８】
　ゲート信号線１７ｂにはオフ電圧を印加しておく。オフ電圧に印加によりトランジスタ
１１ｄはオフ状態となり、駆動用トランジスタ１１ａとＥＬ素子１５とは切り離された状
態となる。したがって、ＥＬ素子１５が形成されていないアレイ状態でも本発明の検査方
法を適用できる。
【００８９】
　以上のように、ゲート信号線１７ａのオン電圧位置を、１水平走査期間（１Ｈ）に同期
して順次シフトしていくと、図８９に図示するようにソース信号線１８電位が変化する（
図８８も参照のこと）。変化は、１Ｈに同期して出力される。なお、１Ｈに同期すること
限定されるものではない。画像を表示するのではなく、検査のためだからである。したが
って、１Ｈとは、１画素行を順次選択するという意味であって、説明を容易にするためで
ある。１Ｈは任意の固定の時間（期間）であって良い。つまり、１Ｈとは、検査する画素
行を選択している期間である。
【００９０】
　なお、本発明の検査方式（検査装置、検査方法）では、複数画素行を同時に選択しても
よいことは明らかである。画素欠陥などは、複数画素行を同時に選択しても異状出力がソ
ース信号線１８に出力されることで検出できるからである。検査を行う画素１６から出力
される電流はμＡ程度の微小電流である。画素１６でショート欠陥などが発生していると
、少なくともｍＡオーダーの出力がソース信号線１８に出力される。したがって、複数画
素行を同時に選択して検査を行うことができる。極端には、表示領域５０の全画素行を選
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択し、一括検査を行っても良い。また、画面５０の１／２ずつ検査を行っても良い。
【００９１】
　図９０は、本発明の検査方法を実施するための検査回路の構成図である。各ソース信号
線１８の電極端子９９６にプローブ９９７を接続し、ソース信号線１８にプログラム電流
Ｉｗを印加している。プログラム電流Ｉｗは、基準電圧回路９９１の電圧値により変更あ
るいは調整できる。基準電圧発生回路９９１の基準電圧Ｖａがオペアンプ９９５の＋端子
（正極性端子）に入力される。オペアンプ９９５とトランジスタ９９４と抵抗Ｒｍで定電
流回路を構成している。
【００９２】
　プログラム電流Ｉｗは１μＡ以上１０μＡ以下に設定する。基本的には、パネルを駆動
するのに必要な最大値の電流で実施する。また、黒書き込み状態（黒表示時）の検討する
ため、１００ｎＡ以下の低電流で測定してもよい。
【００９３】
　基準電圧回路９９１が出力する基準電圧Ｖａは、オペアンプ９９５の＋端子に印加され
る。オペアンプの＋端子と－端子は同一電位となるから、トランジスタ９９４にはソース
信号線１８に流れる電流Ｉｗ＝Ｖａ／Ｒｍが流れる。したがって、すべてのソース信号線
１８には定電流Ｉｗが流れる。また、基準電圧Ｖａの変更により、容易に電流Ｉｗを変更
できる。
【００９４】
　なお、本発明では、すべてのソース信号線１８に同一電流Ｉｗを流すとして説明するが
、これに限定するものではない。たとえば、隣接したソース信号線１８に異なる定電流を
流して検査を行ってもよい。また、奇数番目のソース信号線１８にプローブ９９７
電極９９６との接続方式は、プローブ９９７に限定するものではない。たとえば、ＡＣＦ
技術で接着してもよい。また、金バンプ、ニッケルバンプにより接続をとってもよい。
【００９５】
　また、本発明の検査方式において、ソース信号線１８には定電流Ｉｗを流すとして説明
をするがこれに限定するものではない。たとえば、矩形波状の電流（交流電流）を流して
検査をしてもよい。また、電圧をソース信号線１８に印加し、ソース信号線１８の隣接シ
ョートなどを検出する第１モードと、定電流をソース信号線１８に流して画素欠陥を検出
する第２モードとを組み合わせてもよい。また、ＥＬ素子１５のカソード電極、アノード
電極に印加した信号（電圧もしくは電流）をソース信号線１８で検出あるいは測定するこ
とにより検査を行っても良い。
【００９６】
　図９０の回路構成によれば、ソース信号線１８に定電流Ｉｗが流れるから、ゲート信号
線１７ａを順次シフトしていくと、図８９の電圧（電流）波形を測定することができる。
この電圧波形を入力回路（高入力インピーダンスのオペアンプ、入力を切り替えるアナロ
グスイッチ、ＡＤ（アナログ－デジタル）変換回路などで構成される）９９３でアナログ
電圧（電流）をデジタル信号に変換して、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）９９２などの
データ収集手段および制御手段に取り込む。
【００９７】
　ソース信号線１８には微小な電流が流れることから、インピーダンスが高い状態である
。この状態で、ソース信号線１８の電位変化（あるいは絶対値）を良好に測定するために
は、高インピーダンス回路（たとえば、ＦＥＴ回路で構成された入力オペアンプの＋入力
端子）をソース信号線１８に接続する。つまり、プローブ９９７と入力回路９９３のオペ
アンプ（図示せず）の＋入力回路とは電気的に接続されている。
【００９８】
　ＱＣＩＦパネルの場合、１７６×ＲＧＢ＝５２８本のソース信号線１８がある。このソ
ース信号線１８のすべてに、ＡＤコンバータを配置することは困難である。そこで、入力
回路９９３の入力オペアンプの出力側に、マルチプレクサタイプのアナログスイッチ（図
示せず）を配置する。このアナログスイッチの出力にＡＤコンバータを配置し、このＡＤ
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コンバータからのデータをＰＣ９９２に取り込む。図９０では、この高インピーダンス回
路、アナログスイッチなどを入力回路９９３として表現している。
【００９９】
　図９１がソース信号線１８の電位（出力される電流または電圧）を測定する回路（検査
回路）のタイミングチャートである。図９１の（ａ）は１Ｈに同期したソース信号線１８
の電位（電圧または電流）変化を示している。図９１の（ｂ）はゲート信号線１７ｂの電
位を図示している。つまり、１画素行ずつオン電圧位置がシフトされていることを示して
いる。この選択画素行に同期して、選択された画素行のトランジスタ１１ａが動作し、ソ
ース信号線１８の電位（図９１の（ａ））が変化する。
【０１００】
　図９１の（ｃ）はデータ入力手段９９２へのデータ取り込み信号である（入力回路９９
３内のアナログスイッチの切り替え信号ということもできる）。このデータ取り込み信号
の立ち上がりでデータ入力手段９９２にデータが取り込まれる。
【０１０１】
　ＰＣ９９２では取り込まれたデータの値を評価／判断する。また、データの値を蓄積す
る。この結果により、アレイあるいはパネルの欠陥状態、欠陥位置、欠陥モード、不良状
態などを検出あるいは検査する。
【０１０２】
　図８７の画素構成で、ゲート信号線１７ａにオン電圧を印加し、ゲート信号線１７ｂに
オフ電圧を印加した状態では、Ｖｄｄ端子→トランジスタ１１ａのＳＤ間→トランジスタ
１１ｃ→ソース信号線１８への電流経路が生じる。
【０１０３】
　トランジスタ１１ａにソース端子Ｓ－ドレイン端子Ｄ間ショート（ＳＤショートまたは
チャンネルショートと呼ぶ）が発生していると、ソース信号線１８にはＶｄｄ電圧が出力
される（図９２の（ａ）のＳＤショート）。したがって、トランジスタ１１ａのＳＤショ
ート（画素欠陥）を電気的に検出できる。
【０１０４】
　また、ゲート信号線１７ａが断線していれば、プログラム電流Ｉｗの経路は発生しない
ので、ソース信号線１８の電位がグランド電位に近くなる（図９２の（ｂ）のゲート断線
を参照）。したがって、ゲート信号線１７ａの断線などの線欠陥も検出できる（検査でき
る）。もちろん、ソース信号線が断線していれば、出力が全くでないのでソース信号線１
８の断線を検出できる。
【０１０５】
　また、すべてのゲート信号線１７ａにオフ電圧を印加した状態で、規定以外の電圧がソ
ース信号線１８に出力されていれば、いずれかの画素１６のトランジスタ１１ｃあるいは
トランジスタ１１ｂに欠陥が発生しているということを検出もできる。また、Ｖｄｄ端子
にＶｄｄ電圧（アノード電圧）を印加するか、Ｖｄｄ端子をオープンにするかを変化させ
ることにより、ソース信号線１８に出力される信号が変化する。この変化により画素１６
内で発生している欠陥を詳細に検討、検査することができる。また、カソード電極に対し
ても、信号印加状態でより、ソース信号線１８に出力される信号が変化するから、画素１
６の欠陥を検出できる。
【０１０６】
　逆に、ソース信号線１８に信号を印加し、カソード電極に出力される信号を検出するこ
とにより画素１６の欠陥などを検出できることは言うまでもない。この場合も、画素行を
選択するオン電圧位置を順次走査することにより実施すればよい。
【０１０７】
　ゲートドライバ回路１２により選択する画素行位置を順次シフトし、シフト動作と同期
してソース信号線１８の電位を順次測定している。以上の動作を画面５０の上から下まで
実施する（１画素列の検査が完了する）ことにより表示パネル（アレイ基板７１）の検査
を行うことができる。
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【０１０８】
　図９３の（ａ）に図示するように、１画素列（１つのソース信号線１８に接続された画
素１６）のソース信号線１８の信号線電位を測定することにより、最大電圧Ｖｔｍａｘ（
画素１６の駆動トランジスタ１１ａのＶｔ（図８８を参照のこと）の最大値）、最小電圧
Ｖｔｍｉｎ画素１６の駆動トランジスタ１１ａのＶｔ（図８８を参照のこと）の最小値）
を検出することができる。この最大電圧と最小電圧との差が所定値以上の場合に、測定あ
るいは検査しているアレイまたはパネルを不良と判定する。
【０１０９】
　また、アレイまたはパネル内のＶｔ分布を測定し、図９３の（ｂ）に図示するように、
トランジスタ１１ａの特性分布を求めることができる。この特性分布から、Ｖｔの標準偏
差、平均値を算出することができる。また、Ｖｔの標準偏差、平均値が所定範囲以外の時
、測定あるいは検査しているアレイまたはパネルを不良と判定する。
【０１１０】
　本発明の検査方法は、ゲートドライバ回路１２を制御して、少ないとも１本のゲート信
号線１７ａにオン電圧を印加し、ソース信号線１８にプログラム電流を流すことにより、
画素１６の検査を行う。
【０１１１】
　なお、以上の実施例において、１画素行ずつ、選択し、ソース信号線１８に出力される
Ｖｔを測定あるいは検査するとしたが、これに限定するものではない。複数画素行を同時
に選択してもよい。また、最初に奇数画素行を順次選択して奇数番目の画素１６を順次検
査を行い、次に偶数画素行を順次選択して偶数番目の画素１６を順次検査を行っても良い
。この場合であっても、図９２に図示するような画素欠陥（ゲート断線、ＳＤショートな
ど）を検出することができる。
【０１１２】
　検査を高速に実施するためには、まず、複数本のゲート信号線１８を選択し、概略の欠
陥位置、欠陥モードを検出した後、欠陥がある箇所を再度、１ゲート信号線１７ａずつオ
ン電圧を印加して、欠陥位置あるいは欠陥状態を特定すればよい。
【０１１３】
　本発明の検査方式において、すべてのソース信号線１８には一度にプロービィングする
ことを要しない。たとえば、偶数番目のソース信号線１８ｂはオープンにし、奇数番目の
ソース信号線１８ａの端子電極９９６にプローブ９９７をプロービィングして、本発明の
検査方式を実施してもよい。次に、奇数番目のソース信号線１８ｂはオープンにし、偶数
番目のソース信号線１８ａの端子電極９９６にプローブ９９７をプロービィングして、本
発明の検査方式を実施してもよい。
【０１１４】
　もちろん、４画素列番目ごとにプロービィングを行い、プロービィング位置を順次シフ
トして検査を行っても良い。
【０１１５】
　なお、図９０などにおいて、ゲートドライバ回路１２は内蔵ゲートドライバ回路（半導
体チップとして外付けでない）としたが、これに限定するものではない。ゲートドライバ
ＩＣ１２を半導体チップで形成し、ＣＯＧ工法などを用いてゲート信号線１７に積載して
もよい。
【０１１６】
　図９０では、プローブ９９７を介して、ソース信号線１８に電圧を印加するとしたが、
これに限定するものではない。ソースドライバＩＣ１４を基板７１に実装した後は、ソー
スドライバＩＣ１４を動作させて、ソース信号線１８に定電流を印加してもよい。この定
電流による電圧変化を入力回路９９３で測定する。
【０１１７】
　以上の実施例では、図８７の画素構成における検査方式の説明であった。しかし、本発
明はこれに限定するものではなく、他の画素構成（図３８など）においても本発明の検査
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方式を実施することができる。
【０１１８】
　以上のように、本発明の検査方式（検査装置、検査回路）は、ＥＬ表示装置あるいはＥ
Ｌ表示装置に用いるアレイ基板７１に関するものである。画素１６を選択するゲート信号
線１７ａに選択電圧を印加し、該当画素の駆動トランジスタ１１ａがソース信号線１８か
ら電気的に接続されるようにして検査を行うものである。また、カソードあるいはアノー
ド電極などの外部から入力できる端子（信号線）に電圧（電流でもよい）などの信号を印
加し、前記信号がソース信号線１８に出力されるか否かを検出するものである。また、基
本的には、ソース信号線１８には定電流を印加して検査を行うものである。また、選択す
るゲート信号線１７ａは順次走査を行う。
【０１１９】
　表示パネルは、ソースドライバ回路１４を直接アレイ基板７１に形成されていないこと
が好ましい。検査が容易になるからである。また、検査は、アレイ基板７１にＥＬ素子１
５を形成後、封止ガラス（封止フタ）を取り付ける前に実施することが好ましい。不良パ
ネルで廃棄するコストを低減できるからである。
【０１２０】
　以下、さらに理解を容易にするために、図１のＥＬ素子構成について図３を用いて説明
する。本発明のＥＬ素子構成は２つのタイミングにより制御される。第１のタイミングは
必要な電流値を記憶させるタイミングである。このタイミングでトランジスタ１１ｂなら
びにトランジスタ１１ｃがＯＮすることにより、等価回路として図３の（ａ）となる。こ
こで、信号線より所定の電流Ｉｗが書き込まれる。これによりトランジスタ１１ａはゲー
トとドレインが接続された状態となり、このトランジスタ１１ａとトランジスタ１１ｃを
通じて電流Ｉｗが流れる。従って、トランジスタ１１ａのゲート－ソースの電圧はＩ１が
流れるような電圧となる。
【０１２１】
　第２のタイミングはトランジスタ１１ａとトランジスタ１１ｃが閉じ、トランジスタ１
１ｄが開くタイミングであり、そのときの等価回路は図３の（ｂ）となる。トランジスタ
１１ａのソース－ゲート間の電圧は保持されたままとなる。この場合、トランジスタ１１
ａは常に飽和領域で動作するため、Ｉｗの電流は一定となる。
【０１２２】
　このように動作させると、表示状態は図５に図示するようになる。つまり、図５の（ａ
）の５１ａは表示画面５０における、ある時刻での電流プログラムされている画素（行）
（書き込み画素行）を示している。この画素（行）５１ａは、図５の（ｂ）に図示するよ
うに非点灯（非表示画素（行））とする。他の、画素（行）は表示画素（行）５３とする
（非画素５３のＥＬ素子１５には電流が流れ、ＥＬ素子１５が発光している）。
【０１２３】
　図１の画素構成の場合、図３の（ａ）に示すように、電流プログラム時は、プログラム
電流Ｉｗがソース信号線１８に流れる。この電流Ｉｗがトランジスタ１１ａを流れ、Ｉｗ
を流す電流が保持されるように、コンデンサ１９に電圧設定（プログラム）される。この
とき、トランジスタ１１ｄはオープン状態（オフ状態）である。
【０１２４】
　次に、ＥＬ素子１５に電流を流す期間は図３の（ｂ）のように、トランジスタ１１ｃ、
１１ｂがオフし、トランジスタ１１ｄが動作する。つまり、ゲート信号線１７ａにオフ電
圧（Ｖｇｈ）が印加され、トランジスタ１１ｂ、１１ｃがオフする。一方、ゲート信号線
１７ｂにオン電圧（Ｖｇｌ）が印加され、トランジスタ１１ｄがオンする。
【０１２５】
　このタイミングチャートを図４に図示する。なお、図４などにおいて、括弧内の添え字
（たとえば、（１）など）は画素行の番号を示している。つまり、ゲート信号線１７ａ（
１）とは、画素行（１）のゲート信号線１７ａを示している。また、図４の上段の＊Ｈ（
「＊」には任意の記号、数値が当てはまり、水平走査線の番号を示す）とは、水平走査期
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間を示している。つまり、１Ｈとは第１番目の水平走査期間である。なお、以上の事項は
、説明を容易にするためであって、限定（１Ｈの番号、１Ｈ周期、画素行番号の順番など
）するものではない。
【０１２６】
　図４でわかるように、各選択された画素行（選択期間は、１Ｈとしている）において、
ゲート信号線１７ａにオン電圧が印加されている時には、ゲート信号線１７ｂにはオフ電
圧が印加されている。また、この期間は、ＥＬ素子１５には電流が流れていない（非点灯
状態）。選択されていない画素行において、ゲート信号線１７ａにオフ電圧が印加され、
ゲート信号線１７ｂにはオン電圧が印加されている。また、この期間は、ＥＬ素子１５に
電流が流れている（点灯状態）。
【０１２７】
　なお、トランジスタ１１ａのゲートとトランジスタ１１ｃのゲートは同一のゲート信号
線１１ａに接続している。しかし、トランジスタ１１ａのゲートとトランジスタ１１ｃの
ゲートとを異なるゲート信号線１７に接続してもよい（図３２を参照のこと）。１画素の
ゲート信号線は３本（ゲート信号線１７ａ、１７ｂ、１７ｃ）となる（図１の構成はゲー
ト信号線１７ａ、１７ｂの２本である）。トランジスタ１１ｂのゲートのＯＮ／ＯＦＦタ
イミングとトランジスタ１１ｃのゲートのＯＮ／ＯＦＦタイミングを個別に制御すること
により、トランジスタ１１ａのばらつきによるＥＬ素子１５の電流値バラツキをさらに低
減することができる。
【０１２８】
　ゲート信号線１７ａとゲート信号線１７ｂとを共通にし、トランジスタ１１ｃと１１ｄ
が異なった導電型（ＮチャンネルとＰチャンネル）とすると、駆動回路の簡略化、ならび
に画素の開口率を向上させることができる。
【０１２９】
　このように構成すれば本発明の動作タイミングとしては信号線からの書きこみ経路がオ
フになる。すなわち所定の電流が記憶される際に、電流の流れる経路に分岐があると正確
な電流値がトランジスタ１１ａのソース（Ｓ）－ゲート（Ｇ）間容量（コンデンサ）に記
憶されない。トランジスタ１１ｃとトランジスタ１１ｄを異なった導電形にすることによ
り、お互いの閾値を制御することによって走査線の切り替わりのタイミングで必ずトラン
ジスタ１１ｃがオフしたのちに、トランジスタ１１ｄがオンすることが可能になる。
【０１３０】
　なお、図１において、ゲート信号線１７ａの制御はゲートドライバ回路１２ａ（本発明
の第２のゲートドライバ回路の一例である）で行い、ゲート信号線１７ｂの制御はゲート
ドライバ回路１２ｂ（本発明の第１のゲートドライバ回路の一例である）で行うとしたが
これに限定するものではなく、ゲート信号線１７ａ、１７ｂを１つのゲートドライバ回路
１２で制御してもよいことは言うまでもない。以上のことは以下の実施例においても適用
される。
【０１３１】
　ただし、この場合お互いの閾値を正確にコントロールする必要があるのでプロセスの注
意が必要である。なお、以上述べた回路は最低４つのトランジスタで実現可能であるが、
より正確なタイミングのコントロールあるいは後述するように、ミラー効果低減のために
トランジスタ１１ｅを図２に示すように、カスケード接続してトランジスタの総数が４以
上になっても動作原理は同じである。このようにトランジスタ１１ｅを加えた構成とする
ことにより、トランジスタ１１ｃを介してプログラムした電流がより精度よくＥＬ素子１
５に流すことができるようになる。
【０１３２】
　図２では、トランジスタ１１ｅのゲート端子に所定電圧を印加し、トランジスタ１１ｅ
を低オン状態にする。このように構成することにより、駆動用トランジスタ１１ａの微小
電流を精度よくＥＬ素子１５に流すことができるようになる。また、トランジスタ１１ｅ
のゲート端子に印加する電圧（ゲート信号線１１ｆに印加する）を制御することにより駆
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動用トランジスタ１１ａの電流出力状態を変化することができる。なお、ゲート信号線１
７ｆに印加する電圧は、表示領域の画素に同一電圧を印加する。もちろん、ゲート信号線
１７ｆを駆動するゲートドライバ回路１２を形成し、このゲートドライバ回路１２を駆動
することのより、ゲート信号線１７ｆに交流信号を印加するように構成してもよい。
【０１３３】
　なお、ゲート信号線１７ａ、ゲート信号線１７ｂ、ゲート信号線１ｆはそれぞれ別のゲ
ートドライバ回路で駆動してもよく、また図２のように１つのゲートドライバ回路１２で
駆動してもよい。他の構成は、図１と同様であるので説明を省略する。
【０１３４】
　なお、画素構成は図１、図２の構成に限定されるものではない。たとえば、図６３のよ
うに構成してもよい。図６３は、図１の構成に比較してスイッチ素子１１ｄがない。替わ
りに切り替えスイッチ６３１が形成または配置されている。図１のスイッチ１１ｄは駆動
トランジスタ１１ａからＥＬ素子１５に流れる電流をオンオフ（流す、流さない）制御す
る機能を有する。以降の実施例でも説明をするが、本発明はこのトランジスタ１１ｄのオ
ンオフ制御機能が重要な構成要素である。トランジスタ１１ｄを形成せず、オンオフ機能
を実現するのが、図６３の構成である。
【０１３５】
　図６３において、切り替えスイッチ６３１のａ端子は、アノード電圧Ｖｄｄに接続され
ている。なお、ａ端子に印加する電圧はアノード電圧Ｖｄｄに限定されるものではなく、
ＥＬ素子１５に流れる電流をオフできる電圧であればいずれでもよい。
【０１３６】
　切り替えスイッチ６３１のｂ端子は、カソード電圧（図６３ではグランドと図示してい
る）に接続されている。なお、ｂ端子に印加する電圧はカソード電圧に限定されるもので
はなく、ＥＬ素子１５に流れる電流をオンできる電圧であればいずれでもよい。
【０１３７】
　切り替え推移値６３１のｃ端子にはＥＬ素子１５のカソード端子が接続されている。な
お、切り替えスイッチ６３１はＥＬ素子１５に流れる電流をオンオフさせる機能を持つも
のであればいずれでもよい。したがって、図６３の形成位置に限定されるものではなく、
ＥＬ素子１５の電流が流れる経路であればいずれでもよい。また、スイッチの機能の限定
されるものでもなく、ＥＬ素子１５に流れる電流をオンオフできればいずれでもよい。
【０１３８】
　また、オフとは完全に電流が流れない状態を意味するものではない。ＥＬ素子１５に流
れる電流を通常よりも低減できるものであればよい。以上の事項は本発明の他の構成にお
いても同様である。
【０１３９】
　切り替えスイッチ６３１は、ＰチャンネルとＮチャンネルのトランジスタを組み合わせ
ることにより容易に実現できるので説明を要さないであろう。たとえば、アナログスイッ
チを２回路形成すればよい。もちろん、スイッチ６３１はＥＬ素子１５に流れる電流をオ
ンオフするだけであるから、ＰチャンネルトランジスタあるいはＮチャンネルトランジス
タでも形成することができることは言うまでもない。
【０１４０】
　スイッチ６３１がａ端子に接続されている時は、ＥＬ素子１５のカソード端子にＶｄｄ
電圧が印加される。したがって、駆動トランジスタ１１ａのゲート端子Ｇがいずれの電圧
保持状態であってもＥＬ素子１５には電流が流れない。したがって、ＥＬ素子１５は非点
灯状態となる。
【０１４１】
　スイッチ６３１がｂ端子に接続されている時は、ＥＬ素子１５のカソード端子にＧＮＤ
電圧が印加される。したがって、駆動トランジスタ１１ａのゲート端子Ｇに保持された電
圧状態に応じてＥＬ素子１５に電流が流れる。したがって、ＥＬ素子１５は点灯状態とな
る。
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【０１４２】
　以上のことより図６３の画素構成では、駆動トランジスタ１１ａとＥＬ素子１５間には
スイッチングトランジスタ１１ｄが形成されていない。しかし、スイッチ６３１を制御す
ることによりＥＬ素子１５の点灯制御を行うことができる。
【０１４３】
　図１、図２などの画素構成では、駆動用トランジスタ１１ａは１画素につき１個である
。本発明はこれに限定するものではなく、駆動用トランジスタ１１ａは１画素に複数個を
形成または配置してもよい。図６４はその実施例である。図６３では１画素に２個の駆動
用トランジスタ１１ａ１、１１ａ２が形成され、２個の駆動用トランジスタ１１ａ１、１
１ａ２のゲート端子は共通のコンデンサ１９に接続されている。駆動用トランジスタ１１
ａを複数個形成することにより、プログラムされる電流バラツキが低減するという効果が
ある。他の構成は、図１などと同様であるので説明を省略する。
【０１４４】
　図１、図２は駆動トランジスタ１１ａが出力する電流をＥＬ素子１５に流し、前記電流
を駆動用トランジスタ１１ａとＥＬ素子１５間に配置されたスイッチング素子１１ｄでオ
ンオフ制御するものであった。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。たとえ
ば、図６５の構成が例示される。
【０１４５】
　図６５の実施例では、ＥＬ素子１５に流す電流が駆動トランジスタ１１ａで制御される
。ＥＬ素子１５に流れる電流をオンオフさせるのはＶｄｄ端子とＥＬ素子１５間に配置さ
れたスイッチング素子１１ｄで制御される。したがって、本発明はスイッチング素子１１
ｄの配置はどこでもよく、ＥＬ素子１５に流れる電流を制御できるものであればいずれで
もよい。
【０１４６】
　トランジスタ１１ａの特性のバラツキはトランジスタサイズに相関がある。特性バラツ
キを小さくするため、第１のトランジスタ１１ａのチャンネル長が５μｍ以上１００μｍ
以下とすることが好ましい。さらに好ましくは、第１のトランジスタ１１ａのチャンネル
長が１０μｍ以上５０μｍ以下とすることが好ましい。これは、チャンネル長Ｌを長くし
た場合、チャンネルに含まれる粒界が増えることによって電界が緩和されキンク効果が低
く抑えられるためであると考えられる。
【０１４７】
　また、画素を構成するトランジスタ１１が、レーザー再結晶化方法（レーザーアニール
）により形成されたポリシリコントランジスタで形成され、すべてのトランジスタにおけ
るチャンネルの方向がレーザーの照射方向に対して同一の方向であることが好ましい。特
にレーザーの照射方向がソース信号線１４の形成方向となるように照射することが好まし
い。ソース信号線１４に沿った画素の駆動用トランジスタ１１ａの特性が均一となり、電
流プログラムを行う際のソース信号線１４の振幅変動が小さくなるからである。振幅が小
さくなると精度良く電流プログラムを実現することができる。
【０１４８】
　本特許の発明の目的は、トランジスタ特性のばらつきが表示に影響を与えない回路構成
を提案するものであり、そのために４トランジスタ以上が必要である。これらのトランジ
スタ特性により、回路定数を決定する場合、４つのトランジスタの特性がそろわなければ
、適切な回路定数を求めることが困難である。レーザー照射の長軸方向に対して、チャン
ネル方向が水平の場合と垂直の場合では、トランジスタ特性の閾値と移動度が異なって形
成される。
【０１４９】
　なお、どちらの場合もばらつきの程度は同じである。水平方向と、垂直方向では移動度
、閾値のあたいの平均値が異なる。したがって、画素を構成するすべてのトランジスタの
チャンネル方向は同一であるほうが望ましい。
【０１５０】
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　また、蓄積容量１９の容量値をＣｓ、第２のトランジスタ１１ｂのオフ電流値をＩｏｆ
ｆとした場合、次式を満足させることが好ましい。
【０１５１】
　３　＜　Ｃｓ／Ｉｏｆｆ　＜　２４
　さらに好ましくは、次式を満足させることが好ましい。
【０１５２】
　６　＜　Ｃｓ／Ｉｏｆｆ　＜　１８
　トランジスタ１１ｂのオフ電流を５ｐＡ以下とすることにより、ＥＬを流れる電流値の
変化を２％以下に抑えることが可能である。これはリーク電流が増加すると、電圧非書き
込み状態においてゲート－ソース間（コンデンサの両端）に貯えられた電荷を１フィール
ド間保持できないためである。したがって、コンデンサ１９の蓄積用容量が大きければオ
フ電流の許容量も大きくなる。前記式を満たすことによって隣接画素間の電流値の変動を
２％以下に抑えることができる。
【０１５３】
　また、アクティブマトリックスを構成するトランジスタがｐ－ｃｈポリシリコン薄膜ト
ランジスタに構成され、トランジスタ１１ｂがデュアルゲート以上であるマルチゲート構
造とすることが好ましい。特にトリプルゲート以上とすることが好ましい。トランジスタ
１１ｂのオフ特性を良好にしないと、コンデンサ１９の電荷を保持することができなくな
り、画像表示に黒浮きが発生するからである。
【０１５４】
　また、トランジスタ１１ｂは、トランジスタ１１ａのソース－ドレイン間のスイッチと
して作用するため、できるだけＯＮ／ＯＦＦ比の高い特性が要求される。トランジスタ１
１ｂのゲートの構造をデュアルゲート構造以上のマルチゲート構造とすることによりＯＮ
／ＯＦＦ比の高い特性を実現できる。
【０１５５】
　画素１６のトランジスタ１１を構成する半導体膜は、低温ポリシリコン技術において、
レーザーアニールにより形成するのが一般的である。このレーザーアニールの条件のバラ
ツキがトランジスタ１１特性のバラツキとなる。しかし、１画素１６内のトランジスタ１
１の特性が一致していれば、図１などの電流プログラムを行う方式では、所定の電流がＥ
Ｌ素子１５に流れるように駆動することができる。この点は、電圧プログラムにない利点
である。レーザーとしてはエキシマレーザーを用いることが好ましい。
【０１５６】
　なお、本発明において、トランジスタ１１の半導体膜の形成は、レーザーアニール方法
に限定するものではなく、熱アニール方法、固相（ＣＧＳ）成長による方法でもよい。そ
の他、低温ポリシリコン技術に限定するものではなく、高温ポリシリコン技術を用いても
良いことはいうまでもない。また、シリコン基板にドーピング、拡散プロセスを実施する
ことのより形成してもよい。また、有機材料で半導体膜を形成してもよい。　
【０１５７】
　本発明では図７に示すように、アニールの時のレーザー照射スポット（レーザー照射範
囲）７２をソース信号線１８に平行に照射する。また、１画素列に一致するようにレーザ
ー照射スポット７２を移動させる。もちろん、１画素列に限定するものではなく、たとえ
ば、図７２のＲＧＢを1画素１６という単位でレーザーを照射してもよい（この場合は、
３画素列ということになる）。また、複数の画素に同時に照射してもよい。また、レーザ
ーの照射範囲の移動がオーバーラップしてもよいことは言うまでもない（通常、移動する
レーザー光の照射範囲はオーバーラップするのが普通である）。
【０１５８】
　画素はＲＧＢの３画素で正方形の形状となるように作製されている。したがって、Ｒ、
Ｇ、Ｂの各画素は縦長の画素形状となる。したがって、レーザー照射スポット７２を縦長
にしてアニールすることにより、１画素内ではトランジスタ１１の特性バラツキが発生し
ないようにすることができる。また、１つのソース信号線１８に接続されたトランジスタ
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１１の特性（モビリティ、Ｖｔ、Ｓ値など）を均一にすることができる（つまり、隣接し
たソース信号線１８のトランジスタ１１とは特性が異なる場合があるが、１つのソース信
号線に接続されたトランジスタ１１の特性はほぼ等しくすることができる）。
【０１５９】
　一般的にレーザー照射スポット７２の長さは１０インチというように固定値である。こ
のレーザー照射スポット７２を移動させるのであるから、１つのレーザー照射スポット７
２を移動できる範囲内におさまるようにパネルを配置する必要がある（つまり、パネルの
表示領域５０の中央部でレーザー照射スポット７２が重ならないよういする）。
【０１６０】
　図７の構成では、レーザー照射スポット７２の長さの範囲内に３つのパネルが縦に配置
されるように形成されている。レーザー照射スポット７２を照射するアニール装置はガラ
ス基板７４の位置決めマーカー７３ａ、７３ｂを認識（パターン認識による自動位置決め
）してレーザー照射スポット７２を移動させる。位置決めマーカー７３の認識はパターン
認識装置で行う。アニール装置（図示せず）は位置決めマーカー７３を認識し、画素列の
位置をわりだす（レーザー照射範囲７２がソース信号線１８と平行になるようにする）。
画素列位置に重なるようにレーザー照射スポット７２を照射してアニールを順次行う。
【０１６１】
　図７で説明したレーザーアニール方法（ソース信号線１８に平行にライン状のレーザー
スポットを照射する方式）は、有機ＥＬ表示パネルの電流プログラム方式の時に特に採用
することが好ましい。なぜならば、ソース信号線に平行方向にトランジスタ１１の特性が
一致しているためである（縦方向に隣接した画素トランジスタの特性が近似している）。
そのため、電流駆動時にソース信号線の電圧レベルの変化が少なく、電流書き込み不足が
発生しにくい。
【０１６２】
　たとえば、白ラスター表示であれば、隣接した各画素のトランジスタ１１ａに流す電流
はほぼ同一のため、ソースドライバＩＣ１４から出力する電流振幅の変化が少ない。もし
、図１のトランジスタ１１ａの特性が同一であり、各画素に電流プログラムする電流値が
画素列で等しいのであれば、電流プログラム時のソース信号線１８の電位は一定である。
したがって、ソース信号線１８の電位変動は発生しない。１つのソース信号線１８に接続
されたトランジスタ１１ａの特性がほぼ同一であれば、ソース信号線１８の電位変動は小
さいことになる。このことは、図３８などの他の電流プログラム方式の画素構成でも同一
である（つまり、図７の製造方法を適用することが好ましい）。
【０１６３】
　また、図２７、図３０などで説明する複数の画素行を同時書き込みする方式で均一が画
像表示（主としてトランジスタ特性のばらつきに起因する表示ムラが発生しにくいからで
ある）を実現できる。図２７などは複数画素行同時に選択するから、隣接した画素行のト
ランジスタが均一であれば、縦方向のトランジスタ特性ムラはドライバ回路１４で吸収で
きる。
【０１６４】
　なお、図７では、ソースドライバ回路１４は、ＩＣチップを積載するように図示してい
るが、これに限定するものではなく、ソースドライバ回路１４を画素１６と同一プロセス
で形成してもよいことは言うまでもない。
【０１６５】
　本発明では特に、駆動用トランジスタ１１ｂの閾電圧Ｖｔｈ２が画素内で対応する駆動
用トランジスタ１１ａの閾電圧Ｖｔｈ１より低くならない様に設定している。例えば、ト
ランジスタ１１ｂのゲート長Ｌ２をトランジスタ１１ａのゲート長Ｌ１よりも長くして、
これらの薄膜トランジスタのプロセスパラメータが変動しても、Ｖｔｈ２がＶｔｈ１より
も低くならない様にする。これにより、微少な電流リークを抑制することが可能である。
【０１６６】
　なお、以上の事項は、図３８に図示するカレントミラーの画素構成にも適用できる。図
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３８では、信号電流が流れる駆動用トランジスタ１１ａ、ＥＬ素子１５等からなる発光素
子に流れる駆動電流を制御する駆動用トランジスタ１１ｂの他、ゲート信号線１７ａ１の
制御によって画素回路とデータ線ｄａｔａとを接続もしくは遮断する取込用トランジスタ
１１ｃ、ゲート信号線１７ａ２の制御によって書き込み期間中にトランジスタ１１ａのゲ
ート・ドレインを短絡するスイッチ用トランジスタ１１ｄ、トランジスタ１１ａのゲート
－ソース間電圧を書き込み終了後も保持するための容量Ｃ１９および発光素子としてのＥ
Ｌ素子１５などから構成される。
【０１６７】
　図３８でトランジスタ１１ｃ、１１ｄはＮチャンネルトランジスタ、その他のトランジ
スタはＰチャンネルトランジスタで構成しているが、これは一例であって、必ずしもこの
通りである必要はない。容量Ｃｓは、その一方の端子をトランジスタ１１ａのゲートに接
続され、他方の端子はＶｄｄ（電源電位）に接続されているが、Ｖｄｄに限らず任意の一
定電位でも良い。ＥＬ素子１５のカソード（陰極）は接地電位に接続されている。
【０１６８】
　次に、本発明のＥＬ表示パネルあるいはＥＬ表示装置について説明をする。図６はＥＬ
表示装置の回路を中心とした説明図である。画素１６がマトリックス状に配置または形成
されている。各画素１６には各画素の電流プログラムを行う電流を出力するソースドライ
バ回路１４が接続されている。ソースドライバ回路１４の出力段は映像信号のビット数に
対応したカレントミラー回路が形成されている（後に説明する）。たとえば、６４階調で
あれば、６３個のカレントミラー回路が各ソース信号線に形成され、これらのカレントミ
ラー回路の個数を選択することにより所望の電流をソース信号線１８に印加できるように
構成されている。
【０１６９】
　なお、１つのカレントミラー回路の最小出力電流は１０ｎＡ以上５０ｎＡにしている。
特にカレントミラー回路の最小出力電流は１５ｎＡ以上３５ｎＡにすることがよい。ドラ
イバＩＣ１４内のカレントミラー回路を構成するトランジスタの精度を確保するためであ
る。
【０１７０】
　また、ソース信号線１８の電荷を強制的に放出または充電するプリチャージあるいはデ
ィスチャージ回路を内蔵する。ソース信号線１８の電荷を強制的に放出または充電するプ
リチャージあるいはディスチャージ回路の電圧（電流）出力値は、Ｒ、Ｇ、Ｂで独立に設
定できるように構成することが好ましい。ＥＬ素子１５の閾値がＲＧＢでことなるからで
ある。
【０１７１】
　有機ＥＬ素子は大きな温度依存性特性（温特）があることが知られている。この温特に
よる発光輝度変化を調整するため、カレントミラー回路に出力電流を変化させるサーミス
タあるいはポジスタなどの非直線素子を付加し、温特による変化を前記サーミスタなどで
調整することによりアナログ的に基準電流を作成する。
【０１７２】
　本発明において、ソースドライバ１４は半導体シリコンチップで形成し、ガラスオンチ
ップ（ＣＯＧ）技術で基板７１のソース信号線１８の端子と接続されている。ソース信号
線１８などの信号線の配線はクロム、銅、アルミニウム、銀などの金属配線が用いられる
。細い配線幅で低抵抗の配線が得られるからである。配線は画素が反射型の場合は画素の
反射膜を構成する材料で、反射膜と同時に形成することが好ましい。工程が簡略できるか
らである。
【０１７３】
　ソースドライバ１４の実装は、ＣＯＧ技術に限定するものではなく、チップオンフィル
ム（ＣＯＦ）技術に前述のソースドライバＩＣ１４などを積載し、表示パネルの信号線と
接続した構成としてもよい。また、ドライブＩＣは電源ＩＣ８２を別途作製し、３チップ
構成としてもよい。
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【０１７４】
　一方、ゲートドライバ回路１２は低温ポリシリコン技術で形成している。つまり、画素
のトランジスタと同一のプロセスで形成している。これは、ソースドライバ回路１４に比
較して内部の構造が容易で、動作周波数も低いためである。したがって、低温ポリシリ技
術で形成しても容易に形成することができ、また、狭額縁化を実現できる。もちろん、ゲ
ートドライバ１２をシリコンチップで形成し、ＣＯＧ技術などを用いて基板７１上に実装
してもよいことは言うまでもない。また、画素トランジスタなどのスイッチング素子、ゲ
ートドライバなどは高温ポリシリコン技術で形成してもよく、有機材料で形成（有機トラ
ンジスタ）してもよい。
【０１７５】
　ゲートドライバ１２はゲート信号線１７ａ用のシフトレジスタ回路６１ａと、ゲート信
号線１７ｂ用のシフトレジスタ回路６１ｂとを内蔵する。各シフトレジスタ回路６１は正
相と負相のクロック信号（ＣＬＫｘＰ、ＣＬＫｘＮ）、スタートパルス（ＳＴｘ）で制御
される。その他、ゲート信号線の出力、非出力を制御するイネーブル（ＥＮＡＢＬ）信号
、シフト方向を上下逆転するアップダウン（ＵＰＤＷＭ）信号を付加することが好ましい
。他に、スタートパルスがシフトレジスタにシフトされ、そして出力されていることを確
認する出力端子などを設けることが好ましい。なお、シフトレジスタのシフトタイミング
はコントロールＩＣ８１からの制御信号で制御される。また、外部データのレベルシフト
を行うレベルシフト回路を内蔵する。また、検査回路を内蔵する。
【０１７６】
　シフトレジスタ回路６１のバッファ容量は小さいため、直接にはゲート信号線１７を駆
動することができない。そのため、シフトレジスタ回路６１の出力とゲート信号線１７を
駆動する出力ゲート６３間には少なくとも２つ以上のインバータ回路６２が形成されてい
る。
【０１７７】
　ソースドライバ１４を低温ポリシリなどのポリシリ技術で基板７１上に直接形成する場
合も同様であり、ソース信号線１８を駆動するトランスファーゲートなどのアナログスイ
ッチのゲートとソースドライバ回路１４のシフトレジスタ間には複数のインバータ回路が
形成される。以下の事項（シフトレジスタの出力と、信号線を駆動する出力段（出力ゲー
トあるいはトランスファーゲートなどの出力段間に配置されるインバータ回路に関する事
項）は、ソースドライブおよびゲートドライブ回路に共通の事項である。
【０１７８】
　たとえば、図６ではソースドライバ１４の出力が直接ソース信号線１８に接続されてい
るように図示したが、実際には、ソースドライバのシフトレジスタの出力は多段のインバ
ータ回路が接続されて、インバータの出力がトランスファーゲートなどのアナログスイッ
チのゲートに接続されている。
【０１７９】
　インバータ回路６２はＰチャンネルのＭＯＳトランジスタとＮチャンネルのＭＯＳトラ
ンジスタから構成される。先にも説明したようにゲートドライバ回路１２のシフトレジス
タ回路６１の出力端にはインバータ回路６２が多段に接続されており、その最終出力が出
力ゲート回路６３に接続されている。なお、インバータ回路６２はＰチャンネルあるいは
Ｎチャンネルのみで構成してもよい。
【０１８０】
　ゲートドライバ回路１２のシフトレジスタ６１ａはゲート信号線１７ａの制御信号を制
御し、シフトレジスタ６１ｂはゲート信号線１７ｂの制御信号を制御する。インバータ６
２の出力段には出力バッファ６３が形成または配置されている。なお、バッファなどは基
板７１に低温ポリシリコンプロセス技術を用いて形成されている。
【０１８１】
　なお、図７４に図示するように、ゲート信号線１７ａの出力バッファ回路３４１ａは、
ゲート信号線１７ｂの出力バッファ回路３４１ｂよりも大きくする。また、ゲート信号線
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１７ａの配線抵抗は、ゲート信号線１７ｂの配線抵抗よりも低くすることが好ましい。ゲ
ート信号線１７ａの時定数を十分に短くすることのより、電流書込み精度が向上するから
である。
【０１８２】
　図１１１は、本発明のゲートドライバ回路１２のブロック図である。なお、図６は、ゲ
ートドライバ回路１２はＮチャンネルトランジスタとＰチャンネルトランジスタの両方を
用いるＣＭＯＳ構成のゲートドライバ回路の構成である。図１１１のゲートドライバ回路
１２の構成は、Ｐチャンネルのみで形成した構成である。図１１１において、説明を容易
にするため、４段分しか図示していないが、基本的には、ゲート信号線１７の本数に対応
する単位ゲート出力回路１１１１が形成または配置される。
【０１８３】
　図１１１に図示するように、本発明のゲートドライバ回路１２（１２ａ、１２ｂ）では
、４つのクロック端子（ＳＣＫ０、ＳＣＫ１、ＳＣＫ２、ＳＣＫ３）と、１つのスタート
端子（データ信号（ＳＳＴＡ））、シフト方向を上下反転制御する２つの反転端子（ＤＩ
ＲＡ、ＤＩＲＢ、これらは、逆相の信号を印加する）の信号端子から構成される。また、
電源端子としてＬ電源端子（ＶＢＢ）と、Ｈ電源端子（Ｖｄ）などから構成される。
【０１８４】
　図１１１の本発明のゲートドライバ回路１２は、すべてＰチャンネルのトランジスタ（
トランジスタ）で構成しているため、レベルシフタ回路（低電圧のロジック信号を高電圧
のロジック信号に変換する回路）をゲートドライバ回路に内蔵することができない。その
ため、図８などに図示した電源回路（ＩＣ）８２内にレベルシフタ回路を配置または形成
している。
【０１８５】
　画素１６をＰチャンネルのトランジスタで構成することのより、図１１１などで例示す
るＰチャンネルトランジスタで形成したゲートドライバ回路１２とのマッチングが良くな
る。Ｐチャンネルトランジスタ（図１の画素構成では、トランジスタ１１ｂ、１１ｃ、ト
ランジスタ１１ｄ）はＬ電圧でオンする。一方、ゲートドライバ回路１２もＬ電圧が選択
電圧である。Ｐチャンネルのゲートドライバは図１１３の構成でもわかるが、Ｌレベルを
選択レベルとするとマッチングが良い。Ｌレベルが長期間保持できないからである。一方
、Ｈ電圧は長時間保持することができる。
【０１８６】
　また、ＥＬ素子１５に電流を供給する駆動用トランジスタ（図１ではトランジスタ１１
ａ）もＰチャンネルで構成することにより、ＥＬ素子１５のカソードは、金属薄膜のべた
電極に構成することができる。また、アノード電位Ｖｄｄから順方向にＥＬ素子１５に電
流を流すことができる。以上の事項から、画素１６のトランジスタをＰチャンネルとし、
ゲートドライバ１２のトランジスタもＰチャンネルとすることがよい。以上のことから、
本発明の画素１６を構成するトランジスタ（駆動用トランジスタ、イッチング用トランジ
スタ）をＰチャンネルで形成し、ゲートドライバ回路１２のトランジスタをＰチャンネル
で構成するという事項は単なる設計事項ではない。
【０１８７】
　レベルシフタ（ＬＳ）回路を、基板７１に直接に形成してもよい。つまり、レベルシフ
タ（ＬＳ）回路をＮチャンネルとＰチャンネルトランジスタで形成する。コントローラ（
図示せず）からのロジック信号は、基板７１に直接形成されたレベルシフタ回路で、Ｐチ
ャンネルトランジスタで形成されたゲートドライバ回路１２のロジックレベルに適合する
ように昇圧する。この昇圧したロジック電圧を前記ゲートドライバ回路１２に印加する。
【０１８８】
　説明を容易にするため、本発明の実施例では、図１の画素構成を例示して説明をする。
しかし、画素１６の選択トランジスタ（図１ではトランジスタ１１ｃ）をＰチャンネルで
構成し、ゲートドライバ回路１２をＰチャンネルトランジスタで構成するというなどの本
発明の技術的思想は、図１の画素構成に限定されるものではない。たとえば、電流駆動方



(27) JP 2009-53725 A 2009.3.12

10

20

30

40

50

式の画素構成では図３８、図５０に図示するカレントミラーの画素構成にも適用すること
ができることは言うまでもない。また、電圧駆動方式の画素構成では、図６２に図示する
ような２つのトランジスタ（選択トランジスタはトランジスタ１１ｂ、駆動トランジスタ
はトランジスタ１１ａ）にも適用することができる。また、図５１に図示するような、４
つのトランジスタ（選択トランジスタはトランジスタ１１ｃ、駆動トランジスタはトラン
ジスタ１１ａ）を用いる画素構成にも適用することができることは言うまでもない。電圧
駆動方式の画素構成にも図１１１、図１１３で説明するゲートドライバ回路１２の構成を
適用できる。したがって、以上の説明した事項、以下に説明する事項は、画素構成などに
限定されるものではない。
【０１８９】
　また、画素１６の選択トランジスタをＰチャンネルで構成し、ゲートドライバ回路をＰ
チャンネルトランジスタで構成するという構成は、有機ＥＬなどの自己発光デバイス（表
示パネルあるいは表示装置）に限定されるものではない。たとえば、液晶表示デバイスに
も適用することができる。
【０１９０】
　反転端子（ＤＩＲＡ、ＤＩＲＢ）は各単位ゲート出力回路１１１１に対し、共通の信号
が印加される。なお、図１１３の等価回路図をみれば、理解できるが、反転端子（ＤＩＲ
Ａ、ＤＩＲＢ）は互いに逆極性の信号を入力する。また、シフトレジスタの走査方向を反
転させる場合は、反転端子（ＤＩＲＡ、ＤＩＲＢ）に印加している信号の極性を反転させ
る。
【０１９１】
　なお、図１１１の回路構成は、クロック信号線数は４つである。４つが本発明では最適
な数であるが、本発明はこれに限定するものではない。４つ以下でも４つ以上でもよい。
【０１９２】
　クロック信号（ＳＣＫ０、ＳＣＫ１、ＳＣＫ２、ＳＣＫ３）の入力は、隣接した単位ゲ
ート出力回路１１１１で異ならせている。たとえば、単位ゲート出力回路１１１１ａには
、クロック端子のＳＣＫ０がＯＣに、ＳＣＫ２がＲＳＴに入力されている。この状態は、
単位ゲート出力回路１１１１ｃも同様である。単位ゲート出力回路１１１１ａに隣接した
単位ゲート出力回路１１１１ｂ（次段の単位ゲート出力回路）は、クロック端子のＳＣＫ
１がＯＣに、ＳＣＫ３がＲＳＴに入力されている。したがって、単位ゲート出力回路１１
１１に入力されるクロック端子は、ＳＣＫ０がＯＣに、ＳＣＫ２がＲＳＴに入力され、次
段は、クロック端子のＳＣＫ１がＯＣに、ＳＣＫ３がＲＳＴに入力され、さらに次段の単
位ゲート出力回路１１１１に入力されるクロック端子は、ＳＣＫ０がＯＣに、ＳＣＫ２が
ＲＳＴに入力され、というように交互に異ならせている。
【０１９３】
　図１１３が単位ゲート出力回路１１１１の回路構成である。構成するトランジスタはＰ
チャンネルのみで構成している。図１１４が図１１３の回路構成を説明するためのタイミ
ングチャートである。なお、図１１２は図１１３の複数段分におけるタイミングチャート
を図示したものである。したがって、図１１３を理解することにより、全体の動作を理解
することができる。動作の理解は、文章で説明するよりも、図１１３の等価回路図を参照
しながら、図１１４のタイミングチャートを理解することにより達成されるため、詳細な
各トランジスタの動作の説明は省略する。
【０１９４】
　Ｐチャンネルのみでドライバ回路構成を作成すると、基本的にゲート信号線１７の出力
電圧をＨレベル（図１１３ではＶｄ電圧）に維持することは可能である。しかし、Ｌレベ
ル（図１１３ではＶＢＢ電圧）に長時間維持することは困難である。しかし、画素行の選
択時などの短期間維持は十分にできる。ＩＮ端子に入力された信号と、ＲＳＴ端子に入力
されたＳＣＫクロックにより、ｎ１が変化し、ｎ２はｎ１の反転信号状態となる。ｎ２の
電位とｎ４の電位とは同一極性であるが、ＯＣ端子に入力されたＳＣＫクロックによりｎ
４の電位レベルはさらに低くなる。この低くなるレベルに対応して、Ｑ端子がその期間、
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Ｌレベルに維持される（オン電圧がゲート信号線１７から出力される）。ＳＱあるいはＱ
端子に出力される信号は、次段の単位ゲート出力回路１１１１に転送される。
【０１９５】
　図１１１、図１１３の回路構成において、ＩＮ（ＩＮＡ、ＩＮｂ）端子、クロック端子
の印加信号のタイミングを制御することにより、図１６５の（ａ）に図示するように、１
ゲート信号線１７を選択する状態と、図１６５の（ｂ）に図示するように２ゲート信号線
１７を選択する状態とを同一の回路構成を用いて実現できる。選択側のゲートドライバ回
路１２ａにおいて、図１６５の（ａ）の状態は、１画素行（５１ａ）を同時に選択する駆
動方式である（ノーマル駆動）。また、選択画素行は１行ずつシフトする。図１６５の（
ｂ）は、２画素行を選択する構成である。この駆動方式は、図２４など説明した複数画素
行（５１ａ、５１ｂ）の同時選択駆動（ダミー画素行を構成する方式）である。選択画素
行は、１画素行ずつシフトし、かつ隣接した２画素行が同時に選択される。
【０１９６】
　図１６５の（ｂ）の駆動方法は、最終的な映像を保持する画素行（５１ａ）に対し、画
素行５１ｂは予備充電される。そのため、画素１６が書き込み易くなる。つまり、本発明
は、端子に印加する信号により、２つの駆動方式を切り替えて実現できる。
【０１９７】
　なお、図１６５の（ｂ）は隣接した画素行を選択する方式であるが、図１２３に図示す
るように、隣接した以外の画素行を選択してもよい。また、図１１３の構成では、４画素
行の組で制御される。４画素行にうち、１画素行を選択するか、連続した２画素行を選択
するかの制御を実施できる。これは、使用するクロック（ＳＣＫ）が４本によることの制
約である。クロック（ＳＣＫ）８本になれば、８画素行の組で制御を実施できる。したが
って、図１１３の構成で明らかであるが、図１６８に図示するように、画素行を選択する
ことができる。
【０１９８】
　図１６８の（ａ）では、４画素行に組で１画素行を選択することができる（４画素行の
組で、１本の画素行を選択するが、全く選択しないかは、ＩＮデータの入力状態と、シフ
ト状態で決定される）。図１６８の（ｂ）では、４画素行に組で連続した２画素行を選択
することができる（４画素行の組で、２本の画素行を選択するが、全く選択しないかは、
ＩＮデータの入力状態と、シフト状態で決定される）。また、本発明は、クロック数に等
しい画素行を組として、この画素行の組において、１画素行もしくは、画素行の組の１／
２以下の本数（たとえば、４画素行の組であれば、４／２＝２画素行）を選択する方式で
ある。したがって、画素行に組内では、必ず非選択の画素行が発生する。
【０１９９】
　１画素行を選択する図１６５の（ａ）では、図１６７の（ａ）で図示するように、プロ
グラム電流Ｉｗは１つの画素１６に流れる。プログラム電流Ｉｗは図１６７の（ｂ）に図
示するように、２画素行に分割されて画素１６に書き込まれる。ただし、これに限定され
るものではない。たとえば、図１６７の（ｂ）に図示するように、プログラム電流Ｉｗ×
２の電流を印加し、選択された２つの画素（１６ａ、１６ｂ）に同一の電流を流すように
構成してもよい。
【０２００】
　選択側のゲートドライバ１２ａの動作は、図１６５の動作である。図１６５の（ａ）に
図示するように、１画素行を選択し、選択位置を１水平同期信号に同期して１画素行ずつ
シフトする。また、図１６５の（ｂ）に図示するように、２画素行を選択し、選択位置を
１水平同期信号に同期して１画素行ずつシフトする。
【０２０１】
　図１６８は、ＥＬ素子１５をオンオフさせるゲート信号線１７ｂを制御するゲートドラ
イバ１２ｂの動作を説明する説明図である。図１６８の（ａ）は、４画素行の組（以降、
このような画素行の組を画素行組と呼ぶ）に１画素行のゲート信号線１７ｂにオン電圧を
印加した状態である。表示画素行５３位置は、水平同期信号（ＨＤ）に同期して１画素行



(29) JP 2009-53725 A 2009.3.12

10

20

30

40

50

ずつシフトする。もちろん、４画素行組に１画素行に対応するゲート信号線１７ｂにオン
電圧を印加する（他の３画素行に対応するゲート信号線１７ｂにはオフ電圧が印加されて
いる）か、４画素行組のすべてにオフ電圧を印加する（４画素行に対応するゲート信号線
１７ｂにオフ電圧が印加されている）かは、任意に選択できる。なお、シフトレジスタの
構成であるから、設定された選択状態は、水平同期信号に同期してシフトされる。
【０２０２】
　図１６８の（ｂ）は、４画素行組の２画素行のゲート信号線１７ｂにオン電圧を印加し
た状態である。表示画素行５３位置は、水平同期信号（ＨＤ）に同期して１画素行ずつシ
フトする。もちろん、４画素行組に２画素行に対応するゲート信号線１７ｂにオン電圧を
印加する（他の２画素行に対応するゲート信号線１７ｂにはオフ電圧が印加されている）
か、４画素行組のすべてにオフ電圧を印加する（４画素行に対応するゲート信号線１７ｂ
にオフ電圧が印加されている）かは、任意に選択できる。なお、シフトレジスタの構成で
あるから、設定された選択状態は、水平同期信号に同期してシフトされる。
【０２０３】
　また、図１６８の（ａ）は４画素行組に１画素行のゲート信号線１７ｂにオン電圧を印
加した状態である。図１６８の（ｂ）は、４画素行組の２画素行のゲート信号線１７ｂに
オン電圧を印加した状態である。しかし、本発明はこの構成（方式）に限定するものでは
ない。たとえば、６画素行組に１画素行のゲート信号線１７ｂにオン電圧を印加してもよ
い。８画素行組の２画素行のゲート信号線１７ｂにオン電圧を印加してもよい。つまり、
図１６８の駆動方法に限定するものではない。また、ＲＧＢ画素で個別にオンオフ状態を
変化させてもよい。
【０２０４】
　図１６９は図１６８の（ａ）の駆動状態の時に、ゲート信号線１７ｂに出力される電圧
の状態である。先にも説明したように、信号線１７ｂの（　）で記載した添え字は、画素
行を示している。なお、説明を容易にするため、画素行は（１）からにしている。また、
表の上段の数字は、水平走査期間の番号を示している。
【０２０５】
　図１６９に図示するように、ゲート信号線１７ｂ（１）～ゲート信号線１７ｂ（４）と
、ゲート信号線１７ｂ（５）～ゲート信号線１７ｂ（８）とが同一波形である。つまり、
４画素行組で同一の動作が実施されている。
【０２０６】
　図１７０は図１６８の（ｂ）の駆動状態の時に、ゲート信号線１７ｂに出力される電圧
の状態である。図１２０に図示するように、ゲート信号線１７ｂ（１）～ゲート信号線１
７ｂ（４）と、ゲート信号線１７ｂ（５）～ゲート信号線１７ｂ（８）とが同一波形であ
る。つまり、４画素行組で同一の動作が実施されている。
【０２０７】
　図１６８の実施例では、任意の時刻で、表示状態の画素数を増減することにより、表示
画面５０の明るさを調整することができる。ＱＣＩＦパネルの場合は、垂直画素数は２２
０ドットである。したがって、図１６８の（ａ）では、２２０／４＝５５画素行を表示す
ることができる。つまり、白ラスター表示では、５５画素行を表示させた時が、最大の明
るさである。画面の明るさは、表示画素行数を５５本→５４本→５３本→５２本→５１本
→・・・・・・・５本→４本→３本→２本→１本→０本と変化させることにより、表示画
面を暗くすることができる。逆に、０本→１本→２本→３本→４本→５本→・・・・・・
・５０本→５１本→５２本→５３本→５４本→５５本と変化させることにより、画面を明
るくすることができる。したがって、多段階の明るさ調整を実現できる。
【０２０８】
　この明るさ調整では、画面の明るさは表示画素数に比例し、かつ変化はリニアである。
その上、明るさに対応するガンマ特性に変化はない（画面が明るくとも、暗くとも階調数
は維持される）。
【０２０９】
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　以上の実施例では、表示画面５０の明るさを調整する表示画素行数の変化は、１本ごと
にするとしたが、これに限定するものではない。５４本→５２本→５０本→４８本→４６
本→・・・・・・・６本→４本→２本→０本と変化させてもよい。また、５５本→５０本
→４５本→４０本→３５本→・・・・・・・１５本→１０本→５本→０本と変化させても
よい。
【０２１０】
　同様に、図１６８の（ｂ）では、ＱＣＩＦパネルでは、２２０／２＝１１０画素行を表
示することができる。つまり、白ラスター表示では、１１０画素行を表示させた時が、最
大の明るさである。画面の明るさは、表示画素行数を１１０本→１０８本→１０６本→１
０４本→１０２本→・・・・・・・１０本→８本→６本→４本→２本→０本と変化させる
ことにより、表示画面を暗くすることができる。逆に、０本→２本→４本→６本→８本→
１０本→・・・・・・・１００本→１０２本→１０４本→１０６本→１０８本→１１０本
と変化させることにより、画面を明るくすることができる。したがって、多段階の明るさ
調整を実現できる。
【０２１１】
　なお、表示画面５０の明るさを調整する表示画素行数の変化は、２本ごとにするとした
が、これに限定するものではない。４本ごとにしてもよく、４本以上であってもよい。ま
た、明るさを調整するために、表示画素行を間引くのは、一箇所に集中して間引くのでは
なく、極力分散するように間引くことがよい。フリッカの発生を抑制するためである。
【０２１２】
　明るさ調整は、画素行数の単位ではなく（画素行を１水平走査期間の略全期間の間点灯
させる、あるいは非点灯とさせるという駆動）、１水平走査期間あたりの点灯時間でも調
整することができる。つまり、１水平走査期間の一部の期間（たとえば、１Ｈの１／８の
期間、１Ｈの１５／１６の期間というように）点灯することのより表示画面の明るさを調
整するのである。
【０２１３】
　この調整（制御）は、表示パネルのメインクロック（ＭＣＬＫ）を用いて行う。ＱＣＩ
Ｆパネルでは、ＭＣＬＫは約２．５ＭＨｚである。つまり、１水平走査期間（１Ｈ）に１
７６クロックをカウントすることができる。したがって、ＭＣＬＫをカウンタし、このカ
ウント値により、ゲート信号線１７ｂにオン電圧（Ｖｇｌ）を印加する期間を制御するこ
とにより各画素行のＥＬ素子１５をオンオフさせることができる。
【０２１４】
　具体的には、図１１２、図１１４に図示するタイミングチャートにおいて、クロック（
ＳＣＫ）のＬレベルにする位置、Ｌレベルの期間を制御することにより実現できる。ＳＣ
ＫがＬレベルにする期間を短くするほど、出力のＱ端子がＬレベル（Ｖｇｌ）となる期間
が短くなる。
【０２１５】
　図１６８の（ａ）の駆動方式では、図１７１に図示するように、１Ｈの期間において左
右対称にＶｇｌ（オン電圧）となる期間が短くなる。図１７１では（ａ）が１Ｈ期間のす
べてがＶｇｌ（オン電圧）を出力している期間である（ただし、図１１３のＰチャンネル
のゲートドライバ回路１２構成では、１Ｈ期間のすべてにＬレベル出力をすることは不可
能である。１Ｈと次の１Ｈとの間にはＶｇｈ電圧（オフ電圧）の期間が発生する。図１７
２１は説明を容易にするためにあえて（ａ）のように図示している。
【０２１６】
　同様に、図１７１の（ｂ）では、ゲート信号線１７ｂにＶｇｌを出力している期間が、
ＭＣＬＫが２クロック分だけ短く（（ａ）に比較して）していることを図示している。さ
らに、図１７１の（ｃ）では、ゲート信号線１７ｂにＶｇｌを出力している期間が、ＭＣ
ＬＫが２クロック分だけ短く（（ｂ）に比較して）していることを図示している。以下、
同様であるので説明を省略する。
【０２１７】
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　図１６８の（ｂ）の駆動方式では、図１７２に図示するように、２Ｈの期間において左
右対称にＶｇｌ（オン電圧）となる期間が短くなる。図１７２では（ａ）が１Ｈ期間のす
べてがＶｇｌ（オン電圧）を出力している期間である（ただし、図１１３のＰチャンネル
のゲートドライバ回路１２構成では、２Ｈ期間のすべてにＬレベル出力をすることは不可
能である。２Ｈと次の２Ｈとの間にはＶｇｈ電圧（オフ電圧）の期間が発生する。このこ
とは、図１７１と同様である。
【０２１８】
　同様に、図１７２の（ｂ）では、ゲート信号線１７ｂにＶｇｌを出力している期間が、
２Ｈ期間でＭＣＬＫが２クロック分だけ短く（（ａ）に比較して）していることを図示し
ている。さらに、図１７２の（ｃ）では、ゲート信号線１７ｂにＶｇｌを出力している期
間が、ＭＣＬＫが２クロック分だけ短く（（ｂ）に比較して）していることを図示してい
る。以下、同様であるので説明を省略する。
【０２１９】
　なお、ゲートドライバ回路１２の構成を多少変更し、クロックを調整すれば、図１７３
に図示するように、図１７１のゲート信号線１７ｂの印加期間が２Ｈ期間連続して行うこ
とができる。
【０２２０】
　図１６８の駆動方式でも、良好な動画表示を実現できる。ただし、図１３では表示領域
５３が連続し、非表示領域５２も連続しているのに対し、図１６８では、表示領域５３が
連続しない。４画素行組で１画素行にオン電圧を印加（図１６８の（ａ））するか、４画
素行組で連続した２画素行にオン電圧を印加（図１６８の（ｂ））するかの表示状態とな
るからである。もちろん、図１１３、図１１１に例示した回路構成を変更あるいは改良す
ることにより、クロック（ＳＣＫ）に対する表示画素行を変更あるいは変化させることが
できる。たとえば、１画素行飛ばしで表示させることもできる。また、６画素行飛ばしで
点灯させることもできる。ただし、Ｐチャンネルのトランジスタで構成あるいは形成した
ドライバ回路（シフトレジスタ）では、少なくとも表示画素行５３間に非点灯の表示画素
行５２が配置（挿入）される。
【０２２１】
　図１７４に、ゲートドライバ回路１２が図１１３のようにＰチャンネルで形成されてい
る場合において、動画表示対応とする駆動方式を示す。以前にも説明したように、動画ボ
ケによる画像表示劣化を防止するためには、間欠表示にする必要がある。つまり、黒挿入
（黒あるいは低輝度の表示画面を表示する）する必要がある。ＣＲＴの表示のように駆動
（表示）する。つまり、任意の画素行に画像が表示すると、所定の期間の表示後、黒（低
輝度）表示にする。この画素行は、点滅（画像表示と非表示（黒表示あるいは低輝度表示
）が交互に繰り返される）することになる。黒表示期間は４ｍｓｅｃ以上にする必要があ
る。もしくは、１フレーム（１フィールド）の１／４以上の期間を黒表示（低輝度表示）
にする。好ましくは、１フレーム（１フィールド）の１／２の期間以上を黒表示（低輝度
表示）にする。
【０２２２】
　この条件は、人間の目の残像特性による。つまり、所定周期より速く点滅する画像は、
人間の目の残像特性により、連続して点灯しているように見える。これが、動画ボケにつ
ながる。しかし、所定周期より遅く点滅する画像は、視覚的には、連続しているように見
えるが、間に挿入された非点灯（黒表示）状態を認識することができるようになり、表示
画像が飛び飛びの状態になる（視覚的には変には感じないが）。そのため、動画表示で、
画像が飛び飛びになり、画像ぶれが発生しない。つまり、動画ボケがなくなる。
【０２２３】
　図１７４の（ａ）において、Ａの領域は、４画素行に１画素行が表示（点灯状態）状態
である。したがって、４水平走査期間（４Ｈ）に１回点灯する（４Ｈ期間に１Ｈ期間の間
点灯する）。この期間（画素行が点灯し、非点灯となり、次に点灯するまでの期間）は、
４ｍｓｅｃ以下である。したがって、人間の目には、画像が完全に連続して表示されてい
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るように見える（任意の画素行がたえず、点灯しているのと大差がない）。図１２４の（
ａ）のＢの領域では、画素行が表示されてから、次に表示されるまで、４ｍｓｅｃ以上、
好ましくは８ｍｓｅｃ以上となるように黒挿入（低輝度表示）されている。したがって、
画像は飛び飛びとなり、良好な動画表示を実現できる。
【０２２４】
　なお、以上の説明でＡの領域あるいはＢの領域として説明したが、以上の事項は説明を
容易にするためである。図１７４において、Ａの領域は矢印方向（画面の上から下）に順
次走査される。ＣＲＴで電子ビームの走査されるごとくにである。つまり、画像は順次書
き換えられる（図１７４の（ａ）は図１７５を参照のこと。図１７５の（ａ）→（ｂ）→
（ｃ）→（ａ）のように走査（駆動）される。図１７４の（ｂ）は図１７６を参照のこと
。図１７６の（ａ）→（ｂ）→（ｃ）→（ａ）のように走査（駆動）される）。
【０２２５】
　以上のように、本発明の駆動方式において、任意の画素行は、図１７４の（ａ）におい
て、１フィールド（１フレーム）の４ｍｓｅｃ（好ましくは８ｍｓｅｃ）以上の期間は、
４Ｈに１Ｈの期間表示され、その他の期間（１フィールド（１フレーム）の残りの期間）
は、連続して非点灯（黒表示（黒挿入）あるいは低輝度表示）状態が維持される。したが
って、説明を容易にするために、Ａ領域あるいはＢ領域と表現したが、時間的な観点から
、Ａ期間あるいはＢ期間と表現するほうが適切である。つまり、Ａ領域（Ａ期間）は、連
続して画像が点灯する期間であり、Ｂ領域（Ｂ期間）は画素行（画面５０）が間欠表示さ
れる期間である。以上の事項は図１７４の（ｂ）あるいは他の本発明の実施例においても
同様である。
【０２２６】
　図１７４の（ｂ）では、２画素行を連続して点灯状態にし、つづく、２画素行を非点灯
状態にしている。つまり、Ａ領域（Ａ期間）では、２Ｈの期間点灯し、２Ｈの期間非点灯
状態となることを繰り返す。Ｂ領域（Ｂ期間）は所定の期間、連続して非点灯状態が維持
される。図１７４の（ｂ）の駆動方式においても、Ａ領域は見かけ上、連続表示状態であ
り、Ｂ領域は見かけ上、間欠表示である。
【０２２７】
　以上のように、本発明の駆動方式は、任意の画素行（画素）に着目して表示状態を観測
したとき、４ｍｓｅｃ未満の期間（もしくは１フレーム（１フィールド）の１／４未満の
期間）で画像表示と非表示（黒表示または所定以下の低輝度表示）が少なくとも１回以上
繰り返させる第１の期間と、前記画素行（画素）が表示状態から非表示（黒表示または所
定以下の低輝度表示）状態になり、次に表示状態になる期間が、４ｍｓｅｃ以上となる第
２の期間（もしくは１フレーム（１フィールド）の１／４以上の期間）を実施するもので
ある。以上の駆動を実施することのより、良好な動画表示を実現でき、また、その制御回
路（ゲートドライバ回路１２など）の構成も容易であり、低コスト化を実現できる。
【０２２８】
　図１７４においても、点灯画素行数を変化させることにより、画面５０の明るさを調整
（変化）させることができる（図１６８と同様に、表示画素数５３を変化あるいは調整す
ればよい）。また、黒挿入領域（図１７４のＢ領域）の割合を変化させることにより、画
像表示状態に応じて最適状態にすることができる。たとえば、静止画では、Ｂ領域が長く
なることを避けるべきである。フリッカの発生の原因となるからである。静止画の場合は
、表示領域５３を分散して表示（画面５０内に配置）すべきである。たとえば、ＱＣＩＦ
パネルの場合は、画素行数が２２０本である。このうち、静止画で５５画素行を表示する
のであれば、２２０／４４＝４であるから、４画素行ごとに１画素行を表示させればよい
。２２０画素行のうち１０画素行を表示するのであれば、２２０／１０＝２２画素行に１
画素行を表示させればよい。
【０２２９】
　なお、図１７４においてＢ領域（Ｂ期間）は１つとしているが、これに限定するもので
はなく、２つ以上（複数）に分割あるいは分散させてもよいことはいうまでもない。
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【０２３０】
　しかし、図１７４の（ａ）では、４画素行組で１画素行を点灯させるか否かの表示しか
実現できない。したがって、２２画素行に１画素行を点灯させることはできない。そのた
め、４画素行組を５回＝２０画素行に１画素行を表示する（つまり、２０画素行に１画素
行を表示する。言い換えれば、４画素行組の４つは、まったく画素行を点灯状態とせず、
１画素行組の１画素行を点灯状態とする）。残りの２０画素行（２２０－４×５＝２００
）はすべてを非点灯状態にする。つまり、本発明では、制約（規制あるいは規定）される
画素行組を１単位として、この画素行組の組み合わせ（ブロック）内で、このブロック内
にいくつの画素行組の画素行を点灯させるか否かの制御を行う。以上の事項は、図１７４
の（ｂ）においても適用され、また、本発明の他の実施例においても適用される。
【０２３１】
　逆に動画表示の場合は、図１７４で説明したように、少なくとも４ｍｓｅｃ以上の黒挿
入を実施する必要がある。また、黒挿入の割合（黒表示の連続時間、表示画面に対する黒
表示面積）を変化させることにより、動画表示状態を変化することができる（最適状態に
調整できる）。非常に高速な動画表示（画像の動きが激しい場合など）は、黒挿入面積を
増大させるとよい。この際、画像を表示する画素数が減少することにより輝度低下は、１
画素行の発光輝度を高くすることにより対応する。また、黒表示が連続する期間を長くす
るとよい。比較的全画面に対する動画表示領域の割合が少ない場合、あるいは比較的動画
の動きがゆっくりとしている場合は、黒挿入の割合を減少させるとよい。この場合の点灯
画素行５３が増加することによる表示輝度の増大は、１画素行あたりの発光輝度を低下さ
せることにより容易に調整できる。この調整はプログラム電流Ｉｗなどで変更できるから
である。もしくは、黒挿入期間を複数に分散させるとよい。フリッカが減少し良好な画像
表示を実現できる。
【０２３２】
　以上のような、動画表示においても黒挿入状態を変更あるいは調整することにより、よ
り最適な画像表示を実現できる。以上の事項は以下の実施例においても適用されることは
言うまでもない。
【０２３３】
　入力映像信号の動画検出（ＩＤ検出）を行い、動画の場合あるいは動画が多い画像では
、図１７４の駆動方式（黒挿入による間欠表示）を実施する。静止画の場合は、図１６８
の駆動方式（点灯画素行位置が極力分散して配置する）を実施する。もちろん、本発明の
表示パネルあるいは表示装置を用いる用途に応じて切り替えてもよい。たとえば、コンピ
ュータモニターのように静止画の場合は図１６８の駆動方式を採用する。テレビのように
ＡＶ用途の場合は、図１７４の駆動方式を採用する。この駆動方式の切り替えは、ゲート
ドライバ回路１２ｂのＳＳＴＡデータのより、容易に変更することができる。図１などの
ＥＬ素子１５に流れる電流をオンオフさせるトランジスタを制御するだけであるからであ
る。
【０２３４】
　図１７４と図１６８の切り替え（動画対応かあるいは静止画対応か、もしくは、より動
画対応かより静止画対応か）は、ユーザーが操作できる切り替えスイッチなどを状況に応
じて実施してもよいし、本発明の表示パネルの製造業者が実施してもよい。また、ホトセ
ンサなどを用いて、周囲環境状態を検出し、自動で切り替えてもよい。また、本発明が受
信する映像信号に制御信号（切り替え信号）をあらかじめ乗せておき、この制御信号を検
出して、表示状態（駆動方式）を切り替えてもよい。
【０２３５】
　図１７７は図１７４の（ａ）の駆動方式の場合の、ゲート信号線１７ｂの出力波形であ
る。図１の画素構成では、ゲート信号線１７ｂに印加されるオンオフ信号（Ｖｇｈがオフ
電圧、Ｖｇｌがオン電圧）でトランジスタ１１ｄをオンオフ制御し、ＥＬ素子１５に流れ
る電流をオンオフさせる。図１において、上段は水平走査期間を示しており、Ｌ記号は、
画素行数Ｌ（ＱＣＩＦパネルの場合は、Ｌ＝２２０本）を示している。なお、図１６８、
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図１７４においても、本発明の駆動方式は、図１の画素構成に限定されるものではない。
たとえば他の画素構成（図３８など）においても適用できることは言うまでもない。
【０２３６】
　図１７７でわかるように、Ａ期間（Ａ領域）では、４Ｈ期間に１Ｈ期間の割合で各ゲー
ト信号線１７ｂにオン電圧（Ｖｈｌ）が印加される。Ｂ期間（Ｂ領域）では、連続してオ
フ電圧（Ｖｇｈ）が印加される。したがって、この期間にはＥＬ素子１５には電流が流れ
ない。そして、各ゲート信号線１７ｂのオン電圧位置が１画素行ずつ走査されている。
【０２３７】
　なお、以上の実施例では、１画素行ずつ走査されるとしたが、本発明はこれ限定される
ものではない。たとえば、インターレース走査では、１画素行飛ばしで走査される。つま
り、第１フレームでは偶数画素行が走査される。第２フレームでは奇数画素行が走査され
る。また、第１フレームを書き換えているときは、第２フレームで書き込まれた画像はそ
のまま保持される。ただし、点滅動作を実施する（実施しなくともよい）。第２フレーム
を書き換えているときは、第１フレームで書き込まれた画像はそのまま保持される。もち
ろん、図１７４の実施例のように点滅動作を実施してもよい。
【０２３８】
　インターレース走査は２フレームで１フィールドがＣＲＴで通常である。しかし、本発
明はこれに限定するものではない。たとえば、４フレーム＝１フィールドでもよい。この
場合は、第１フレームでは、（４Ｎ＋１）画素行（ただし、Ｎは以上の整数）の画像が書
き換えられる。第２フレームでは、（４Ｎ＋２）画素行の画像が書き換えられる。次の第
３フレームでは（４Ｎ＋３）画素行の画像が書き換えられる。また、最後の第４フレーム
では、（４Ｎ＋４）画素行の画像が書き換えられる。以上のように、本発明は、画素行へ
の書き込みは、順次走査のみに限定するものではない。以上の事項は他の実施例において
も適用される。また、本発明において、インターレース走査とは広く一般的な飛び越し走
査を意味し、２フレーム＝１フィールドに限定されるものではない。つまり、複数フレー
ム＝１フィールドである。
【０２３９】
　なお、図１７７、図１７８においても、図１７１、図１７２、図１７３などの１水平走
査期間（１Ｈ）あるいは複数の水平走査期間内において、ＥＬ素子１５に流れる電流を制
御すること（オン期間を制御すること）により、表示画面５０の明るさを調整する駆動方
式を併用できることは言うまでもない。
【０２４０】
　図１７８は図１７７と同様に、図１７４の（ｂ）におけるゲート信号線１７ｂの印加波
形である。図１７７との差異は、Ａ期間（Ａ領域、図１６８の（ｂ）を参照のこと）にお
いて、各ゲート信号線１７ｂには、２水平走査期間（２Ｈ）の間、オン電圧（Ｖｇｌ）が
印加され、その後、２Ｈの期間、オフ電圧（Ｖｇｈ）が印加されている。また、このオン
電圧とオフ電圧とは交互に繰り返されている。Ｂ期間（Ｂ領域）では連続してオフ電圧が
印加される。各ゲート信号線１７ｂのオン電圧の印加位置は、１Ｈごとに走査される。
【０２４１】
　図１７７は図１７４の（ａ）の駆動方式の場合の、ゲート信号線１７ｂの出力波形であ
る。図１の画素構成では、ゲート信号線１７ｂに印加されるオンオフ信号（Ｖｇｈがオフ
電圧、Ｖｇｌがオン電圧）でトランジスタ１１ｄをオンオフ制御し、ＥＬ素子１５に流れ
る電流をオンオフさせる。図１において、上段は水平走査期間を示しており、Ｌ記号は、
画素行数Ｌ（ＱＣＩＦパネルの場合は、Ｌ＝２２０本）を示している。なお、図１６８、
図１７４においても、本発明の駆動方式は、図１の画素構成に限定されるものではない。
たとえば他の画素構成（図３８、図４３、図５１、図６２、図６３など）においても適用
できることは言うまでもない。
【０２４２】
　図１７８は図１７７と同様に、図１７４の（ｂ）におけるゲート信号線１７ｂの印加波
形である。図１７７との差異は、Ａ期間（Ａ領域、図１６８の（ｂ）を参照のこと）にお
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いて、各ゲート信号線１７ｂには、２水平走査期間（２Ｈ）の間、オン電圧（Ｖｇｌ）が
印加され、その後、２Ｈの期間、オフ電圧（Ｖｇｈ）が印加されている。また、このオン
電圧とオフ電圧とは交互に繰り返されている。Ｂ期間（Ｂ領域）では連続してオフ電圧が
印加される。各ゲート信号線１７ｂのオン電圧の印加位置は、１Ｈごとに走査される。他
の事項は、図１７７と同様あるいは類似であるので説明を省略する。
【０２４３】
　なお、以上の実施例では、表示画面５０内で、Ａ領域とＢ領域とが混在する駆動方式で
ある。つまり、画面表示状態のいずれの期間でも、かならず、Ａ領域をＢ領域がある（も
ちろん、Ａ領域がどこにあるかは、異なる）。このことは、１フィールド（１フレーム、
つまり画面の書き換え周期）内に、Ａ期間とＢ期間があるということである。しかし、動
画表示を良好にするためには、黒挿入（黒表示あるいは低輝度表示）を行えばよいのであ
るから、図１２４の駆動方式に限定されるものではない。
【０２４４】
　たとえば、図１７９の駆動方式が例示される。理解を容易にするために、図１７９では
、４つの表示期間（（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ））で構成されているとする。また、
４フレー＝１フィールドとし、図１７９の（ａ）を第１フレーム、図１７９の（ｂ）を第
２フレーム、図１７９の（ｃ）を第３フレーム、図１７９の（ｄ）を第４フレームとする
。表示は図１７９の（ａ）→（ｂ）→（ｃ）→（ｄ）→（ａ）→（ｂ）→・・・・・・・
と繰り返される。
【０２４５】
　第１フレームでは、図１７９の（ａ）に図示するように、偶数番目の画素行を順次選択
し、画像を書き換える。第１フレームの書き換えが終わると、図１７９の（ｂ）に図示す
るように、画面５０の上から順次黒表示としていく（図１７９の（ｂ）は黒表示書き込み
が終了した状態である）。次の第３フレームでは、図１７９の（ｃ）に図示するように、
奇数番目の画素行を、画面５０の上から順次、画像を書き込んでいく。つまり、奇数番目
の画像が、画面の上部から順次表示される。次の第４フレームでは、画面５０の上部から
、画像が非点灯状態（黒表示）にされていく（図１７９の（ｄ）も完全に非点灯状態にし
た時の状態を示す）。
【０２４６】
　なお、図１７９において、（ａ）、（ｃ）では、画像を書き込むと表現し、かつ画像を
表示すると表現したが、本発明は基本的に、画像を表示する（点灯させる）状態に特徴が
ある。したがって、画像を書き込むこと（プログラムを実施すること）と画像を表示する
こととは同一である必要はない。つまり、図１７９の（ａ）、（ｃ）では、ゲート信号線
１７ｂの制御により、ＥＬ素子１５に流れる電流を制御し、点灯あるいは非点灯状態にす
ると考えてよい。したがって、図１７９の（ａ）の状態と図１７９の（ｂ）の状態との切
り替えは、一括で（たとえば、１Ｈ期間で）行うことができる。たとえば、イネーブル端
子を制御することで実施できる（ゲートドライバ１２ｂのシフトレジスタにオンオフ状態
（図１７９の（ａ）では、偶数画素行に対応するシフトレジスタがオンデータ）を保持し
ておき、イネーブル端子がオフの時は、図１７９の（ｂ）、（ｄ）の状態を表示し、イネ
ーブル端子をオンにすることのより、図１７９の（ａ）の表示状態になるなど）。したが
って、ゲート信号線１７ｂのオンオフ状態で図１７９の（ａ）、（ｃ）の表示を実施でき
る（あらかじめ、画像データは図１の画素構成で例示すれば、コンデンサ１９に保持させ
ておく）。以上の説明では、図１７９の（ａ）、（ｂ）（ｃ）、（ｄ）の状態は、各１ｌ
フレーム期間の間実施するとした。
【０２４７】
　しかし、本発明がこの表示状態に限定するものではない。少なくとも動画表示状態を改
善あるいは良好なものとするには、図１７９の（ｂ）、（ｄ）などの黒挿入状態を４ｍｓ
ｅｃの期間、実施すればよいからである。したがって、本発明の実施例において、ゲート
ドライバ回路１２ｂのシフトレジスタ回路を用いて、ゲート信号線１７ｂを走査し、図１
７９の（ａ）、（ｃ）の表示状態を実現することの限定されるものではない。奇数番目の
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ゲート信号線１７ｂ（奇数ゲート信号線組と呼ぶ）を一括接続しておき、また、偶数番目
のゲート信号線１７ｂ（偶数ゲート信号線組と呼ぶ）を一括接続しておき、奇数ゲート信
号線組と偶数ゲート信号線組とを交互にオンオフ電圧を印加するようにすればよい。奇数
ゲート信号線組にオン電圧を印加し、偶数ゲート信号線組にオフ電圧を印加すれば、図１
７９の（ｃ）の表示状態が実現される。偶数ゲート信号線組にオン電圧を印加し、奇数ゲ
ート信号線組にオフ電圧を印加すれば、図１７９の（ａ）の表示状態が実現される。奇数
ゲート信号線組と偶数ゲート信号線組の両方にオフ電圧を印加すれば、図１７９の（ｂ）
、ｄ）の表示状態が実現される。図１２９の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）の各状態は
、４ｍｓｅｃ（特に図１７９の（ｂ）、（ｄ）は）以上の期間、実施すればよい。
【０２４８】
　以上の図１７９の駆動方式では、画面表示状態（図１７９の（ａ）、（ｃ））と黒表示
状態（黒挿入、図１７９の（ｂ）、（ｄ））が交互に繰り返される。したがって、画像表
示が間欠表示となり、動画表示性能が向上する（動画ボケが発生しない）。
【０２４９】
　図１７９の実施例では、第１フレームと第３フレームでは、奇数画素行または偶数画素
行に画像を表示し、この２つの画面間に黒画面（図１７９の（ｂ）、（ｄ））を挿入する
駆動方式であった。しかし、本発明はこれに限定するものではなく、図１６８の表示状態
を第１フレームおよび第３フレームに実施し、この２つのフレーム間に黒表示を挿入して
もよい。
【０２５０】
　以上の実施例におけるタイミングチャートを図１８０に示す。図１８０の（ａ）は第１
フレームであり、図１８０の（ｂ）は黒挿入状態の第２フレームである。図１８０の（ｃ
）は第３フレームである。なお、第４フレームは図１８０の（ｂ）と同様であるので省略
している。ただし、第４フレ－ムは必ずしも必要ではない。３フレーム＝１フィールド構
成でもよい。第２フレームで黒画面が挿入されるから動画ボケは大幅に改善されるからで
ある。つまり、図１８０の（ａ）→（ｂ）→（ｃ）→（ａ）→・・・・・と繰り返す。
【０２５１】
　図１８０の（ａ）は、図１６８の（ａ）に４水平走査期間（４Ｈ）に１Ｈの期間、画像
を表示する（各ゲート信号線１７ｂは４Ｈごとに１Ｈの期間、Ｖｇｌ電圧（オン電圧）が
印加される。次の第２フレームでは、すべてのゲート信号線１７ｂはオフ電圧（Ｖｇｈ）
が印加されている。この制御は先の実施例と同様に、イネーブル端子を制御することのよ
り、一括で行うことができる。したがって、図１８０の（ｂ）の状態は、１フレーム期間
実施することに限定されるものではない。動画表示を良好なものとするには、４ｍｓｅｃ
以上の期間、維持されればよいからである。ただし、図１８０の（ａ）が画面の上（上か
らに限定するものではないが）から順次画像を書き換えるとすると、画像が飛んでしまう
。図１７９説明したように、複数のゲート信号線１７ｂを一括接続し、また、イネーブル
端子を制御することによれば、容易に実施することができる。
【０２５２】
　図１８０は、各画素行は、４Ｈ期間に１Ｈ期間、点灯するなど、規則正しく、画像表示
を実施するものであった。しかし、各画素行は、単位期間（たとえば、１フレーム、１フ
ィールドなど）で、点灯（表示）期間が一致していればよい。つまり、規則正しく、点灯
状態と非点灯状態とを実施する必要はない。
【０２５３】
　図１８１は、規則正しくない点灯状態の場合の実施例である。ゲート信号線１７ｂ（１
）は第１Ｈ、第５Ｈ、第６Ｈ、第９Ｈ、第１３Ｈ、第１４Ｈ、・・・・・・にオン電圧が
印加されている。他の期間にはオフ電圧が印加されている。したがって、周期的にオン電
圧が印加されているのではなく（長期間でみれば、周期的であるが）、ランダム的である
。この１フレーム期間（単位期間）に各ゲート信号線１７ｂにオン電圧が印加される期間
を加算したものが、他のゲート信号線１７ｂと略一致させておけばよい。このように各画
素行の点灯時間（ゲート信号線１７ｂにオン電圧を印加することのより、画素行が点灯（
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表示）するとしている）が略一致する。
【０２５４】
　なお、図１８１では、各ゲート信号線１７ｂに印加する信号波形は、１Ｈずつ走査され
たようにしている。このように、基本パターン波形を、各ゲート信号線１７ｂを１Ｈ（所
定クロックあるいは単位）でずらして走査する（印加する）ことにより、表示画面の輝度
を全画面で均一化できる。なお、図１８１においてもオン電圧（Ｖｇｌ）の印加期間を調
整することにより、画面の明るさを制御（調整）することができることはいうまでもない
。
【０２５５】
　以上の実施例では、各フレーム（単位期間）において、ゲート信号線１７ｂには、同一
のオンオフ電圧パターンを印加する実施例であった。しかし、本発明は、所定期間で、各
画素行（画素）が点灯（表示）もしくは非点灯（非表示）となる期間が略等しくするもの
である。したがって、２フレーム＝１フィールドの駆動方式において、第１フレームと第
２フレームとに印加する各ゲート信号線１７ｂの信号波形が異なっていてもよい。たとえ
ば、任意の画素行が第１フレームで１０Ｈの期間の間、オン電圧が印加され、第２フレー
ムで２０Ｈの期間の間、オン電圧が印加されるように駆動してもよい（２フレームという
単位期間で、１０Ｈ＋２０Ｈの期間の間、オン電圧が印加される）。他の画素行も、３０
Ｈの期間、オン電圧が印加されるようにする。
【０２５６】
　この実施例を図１８２に図示する。図１８２の（ａ）（第１フレームとする）では、各
画素行に対応するゲート信号線１７ｂには、４水平走査期間（４Ｈ）周期で１水平走査期
間（１Ｈ）オン電圧が印加される。図１８２の（ｂ）（第２フレームとする）では、各画
素行に対応するゲート信号線１７には、４Ｈ周期で２Ｈの期間オン電圧が印加されている
。つまり、２フレームでは、（４＋４）Ｈ周期で（１＋２）Ｈの期間オン電圧が印加され
ることになる。このように駆動しても、単位期間（図１３２では２フレーム）では、各ゲ
ート信号線１７ｂにはオン電圧が同一期間印加されることになる。したがって、各画素行
は、同一輝度で表示される（白ラスター表示と仮定した場合）。
【０２５７】
　なお、図１８０では、４Ｈ周期で１Ｈの期間オン電圧を印加するとしたが、これに限定
するこのではない。たとえば、図１８３に図示するように、８Ｈ周期で１Ｈの期間オン電
圧を印加するとしてもよい。また、各フレームでの各ゲート信号線１７ｂに印加する信号
波形は、周期性をもたせることはなく、完全にランダム化してもよい。単位周期（単位期
間）でオン電圧を印加する総和期間が、すべてのゲート信号線１７ｂで一致していればよ
いからである。
【０２５８】
　しかし、以上の実施例では、すべてのゲート信号線１７ｂで単位期間において、オン電
圧を印加する総和期間を一致させるとしたが、以下の場合には適用されない。１画面５０
内（つまり、１つの表示パネル）で、複数の輝度が異なる画面５０を有する場合である。
画面５０が、第１の画面５０ａと第２の画面５０ｂが構成されており、画面５０ａと５０
ｂとの輝度が異なる場合である。２つの画面５０の輝度を異ならせるのは、プログラム電
流Ｉｗを調整することのよっても変化することができるが、ゲート信号線１７ｂを走査し
、第１の画面５０ａにおける各画素行の点灯（表示）期間と第２の画面５０ｂにおける各
画素行の点灯（表示）期間とを異ならせる方式が実現容易である。たとえば、第１の画面
５０ａの各画素行は、４Ｈに１Ｈの期間、ゲート信号線１７ｂにオン電圧を印加する。第
２の画面５０ｂの各画素行は、８Ｈに１Ｈの期間、ゲート信号線１７ｂにオン電圧を印加
する。このように、各画面でオン電圧を印加する期間を変化させることにより、画面の明
るさを調整でき、また、そのときのガンマカーブも相似にすることができる。
【０２５９】
　電源回路（ＩＣ）８２（図８を参照のこと）は、ゲートドライバ回路１２からゲート信
号線１７に出力するオン電圧（画素１６トランジスタの選択電圧）、オフ電圧（画素１６
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トランジスタの非選択電圧）に必要な電位の電圧を作成する。そのため、電源ＩＣ（回路
）８２の使用する半導体の耐圧プロセスは、十分な耐圧がある。
【０２６０】
　電源ＩＣ８２でロジック信号をレベルシフト（ＬＳ）すると都合がよい。したがって、
コントローラ（図示せず）から出力されるゲートドライバ回路１２の制御信号は、電源Ｉ
Ｃ８２に入力し、レベルシフトしてから、本発明のゲートドライバ回路１２に入力する。
コントローラ（図示せず）から出力されるソーストドライバ回路１４の制御信号は、直接
に本発明のソースドライバ回路１４などに入力する（レベルシフトの必要がない）。
【０２６１】
　しかし、本発明はアレイ基板７１に形成するトランジスタをすべてＰチャンネルで形成
することに限定するものではない。ゲートドライバ回路１２を後に説明する図１１１、図
１１３のようにＰチャンネルで形成することにより、ＣＭＯＳ構造のゲートドライバ回路
１２に比較して小型に形成することができる。したがって、狭額縁化することができる。
２．２インチのＱＣＩＦパネルの場合、ゲートドライバ回路１２の幅は、６μｍルールの
採用時で、６００μｍで構成できる。供給するゲートドライバ回路１２の電源配線の引き
回しを含めても７００μｍに構成することができる。同様の回路構成をＣＭＯＳ（Ｎチャ
ンネルとＰチャンネルトランジスタ）で構成すると、１．２ｍｍになってしまう。したが
って、ゲートドライバ回路１２をＰチャンネルで形成することのより、狭額縁化をいう特
徴ある効果を発揮できる。
【０２６２】
　また、画素１６をＰチャンネルのトランジスタで構成することのより、Ｐチャンネルト
ランジスタで形成したゲートドライバ回路１２とのマッチングが良くなる。Ｐチャンネル
トランジスタ（図１の画素構成では、トランジスタ１１ｂ、１１ｃ、トランジスタ１１ｄ
）はＬ電圧（Ｖｇｌ）でオンする。一方、ゲートドライバ回路１２もＬ電圧が選択電圧で
ある。Ｐチャンネルのゲートドライバは図１１３の構成でもわかるが、Ｌレベルを選択レ
ベルとするとマッチングが良い。Ｌレベルが長期間保持できないからである。一方、Ｈ電
圧（Ｖｇｈ）は長時間保持することができる。
【０２６３】
　また、ＥＬ素子１５に電流を供給する駆動用トランジスタ（図１ではトランジスタ１１
ａ）もＰチャンネルで構成することにより、ＥＬ素子１５のカソードが金属薄膜のグラン
ド電極に構成することができる。また、アノード電位Ｖｄｄから順方向にＥＬ素子１５に
電流を流すことができる。以上の事項から、画素１６のトランジスタをＰチャンネルとし
、ゲートドライバ１２のトランジスタもＰチャンネルとすることがよい。以上のことから
、本発明の画素１６を構成するトランジスタ（駆動用トランジスタ１１ａ、スイッチング
用トランジスタ１１ｄ、１１ｂ、１１ｃ）をＰチャンネルで形成し、ゲートドライバ回路
１２のトランジスタをＰチャンネルで構成するという事項は単なる設計事項ではない。
【０２６４】
　レベルシフタ（ＬＳ）回路を、基板７１に直接に形成してもよい。つまり、レベルシフ
タ（ＬＳ）回路をＮチャンネルとＰチャンネルトランジスタで形成する。コントローラ（
図示せず）からのロジック信号は、基板７１に直接形成されたレベルシフタ回路で、Ｐチ
ャンネルトランジスタで形成されたゲートドライバ回路１２のロジックレベルに適合する
ように昇圧する。この昇圧したロジック電圧を前記ゲートドライバ回路１２に印加する。
【０２６５】
　レベルシフタ回路を半導体チップで形成し、基板７１にＣＯＧ実装などしてもよい。ま
た、ソースドライバ回路１４は、基本的に半導体チップで形成し、基板７１にＣＯＧ実装
する。ただし、ソースドライバ回路１４を半導体チップで形成することに限定するもので
はなく、ポリシリコン技術を用いて基板７１に直接に形成してもよい。画素１６を構成す
るトランジスタ１１ａをＰチャンネルで構成すると、プログラム電流は画素１６からソー
ス信号線１８に流れ出す方向になる。そのため、ソースドライバ回路内の定電流回路は、
Ｎチャンネルのトランジスタで構成する必要がある。つまり、ソースドライバ回路１４は
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プログラム電流Ｉｗを引き込むように回路構成する必要がある。
【０２６６】
　したがって、画素１６の駆動用トランジスタ１１ａ（図１の場合）がＰチャンネルトラ
ンジスタの場合は、必ず、ソースドライバ回路１４はプログラム電流Ｉｗを引き込むよう
に、ソースドライバ回路１４内の定電流回路（階調電流を出力する回路）をＮチャンネル
トランジスタで構成する。ソースドライバ回路１４をアレイ基板７１に形成するには、Ｎ
チャンネル用マスク（プロセス）とＰチャンネル用マスク（プロセス）の両方を用いる必
要がある。概念的に述べれば、画素１６とゲートドライバ１２をＰチャンネルトランジス
タで構成し、ソースドライバの引き込み電流源のトランジスタはＮチャンネルで構成する
のが本発明の表示パネル（表示装置）である。
【０２６７】
　図８は本発明の表示装置の信号、電圧の供給の構成図あるいは表示装置の構成図である
。コントロールＩＣ８１からソースドライバ回路１４ａに供給する信号（電源配線、デー
タ配線など）はフレキシブル基板８４を介して供給する。
【０２６８】
　図８ではゲートドライバ１２の制御信号はコントロールＩＣで発生させ、ソースドライ
バ１４で、レベルシフトを行った後、ゲートドライバ１２に印加している。ソースドライ
バ１４の駆動電圧は４～８（Ｖ）であるから、コントロールＩＣ８１から出力された３．
３（Ｖ）振幅の制御信号を、ゲートドライバ１２が受け取れる５（Ｖ）振幅に変換するこ
とができる。もちろん、コントローラで信号電圧をレベルシフトし、ゲートドライバ回路
１２などに供給してもよい。
【０２６９】
　ソースドライバ１４内には画像メモリを持たせることが好ましい。画像メモリの画像デ
ータは誤差拡散処理あるいはディザ処理を行った後のデータをメモリしてもよい。
【０２７０】
　なお、図８などにおいて１４をソースドライバと記載したが、単なるドライバだけでな
く、電源回路、バッファ回路（シフトレジスタなどの回路を含む）、データ変換回路、ラ
ッチ回路、コマンドデコーダ、シフト回路、アドレス変換回路、画像メモリなどを内蔵さ
せてもよい。なお、図８などで説明する構成にあっても、図９などで説明する３辺フリー
構成あるいは構成、駆動方式などを適用できることはいうまでもない。
【０２７１】
　表示パネルを携帯電話などの情報表示装置に使用する場合、ソースドライバＩＣ（回路
）１４、ゲートドライバＩＣ（回路）１２を、図９に示すように、表示パネルの一辺に実
装（形成）することが好ましい（なお、このように一辺にドライバＩＣ（回路）を実装（
形成）する形態を３辺フリー構成（構造）と呼ぶ。従来は、表示領域のＸ辺にゲートドラ
イバＩＣ１２が実装され、Ｙ辺にソースドライバＩＣ１４が実装されていた）。画面５０
の中心線が表示装置の中心になるように設計し易く、また、ドライバＩＣの実装も容易と
なるからである。なお、ゲートドライバ回路を高温ポリシリコンあるいは低温ポリシリコ
ン技術などで３辺フリーの構成で作製してもよい（つまり、図９のソースドライバ回路１
４とゲートドライバ回路１２のうち、少なくとも一方をポリシリコン技術で基板７１に直
接形成する）。
【０２７２】
　なお、３辺フリー構成とは、基板７１に直接ＩＣを積載あるいは形成した構成だけでな
く、ソースドライバＩＣ（回路）１４、ゲートドライバＩＣ（回路）１２などを取り付け
たフィルム（ＴＣＰ、ＴＡＢ技術など）を基板７１の一辺（もしくはほぼ一辺）にはりつ
けた構成も含む。つまり、２辺にＩＣが実装あるいは取り付けられていない構成、配置あ
るいはそれに類似するすべてを意味する。
【０２７３】
　図９のようにゲートドライバ回路１２をソースドライバ回路１４の横に配置すると、ゲ
ート信号線１７は辺ｃにそって形成する必要がある。
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【０２７４】
　なお、図９などにおいて太い実線で図示した箇所はゲート信号線１７が並列して形成し
た箇所を示している。したがって、ｂの部分（画面下部）は走査信号線の本数分のゲート
信号線１７が並列して形成され、ａの部分（画面上部）はゲート信号線１７が１本形成さ
れている。
【０２７５】
　Ｃ辺に形成するゲート信号線１７のピッチは５μｍ以上１２μｍ以下にする。５μｍ未
満では隣接ゲート信号線に寄生容量の影響によりノイズが乗ってしまう。実験によれば７
μ以下で寄生容量の影響が顕著に発生する。さらに５μｍ未満では表示画面にビート状な
どの画像ノイズが激しく発生する。特にノイズの発生は画面の左右で異なり、このビート
状などの画像ノイズを低減することは困難である。また、１２μｍを越えると表示パネル
の額縁幅Ｄが大きくなりすぎ実用的でない。
【０２７６】
　前述の画像ノイズを低減するためには、ゲート信号線１７を形成した部分の下層あるい
は上層に、グラントパターン（一定電圧に電圧固定あるいは全体として安定した電位に設
定されている導電パターン）を配置することにより低減できる。また、別途設けたシール
ド板（シールド箔（一定電圧に電圧固定あるいは全体として安定した電位に設定されてい
る導電パターン））をゲート信号線１７上に配置すればよい。
【０２７７】
　図９のｃ辺のゲート信号線１７はＩＴＯ材料を用いて形成してもよいが、低抵抗化する
ため、ＩＴＯと金属薄膜とを積層して形成することが好ましい。また、多層の金属膜で形
成することが好ましい。ＩＴＯと積層する場合は、ＩＴＯ上にチタン膜を形成し、その上
にアルミニウムあるいはアルミニウムとモリブデンの合金薄膜を形成する。もしくはＩＴ
Ｏ上にクロム膜を形成する。金属膜の場合は、アルミニウム薄膜、クロム薄膜で形成する
。以上の事項は本発明の他の実施例でも同様である。
【０２７８】
　なお、図９などにおいて、ゲート信号線１７などは表示領域の片側に配置するとしたが
これに限定するものではなく、両方に配置してもよい。たとえば、ゲート信号線１７ａを
表示領域５０の右側に配置（形成）し、ゲート信号線１７ｂを表示領域５０の左側に配置
（形成）してもよい。以上の事項は他の実施例でも同様である。
【０２７９】
　また、ソースドライバＩＣ１４とゲートドライバＩＣ１２とを１チップ化してもよい。
１チップ化すれば、表示パネルへのＩＣチップの実装が１個で済む。したがって、実装コ
ストも低減できる。また、１チップドライバＩＣ内で使用する各種電圧も同時に発生する
ことができる。
【０２８０】
　図１などで図示した構成ではＥＬ素子１５のトランジスタ１１ａを介してＶｄｄ電位に
接続されている。しかし、各色を構成する有機ＥＬの駆動電圧が異なるという問題がある
。たとえば、単位平方センチメートルあたり０．０１（Ａ）の電流を流した場合、青（Ｂ
）ではＥＬ素子の端子電圧は５（Ｖ）であるが、緑（Ｇ）および赤（Ｒ）では９（Ｖ）で
ある。つまり、端子電圧がＢとＧ、Ｒで異なる。したがって、ＢとＧ、Ｒでは保持するト
ランジスタ１１ａのソース－ドレイン電圧（ＳＤ電圧）が異なる。そのため、各色でトラ
ンジスタのソース－ドレイン電圧（ＳＤ電圧）間オフリーク電流が異なることになる。オ
フリーク電流が発生し、かつオフリーク特性が各色で異なると、色バランスのずれた状態
でフリッカが発生する、発光色に相関してガンマ特性がずれるという複雑な表示状態をな
る。
【０２８１】
　この課題に対応するため、少なくともＲ、Ｇ、Ｂ色のうち、１つのカソード電極の電位
を他色のカソード電極の電位と異ならせるように構成することが好ましい。もしくはＲ、
Ｇ、Ｂ色のうち、１つのＶｄｄの電位（アノード電位）を他色のＶｄｄの電位と異ならせ
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るように構成することが好ましい。
【０２８２】
　Ｒ、Ｇ、ＢのＥＬ素子１５の端子電圧は極力一致させることが好ましいことは言うまで
もない。少なくとも、白ピーク輝度を表示しており、色温度が７０００Ｋ以上１２０００
Ｋ以下の範囲で、Ｒ、Ｇ、ＢのＥＬ素子の端子電圧は１０（Ｖ）以下となるように材料あ
るいは構造選定をする必要がある。また、Ｒ、Ｇ、Ｂののうち、ＥＬ素子の最大の端子電
圧と最小の端子電圧との差は、２．５（Ｖ）以内にする必要がある。たとえば、ＲのＥＬ
素子１５に最大電流を流したとき７（Ｖ）であれば、ＧおよびＢに最大電流を流した時の
ＥＬ素子１５の端子電圧は、７－２．５（Ｖ）（最低）以上７＋２．５（Ｖ）（最大）以
下の条件を満足させることが好ましい。さらに好ましくは１．５（Ｖ）以下にする必要が
ある。
【０２８３】
　なお、画素は、Ｒ、Ｇ、Ｂの３原色としたがこれに限定するものではなく、シアン、イ
エロー、マゼンダの３色でもよい。また、Ｂとイエローなどの２色でもよい。もちろん、
単色でもよい。また、Ｒ、Ｇ、Ｂ、シアン、イエロー、マゼンダの６色でもよい。Ｒ、Ｇ
、Ｂ、シアン、マゼンダの５色でもよい。これらはナチュラルカラーとして色再現範囲が
拡大し良好な表示を実現できる。その他、Ｒ、Ｇ、Ｂ、白の４色でもよい。Ｒ、Ｇ、Ｂ、
シアン、イエロー、マゼンダ、黒、白の７色でもよい。また、白色発光の画素を表示領域
５０全体に形成（作製）し、ＲＧＢなどのカラーフィルタで３原色表示としてもよい。ま
た、１画素をＢとイエローのように塗り分けても良い。以上のように本発明のＥＬ表示装
置は、ＲＧＢの３原色でカラー表示を行うものに限定されるものではない。
【０２８４】
　有機ＥＬ表示パネルのカラー化には主に三つの方式があり、色変換方式はこのうちの一
つである。発光層として青色のみの単層を形成すればよく、フルカラー化に必要な残りの
緑色と赤色は、青色光から色変換によって作り出す。したがって、ＲＧＢの各層を塗り分
ける必要がない、ＲＧＢの各色の有機ＥＬ材料をそろえる必要がないという利点がある。
色変換方式は、塗り分け方式のようは歩留まり低下がない。本発明のＥＬ表示パネルなど
はこのいずれの方式でも適用される。
【０２８５】
　また、３原色の他に、白色発光の画素を形成してもよい。白色発光の画素はＲ、Ｇ、Ｂ
発光の構造を積層することのより作製（形成または構成）することにより実現できる。１
組の画素は、ＲＧＢの３原色と、白色発光の画素１６から構成する。白色発光の画素を形
成することにより、白色のピーク輝度が表現しやすくなる。したがって、輝き感のある画
像表示実現できる。
【０２８６】
　ＲＧＢなどの３原色を１組の画素をする場合であっても、各色の画素電極の面積は異な
らせることが好ましい。もちろん、各色の発光効率がバランスよく、色純度もバランスが
よければ、同一面積でもかまわない。しかし、１つまたは複数の色のバランスが悪ければ
、画素電極（発光面積）を調整することが好ましい。各色の電極面積は電流密度を基準に
決定すればよい。つまり、色温度が７０００Ｋ（ケルビン）以上１２０００Ｋ以下の範囲
で、ホワイトバランスを調整した時、各色の電流密度の差が±３０％以内となるようにす
る。さらに好ましくは±１５％以内となるようにする。たとえば、電流密度が１００Ａ／
平方メーターをすれば、３原色がいずれも７０Ａ／平方メーター以上１３０Ａ／平方メー
ター以下となるようにする。さらに好ましくは、３原色がいずれも８５Ａ／平方メーター
以上１１５Ａ／平方メーター以下となるようにする。
【０２８７】
　有機ＥＬ１５は自己発光素子である。この発光による光がスイッチング素子としてのト
ランジスタに入射するとホトコンダクタ現象（ホトコン）が発生する。ホトコンとは、光
励起によりトランジスタなどのスイッチング素子のオフ時でのリーク（オフリーク）が増
える現象を言う。
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【０２８８】
　この課題に対処するため、本発明ではゲートドライバ１２（場合によってはソースドラ
イバ１４）の下層、画素トランジスタ１１の下層に遮光膜を形成している。遮光膜はクロ
ムなどの金属薄膜で形成し、その膜厚は５０ｎｍ以上１５０ｎｍ以下にする。膜厚が薄い
と遮光効果が乏しく、厚いと凹凸が発生して上層のトランジスタ１１Ａ１のパターニング
が困難になる。
【０２８９】
　遮光膜上に２０以上１００ｎｍ以下の無機材料からなる平滑化膜を形成する。この遮光
膜のレイヤーを用いて蓄積容量１９の一方の電極を形成してもよい。この場合、平滑膜は
極力薄く作り、蓄積容量の容量値を大きくすることが好ましい。また、遮光膜をアルミで
形成し、陽極酸化技術を用いて酸化シリコン膜を遮光膜の表面に形成し、この酸化シリコ
ン膜を蓄積容量１９の誘電体膜として用いてもよい。平滑化膜上にはハイアパーチャ（Ｈ
Ａ）構造の画素電極が形成される。
【０２９０】
　ドライバ回路１２などは裏面だけでなく、表面からの光の進入も抑制するべきである。
ホトコンの影響により誤動作するからである。したがって、本発明では、カソード電極が
金属膜の場合は、ドライバ１２などの表面にもカソード電極を形成し、この電極を遮光膜
として用いている。
【０２９１】
　また、基板７１の光出射面には、反射防止膜を形成する。反射防止膜は、酸化チタンお
よびフッ化マグネシウムなどの薄膜多層膜から形成する。
【０２９２】
　ドライバ１２の上にカソード電極を形成すると、このカソード電極からの電界によるド
ライバの誤動作あるいはカソード電極とドライバ回路の電気的接触が発生する可能性があ
る。この課題に対処するため、本発明ではドライバ回路１２などの上に少なくとも１層、
好ましくは複数層の有機ＥＬ膜を画素電極上の有機ＥＬ膜形成と同時に形成する。有機Ｅ
Ｌ膜は絶縁物であるから、ドライバ上に有機ＥＬ膜を形成することにより、カソードとド
ライバ間が隔離される。したがって、前述の課題を解消することができる。
【０２９３】
　画素の１つ以上のトランジスタ１１の端子間あるいはトランジスタ１１と信号線とが短
絡すると、ＥＬ素子１５が常時、点灯する輝点となる場合がある。この輝点は視覚的にめ
だつので黒点化（非点灯）する必要がある。輝点に対しては、該当画素１６を検出し、コ
ンデンサ１９にレーザー光を照射してコンデンサの端子間を短絡させる。したがって、コ
ンデンサ１９には電荷を保持できなくなるので、トランジスタ１１ａは電流を流さなくす
ることができる。そのため、レーザー光を照射した画素は常時、非点灯状態となり黒表示
となる。
【０２９４】
　なお、レーザー光を照射する位置にあたる。カソード膜を除去しておくことが望ましい
。レーザー照射により、コンデンサ１９の端子電極とカソード膜とがショートすることを
防止するためである。したがって、あらかじめ、レーザー修整を行う箇所において、カソ
ード電極をパターニングしておき、穴あけを行っておく。
【０２９５】
　画素１６のトランジスタ１１の欠陥は、ドライバＩＣ１４にも影響を与える。例えば、
図５６では駆動用トランジスタ１１ａにソース－ドレイン（ＳＤ）ショート５６２が発生
していると、パネルのＶｄｄ電圧がソースドライバＩＣ１４に印加される。したがって、
ソースドライバＩＣ１４の電源電圧は、パネルの電源電圧Ｖｄｄ（アノード電圧）と同一
かもしくは高くしておくことが好ましい。なお、ソースドライバＩＣで使用する基準電流
は電子ボリウム５６１で調整できるように構成しておくことが好ましい。
【０２９６】
　図５６のように、トランジスタ１１ａにＳＤショート５６２が発生していると、ＥＬ素
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子１５に過大な電流が流れる。つまり、ＥＬ素子１５が常時点灯状態（輝点）となる。輝
点は欠陥として目立ちやすい。たとえば、図５６において、トランジスタ１１ａのソース
－ドレイン（ＳＤ）ショートが発生していると、トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子
電位の大小に関わらず、Ｖｄｄ電圧からＥＬ素子１５に電流が常時流れる（トランジスタ
１１ｄがオンの時）。したがって、輝点となる。
【０２９７】
　一方、トランジスタ１１ａにＳＤショートが発生していると、トランジスタ１１ｃがオ
ン状態の時、Ｖｄｄ電圧がソース信号線１８に印加されソースドライバ１４にＶｄｄ電圧
が印加される。もし、ソースドライバ１４の電源電圧がＶｄｄ以下であれば、耐圧を越え
て、ソースドライバ１４が破壊される恐れがある。
【０２９８】
　トランジスタ１１ａのＳＤショートなどは、点欠陥にとどまらず、パネルのソースドラ
イバ回路を破壊につながる恐れがあり、また、輝点は目立つためパネルとしては不良とな
る。したがって、トランジスタ１１ａとＥＬ素子１５間を接続する配線を切断し、輝点を
黒点欠陥にする必要がある。この切断には、レーザー光などの光学手段を用いてトランジ
スタ１１ａのソース端子（Ｓ）またはドレイン端子（Ｄ）を切断するか、もしくはトラン
ジスタ１１ａのチャンネルを破壊する。
【０２９９】
　なお、以上の実施例は配線を切断させるとしたが、黒表示するためにはこれに限定され
るものではない。たとえば、図１でもわかるように、トランジスタ１１ａの電源Ｖｄｄが
、トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子に常時印加されるように修正してもよい。たと
えば、コンデンサ１９の２つの電極間をショートさせれば、Ｖｄｄ電圧がトランジスタ１
１ａのゲート（Ｇ）端子に印加されるようになる。したがって、トランジスタ１１ａは完
全にオフ状態になり、ＥＬ素子１５に電流を流さなくすることができる。これば、コンデ
ンサ１９にレーザー光を照射することによりコンデンサ電極をショートできるから、容易
に実現できる。
【０３００】
　また、実際には、画素電極の下層にＶｄｄ配線が配置されているから、Ｖｄｄ配線と画
素電極とにレーザー光を照射することにより、画素の表示状態を制御（修正）することが
できる。
【０３０１】
　画素１６を黒表示するためには、ＥＬ素子１５を劣化させてもよい。たとえば、レーザ
ー光をＥＬ層１５に照射し、ＥＬ層１５を物理的にあるいは化学的に劣化させ、発光しな
いようにする（常時黒表示）。レーザー光の照射によりＥＬ層１５を加熱し、容易に劣化
させることができる。また、エキシマレーザーを用いれば、ＥＬ膜１５の化学的変化を容
易に行うことができる。
【０３０２】
　なお、以上の実施例は、図１に図示した画素構成を例示したが、本発明はこれに限定す
るものではない。レーザー光を用いて配線あるいは電極をオープンあるいはショートさせ
ることは、カレントミラーなどの他の電流駆動の画素構成あるいは図６２、図５１などで
図示する電圧駆動の画素構成であっても適用できることは言うまでもない。したがって、
画素の構成、構造には限定されない。
【０３０３】
　以下、図１の画素構成について、その駆動方法について説明をする。図１に示すように
、ゲート信号線１７ａは行選択期間に導通状態（ここでは図１のトランジスタ１１がｐチ
ャネルトランジスタであるためローレベルで導通となる）となり、ゲート信号線１７ｂは
非選択期間時に導通状態とする。
【０３０４】
　ソース信号線１８には寄生容量（図示せず）が存在する。寄生容量は、ソース信号線１
８とゲート信号線１７とのクロス部の容量、トランジスタ１１ｂ、１１ｃのチャンネル容
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量などにより発生する。
【０３０５】
　ソース信号線１８の電流値変化に要する時間ｔは浮遊容量の大きさをＣ、ソース信号線
の電圧をＶ、ソース信号線に流れる電流をＩとするとｔ＝Ｃ・Ｖ／Ｉであるため電流値を
１０倍大きくできることは電流値変化に要する時間が１０分の１近くまで短くできる。ま
たはソース信号線１８の寄生容量が１０倍になっても所定の電流値に変化できるというこ
とを示す。従って、短い水平走査期間内に所定の電流値を書きこむためには電流値を増加
させることが有効である。
【０３０６】
　たとえば、ソースドライバＩＣ１４からの出力電流を１０倍にすると、画素１６にプロ
グラムされる電流が１０倍となる。そのため、ＥＬ素子１５の発光輝度も１０倍となる。
したがって、所定の輝度を得るために、図１のトランジスタ１７ｄの導通期間（オン時間
）を従来の１０分の１とし、発光期間を１０分の１とする。
【０３０７】
　つまり、ソース信号線１８の寄生容量の充放電を十分に行い、所定の電流値を画素１６
のトランジスタ１１ａにプログラムを行うためには、ソースドライバ１４から比較的大き
な電流を出力する必要がある。しかし、このように大きな電流をソース信号線１８に流す
とこの大きな電流値が画素にプログラムされてしまう。したがって、所定の電流に対し大
きな電流がＥＬ素子１５に流れる。たとえば、１０倍の電流でプログラムすれば、当然、
１０倍の電流がＥＬ素子１５に流れ、ＥＬ素子１５は１０倍の輝度で発光する。所定の発
光輝度にするためには、ＥＬ素子１５に流れる時間を１／１０にすればよい。このように
駆動することにより、ソース信号線１８の寄生容量を十分に充放電でき、所定の発光輝度
を得ることができる。
【０３０８】
　なお、１０倍の電流値を画素のトランジスタ１１ａ（正確にはコンデンサ１９の端子電
圧を設定している）に書き込み、ＥＬ素子１５のオン時間を１／１０にするとしたが、こ
れは一実施例である。他の実施例として、１０倍の電流値を画素のトランジスタ１１ａに
書き込み、ＥＬ素子１５のオン時間を１／５にしてもよい。逆に１０倍の電流値を画素の
トランジスタ１１ａに書き込み、ＥＬ素子１５のオン時間を１／２倍にしてもよい。
【０３０９】
　また、明るい画像表示を行うときは、１／１（たえず、トランジスタ１１ｄがオン状態
を維持する）にし、暗い画像のときは、１／１０（トランジスタ１１ｄは１フレームの１
／１０の期間だけオンする）にしてもよい。また、これらの表示を画像表示データにもと
づき、リアルタイムで変更するように制御してもよい。
【０３１０】
　本発明は、画素への書き込み電流を所定値以外の値にし、ＥＬ素子１５に流れる電流を
間欠状態にして駆動することに特徴がある。本明細書では説明を容易にするため、Ｎ倍の
電流値を画素のトランジスタ１１に書き込み、ＥＬ素子１５のオン時間を１／Ｎ倍にする
として説明する。しかし、これに限定するものではなく、Ｎ１倍の電流値を画素のトラン
ジスタ１１に書き込み、ＥＬ素子１５のオン時間を１／（Ｎ２）倍（Ｎ１とＮ２とは異な
る）でもよいことは言うまでもない。
【０３１１】
　なお、間欠状態にするとは、本発明の表示パネルの駆動方法にたえず間欠表示で駆動す
ることに限定するものではない。画像表示状態によっては、１／１（間欠表示でない）表
示を実施してもよい。つまり、本発明は、画像表示において、間欠表示にする状態が発生
する駆動方法である。また、間欠表示とは１フレーム期間に少なくとも２水平走査期間（
２Ｈ）以上発生する状態をいう。
【０３１２】
　また、間欠表示において、間欠する間隔は等間隔に限定するものではない。たとえば、
ランダムでもよい（全体として、表示期間もしくは非表示期間が所定値（一定割合）とな
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ればよい）。また、ＲＧＢで異なっていてもよい。たとえば、Ｒの画素が１フレームで１
／３の期間の間、非常時状態に駆動し、ＧとＢの画素が１フレームで１／４の期間の間、
非常時状態に駆動してもよい。間欠表示の期間は、白（ホワイト）バランスが最適になる
ように、Ｒ、Ｇ、Ｂ表示期間もしくは非表示期間が所定値（一定割合）となるように調整
（設定）すればよい。
【０３１３】
　また、説明を容易にするため、１／Ｎとは、１Ｆ（１フィールドまたは１フレーム）を
基準にしてこの１Ｆを１／Ｎにするとして説明する。しかし、１画素行が選択され、電流
値がプログラムされる時間（通常、１水平走査期間（１Ｈ））があるし、また、走査状態
によっては誤差も生じる。したがって、以上の説明はあくまでも説明を容易にするための
便宜状の問題だけであり、これに限定するものではない。また、Ｎは整数に限定されるも
のではなく、Ｎ＝３．５など整数以外であってもよい。本発明では、説明を容易にするた
め、断りがない限り、Ｎは整数として説明をする。
【０３１４】
　Ｎ＝１０倍の電流で画素１６に電流プログラムし、１／５の期間の間、ＥＬ素子１５を
点灯させてもよい。ＥＬ素子１５は、１０／５＝２倍の輝度で点灯する。逆に、Ｎ＝２倍
の電流で画素１６に電流プログラムし、１／４の期間の間、ＥＬ素子１５を点灯させても
よい。ＥＬ素子１５は、２／４＝０．５倍の輝度で点灯する。つまり、本発明は、Ｎ＝１
倍でない電流でプログラムし、かつ、常時点灯（１／１、つまり、間欠駆動でない）状態
以外の表示を実施するものである。また、広義には、ＥＬ素子１５に供給する電流を１フ
レーム（あるいは１フィールド）の期間において、少なくとも１回、オフする駆動方式で
ある。また、所定値よりも大きな電流で画素１６にプログラムし、少なくとも、間欠表示
を実施する駆動方式である。
【０３１５】
　有機（無機）ＥＬ表示装置は、ＣＲＴのように電子銃で線表示の集合として画像を表示
するディスプレイとは表示方法が基本的に異なる点にも課題がある。つまり、ＥＬ表示装
置では、１Ｆ（１フィールドあるいは１フレーム）の期間の間は、画素に書き込んだ電流
（電圧）を保持する。そのため、動画表示を行うと表示画像の輪郭ぼけが発生するという
課題が発生する。
【０３１６】
　本発明では、１Ｆ／Ｎの期間の間だけ、ＥＬ素子１５に電流を流し、他の期間（１Ｆ（
Ｎ－１）／Ｎ）は電流を流さない。この駆動方式を実施し画面の一点を観測した場合を考
える。
【０３１７】
　この表示状態では１Ｆごとに画像データ表示、黒表示（非点灯）が繰り返し表示される
。つまり、画像データ表示状態が時間的に飛び飛び表示（間欠表示）状態となる。動画デ
ータ表示を、この間欠表示状態でみると画像の輪郭ぼけがなくなり良好な表示状態を実現
できる。つまり、ＣＲＴに近い動画表示を実現することができる。また、間欠表示を実現
するが、回路のメインクロックは従来と変わらない。したがって、回路の消費電力が増加
することもない。
【０３１８】
　液晶表示パネルの場合は、光変調をする画像データ（電圧）は液晶層に保持される。し
たがって、黒挿入表示を実施しようとすると液晶層に印加しているデータを書き換える必
要がある。そのため、ソースドライバＩＣ１４の動作クロックを高くし、画像データと黒
表示データとを交互にソース信号線１８に印加する必要がある。したがって、黒挿入（黒
表示などの間欠表示）を実現しょうとすると回路のメインクロックをあげる必要がある。
また、時間軸伸張を実施するための画像メモリも必要になる。
【０３１９】
　図１、図２、図３８などに示す本発明のＥＬ表示パネルの画素構成では、画像データは
コンデンサ１９に保持されている。このコンデンサ１９の端子電圧に対応する電流をＥＬ
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素子１５に流す。したがって、画像データは液晶表示パネルのように光変調層に保持され
ているのではない。
【０３２０】
　本発明はスイッチングのトランジスタ１１ｄ、あるいはトランジスタ１１ｅなどをオン
オフさせるだけでＥＬ素子１５に流す電流を制御する。つまり、ＥＬ素子１５に流れる電
流Ｉｗをオフしても、画像データはそのままコンデンサ１９の保持されている。したがっ
て、次のタイミングでスイッチング素子１１ｄなどをオンさせ、ＥＬ素子１５に電流を流
せば、その流れる電流は前に流れていた電流値と同一である。本発明では黒挿入（黒表示
などの間欠表示）を実現する際においても、回路のメインクロックをあげる必要がない。
また、時間軸伸張を実施する必要もないための画像メモリも不要である。また、有機ＥＬ
素子１５は電流を印加してから発光するまでの時間が短く、高速に応答する。そのため、
動画表示に適し、さらに間欠表示を実施することのより従来のデータ保持型の表示パネル
（液晶表示パネル、ＥＬ表示パネルなど）の問題である動画表示の問題を解決できる。
【０３２１】
　さらに、大型の表示装置でソース容量が大きくなる場合はソース電流を１０倍以上にし
てやればよい。一般にソース電流値をＮ倍にした場合、ゲート信号線１７ｂ（トランジス
タ１１ｄ）の導通期間を１Ｆ／Ｎとすればよい。これによりテレビ、モニター用の表示装
置などにも適用が可能である。
【０３２２】
　以下、図面を参照しながら、本発明の駆動方法についてさらに詳しく説明をする。ソー
ス信号線１８の寄生容量は、隣接したソース信号線１８間の結合容量、ソースドライブＩ
Ｃ（回路）１４のバッファ出力容量、ゲート信号線１７とソース信号線１８とのクロス容
量などにより発生する。この寄生容量は通常１０ｐＦ以上となる。電圧駆動の場合は、ド
ライバＩＣ１４からは低インピーダンスで電圧がソース信号線１８に印加されるため、寄
生容量が多少大きくとも駆動では問題とならない。
【０３２３】
　しかし、電流駆動では特に黒レベルの画像表示では２０ｎＡ以下の微小電流で画素のコ
ンデンサ１９をプログラムする必要がある。したがって、寄生容量が所定値以上の大きさ
で発生すると、１画素行にプログラムする時間（通常、１Ｈ以内、ただし、２画素行を同
時に書き込む場合もあるので１Ｈ以内に限定されるものではない。）内に寄生容量を充放
電することができない。１Ｈ期間で充放電できなれば、画素への書き込み不足となり、解
像度がでない。
【０３２４】
　図１の画素構成の場合、図３の（ａ）に示すように、電流プログラム時は、プログラム
電流Ｉｗがソース信号線１８に流れる。この電流Ｉｗがトランジスタ１１ａを流れ、Ｉｗ
を流す電流が保持されるように、コンデンサ１９に電圧設定（プログラム）される。この
とき、トランジスタ１１ｄはオープン状態（オフ状態）である。
【０３２５】
　次に、ＥＬ素子１５に電流を流す期間は図３の（ｂ）のように、トランジスタ１１ｃ、
１１ｂがオフし、トランジスタ１１ｄが動作する。つまり、ゲート信号線１７ａにオフ電
圧（Ｖｇｈ）が印加され、トランジスタ１１ｂ、１１ｃがオフする。一方、ゲート信号線
１７ｂにオン電圧（Ｖｇｌ）が印加され、トランジスタ１１ｄがオンする。
【０３２６】
　今、電流Ｉ１が本来流す電流（所定値）のＮ倍であるとすると、図３の（ｂ）のＥＬ素
子１５に流れる電流もＩｗとなる。したがって、所定値の１０倍の輝度でＥＬ素子１５は
発光する。つまり、図１２に図示するように、倍率Ｎを高くするほど、表示パネルの表示
輝度Ｂも高くなる。したがって、倍率と輝度とは比例関係となる。逆には、１／Ｎと駆動
することにより、輝度と倍率とは反比例の関係となる。
【０３２７】
　そこで、トランジスタ１１ｄを本来オンする時間（約１Ｆ）の１／Ｎの期間だけオンさ
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せ、他の期間（Ｎ－１）／Ｎ期間はオフさせれば、１Ｆ全体の平均輝度は所定の輝度とな
る。この表示状態は、ＣＲＴが電子銃で画面を走査しているのと近似する。異なる点は、
画像を表示している範囲が画面全体の１／Ｎ（全画面を１とする）が点灯している点であ
る（ＣＲＴでは、点灯している範囲は１画素行（厳密には１画素である）。
【０３２８】
　本発明では、この１Ｆ／Ｎの画像表示領域５３が図１３の（ｂ）に示すように画面５０
の上から下に移動する。本発明では、１Ｆ／Ｎの期間の間だけ、ＥＬ素子１５に電流が流
れ、他の期間（１Ｆ・（Ｎ－１）／Ｎ）は電流を流れない。したがって、各画素は間欠表
示となる。しかし、人間の目には残像により画像が保持された状態となるので、全画面が
均一に表示されているように見える。
【０３２９】
　なお、図１３に図示するように、書き込み画素行５１ａは非点灯表示５２ａとする。し
かし、これは、図１、図２などの画素構成の場合である。図３８などで図示するカレント
ミラーの画素構成では、書き込み画素行５１ａは点灯状態としてもよい。しかし、本明細
書では、説明を容易にするため、主として、図１の画素構成を例示して説明をする。また
、図１３、図１６などの所定駆動電流Ｉｗよりも大きい電流でプログラムし、間欠駆動す
る駆動方法をＮ倍パルス駆動と呼ぶ。
【０３３０】
　この表示状態では１Ｆごとに画像データ表示、黒表示（非点灯）が繰り返し表示される
。つまり、画像データ表示状態が時間的に飛び飛び表示（間欠表示）状態となる。液晶表
示パネル（本発明以外のＥＬ表示パネル）では、１Ｆの期間、画素にデータが保持されて
いるため、動画表示の場合は画像データが変化してもその変化に追従することができず、
動画ボケとなっていた（画像の輪郭ボケ）。しかし、本発明では画像を間欠表示するため
、画像の輪郭ぼけがなくなり良好な表示状態を実現できる。つまり、ＣＲＴに近い動画表
示を実現することができる。
【０３３１】
　このタイミングチャートを図１４に図示する。なお、本発明などにおいて、特に断りが
ない時の画素構成は図１であるとする。しかし、図３８、図６３、図６４、図６５などで
の間欠表示を実現できることは言うまでもないから、本発明は図１に限定されるものでは
ないことは言うまでもない。
【０３３２】
　図１４でわかるように、各選択された画素行（選択期間は、１Ｈとしている）において
、ゲート信号線１７ａにオン電圧（Ｖｇｌ）が印加されている時（図１４の（ａ）を参照
）には、ゲート信号線１７ｂにはオフ電圧（Ｖｇｈ）が印加されている（図１４の（ｂ）
を参照）。また、この期間は、ＥＬ素子１５には電流が流れていない（非点灯状態）。選
択されていない画素行において、ゲート信号線１７ａにオフ電圧（Ｖｇｈ）が印加され、
ゲート信号線１７ｂにはオン電圧（Ｖｇｌ）が印加されている。また、この期間は、ＥＬ
素子１５に電流が流れている（点灯状態）。また、点灯状態では、ＥＬ素子１５は所定の
Ｎ倍の輝度（Ｎ・Ｂ）で点灯し、その点灯期間は１Ｆ／Ｎである。したがって、１Ｆを平
均した表示パネルの表示輝度は、（Ｎ・Ｂ）×（１／Ｎ）＝Ｂ（所定輝度）となる。
【０３３３】
　なお、以上の説明は白表示での画像表示について説明しているようであるが、黒表示に
ついても同様に明るさは１／１０になる。したがって、たとえ、画像表示に黒浮きが発生
していても、黒浮きの輝度も１／１０になるから良好な画像表示になる。
【０３３４】
　図１５は、図１４の動作を各画素行に適用した実施例である（各画素のゲート信号線１
７ａ、１７ｂの信号波形を図示している）。ゲート信号線の電圧はオフ電圧をＶｇｈ（Ｈ
レベル）とし、オン電圧をＶｇｌ（Ｌレベル）としている。（１）（２）などの添え字は
選択している画素行番号を示している。
【０３３５】
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　図１５において、ゲート信号線１７ａ（１）が選択され（Ｖｇｌ電圧）、選択された画
素行のトランジスタ１１ａからソースドライバ１４に向かってソース信号線１８にプログ
ラム電流が流れる。なお、プログラム電流の流れる方向は、画素構成により異なる。画素
１６の駆動トランジスタ１１ａがＰチャンネルトランジスタの場合は、プログラム電流Ｉ
ｗは画素１６からソースドライバ回路１６に向かって流れる。画素１６の駆動トランジス
タ１１ａがＮチャンネルトランジスタの場合は、プログラム電流Ｉｗはソースドライバ回
路１６から画素１６に向かって流れる。
【０３３６】
　このプログラム電流は所定値のＮ倍（説明を容易にするため、Ｎ＝１０として説明する
。もちろん、所定値とは画像を表示するデータ電流であるから、白ラスター表示などでな
い限り固定値ではない。自然画の表示状態のより各画素１６に電流プログラムされる電流
の大きさは異なる）である。したがって、コンデンサ１９には１０倍に電流がトランジス
タ１１ａに流れるようにプログラムされる。画素行（１）が選択されている時は、図１の
画素構成ではゲート信号線１７ｂ（１）はオフ電圧（Ｖｇｈ）が印加され、ＥＬ素子１５
には電流が流れない。
【０３３７】
　１Ｈ後には、ゲート信号線１７ａ（２）が選択され（Ｖｇｌ電圧）、選択された画素行
のトランジスタ１１ａからソースドライバ１４に向かってソース信号線１８にプログラム
電流が流れる。このプログラム電流は所定値のＮ倍（説明を容易にするため、Ｎ＝１０と
して説明する）である。したがって、コンデンサ１９には１０倍に電流がトランジスタ１
１ａに流れるようにプログラムされる。
【０３３８】
　画素行（２）が選択されている時は、図１の画素構成ではゲート信号線１７ｂ（２）は
オフ電圧（Ｖｇｈ）が印加され、ＥＬ素子１５には電流が流れない。しかし、先の画素行
（１）のゲート信号線１７ａ（１）にはオフ電圧（Ｖｇｈ）が印加され、ゲート信号線１
７ｂ（１）にはオン電圧（Ｖｇｌ）が印加されるため、点灯状態となっている。
【０３３９】
　次の１Ｈ後には、ゲート信号線１７ａ（３）が選択され、ゲート信号線１７ｂ（３）は
オフ電圧（Ｖｇｈ）が印加され、画素行（３）のＥＬ素子１５には電流が流れない。しか
し、先の画素行（１）（２）のゲート信号線１７ａ（１）（２）にはオフ電圧（Ｖｇｈ）
が印加され、ゲート信号線１７ｂ（１）（２）にはオン電圧（Ｖｇｌ）が印加されるため
、点灯状態となっている。
【０３４０】
　以上の動作を１Ｈの同期信号に同期して画像を表示していく。しかし、図１５の駆動方
式では、ＥＬ素子１５には１０倍の電流が流れる。したがって、表示画面５０は約１０倍
の輝度で表示される。もちろん、この状態で所定の輝度表示を行うためには、プログラム
電流を１／１０にしておけばよいことは言うまでもない（間欠期間を１／１０にするので
はなく、プログラム電流を制御する）。しかし、１／１０の電流であれば寄生容量などに
より書き込み不足が発生する。この課題を解決するために、Ｎ倍の高い電流でプログラム
し、黒画面５２挿入（間欠表示）により所定の輝度を得るのは本発明の基本的な主旨であ
る。
【０３４１】
　なお、本発明の駆動方法において、所定電流よりも高い電流がＥＬ素子１５に流れるよ
うにし、ソース信号線１８の寄生容量を十分に充放電するという概念である。つまり、Ｅ
Ｌ素子１５にＮ倍の電流を流さなくともよい。たとえば、ＥＬ素子１５に並列に電流経路
を形成し（ダミーのＥＬ素子を形成し、このＥＬ素子は遮光膜を形成して発光させないな
ど）、ダミーＥＬ素子とＥＬ素子１５に分流して電流を流しても良い。
【０３４２】
　たとえば、信号電流が０．２μＡのとき、プログラム電流を２．２μＡとして、トラン
ジスタ１１ａには２．２μＡを流す。この電流のうち、信号電流０．２μＡをＥＬ素子１
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５に流して、２μＡをダミーのＥＬ素子に流すなどの方式が例示される（図１３６を参照
のこと）。つまり、図２７のダミー画素行２８１を常時選択状態にする。なお、ダミー画
素行は発光させないか、もしくは、遮光膜などを形成し、発光していても視覚的に見えな
いように構成する。
【０３４３】
　以上のように構成することにより、ソース信号線１８に流す電流をＮ倍に増加させるこ
とにより、駆動用トランジスタ１１ａにＮ倍の電流が流れるようにプログラムすることが
でき、かつ、電流ＥＬ素子１５には、Ｎ倍よりは十分小さい電流をながることができるこ
とになる。以上の方法では、図５に図示するように、非点灯領域５２を設けることなく、
全表示領域５０を画像表示領域５３とすることができる。
【０３４４】
　図１３の（ａ）は表示画像５０への書き込み状態を図示している。図１３の（ａ）にお
いて、５１ａは書き込み画素行である。ソースドライバＩＣ１４から各ソース信号線１８
にプログラム電流が供給される。なお、図１３などでは１Ｈ期間に書き込む画素行は１行
である。しかし、何ら１Ｈに限定するものではなく、０．５Ｈ期間でも、２Ｈ期間でもよ
い。
【０３４５】
　また、ソース信号線１８にプログラム電流を書き込むとしたが、本発明は電流プログラ
ム方式に限定するものではなく、ソース信号線１８に書き込まれるのは電圧である電圧プ
ログラム方式（図６２など）でもよい。たとえば、電圧駆動方式でも、所定輝度が得られ
るよりの高い電圧をソース信号線１８に印加し、画素１６をプログラムし、所定輝度にな
るように間欠表示する駆動方法が例示される。
【０３４６】
　図１３の（ａ）において、ゲート信号線１７ａが選択されるとソース信号線１８に流れ
る電流がトランジスタ１１ａにプログラムされる。この時、ゲート信号線１７ｂはオフ電
圧が印加されＥＬ素子１５には電流が流れない。これは、ＥＬ素子１５側にトランジスタ
１１ｄがオン状態であると、ソース信号線１８からＥＬ素子１５の容量成分が見え、この
容量に影響されてコンデンサ１９に十分に正確な電流プログラムができなくなるためであ
る。したがって、図１の構成を例にすれば、図１３の（ｂ）で示すように電流を書き込ま
れている画素行は非点灯領域５２となる。
【０３４７】
　今、Ｎ（ここでは、先に述べたようにＮ＝１０とする）倍の電流でプログラムしたとす
れば、画面の輝度は１０倍になる。したがって、表示領域５０の９０％の範囲を非点灯領
域５２とすればよい。したがって、画像表示領域の水平走査線がＱＣＩＦの２２０本（Ｓ
＝２２０）とすれば、２２本と表示領域５３とし、２２０－２２＝１９８本を非表示領域
５２とすればよい。一般的に述べれば、水平走査線（画素行数）をＳとすれば、Ｓ／Ｎの
領域を表示領域５３とし、この表示領域５３をＮ倍の輝度で発光させる。そして、この表
示領域５３を画面の上下方向に走査する。したがって、Ｓ（Ｎ－１）／Ｎの領域は非点灯
領域５２とする。この非点灯領域は黒表示（非発光）である。また、この非発光部５２は
トランジスタ１１ｄをオフさせることにより実現する。なお、Ｎ倍の輝度で点灯させると
したが、当然のことながら明るさ調整、ガンマ調整によりＮ倍の値と調整することは言う
までもない。
【０３４８】
　また、先の実施例で、１０倍の電流でプログラムしたとすれば、画面の輝度は１０倍に
なり、表示領域５０の９０％の範囲を非点灯領域５２とすればよいとした。しかし、これ
は、ＲＧＢの画素を共通に非点灯領域５２とすることに限定するものではない。例えば、
Ｒの画素は、１／８を非点灯領域５２とし、Ｇの画素は、１／６を非点灯領域５２とし、
Ｂの画素は、１／１０を非点灯領域５２と、それぞれの色により変化させてもよい。
【０３４９】
　ＲＧＢの色で個別に非点灯領域５２（あるいは点灯領域５３）を調整できるようにして
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もよい。これらを実現するためには、Ｒ、Ｇ、Ｂで個別のゲート信号線１７ｂが必要にな
る。しかし、以上のＲＧＢの個別調整を可能にすることにより、ホワイトバランスを調整
することが可能になり、各階調において色のバランス調整が容易になる（図４１を参照の
こと）。
【０３５０】
　図１３の（ｂ）に図示するように、書き込み画素行５１ａを含む画素行が非点灯領域５
２とし、書き込み画素行５１ａよりも上画面のＳ／Ｎ（時間的には１Ｆ／Ｎ）の範囲を表
示領域５３とする（書き込み走査が画面の上から下方向の場合、画面を下から上に走査す
る場合は、その逆となる）。画像表示状態は、表示領域５３が帯状になって、画面の上か
ら下に移動する。
【０３５１】
　図１３の表示では、１つの表示領域５３が画面の上から下方向に移動する。フレームレ
ートが低いと、表示領域５３が移動するのが視覚的に認識される。特に、まぶたを閉じた
時、あるいは顔を上下に移動させた時などに認識されやすくなる。
【０３５２】
　この課題に対しては、図１６に図示するように、表示領域５３を複数に分割するとよい
。この分割された総和がＳ（Ｎ－１）／Ｎの面積となれば（なお、Ｓは表示パネルの有効
表示領域５０の面積）、図１３の明るさと同等になる。なお、分割された表示領域５３は
等しく（等分に）する必要はない。たとえば、表示領域を４つの領域に分割し、分割され
た表示領域５３ａが面積１で、分割された表示領域５３ｂが面積２で、分割された表示領
域５３ｃが面積１で、分割された表示領域５３ｄが面積４でもよい。また、分割された非
表示領域５２と厳密に等しくする必要はない。
【０３５３】
　また、数フレーム（フィールド）での表示領域５３の面積が平均して目標の大きさにな
るように制御してもよいことは言うまでもない。表示領域５３の面積をＳ／１０にすると
した時、１フレーム（フィールド）目は表示領域５３の面積をＳ／１０とし、２フレーム
（フィールド）目は表示領域５３の面積をＳ／２０とし、３フレーム（フィールド）目は
表示領域５３の面積をＳ／２０とし、４フレーム（フィールド）目は表示領域５３の面積
をＳ／５とし、以上の４フレーム（フィールド）で所定の表示面積（表示輝度）のＳ／１
０を得る駆動方法が例示される。また、Ｒ、Ｇ、Ｂのそれぞれが、数フレーム（フィール
ド）でＬの期間の平均が等しくなるように駆動してもよい。しかし、前記数フレーム（フ
ィールド）は４フレーム（フィールド）以下にすることが好ましい。表示画像によっては
フリッカが発生する場合があるからである。
【０３５４】
　なお、本発明での１フレームあるいは１フィールドとは、画素１６の画像書き換え周期
または表示画面５０が上から下まで（下から上まで）走査される周期と同義あるは類似の
意味と考えてもよい。
【０３５５】
　また、Ｒ、Ｇ、Ｂで、数フレーム（フィールド）でＬの期間の平均を異ならせ、適度な
ホワイトバランスがとれるように駆動してもよい。この駆動方法は、ＲＧＢの発光効率が
異なるときに特に有効である。また、ＲＧＢで分割数Ｋを異ならせても良い。特にＧでは
視覚的にめだつため、Ｇでは分割数をＲＢに対して多くすることが有効である。
【０３５６】
　なお、以上の実施例では理解を容易にするために表示領域５３の面積を分割するとして
説明している。しかし、面積を分割するとは、期間（時間）を分割することである。した
がって、図１ではトランジスタ１１ｄのオン期間を分割することになるから、面積を分割
することは、期間（時間）を分割することと同義あるいは類似である。
【０３５７】
　以上のように、表示領域５３を複数に分割することにより画面のちらつきは減少する。
したがって、フリッカの発生はなく、良好な画像表示を実現できる。なお、分割はもっと
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細かくしてもよい。しかし、分割するほど動画表示性能は低下する。また、画像表示のフ
レームレートを低減することができ、低消費電力化を実現できる。たとえば、非点灯領域
５２を一括にした場合は、フレームレート４５Ｈｚ以下になるとフリッカが発生する。し
かし、非点灯領域５２を６分割以上とした場合は、２０Ｈｚ以下までフリッカが発生しな
い。
【０３５８】
　図１７はゲート信号線１７の電圧波形およびＥＬの発光輝度を図示している。図１７で
明らかなように、ゲート信号線１７ｂをＶｇｌにする期間（１Ｆ／Ｎ）を複数に分割（分
割数Ｋ）している。つまり、Ｖｇｌにする期間は１Ｆ／（Ｋ・Ｎ）の期間をＫ回実施する
。１Ｆ／（Ｋ・Ｎ）の期間をＫ回実施することにより点灯期間５３の総和は、１Ｆ／Ｎと
なる。このように制御すれば、フリッカの発生を抑制でき、低フレームレートの画像表示
を実現できる。
【０３５９】
　画像の分割数も可変できるように構成することが好ましい。たとえば、ユーザーが明る
さ調整スイッチを押すことにより、あるいは明るさ調整ボリウムを回すことにより、この
変化を検出してＫの値を変更してもよい。また、ユーザーが輝度を調整するように構成し
てもよい。表示する画像の内容、データにより手動で、あるいは自動的に変化させるよう
に構成してもよい。
【０３６０】
　また、画像データの状態により分割数を変更してもよい。画像データが動画の場合は、
非点灯領域５２を一括にすることにより動画ぼけが発生しなくなる。また、動画の場合は
、たえず画像が変化するため、フレームレートを遅くしてもフリッカの発生はない。画像
データが静止画の場合は、非点灯領域５２を複数に分割にすることにより低フレームレー
トでもフリッカの発生がなくなる。つまり、画像データをリアルタイムで動画／静止画の
判定をし、判定結果にもとづいて非表示領域５２の分割数を制御することにより、低消費
電力かつ動画ぼけの発生のない高画質表示を実現できる。
【０３６１】
　ゲート信号線１７ａにオン電圧（Ｖｇｌ）が印加された状態からオフ電圧（Ｖｇｈ）が
印加された状態に変化するタイミングと、ゲート信号線１７ｂにオフ電圧（Ｖｇｈ）が印
加された状態からオン電圧（Ｖｇｌ）が印加された状態に変化するタイミングとが一致す
ると、画像の保持状態にバラツキが発生しやすくなる。これは、トランジスタ１１ｂ、１
１ｄの特性により、オフまたはオンとなるタイミングにずれが発生し、コンデンサ１９に
プログラムされた電圧が放電したり、リークしたりするためと思われる。
【０３６２】
　この課題に対応するため、図６６に図示するように、書込み画素行５１の前後は、非表
示領域５３となるように駆動するのが好ましい。書込み画素行の電流（電圧）プログラム
を行ない、１水平走査期間の経過後に前記画素行のゲート信号線１７ｂにオン電圧を印加
して、ＥＬ素子１５に電流を流すように制御することが好ましい。また、各画素行を選択
するゲート信号線１７ａにオフ電圧を印加した後、少なくとも、３μｓｅｃ以上の時間を
経過した後、各画素行のゲート信号線１７ｂにオン電圧を印加するように制御することが
好ましい。ＥＬ素子１５に流す電流タイミングに制約がない場合は、図６６に図示するよ
うに、書込み画素行５１の前後の画素行が非表示領域５２内となるように駆動することが
好ましい。
【０３６３】
　図６７は、以上の駆動方法を説明するための説明図である。図６７では、説明を容易に
するため画素構成は図１で説明した画素構成を想定している。
【０３６４】
　図６７の（ａ）では、ゲート信号線１７ａにオン電圧（Ｖｇｌ）を印加する期間は１水
平走査期間（１Ｈ）としている。ゲート信号線１７ａがオン電圧からオフ電圧を印加状態
に変化するときは、ゲート信号線１７ｂはオフ電圧を印加された状態を維持している。ゲ
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ート信号線１７ｂには、図６７の（ａ）に図示するようにＡ時間の経過後、オン電圧（Ｖ
ｇｌ）が印加される。Ａ期間は１μｓｅｃ以上とすることが好ましい。さらに好ましくは
、Ａ期間は３μｓｅｃ以上とすることが好ましい。
【０３６５】
　図６７の（ａ）のように、ゲート信号線１７ａにオン電圧が印加されている時は、ゲー
ト信号線１７ｂにはオフ電圧を印加した状態を維持し、ゲート信号線１７ａに印加された
電圧がオン電圧からオフ電圧に変化し、図１の画素１６のトランジスタ１１ｂ、１１ｃが
完全にオフ状態となった後、ゲート信号線１７ｂにオン電圧を印加することにより、画素
１６にプログラムされる電流バラツキが少なくなり良好な画像表示が行われる。
【０３６６】
　図６７の（ｂ）では、ゲート信号線１７ａにオン電圧（Ｖｇｌ）を印加する期間は１水
平走査期間（１Ｈ）より短い期間としている。ゲート信号線１７ａがオン電圧からオフ電
圧を印加状態に変化するときは、ゲート信号線１７ｂはオフ電圧を印加された状態を維持
している。ゲート信号線１７ｂには、図６７の（ｂ）に図示するようにＣ時間の経過後、
オン電圧（Ｖｇｌ）が印加される。Ｃ期間は１μｓｅｃ以上とすることが好ましい。さら
に好ましくは、Ｃ期間は３μｓｅｃ以上とすることが好ましい。
【０３６７】
　図６７の（ｂ）のように、ゲート信号線１７ａにオン電圧が印加されている時は、ゲー
ト信号線１７ｂにはオフ電圧を印加した状態を維持し、ゲート信号線１７ａに印加された
電圧がオン電圧からオフ電圧に変化し、図１の画素１６のトランジスタ１１ｂ、１１ｃが
完全にオフ状態となった後、ゲート信号線１７ｂにオン電圧を印加することにより、画素
１６にプログラムされる電流バラツキが少なくなり良好な画像表示が行われる。
【０３６８】
　図６７の（ｃ）では、ゲート信号線１７ａにオン電圧（Ｖｇｌ）を印加する期間は１水
平走査期間（１Ｈ）としている。ゲート信号線１７ａがオン電圧からオフ電圧を印加状態
に変化するときは、ゲート信号線１７ｂはオフ電圧を印加された状態を維持している。さ
らに、ゲート信号線１７ｂには、ゲート信号線１７ａにオン電圧（Ｖｇｌ）が印加される
期間の後１Ｈ期間にはオフ電圧が印加されている。
【０３６９】
　図６７の（ｃ）のように、ゲート信号線１７ａにオン電圧が印加されている時は、ゲー
ト信号線１７ｂにはオフ電圧を印加した状態を維持し、ゲート信号線１７ａに印加された
電圧がオン電圧からオフ電圧に変化し、図１の画素１６のトランジスタ１１ｂ、１１ｃが
完全にオフ状態となった後、ゲート信号線１７ｂにオン電圧を印加することにより、画素
１６にプログラムされる電流バラツキが少なくなり良好な画像表示が行われる。
【０３７０】
　なお、以上の実施例は、図１などの画素構成を例示して説明したが、図６３、図６４、
図６５などの画素構成においても適用できることは言うまでもない。
【０３７１】
　なお、図１７などにおいて、ゲート信号線１７ｂをＶｇｌにする期間（図１ではトラン
ジスタ１１ｄがオンする期間、１Ｆ／Ｎ）を複数に分割（分割数Ｋ）し、Ｖｇｌにする期
間は１Ｆ／（Ｋ・Ｎ）の期間をＫ回実施するとしたがこれ限定するものではない。１Ｆ／
（Ｋ・Ｎ）の期間をＬ（Ｌ≠Ｋ）回実施してもよい。つまり、本発明は、ＥＬ素子１５に
流す期間（時間）を制御することにより画像５０を表示するものである。したがって、１
Ｆ／（Ｋ・Ｎ）の期間をＬ（Ｌ≠Ｋ）回実施することは本発明の技術的思想に含まれる。
また、分割する期間は等しくすることに限定されるものでもない。また、Ｒ、Ｇ、ＢでＬ
の制御方法、Ｌの期間、Ｌの周期などを異ならせても良い。
【０３７２】
　Ｌの値を変化させることにより、画像５０の輝度をデジタル的に変更することができる
。たとえば、Ｌ＝２とＬ＝３では５０％の輝度（コントラスト）変化となる。Ｌの期間を
順次、変化させることにより、画面５０の明るさはＬの期間に比例してリニアに調整する
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ことができる。明るさを調整しても階調数は維持される。なお、Ｌの期間は１水平走査期
間（１Ｈ）の整数倍に限定されるものではない。１Ｈの５／２、１Ｈの１／２あるいは１
Ｈの１／８など、１Ｈよりも短い期間で操作あるいは制御してもよいことは言うまでもな
い。
【０３７３】
　以上の実施例は、ＥＬ素子１５に流れる電流を遮断し、また、ＥＬ素子に流れる電流を
接続することにより、表示画面５０をオンオフ（点灯、非点灯）するものであった。つま
り、コンデンサ１９に保持された電荷によりトランジスタ１１ａに複数回、略同一電流を
流すものである。本発明はこれに限定するものではない。たとえば、コンデンサ１９に保
持された電荷を充放電させることにより、表示画面５０をオンオフ（点灯、非点灯）する
方式でもよい（図３２、図３３、図５３、図５４などの実施例を参照のこと）。
【０３７４】
　図１８は図１６の画像表示状態を実現するための、ゲート信号線１７に印加する電圧波
形である。図１８と図１５の差異は、ゲート信号線１７ｂの動作である（図１、図２、図
６４、図６５ではトランジスタ１１ｄの動作である、なお、図６３ではスイッチ６３１の
動作である。スイッチ６３１はゲート信号線１７ｂで制御されているのではないが、業界
の技術者であれば容易にスイッチ６３１のオンオフを制御できるので説明を省略する。）
。ゲート信号線１７ｂは画面を分割する個数に対応して、その個数分だけオンオフ（Ｖｇ
ｌとＶｇｈ）動作する。他の点は図１５と同一であるので説明を省略する。
【０３７５】
　ＥＬ表示装置では黒表示は完全に非点灯であるから、液晶表示パネルを間欠表示した場
合のようにコントラスト低下もない。また、図１の構成においては、トランジスタ１１ｄ
をオンオフ操作するだけで間欠表示を実現できる。また、図３８、図５１の構成において
は、トランジスタ素子１１ｅをオンオフ操作するだけで、間欠表示を実現することができ
る。このように１回以上の画素１６の点灯および非点灯を実施しても同一の画像表示を再
現できるのは、コンデンサ１９に画像データがメモリ（アナログ値であるから階調数は無
限大）しているからである。つまり、各画素１６に、画像データは１Ｆの期間中は保持さ
れている（次のフレームで画像データが書き換えられるまで保持されている）。保持され
ている画像データに相当する電流をＥＬ素子１５に流すか否かをトランジスタ１１ｄ、１
１ｅあるいはスイッチ６３１の制御により実現する。
【０３７６】
　以上の駆動方法は、電流駆動方式に限定されるものではなく、電圧駆動方式にも適用で
きるものである。つまり、ＥＬ素子１５に流す電流が各画素内で保存している構成におい
て、駆動用トランジスタ１１をＥＬ素子１５間の電流経路をオンオフすることにより、間
欠駆動を実現するものである。たとえば、図４３のトランジスタ１１ｄ、図５１のトラン
ジスタ１１ｅの制御により実現することができることは言うまでもない。
【０３７７】
　電流あるいは電圧プログラムされたコンデンサ１９の端子電圧を維持することは重要で
ある。１フィールド（フレーム）期間でコンデンサ１９の端子電圧が変化（充放電）する
と、画面輝度が変化し、フレームレートが低下した時にちらつき（フリッカなど）が発生
するからである。トランジスタ１１ａが１フレーム（１フィールド）期間でＥＬ素子１５
に流す電流は、少なくとも６５％以下に低下しないようにする必要がある。この６５％と
は、画素１６に書き込み、ＥＬ素子１５に流す電流の最初が１００％とした時、次のフレ
ーム（フィールド）で前記画素１６に書き込む直前のＥＬ素子１５に流す電流が６５％以
上とすることである。以上の条件を満足するようにコンデンサ１９の容量、保持トランジ
スタ１１ｂのオフ特性を決定する。
【０３７８】
　図１などの画素構成では、間欠表示を実現する場合としない場合では、１画素を構成す
るトランジスタ１１の個数に変化はない。つまり、トランジスタ１１ｄを制御することの
より、画素構成はそのままで、ソース信号線１８の寄生容量の影響と除去し、良好な電流
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プログラムを実現している。その上、ＣＲＴに近い動画表示を実現しているのである。
【０３７９】
　また、ゲートドライバ回路１２の動作クロックはソースドライバ回路１４の動作クロッ
クに比較して十分に遅いため、回路のメインクロックが高くなるということはない（間欠
動作する場合としない場合では同一のクロックで対応できる）。また、Ｎ、Ｋの値の変更
も容易である。単に、トランジスタ１１ｄなどのオンオフ制御で実現できるからである。
【０３８０】
　なお、画像表示方向（画像書き込み方向）は、１フィールド（１フレーム）目では画面
の上から下方向とし、つぎの第２フィールド（フレーム）目では画面の下から上方向とし
てもよい。つまり、上から下方向と、下から上方向とを交互にくりかえす。以上のように
走査方向を切り替えることにより、低フレームレートでもフリッカの発生は低減する。
【０３８１】
　さらに、１フィールド（１フレーム）目では画面の上から下方向とし、いったん、全画
面を黒表示（非表示）とした後、つぎの第２フィールド（フレーム）目では画面の下から
上方向としてもよい。また、全画面を黒表示（非表示）とし、次に画面の上から下方向に
画像を書き換えてもよい。つまり、画像を書き換え、画像表示した後、全画面を黒表示に
する。以上のように全画面を黒表示にすることにより、動画表示性能が向上する。
【０３８２】
　本発明の駆動方法の説明では、説明を容易にするため、画面の書き込み方法を画面の上
から下あるいは下から上とする。しかし、本発明はこれに限定するものではない。画面の
書き込み方向は絶えず、画面の上から下あるいは下から上と固定し、非表示領域５２の動
作方向を１フィールド（フレーム）目では画面の上から下方向とし、つぎの第２フィール
ド（フレーム）目では画面の下から上方向としてもよい。また、１フレームを３フィール
ドに分割し、第１のフィールドではＲ、第２のフィールドではＧ、第３のフィールドでは
Ｂとして、３フィールドで１フレームを形成するとしてもよい。また、１水平走査期間（
１Ｈ）ごとに、Ｒ、Ｇ、Ｂを切り替えて表示してもよい（図７５から図８２などを参照の
こと）。以上の事項は他の本発明の実施例でも同様に適用されることは言うまでもない。
【０３８３】
　非表示領域５２は完全に非点灯状態である必要はない。微弱な発光あるいは弱い画像表
示があっても実用上は問題ない。つまり、非表示領域（非点灯領域）５２とは画像表示領
域５３よりも表示輝度が低い領域と解釈するべきである。検討結果によれば、非表示領域
５２は、表示領域５３の輝度の１／３以下の輝度に設定すれば、動画表示性能が低下する
ことなく、良好な画像表示を実現できる。１／３以下の輝度は図１の画素構成などではト
ランジスタ１１ｄのオン電圧Ｖｇｌを高くし、完全にオンしない状態を発生することによ
り実現できる。また、非表示領域５２とは、Ｒ、Ｇ、Ｂ画像表示のうち、１色または２色
のみが非表示状態という場合も含まれる。
【０３８４】
　表示領域５３の輝度（明るさ）が所定値に維持される場合、表示領域５３の面積が広く
なるほど、画面５０の輝度は高くなる。たとえば、表示領域５３の輝度が１００（ｎｔ）
の場合、表示領域５３が全画面５０に占める割合が１０％から２０％にすれば、画面の輝
度は２倍となる。したがって、全画面５０に占める表示領域５３の面積を変化させること
により、画面の表示輝度を変化することができる。本発明は、表示５０の面積に対する表
示領域５２の大きさを制御することにより、画像表示を制御する方式である。
【０３８５】
　表示領域５３の面積はシフトレジスタ６１（図６を参照のこと）へのデータパルス（Ｓ
Ｔ２）を制御することにより、任意に設定できる。また、データパルスの入力タイミング
、周期を変化させることにより、図１６の表示状態と図１３の表示状態とを切り替えるこ
とができる（なお、図１３と図１６では説明を容易にするため非表示領域５２の面積を異
ならせている。非表示領域５２の面積を同一にすれば同一の輝度を実現できる（ただし、
後に説明するソースドライバＩＣに印加する基準電流が同一の場合））。１Ｆ周期でのデ
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ータパルス数を多くし、表示領域５２を長くすれば、画面５０は明るくなり、短くすれば
、画面５０は暗くなるまた、連続してデータパルスを印加すれば図１３の表示状態となり
、間欠にデータパルスを入力すれば図１６の表示状態となる。したがって、シフトレジス
タ６１に印加するデータパルスを制御するだけで画像表示の輝度を容易に制御することが
できる。
【０３８６】
　図１９の（ａ）は図１３のように表示領域５３が連続している場合の明るさ調整方式で
ある。図１９（ａ１）の画面５０の表示輝度が最も明るい。図１９（ａ２）の画面５０の
表示輝度が次に明るく、図１９（ａ３）の画面５０の表示輝度が最も暗い。図１９（ａ１
）から図１９（ａ３）への変化（あるいはその逆）は、先にも記載したようにゲートドラ
イバ回路１２のシフトレジスタ回路６１などの制御により、容易に実現できる。この際、
図１のＶｄｄ電圧（アノード電圧など）は変化させる必要がない。また、ソースドライバ
回路１４が出力するプログラム電流あるいはプログラム電圧の大きさも変化させる必要が
ない。つまり、電源電圧を変化させず、また、映像信号を変化させずに表示画面５０の輝
度変化を実施できる。
【０３８７】
　また、図１９（ａ１）から図１９（ａ３）への変化の際、画面のガンマ特性は全く変化
しない。したがって、画面５０の輝度によらず、表示画像のコントラスト、階調特性が維
持される。これは本発明の効果のある特徴である。
【０３８８】
　従来の画面の輝度調整では、画面５０の輝度が低い時は、階調性能が低下する。つまり
、高輝度表示の時は６４階調表示を実現できても、低輝度表示の時は、半分以下の階調数
しか表示できない。これに比較して、本発明の駆動方法では、画面の表示輝度に依存せず
、最高の６４階調表示を実現できる。
【０３８９】
　図１９の（ｂ）は、図１６で説明したように表示領域５３が分散している場合の明るさ
調整方式である。図１９（ｂ１）の画面５０の表示輝度が最も明るい。図１９（ｂ２）の
画面５０の表示輝度が次に明るく、図１９（ｂ３）の画面５０の表示輝度が最も暗い。図
１９（ｂ１）から図１９（ｂ３）への変化（あるいはその逆）は、先にも記載したように
ゲートドライバ回路１２のシフトレジスタ回路６１などの制御により、容易に実現できる
。図１９の（ｂ）のように表示領域５３を分散させれば、低フレームレートでもフリッカ
が発生しない。
【０３９０】
　さらに、低フレームレートでも、フリッカが発生しないようにするには、図１９の（ｃ
）のように表示領域５３を細かく分散させればよい。しかし、動画の表示性能は低下する
。したがって、動画を表示するには、図１９の（ａ）の駆動方法が適している。静止画を
表示し、低消費電力化を要望する時は、図１９の（ｃ）の駆動方法が適している。図１９
の（ａ）から図１９の（ｃ）の駆動方法の切り替えも、シフトレジスタ６１の制御により
容易に実現できる。
【０３９１】
　図１９は非表示領域５２が等間隔で構成されているが、これに限定するものではない。
画面５０の１／２の面積が連続して表示領域５３をし、残りの面積５０が図１９（ｃ１）
のように等間隔に表示領域５３と非表示領域５２が繰り返すように駆動してもよいことは
言うまでもない。
【０３９２】
　図２０は本発明の駆動方法の他の実施例の説明である。図２０は複数の画素行を同時に
選択し、複数の画素行を駆動するプログラム電流でソース信号線１８の寄生容量などを充
放電し電流書き込み不足を大幅に改善する方式である。複数の画素行を同時に選択するた
め、１画素あたりの駆動する電流を減少させることができる。したがって、ＥＬ素子１５
に流れる電流を減少させることができる。ここで、説明を容易にするため、一例として、
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Ｎ＝１０とし、同時に選択される画素行Ｍを５として説明する（ソース信号線１８に流す
プログラム電流を１０倍にする。同時に５画素行が選択されるから、１画素にはプログラ
ム電流の１／５が流れる。）。
【０３９３】
　図２０で説明する本発明は、画素行は同時にＭ画素行を選択する。ソースドライバＩＣ
１４からは所定電流のＮ倍電流をソース信号線１８に印加する。各画素にはＥＬ素子１５
に流す電流のＮ／Ｍ倍の電流がプログラムされる。ＥＬ素子１５を所定発光輝度とするた
めに、ＥＬ素子１５に流れる時間を１フレーム（１フィールド）のＭ／Ｎ時間にする。こ
のように駆動することにより、ソース信号線１８の寄生容量を十分に充放電でき、良好な
解像度を所定の発光輝度を得ることができる。
【０３９４】
　なお、本発明の駆動方法では理解を容易にするために、所定電流のＮ倍の電流をソース
信号線に印加するとするが、これに限定するものではない。本発明はソースドライバ回路
１４から出力する信号（電流または電圧）を、同時に選択した（タイミングがずれていて
もよい）画素に分割して印加することが特徴である。同時に選択し各ソース信号線１８に
接続された画素１６の駆動トランジスタ１１ａ特性が同一であれば、ソースドライバ回路
１４から出力される電流を選択した画素行Ｍで割った電流が、画素１６にプログラムされ
る。
【０３９５】
　つまり、１フレーム（１フィールド）のＭ／Ｎの期間の間だけ、ＥＬ素子１５に電流を
流し、他の期間（１Ｆ（Ｎ－１）Ｍ／Ｎ）は電流を流さない。この表示状態では１Ｆごと
に画像データ表示、黒表示（非点灯）が繰り返し表示される。つまり、画像データ表示状
態が時間的に飛び飛び表示（間欠表示）状態となる。したがって、画像の輪郭ぼけがなく
なり良好な動画表示を実現できる。また、ソース信号線１８にはＮ倍の電流で駆動するた
め、寄生容量の影響をうけず、高精細表示パネルにも対応できる。
【０３９６】
　なお、以上の実施例では、理解を容易にするため、Ｍ画素行を同時に選択し、Ｎ倍の電
流をソースドライバ回路１４から出力するとした。しかし、本発明はこれに限定するもの
ではない。Ｍ画素行を同時に選択し、１倍の電流をソースドライバ回路１４から出力して
もよい。この場合は、表示画面５０の輝度が低くなるだけで、本発明を実施している。も
ちろん、ソースドライバ回路１４から２倍あるいは、２．５倍あるいは５．２５倍など大
きい電流を出力すれば、画面５０の輝度を高くすることができる。
【０３９７】
　また、以上の実施例では、理解を容易にするため、Ｍ画素行を同時に選択し、各画素１
６はＭ／Ｎの期間だけ点灯するとしたが、本発明はこれに限定するものではない。Ｍ画素
行を同時に選択し、Ｍ／１０倍の電流、Ｍ／５倍の電流、Ｍ／２．５倍の電流をソースド
ライバ回路１４から出力してもよい。つまり、Ｎに依存せず、表示期間を自由に設定する
ことができる。表示期間を長くすれば、画面５０の輝度は高くなり、表示期間を短くすれ
ば画面５０の輝度は低くなる。つまり、Ｍ画素行を同時に選択する本発明においても、表
示期間を制御することにより、画面５０の輝度を容易に制御あるいは調整することができ
る。
【０３９８】
　図２１は、図２０の駆動方法を実現するための駆動波形の説明図である。ゲート信号線
１７の電圧波形は、オフ電圧をＶｇｈ（Ｈレベル）とし、オン電圧をＶｇｌ（Ｌレベル）
としている。各信号線の添え字は画素行の番号（（１）（２）（３）など）を記載してい
る。なお、行数はＱＣＩＦ表示パネルの場合は２２０本であり、ＶＧＡパネルでは４８０
本である。
【０３９９】
　図２１において、ゲート信号線１７ａ（１）が選択され（画素行（１）のゲート信号線
１７ａにＶｇｌ電圧が印加される）、選択された画素行のトランジスタ１１ａからソース
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ドライバ１４に向かってソース信号線１８にプログラム電流が流れる（図１の場合）。こ
こでは説明を容易にするため、まず、図２０における書き込み画素行５１ａが画素行（１
）番目であるとして説明する。
【０４００】
　また、ソース信号線１８に流れるプログラム電流は所定値のＮ倍（説明を容易にするた
め、Ｎ＝１０として説明する。もちろん、所定値とは画像を表示するデータ電流であるか
ら、白ラスター表示などでない限り固定値ではない。画像データにより各画素１６にプロ
グラムされる電流値は異なる）である。また、５画素行が同時に選択（Ｍ＝５）として説
明をする。したがって、理想的には１つの画素のコンデンサ１９には２倍（Ｎ／Ｍ＝１０
／５＝２）に電流がトランジスタ１１ａに流れるようにプログラムされる。
【０４０１】
　書き込み画素行が（１）画素行目である時、図２１で図示したように、画素行（１）（
２）（３）（４）（５）のゲート信号線１７ａが選択されている。つまり、画素行（１）
（２）（３）（４）（５）のスイッチングトランジスタ１１ｂ、トランジスタ１１ｃがオ
ン状態である。また、画素行（１）（２）（３）（４）（５）の駆動トランジスタ１１ａ
にプログラム電流が流れている。また、図２１で明らかなように、５Ｈ番目の時、画素行
（１）（２）（３）（４）（５）のゲート信号線１７ａにオン電圧が印加され、（１）（
２）（３）（４）（５）のゲート信号線１７ｂにはオフ電圧が印加されている。したがっ
て、画素行（１）（２）（３）（４）（５）のスイッチングトランジスタ１１ｄがオフ状
態であり、対応する画素行のＥＬ素子１５には電流が流れていない。つまり、非点灯状態
５２である。
【０４０２】
　なお、説明を容易にするため、ゲート信号線１７ａに選択電圧が印加された画素行（上
記説明では画素行（１）（２）（３）（４）（５）が該当する）において、ゲート信号線
１７ｂにはオフ電圧を印加して、画素行のトランジスタ１１ｄをオフ状態にする（画素行
（１）（２）（３）（４）（５）が該当する）とした。しかし、図２０で図示しているよ
うに、選択された画素行以外の画素行のトランジスタ１１ｄをオフしてもよいことは言う
までもない。図２０では、書込み画素行５１を含む広い範囲でトランジスタ１１ｄをオフ
にして、非表示領域５２をしている。非表示領域５２は図１９などで説明したように分散
させたり、一括したりすればよいことは言うまでもない。
【０４０３】
　本発明は、図１、図２などの画素構成において、少なくとも電流プログラムを行ってい
る画素行では、最終的にプログラム電流を画素に保持するときには、ＥＬ素子１５の電流
経路を遮断する点が重要である。しかし、図３８のカレントミラーの画素構成にあっては
、前述の事項も非制約事項である。
【０４０４】
　本発明は、画像データを書き込むために、同時に選択した（ゲート信号線１７ａにオン
電圧を印加した）画素行のうち、１画素行もしくはすべての画素行を非表示状態にするこ
とが重要な事項である。１画素行以上を表示状態にすると表示画像の解像度が低下するか
らである。
【０４０５】
　理想的には、５画素のトランジスタ１１ａが、それぞれＩｗ×２の電流をソース信号線
１８に流す（つまり、ソース信号線１８にはＩｗ×２×Ｎ＝Ｉｗ×２×５＝Ｉｗ×１０。
したがって、本発明のＮ倍パルス駆動を実施しない場合が所定電流Ｉｗとすると、Ｉｗの
１０倍の電流がソース信号線１８に流れる）。
【０４０６】
　以上の動作（駆動方法）により、各画素行（１）（２）（３）（４）（５）のコンデン
サ１９には、２倍のプログラム電流がプログラムされる。ここでは、理解を容易にするた
め、各トランジスタ１１ａは特性（Ｖｔ、Ｓ値）が一致しているとして説明をする。
【０４０７】
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　同時に選択する画素行が５画素行（Ｋ＝５）であるから、５つの駆動用トランジスタ１
１ａが動作する。つまり、１画素あたり、１０／５＝２倍の電流がトランジスタ１１ａに
流れる。ソース信号線１８には、５つの画素１６のトランジスタ１１ａのプログラム電流
を加えた電流が流れる。たとえば、書き込み画素行５１ａに、本来、書き込む電流Ｉｗと
し、ソース信号線１８には、Ｉｗ×１０の電流を流す。書き込み画素行（１）より以降に
画像データを書き込む書き込み画素行５１ｂソース信号線１８への電流量を増加させるた
め、補助的に用いる画素行（画素行（１）を電流プログラムしている場合は、画素行（２
）（３）（４）（５）が該当する。しかし、書き込み画素行５１ｂ（図２０を参照のこと
。図２０において５１ａが画素行（１）とし、５１ｂが画素行（２）（３）（４）（５）
が対応しているとした場合である）には、後に正規の画像データが書き込まれるので問題
がない。
【０４０８】
　したがって、４画素行５１ｂにおいて、１Ｈ期間の間は５１ａと同一表示である。その
ため、書き込み画素行５１ａと電流を増加させるために選択した画素行５１ｂとを少なく
とも非表示状態５２とするのである（図２０の（ｂ）を参照のこと）。ただし、図３８の
ようなカレントミラーの画素構成、その他の電圧プログラム方式の画素構成では５１ａも
表示状態としてもよいことは言うまでもない。
【０４０９】
　１Ｈ後には、ゲート信号線１７ａ（１）は非選択となり（図２１の、ゲート信号線１７
ｂにはオン電圧（Ｖｇｌ）が印加される。図２１の６Ｈ番目のゲート信号線波形を参照の
こと。また、同時に、ゲート信号線１７ａ（６）が選択され（Ｖｇｌ電圧が印加される）
、選択された画素行（６）のトランジスタ１１ａからソースドライバ１４に向かってソー
ス信号線１８にプログラム電流が流れる。このように動作することのより、画素行（１）
には正規の画像データが保持される。つまり、画素行（１）のプログラム電流が確定し、
画素行（６）にプログラム電流が流れる。
【０４１０】
　次の、１Ｈ後には、ゲート信号線１７ａ（２）は非選択となり、画素行（２）のゲート
信号線１７ｂにはオン電圧（Ｖｇｌ）が印加される（図２１の７Ｈ番目を参照のこと）。
また、同時に、ゲート信号線１７ａ（７）が選択され（Ｖｇｌ電圧が印加される）、選択
された画素行（７）のトランジスタ１１ａからソースドライバ１４に向かってソース信号
線１８にプログラム電流が流れる。このように動作することのより、画素行（２）には正
規の画像データが保持される。以上の動作を１画素行ずつシフトしながら走査することに
より１画面５０が書き換えられる。
【０４１１】
　図２０の駆動方法では、各画素には２倍の電流（電圧）でプログラムを行うため、各画
素のＥＬ素子１５の発光輝度は理想的には２倍となる（ただし、２倍というのは一実施例
である）。したがって、表示画面の輝度は所定値よりも２倍となる。これを所定の輝度と
するためには、図１６に図示するように、書き込み画素行５１を含み、かつ画面５０の１
／２の範囲を非表示領域５２とすればよい。
【０４１２】
　図１３と同様に、図２０のように１つの表示領域５３が、画面の上から下方向に移動す
る場合は、フレームレートが低いと、表示領域５３が移動するのが視覚的に認識される。
特に、まぶたを閉じた時、あるいは顔を上下に移動させた時などに認識されやすくなる。
この課題に対しては、図２２に図示するように、表示領域５３を複数に分割（分割数Ｋ）
するとよい。
【０４１３】
　図２３はゲート信号線１７に印加する電圧波形である。図２１と図２３との差異は、基
本的にはゲート信号線１７ｂの動作である。ゲート信号線１７ｂは画面を分割する個数に
対応して、その個数分だけオンオフ（ＶｇｌとＶｇｈ）動作する。他の点は図２１とほぼ
同一あるいは類推できるので説明を省略する。
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【０４１４】
　以上のように、表示領域５３を複数に分割することにより画面のちらつきは減少する。
したがって、フリッカの発生はなく、良好な画像表示を実現できる。なお、分割はもっと
細かくしてもよい。しかし、分割すればするほどフリッカは軽減する。特にＥＬ素子１５
の応答性は速いため、５μsecよりも小さい時間でオンオフしても、表示輝度の低下はな
い。
【０４１５】
　本発明の駆動方法において、ＥＬ素子１５のオンオフは、ゲート信号線１７ｂに印加す
る信号のオンオフで制御できる。そのため、クロック周波数はＫＨｚオーダーの低周波数
で制御が可能である。また、黒画面挿入（非表示領域５２挿入）を実現するのには、画像
メモリなどを必要としない。したがって、低コストで本発明の駆動回路あるいは方法を実
現できる。
【０４１６】
　図２４は同時に選択する画素行が２画素行の場合である。検討した結果によると、低温
ポリシリコン技術で形成した表示パネルでは、２画素行を同時に選択する方法では実用上
問題ない画像表示を得ることができた。これは、隣接した画素の駆動用トランジスタ１１
ａの特性が極めて一致しているためと推定される。また、レーザーアニールする際に、ス
トライプ状のレーザーの照射方向はソース信号線１８と平行に照射することで良好な結果
が得られた（図７およびその説明を参照のこと）。
【０４１７】
　これは同一時間にアニールされる範囲の半導体膜は特性が均一であるためである。つま
り、ストライプ状のレーザー照射範囲内では半導体膜が均一に作製され、この半導体膜を
利用したトランジスタのＶｔ、モビリティ、Ｓ値がほぼ等しくなるためである。したがっ
て、ソース信号線１８の形成方向に平行にストライプ状のレーザーショットを照射し、こ
の照射位置を移動させることにより（図７を参照のこと）、ソース信号線１８に沿った画
素（画素列、画面の上下方向の画素）の特性は、ほぼ等しく作製される。したがって、複
数の画素行を同時にオンさせて電流プログラムを行った時、プログラム電流は、同時に選
択されて複数の画素にはプログラム電流を選択された画素数で割った電流が、ほぼ同一に
電流プログラムされる。したがって、目標値に近い電流プログラムを実施でき、均一表示
を実現できる。したがって、レーザーショット方向で作製したアレイ基板７１を用い、図
２４などで説明する駆動方式を実施することのより良好な画像表示を実現できる。
【０４１８】
　以上のように、レーザーショットの方向をソース信号線１８の形成方向と略一致させる
ことにより、画素の上下方向に形成されたトランジスタ１１ａの特性がほぼ同一になる。
したがって、目標電圧を画素に精度よくプログラムできるため、良好な画像表示を実現で
きる（画素の左右方向のトランジスタ１１ａの特性が一致していなくとも）。以上の動作
は、１Ｈ（１水平走査期間）に同期して、１画素行あるいは複数画素行ずつ選択画素行位
置をずらせて実施する。
【０４１９】
　なお、本発明は、レーザーショットの方向をソース信号線１８と平行にするとしたが、
必ずしも平行でなくともよい。ソース信号線１８に対して斜め方向にレーザーショットを
照射しても１つのソース信号線１８に沿った画素の上下方向のトランジスタ１１ａの特性
はほぼ一致して形成されるからある。したがって、ソース信号線に平行にレーザーショッ
トを照射するとは、ソース信号線１８の沿った任意の画素の上または下に隣接した画素を
、１つのレーザー照射範囲に入るように形成するということである。また、ソース信号線
１８とは一般的には、映像信号となるプログラム電流あるいは電圧を伝達する配線である
。
【０４２０】
　なお、本発明の実施例では１Ｈごとに、書き込み画素行位置をシフトさせるとしたが、
これに限定するものではなく、２Ｈごとにシフトしてもよく、また、それ以上の画素行ず
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つシフトさせてもよい。また、任意の時間単位でシフトしてもよい。また、画面位置に応
じて、シフトする時間を変化させてもよい。たとえば、画面の中央部でのシフト時間を短
くし、画面の上下部でシフト時間を長くしてもよい。また、フレームごとにシフト時間を
変化させてもよい。
【０４２１】
　また、連続した複数画素行を選択することに限定するものではない。例えば、１画素行
へだてた画素行を選択してもよい。つまり、第１番目の水平走査期間に第１番目の画素行
と第３番目の画素行を選択し、第２番目の水平走査期間に第２番目の画素行と第４番目の
画素行を選択し、第３番目の水平走査期間に第３番目の画素行と第５番目の画素行を選択
し、第４番目の水平走査期間に第４番目の画素行と第６番目の画素行を選択する駆動方法
である。もちろん、第１番目の水平走査期間に第１番目の画素行と第３番目の画素行と第
５番目の画素行を選択するという駆動方法も技術的範疇である。もちろん、複数画素行へ
だてた画素行位置を選択してもより。
【０４２２】
　なお、以上のレーザーショット方向と、複数本の画素行を同時に選択するという組み合
わせは、図１、図２、図３２、図６３、図６４、図６５などの画素構成のみに限定される
ものではなく、カレントミラーの画素構成である図３８、図４２、図５０などの他の電流
駆動方式の画素構成にも適用できることはいうまでもない。また、図４３、図５１、図５
４、図６２などの電圧駆動の画素構成にも適用できる。つまり、画素上下のトランジスタ
の特性が一致しておれば、同一のソース信号線１８に印加した電圧値により良好に電圧プ
ログラムを実施できるからである。
【０４２３】
　図２１は５画素行を同時に選択する本発明の駆動方法であった。図２４、図２５は２画
素行を同時に選択する駆動方法の実施例である。図２４において、書き込み画素行が（１
）画素行目である時、ゲート信号線１７ａは（１）（２）が選択されている（図２５を参
照のこと）。つまり、画素行（１）（２）のスイッチングトランジスタ１１ｂ、トランジ
スタ１１ｃがオン状態である。また、各画素行のゲート信号線１７ａにオン電圧が印加さ
れている時、ゲート信号線１７ｂにはオフ電圧が印加される。
【０４２４】
　したがって、１Ｈおよび２Ｈ番目の期間では、画素行（１）（２）のスイッチングトラ
ンジスタ１１ｄがオフ状態であり、対応する画素行のＥＬ素子１５には電流が流れていな
い。つまり、非点灯状態５２である。なお、図２４では、フリッカの発生を低減するため
、表示領域５３を５分割している。
【０４２５】
　理想的には、２画素（行）のトランジスタ１１ａが、それぞれがＩｗ×５（Ｎ＝１０の
場合。つまり、Ｋ＝２であるから、ソース信号線１８に流れる電流はＩｗ×Ｋ×５＝Ｉｗ
×１０となる）の電流をソース信号線１８に流す。そして、各画素１６のコンデンサ１９
には、５倍の電流がプログラムされ、保持される。
【０４２６】
　同時に選択する画素行が２画素行（Ｋ＝２）であるから、２つの駆動用トランジスタ１
１ａが動作する。つまり、１画素あたり、１０／２＝５倍の電流がトランジスタ１１ａに
流れる。ソース信号線１８には、２つのトランジスタ１１ａのプログラム電流を加えた電
流が流れる。
【０４２７】
　たとえば、書き込み画素行５１ａに、本来、書き込む電流Ｉｄとし、ソース信号線１８
には、Ｉｗ×１０の電流を流す。書き込み画素行５１ｂは後に正規の画像データが書き込
まれるので問題がない。画素行５１ｂは、１Ｈ期間の間は５１ａと同一表示である。その
ため、書き込み画素行５１ａと電流を増加させるために選択した画素行５１ｂとを少なく
とも非表示状態５２とするのである。
【０４２８】
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　次の、１Ｈ後には、ゲート信号線１７ａ（１）は非選択となり、ゲート信号線１７ｂに
はオン電圧（Ｖｇｌ）が印加される。また、同時に、ゲート信号線１７ａ（３）が選択さ
れ（Ｖｇｌ電圧）、選択された画素行（３）のトランジスタ１１ａからソースドライバ１
４に向かってソース信号線１８にプログラム電流が流れる。このように動作することのよ
り、画素行（１）には正規の画像データが保持される。
【０４２９】
　次の、１Ｈ後には、ゲート信号線１７ａ（２）は非選択となり、ゲート信号線１７ｂに
はオン電圧（Ｖｇｌ）が印加される。また、同時に、ゲート信号線１７ａ（４）が選択さ
れ（Ｖｇｌ電圧）、選択された画素行（４）のトランジスタ１１ａからソースドライバ１
４に向かってソース信号線１８にプログラム電流が流れる。このように動作することのよ
り、画素行（２）には正規の画像データが保持される。以上の動作と１画素行ずつシフト
（もちろん、複数画素行ずつシフトしてもよい。たとえば、擬似インターレース駆動であ
れば、２行ずつシフトするであろう。また、画像表示の観点から、複数の画素行に同一画
像を書き込む場合もあるであろう）しながら走査することにより１画面が書き換えられる
。
【０４３０】
　図１６と同様であるが、図２４の駆動方法では、各画素には５倍の電流（電圧）でプロ
グラムを行うため、各画素のＥＬ素子１５の発光輝度は理想的には５倍となる。したがっ
て、表示領域５３の輝度は所定値よりも５倍となる。これを所定の輝度とするためには、
図１６などに図示するように、書き込み画素行５１を含み、かつ表示画面１の１／５の範
囲を非表示領域５２とすればよい。
【０４３１】
　図２７に図示するように、２本の書き込み画素行５１（５１ａ、５１ｂ）が選択され、
画面５０の上辺から下辺に順次選択されていく（図２６も参照のこと。図２６では画素行
１６ａと１６ｂが選択されている）。しかし、図２７の（ｂ）のように、画面の下辺まで
くると書き込み画素行５１ａは存在するが、５１ｂはなくなる。つまり、選択する画素行
が１本しかなくなる。そのため、ソース信号線１８に印加された電流は、すべて画素行５
１ａに書き込まれる。したがって、画素行５１ａに比較して、２倍の電流が画素にプログ
ラムされてしまう。
【０４３２】
　この課題に対して、本発明は、図２７の（ｂ）に図示するように画面５０の下辺にダミ
ー画素行２８１を形成（配置）している。したがって、選択画素行が画面５０の下辺まで
選択された場合は、画面５０の最終画素行とダミー画素行２８１が選択される。そのため
、図２７の（ｂ）の書き込み画素行には、規定どおりの電流が書き込まれる。なお、ダミ
ー画素行２８１は表示領域５０の上端あるいは下端に隣接して形成したように図示したが
、これに限定するものではない。表示領域５０から離れた位置に形成されていてもよい。
また、ダミー画素行２８１は、図１のスイッチングトランジスタ１１ｄ、ＥＬ素子１５な
どは形成する必要はない。形成しないことにより、ダミー画素行２８１のサイズは小さく
なるからパネルの額縁を短くすることができる。
【０４３３】
　図２８は図２７の（ｂ）の状態を示している。図２８で明らかのように、選択画素行が
画面５０の下辺の画素１６ｃ行まで選択された場合は、画面５０の最終画素行２８１が選
択される。ダミー画素行２８１は表示領域５０外に配置する。つまり、ダミー画素行２８
１は点灯しない、あるいは点灯させない、もしくは点灯しても表示として見えないように
構成する。たとえば、画素電極とトランジスタ１１とのコンタクトホールをなくすとか、
ダミー画素行にはＥＬ素子１５を形成しないとかである。図２８のダミー画素行２８１は
ＥＬ素子１５、トランジスタ１１ｄ、ゲート信号線１７ｂを図示しているが、駆動方法の
実施には不必要である。実際に開発した本発明の表示パネルでは、ダミー画素行２８１に
はＥＬ素子１５、トランジスタ１１ｄ、ゲート信号線１７ｂを形成していない。ただし、
画素電極を形成することが好ましい。画素内の寄生容量が他の画素１６と同一にならず、
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保持されるプログラム電流に差異が発生する場合があるからである。
【０４３４】
　図２７では、画面５０の下辺にダミー画素（行）２８１を設ける（形成する、配置する
）としたが、これに限定するものではない。たとえば、図２９の（ａ）に図示するように
、画面の下辺から上辺に走査する。上下逆転走査する場合は、図２９の（ｂ）に図示する
ように画面５０の上辺にもダミー画素行２８１を形成すべきである。つまり、画面５０の
上辺を下辺のそれぞれにダミー画素行２８１を形成（配置）する。以上のように構成する
ことにより、画面の上下反転走査にも対応できるようになる。
【０４３５】
　以上の実施例は、２画素行を同時選択する場合であった。本発明はこれに限定するもの
ではなく、たとえば、５画素行を同時選択する方式（図２３を参照のこと）でもよい。つ
まり、５画素行同時駆動の場合は、ダミー画素行２８１は４行分形成すればよい。図１３
４にその実施例の説明図を記載している。図１３４は画面５０の下部の構成を説明するた
めの説明図である。５画素行同時書込みの実施例である。ダミー画素行２８１が４画素行
分形成または配置されている。ダミー画素行２８１にはＥＬ素子１５などは形成されてい
ない。したがって、ダミー画素行２８１には画素トランジスタ（トランジスタ１１ａ、１
１ｂ、１１ｃ）、コンデンサ１９などプログラム電流を流す構成要素のみが形成されてい
る。もちろん、ゲート信号線１７ｂ、ＥＬ素子１５などを形成してもよいことは言うまで
もない。
【０４３６】
　以上のことから、ダミー画素行２８１数は、同時に選択する画素行数Ｍ－１の画素行を
形成すればよい。たとえば、同時に選択する画素行が５画素行であれば、５－１＝４画素
行である。同時に選択する画素行が１０画素行であれば、１０－１＝９画素行である。
【０４３７】
　図１３５はダミー画素行２８１を形成する場合において、ダミー画素行の配置位置の説
明図である。基本的に、表示パネルは上下反転駆動するとして、ダミー画素行２８１を画
面５０の上下に配置している。
【０４３８】
　図１３５の（ａ）は２画素行（Ｍ＝２）同時選択駆動を実施する場合のダミー画素行２
８１の形成位置である。図１３５の（ｂ）は３画素行（Ｍ＝３）同時選択駆動を実施する
場合のダミー画素行２８１の形成位置である。図１３５の（ｃ）は４画素行（Ｍ＝４）同
時選択駆動を実施する場合のダミー画素行２８１の形成位置である。図１３５の（ｄ）は
５画素行（Ｍ＝５）同時選択駆動を実施する場合のダミー画素行２８１の形成位置である
。なお、図１３５のようにダミー画素行２８１を４画素行分形成すれば、同時選択駆動は
２画素行同時選択駆動から５画素行同時選択駆動まで実施できる。
【０４３９】
　以上の実施例は、１画素行ごとに異なる画像データを保持する駆動方法の実施例である
。２画素行に同一の画像データを保持する場合は、画素行は、２倍必要になることは言う
までない。つまり、２画素行ごとに順次走査する場合は、２倍のダミー画素行数が必要と
なる。つまり、ダミー画素行は、（同時に選択する画素行数Ｍ－１）×同一画像を書き込
む画素行数が必要になる。
【０４４０】
　以上の実施例は、隣接した画素行を同時に選択する駆動方法であった。しかし、本発明
の駆動方式は、これに限定するものではない。図１３６、図１３７は本発明の他の駆動方
法（駆動方式）の実施例である。図１３６の駆動方法は、２画素行同時選択の実施例であ
る。図１３６では、ダミー画素行２８１は図１３５と同様に画面５０の下辺に形成してい
る。
【０４４１】
　２画素行を同時に選択する駆動方法では、下辺に形成したダミー画素行２８１を必ず選
択する。つまり、ダミー画素行２８１を選択するダミー画素行２８１のトランジスタ１１
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ｂ、１１ｃは絶えずオン状態である。
【０４４２】
　図１３６の（ａ）は画面５０の上部を走査している（電流プログラム行っている）時の
状態である。図１３６の（ｂ）は画面５０の中央部を走査している（電流プログラム行っ
ている）時の状態である。図１３６の（ｃ）は画面５０の下部を走査している（電流プロ
グラム行っている）時の状態である。いずれの場合も、ダミー画素行２８１を同時に選択
している。したがって、ダミー画素行２８１と電流プログラムを行っている画素行の２画
素行を同時に選択し、画像を書き込む。
【０４４３】
　図１３６の駆動方法では、表示領域５０の画素行を順次選択し、同時に固定された位置
のダミー画素行２８１を選択する。そして、ダミー画素行２８１と選択した画素行からの
電流をソースドライバＩＣ（回路）１４に供給する（図１３７を参照のこと）。図１３７
の（ａ）がある時点の駆動状態であれば、図１３７の（ｂ）はその１水平走査期間後の状
態である。
【０４４４】
　なお、図１３６において、ダミー画素行２８１は、順次選択する画素行５１と同一の電
流をソース信号線１８に流す。しかし、本発明はこれに限定するものではない。ダミー画
素行２８１が順次選択する画素行５１の１倍以上流すように構成してもよい。たとえば、
２倍とか、３．５倍にしてもよい。
【０４４５】
　ダミー画素行２８１がソース信号線１８に流す電流の倍数を設定するのには、ダミー画
素行２８１の駆動トランジスタ１１ａのＷ（チャンネル幅）、Ｌ（チャンネル長）を設計
により形成すればよい。Ｗを大きくするとソース信号線１８に流す駆動電流は大きくなり
、Ｗを小さくするとソース信号線１８に流す駆動電流は小さくなる。したがって、表示領
域５０の画素１６の駆動トランジスタ１１ａのＷ／Ｌよりも、ダミー画素行２８１の駆動
トランジスタ１１ａのＷ／Ｌの方が大きくすれば、ダミー画素行２８１の方が、表示領域
５０の駆動電流が大きくすることができる。なお、ダミー画素行２８１の駆動電流を大き
くする方が好ましいことは言うまでもない。
【０４４６】
　なお、図１３６は電流プログラムする画素行は１画素行ずつ選択する駆動方法であった
が、本発明はこれに限定されるものではない。たとえば、図２４に図示するように複数画
素行を同時に選択してもよい。
【０４４７】
　図１３６の構成では、ダミー画素行２８１を絶えず選択するため、ダミー画素行２８１
のバラツキを少なくすることにより、均一な画像表示を実現できる。なお、画像の走査方
向を反転させる場合は、図１３６において、ダミー画素行２８１を画面５０の上辺にも形
成することが好ましい。
【０４４８】
　以上の実施例は、フィールドあるいはフレームでは走査する画素行の開始位置が同一の
場合の実施例である。ＮＴＳＣなどは、インターレース駆動を実施している。インターレ
ース駆動では、１フレームは２フィールドで構成され、第１フィールドでは、奇数画素行
が走査され、第２フィールドでは偶数画素行が走査される。
【０４４９】
　図１３３の実施例は、図１３３の（ａ）は第１フィールドの駆動方法を図示しており、
図１３３の（ｂ）は第２フィールドの駆動方法を図示している。駆動方法は、図２４で説
明した２画素行同時選択駆動を実施する。
【０４５０】
　第１フィールドでは第１画素行から２画素行を同時に選択し、順次画素行の選択位置を
ずらしていく。このことは、図２４などで説明をしたのと同様であるから詳細な説明は不
要であろう。
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【０４５１】
　第２フィールドでは第２画素行から２画素行を同時に選択し、順次画素行の選択位置を
ずらしていく。１画素行をずらせた２画素行目から走査することがポイントである。イン
ターレース駆動では、第１フィールドでは、奇数画素行が走査され、第２フィールドでは
偶数画素行が走査されるからである。つまり、第１フィールドと第２フィールドでは走査
開始位置を変化させる。なお、図１３４などで説明したダミー画素行２８１を形成しても
よいことは言うまでもない。
【０４５２】
　本発明は、複数画素行同時選択駆動を実施することの限定されるものではない。たとえ
ば、画素行への書込み速度を２倍速にしてもよい。つまり、選択する画素行は１画素行と
し、１画素行のみを順次選択して画像を書き換える（図１３を参照のこと）。かつ、隣接
する画素行には、同一の画像データを書き込む。たとえば、第１フィールドでは、画素行
１番目と画素行２番目には同一画像を書き込む。同様に、画素行３番目と画素行４番目に
は同一画像を書き込み、画素行５番目と画素行６番目には同一画像を書き込む。以上の動
作を画素行４７９番目と画素行４８０番目まで行い、第１フィールドで画像を書き換える
。
【０４５３】
　第２フィールドでは、画素行２番目と画素行３番目には同一画像を書き込む。同様に、
画素行４番目と画素行５番目には同一画像を書き込み、画素行６と画素行７には同一画像
を書き込む。以上の動作を画素行４７８番目と画素行４７９番目もしくは、画素行４８０
番目と画素行４８１番目まで行い、第２フィールドで画像を書き換える。
【０４５４】
　また、２画素行を同時に選択する複数画素行同時選択駆動に限定されるものではない。
たとえば、第１フィールドでは、奇数画素行（１、３、５、７、９、・・・・・・・・４
７９）を走査し、次の第２フィールドでは、偶数画素行（２、４、６、８、１０、・・・
・・・・４８０）を走査する駆動方式を実施してもよいことは言うまでもない。第１フィ
ールドでの偶数画素行は非点灯表示としてもよいし、図２４に図示するように順次、非点
灯領域５２として走査してもよい。また、第２フィールドでの奇数画素行は非点灯表示と
してもよいし、図２４に図示するように順次、非点灯領域５２として走査してもよい。
【０４５５】
　また、図１５、図２１などは水平同期信号に同期して１画素行ずつ選択する画素行を１
画素行ずつ移動させる方法であった。しかし、本発明はこれに限定するものではなく、２
画素以上の複数画素行ずつ選択する画素行を移動させてもよいことは言うまでもない。
【０４５６】
　本発明のダミー画素行構成あるいはダミー画素行駆動は、少なくとも１つ以上のダミー
画素行を用いる方式である。もちろん、ダミー画素行駆動方法とＮ倍パルス駆動とを組み
合わせて用いることが好ましい。
【０４５７】
　以下、さらに詳しく、本発明のインターレース駆動について説明をする。図１２７はイ
ンターレース駆動を行う本発明の表示パネルの構成である。図１２７において、奇数画素
行のゲート信号線１７ａはゲートドライバ回路１２ａ１に接続されている。偶数画素行の
ゲート信号線１７ａはゲートドライバ回路１２ａ２に接続されている。一方、奇数画素行
のゲート信号線１７ｂはゲートドライバ回路１２ｂ１に接続されている。偶数画素行のゲ
ート信号線１７ｂはゲートドライバ回路１２ｂ２に接続されている。
【０４５８】
　したがって、ゲートドライバ回路１２ａ１の動作（制御）により奇数画素行の画像デー
タが順次書き換えられる。奇数画素行は、ゲートドライバ回路１２ｂ１の動作（制御）に
よりＥＬ素子の点灯、非点灯制御が行われる。また、ゲートドライバ回路１２ａ２の動作
（制御）により偶数画素行の画像データが順次書き換えられる。また、偶数画素行は、ゲ
ートドライバ回路１２ｂ２の動作（制御）によりＥＬ素子の点灯、非点灯制御が行われる
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。
【０４５９】
　図１２８の（ａ）は、第１フィールドでの表示パネルの動作状態である。図１２８の（
ｂ）は、第２フィールドでの表示パネルの動作状態である。図１２８において、斜線を記
入したゲートドライバ１２はデータの走査動作がしていないことを示している。つまり、
図１２８の（ａ）の第１フィールドでは、プログラム電流の書込み制御としてゲートドラ
イバ回路１２ａ１が動作し、ＥＬ素子１５の点灯制御としてゲートドライバ回路１２ｂ２
が動作する。図１２８の（ｂ）の第２フィールドでは、プログラム電流の書込み制御とし
てゲートドライバ回路１２ａ２が動作し、ＥＬ素子１５の点灯制御としてゲートドライバ
回路１２ｂ１が動作する。以上の動作が、フレーム内で繰り返される。
【０４６０】
　図１２９が第１フィールドでの画像表示状態である。図１２９の（ａ）が書込み画素行
（電流（電圧）プログラムを行っている奇数画素行位置を図示している。図１２９（ａ１
）→（ａ２）→（ａ３）と書込み画素行位置が順次シフトされる。第１フィールドでは、
奇数画素行が順次書き換えられる（偶数画素行の画像データは保持されている）。図１２
９の（ｂ）が奇数画素行の表示状態を図示している。なお、図１２９の（ｂ）は奇数画素
行のみを図示している。偶数画素行は図１２９の（ｃ）に図示している。図１２９の（ｂ
）でも明らかなように、奇数画素行に対応する画素のＥＬ素子１５は非点灯状態である。
一方、偶数画素行は、図１２９の（ｃ）に図示しているように表示領域５３と非表示領域
５２を走査する（Ｎ倍パルス駆動）。
【０４６１】
　図１３０が第２フィールドでの画像表示状態である。図１３０の（ａ）が書込み画素行
（電流（電圧）プログラムを行っている奇数画素行位置を図示している。図１３０（ａ１
）→（ａ２）→（ａ３）と書込み画素行位置が順次シフトされる。第２フィールドでは、
偶数画素行が順次書き換えられる（奇数画素行の画像データは保持されている）。図１３
０の（ｂ）が奇数画素行の表示状態を図示している。なお、図１３０の（ｂ）は奇数画素
行のみを図示している。偶数画素行は図１３０の（ｃ）に図示している。図１３０の（ｂ
）でも明らかなように、偶数画素行に対応する画素のＥＬ素子１５は非点灯状態である。
一方、奇数画素行は、図１３０の（ｃ）に図示しているように表示領域５３と非表示領域
５２を走査する（Ｎ倍パルス駆動）。
【０４６２】
　以上のように駆動することにより、インターレース駆動をＥＬ表示パネルで容易に実現
することができる。また、Ｎ倍パルス駆動を実施することにより書込み不足も発生せず、
動画ボケも発生することがない。また、電流（電圧）プログラムの制御と、ＥＬ素子１５
の点灯制御も容易であり、回路も容易に実現できる。
【０４６３】
　なお、本発明の駆動方式は、図１２９、図１３０の駆動方式に限定されるものではない
。たとえば、図１３１の駆動方式も例示される。図１２９、図１３０は、電流（電圧）プ
ログラムを行っている奇数画素行または偶数画素行は非表示領域５２（非点灯、黒表示）
とするものであった。図１３１の実施例は、ＥＬ素子１５の点灯制御を行うゲートドライ
バ回路１２ｂ１、１２ｂ２の両方を同期させて動作させるものである。ただし、電流（電
圧）プログラムを行っている画素行５１は非表示領域となるように制御することはいうま
でもない（図３８のカレントミラー画素構成ではその必要はない）。図１３１では、奇数
画素行と偶数画素行の点灯制御が同一であるので、ゲートドライバ回路１２ｂ１と１２ｂ
２の２つと設ける必要はない。ゲートドライバ回路１２ｂを１つで点灯制御することがで
きる。
【０４６４】
　図１３１は、奇数画素行と偶数画素行の点灯制御を同一にする駆動方法であった。しか
し、本発明はこれに限定するものではない。図１３２は、奇数画素行と偶数画素行の点灯
制御を異ならせた実施例である。とくに、図１３２は奇数画素行の点灯状態（表示領域５
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３、非表示領域５２）の逆パターンを偶数画素行の点灯状態にした例である。したがって
、表示領域５３の面積と非表示領域５２の面積とは同一になるようにしている。もちろん
、表示領域５３の面積と非表示領域５２の面積とは同一になることに限定されるものでは
ない。
【０４６５】
　以上の実施例は、１画素行ずつ電流（電圧）プログラムを実施する駆動方法であった。
しかし、本発明の駆動方法はこれに限定されるものではなく、図１３３に図示するように
２画素（複数画素）を同時に電流（電圧）プログラム行っても良いことは言うまでもない
。また、図１３０、図１２９において、奇数画素行あるいは偶数画素行ですべての画素行
が非点灯状態にすることに限定されるものではなく、図６６などのように駆動してもよい
ことは言うまでもない。
【０４６６】
　複数本の画素行を同時に選択する駆動方法では、同時に選択する画素行数が増加するほ
ど、トランジスタ１１ａの特性バラツキを吸収することが困難になる。しかし、選択本数
が低下すると、１画素にプログラムする電流が大きくなり、ＥＬ素子１５に大きな電流を
流すことになる。ＥＬ素子１５に流す電流が大きいとＥＬ素子１５が劣化しやすくなる。
【０４６７】
　図３０はこの課題を解決するものである。図３０の基本概念は、１／２Ｈ（水平走査期
間の１／２）は、図２２、図２９で説明したように、複数の画素行を同時に選択する方法
である。その後の１／２Ｈ（水平走査期間の１／２）は図５、図１３などで説明したよう
に、１画素行を選択する方法を組み合わせたものである。このようにくみあわせることに
より、トランジスタ１１ａの特性バラツキを吸収しより、高速にかつ面内均一性を良好に
することができる。
【０４６８】
　図３０において、説明を容易にするため、第１の期間では５画素行を同時に選択し、第
２の期間では１画素行を選択するとして説明をする。まず、第１の期間（前半の１／２Ｈ
）では、図３０（ａ１）に図示するように、５画素行を同時に選択する。この動作は図２
２を用いて説明したので省略する。一例としてソース信号線１８に流す電流は所定値の２
５倍とする。したがって、各画素１６のトランジスタ１１ａ（図１の画素構成の場合）に
は５倍の電流（２５／５画素行＝５）がプログラムされる。２５倍の電流であるから、ソ
ース信号線１８などに発生する寄生容量は極めて短期間に充放電される。したがって、ソ
ース信号線１８の電位は、短時間で目標の電位となり、各画素１６のコンデンサ１９の端
子電圧も５倍電流を流すようにプログラムされる。この２５倍電流の印加時間は前半の１
／２Ｈ（１水平走査期間の１／２）とする。
【０４６９】
　当然のことながら、書き込み画素行の５画素行は同一画像データが書き込まれるから、
表示しないように５画素行のトランジスタ１１ｄはオフ状態とされる。したがって、表示
状態は図３０（ａ２）となる。
【０４７０】
　次の後半の１／２Ｈ期間は、１画素行を選択し、電流（電圧）プログラムを行う。この
状態を図３０（ｂ１）に図示している。書き込み画素行５１ａは先と同様に５倍の電流を
流すように電流（電圧）プログラムされる。図３０（ａ１）と図３０（ｂ１）とで各画素
に流す電流を同一にするのは、プログラムされたコンデンサ１９の端子電圧の変化を小さ
くして、より高速に目標の電流を流せるようにするためである。
【０４７１】
　つまり、図３０（ａ１）で、複数の画素に電流を流し、高速に概略の電流が流れる値ま
で近づける。この第１の段階では、複数のトランジスタ１１ａでプログラムしているため
、目標値に対してトランジスタのバラツキによる誤差が発生している。次の第２の段階で
、データを書き込みかつ保持する画素行のみを選択して、概略の目標値から、所定の目標
値まで完全なプログラムを行うのである。
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【０４７２】
　なお、非点灯領域５２を画面の上から下方向に走査し、また、書き込み画素行５１ａも
画面の上から下方向に走査することは図１３などの実施例と同様であるので説明を省略す
る。
【０４７３】
　図３１は図３０の駆動方法を実現するための駆動波形である。図３１でわかるように、
１Ｈ（１水平走査期間）は２つのフェーズで構成されている。この２つのフェーズはＩＳ
ＥＬ信号で切り替える。ＩＳＥＬ信号は図３１に図示している。
【０４７４】
　まず、ＩＳＥＬ信号について説明をしておく。図３０を実施するドライバ回路１４は、
電流出力回路Ａと電流出力回路Ｂとを具備している。それぞれの電流出力回路は、８ビッ
トの階調データをＤＡ変換するＤＡ回路とオペアンプなどから構成される。図３０の実施
例では、電流出力回路Ａは２５倍の電流を出力するように構成されている。一方、電流出
力回路Ｂは５倍の電流を出力するように構成されている。電流出力回路Ａと電流出力回路
Ｂの出力はＩＳＥＬ信号により電流出力部に形成（配置）されたスイッチ回路が制御され
、ソース信号線１８に印加される。この電流出力回路は各ソース信号線に配置されている
。
【０４７５】
　ＩＳＥＬ信号は、Ｌレベルの時、２５倍電流を出力する電流出力回路Ａが選択されてソ
ース信号線１８からの電流をソースドライバＩＣ１４が吸収する（より適切には、ソース
ドライバ回路１４内に形成された電流出力回路Ａが吸収する）。２５倍、５倍などの電流
出力回路電流の大きさ調整は容易である。複数の抵抗とアナログスイッチで容易に構成で
きるからである。
【０４７６】
　図３０に示すように書き込み画素行が（１）画素行目である時（図３０の１Ｈの欄を参
照）、ゲート信号線１７ａは（１）（２）（３）（４）（５）が選択されている（図１の
画素構成の場合）。つまり、画素行（１）（２）（３）（４）（５）のスイッチングトラ
ンジスタ１１ｂ、トランジスタ１１ｃがオン状態である。また、ＩＳＥＬがＬレベルであ
るから、２５倍電流を出力する電流出力回路Ａが選択され、ソース信号線１８と接続され
ている。また、ゲート信号線１７ｂには、オフ電圧（Ｖｇｈ）が印加されている。したが
って、画素行（１）（２）（３）（４）（５）のスイッチングトランジスタ１１ｄがオフ
状態であり、対応する画素行のＥＬ素子１５には電流が流れていない。つまり、非点灯状
態５２である。
【０４７７】
　理想的には、５画素のトランジスタ１１ａが、それぞれＩｗ×２の電流をソース信号線
１８に流す。そして、各画素１６のコンデンサ１９には、５倍の電流がプログラムされる
。ここでは、理解を容易にするため、各トランジスタ１１ａは特性（Ｖｔ、Ｓ値）が一致
しているとして説明をする。
【０４７８】
　同時に選択する画素行が５画素行（Ｋ＝５）であるから、５つの駆動用トランジスタ１
１ａが動作する。つまり、１画素あたり、２５／５＝５倍の電流がトランジスタ１１ａに
流れる。ソース信号線１８には、５つのトランジスタ１１ａのプログラム電流を加えた電
流が流れる。たとえば、書き込み画素行５１ａに、従来の駆動方法で画素に書き込む電流
Ｉｗとする時、ソース信号線１８には、Ｉｗ×２５の電流を流す。書き込み画素行（１）
より以降に画像データを書き込む書き込み画素行５１ｂソース信号線１８への電流量を増
加させるため、補助的に用いる画素行である。しかし、書き込み画素行５１ｂは後に正規
の画像データが書き込まれるので問題がない。
【０４７９】
　したがって、画素行５１ｂは、１Ｈ期間の間は５１ａと同一表示である。そのため、書
き込み画素行５１ａと電流を増加させるために選択した画素行５１ｂとを少なくとも非表
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示状態５２とするのである。
【０４８０】
　次の１／２Ｈ（水平走査期間の１／２）では、書き込み画素行５１ａのみを選択する。
つまり、（１）画素行目のみを選択する。図３１で明らかなように、ゲート信号線１７ａ
（１）のみが、オン電圧（Ｖｇｌ）が印加され、ゲート信号線１７ａ（２）（３）（４）
（５）はオフ（Ｖｇｈ）が印加されている。したがって、画素行（１）のトランジスタ１
１ａは動作状態（ソース信号線１８に電流を供給している状態）であるが、画素行（２）
（３）（４）（５）のスイッチングトランジスタ１１ｂ、トランジスタ１１ｃがオフ状態
である。つまり、非選択状態である。また、ＩＳＥＬがＨレベルであるから、５倍電流を
出力する電流出力回路Ｂが選択され、この電流出力回路Ｂとソース信号線１８とが接続さ
れている。また、ゲート信号線１７ｂの状態は先の１／２Ｈの状態と変化がなく、オフ電
圧（Ｖｇｈ）が印加されている。したがって、画素行（１）（２）（３）（４）（５）の
スイッチングトランジスタ１１ｄがオフ状態であり、対応する画素行のＥＬ素子１５には
電流が流れていない。つまり、非点灯状態５２である。
【０４８１】
　以上のことから、画素行（１）のトランジスタ１１ａが、それぞれＩｗ×５の電流をソ
ース信号線１８に流す。そして、各画素行（１）のコンデンサ１９には、５倍の電流がプ
ログラムされる。
【０４８２】
　次の水平走査期間では１画素行、書き込み画素行がシフトする。つまり、今度は書き込
み画素行が（２）である。最初の１／２Ｈの期間では、図３１に示すように書き込み画素
行が（２）画素行目である時、ゲート信号線１７ａは（２）（３）（４）（５）（６）が
選択されている。つまり、画素行（２）（３）（４）（５）（６）のスイッチングトラン
ジスタ１１ｂ、トランジスタ１１ｃがオン状態である。また、ＩＳＥＬがＬレベルである
から、２５倍電流を出力する電流出力回路Ａが選択され、ソース信号線１８と接続されて
いる。また、ゲート信号線１７ｂには、オフ電圧（Ｖｇｈ）が印加されている。したがっ
て、画素行（２）（３）（４）（５）（６）のスイッチングトランジスタ１１ｄがオフ状
態であり、対応する画素行のＥＬ素子１５には電流が流れていない。つまり、非点灯状態
５２である。一方、画素行（１）のゲート信号線１７ｂ（１）はＶｇｌ電圧が印加されて
いるから、トランジスタ１１ｄはオン状態であり、画素行（１）のＥＬ素子１５は点灯す
る。
【０４８３】
　同時に選択する画素行が５画素行（Ｋ＝５）であるから、５つの駆動用トランジスタ１
１ａが動作する。つまり、１画素あたり、２５／５＝５倍の電流がトランジスタ１１ａに
流れる。ソース信号線１８には、５つのトランジスタ１１ａのプログラム電流を加えた電
流が流れる。
【０４８４】
　次の１／２Ｈ（水平走査期間の１／２）では、書き込み画素行５１ａのみを選択する。
つまり、（２）画素行目のみを選択する。図３１で明らかなように、ゲート信号線１７ａ
（２）のみが、オン電圧（Ｖｇｌ）が印加され、ゲート信号線１７ａ（３）（４）（５）
（６）はオフ（Ｖｇｈ）が印加されている。したがって、画素行（１）（２）のトランジ
スタ１１ａは動作状態（画素行（１）はＥＬ素子１５に電流を流し、画素行（２）はソー
ス信号線１８に電流を供給している状態）であるが、画素行（３）（４）（５）（６）の
スイッチングトランジスタ１１ｂ、トランジスタ１１ｃがオフ状態である。つまり、非選
択状態である。また、ＩＳＥＬがＨレベルであるから、５倍電流を出力する電流出力回路
Ｂが選択され、この電流出力回路１２２２ｂとソース信号線１８とが接続されている。ま
た、ゲート信号線１７ｂの状態は先の１／２Ｈの状態と変化がなく、オフ電圧（Ｖｇｈ）
が印加されている。したがって、画素行（２）（３）（４）（５）（６）のスイッチング
トランジスタ１１ｄがオフ状態であり、対応する画素行のＥＬ素子１５には電流が流れて
いない。つまり、非点灯状態５２である。
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【０４８５】
　以上のことから、画素行（２）のトランジスタ１１ａが、それぞれＩｗ×５の電流をソ
ース信号線１８に流す。そして、各画素行（２）のコンデンサ１９には、５倍の電流がプ
ログラムされる。以上の動作を順次、実施することにより１画面を表示することができる
。
【０４８６】
　図３０で説明した駆動方法は、第１の期間でＧ画素行（Ｇは２以上）を選択し、各画素
行にはＮ倍の電流を流すようにプログラムする。第１の期間後の第２の期間ではＢ画素行
（ＢはＧよりも小さく、１以上）を選択し、画素にはＮ倍の電流を流すようにプログラム
する方式である。
【０４８７】
　しかし、他の方策もある。第１の期間でＧ画素行（Ｇは２以上）を選択し、各画素行の
総和電流がＮ倍の電流となるようにプログラムする。第１の期間後の第２の期間ではＢ画
素行（ＢはＧよりも小さく、１以上）を選択し、選択された画素行の総和の電流（ただし
、選択画素行が１の時は、１画素行の電流）がＮ倍となるようにプログラムする方式であ
る。たとえば、図３０（ａ１）において、５画素行を同時に選択し、各画素のトランジス
タ１１ａには２倍の電流を流す。したがって、ソース信号線１８には５×２倍＝１０倍の
電流が流れる。次の第２の期間では図３０（ｂ１）において、１画素行を選択する。この
１画素のトランジスタ１１ａには１０倍の電流を流す。
【０４８８】
　なお、図３１において、複数の画素行を同時に選択する期間を１／２Ｈとし、１画素行
を選択する期間を１／２Ｈとしたがこれに限定するものではない。複数の画素行を同時に
選択する期間を１／４Ｈとし、１画素行を選択する期間を３／４Ｈとしてもよい。また、
複数の画素行を同時に選択する期間と、１画素行を選択する期間とを加えた期間は１Ｈと
したがこれに限定するものではない。たとえば、２Ｈ期間でも、１．５Ｈ期間であっても
良い。
【０４８９】
　また、図３０において、５画素行を同時に選択する期間を１／２Ｈとし、次の第２の期
間では２画素行を同時に選択するとしてもよい。この場合でも実用上、支障のない画像表
示を実現できる。
【０４９０】
　また、図３０において、５画素行を同時に選択する第１の期間を１／２Ｈとし、１画素
行を選択する第２の期間を１／２Ｈとする２段階としたがこれに限定するものではない。
たとえば、第１の段階は、５画素行を同時に選択し、第２の期間は前記５画素行のうち、
２画素行を選択し、最後に、１画素行を選択する３つの段階としてもよい。つまり、複数
の段階で画素行に画像データを書き込んでも良い。
【０４９１】
　以上の実施例は、１画素行を順次選択し画素に電流プログラムを行う方式、あるいは、
複数の画素行を順次選択し画素に電流プログラムを行う方式である。しかし、本発明はこ
れに限定するものではない。画像データに応じて１画素行を順次選択し画素に電流プログ
ラムを行う方式と、複数の画素行を順次選択し画素に電流プログラムを行う方式を組み合
わせてもよい。
【０４９２】
　図１２６は、１画素行を順次選択する駆動方式と複数画素行を順次選択する駆動方法を
組み合わせたものである。理解を容易にするため、図１２６（ａ２）に図示するように、
複数画素行を同時に選択する場合は２画素行を例にして説明をする。したがって、ダミー
画素行２８１は画面の上と下に各１行形成する。１画素行を順次選択する駆動方式の場合
は、ダミー画素行は使用しなくてもよい。
【０４９３】
　なお、理解を容易にするため、図１２６（ａ１）（１画素行を選択する）と図１２６（
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ａ２）（２画素行を選択する）のどちらの駆動方式でもソースドライバＩＣ１４が出力す
る電流は同一とする。したがって、図１２６（ａ２）のように２画素行を同時に選択する
駆動方式の場合は、１画素行を順次選択する駆動方式（図１２６（ａ１））よりも画面輝
度は１／２になる。画面輝度を一致させる場合は、図１２６（ａ２）のｄｕｔｙを２倍（
たとえば、図１２６（ａ１）がｄｕｔｙ１／２であれば、図１２６（ａ２）のｄｕｔｙを
１／２×２＝１／１）にすればよい。また、ソースドライバＩＣ１４に入力する基準電流
の大きさを２倍変化させればよい。あるいは、プログラム電流を２倍にすればよい。
【０４９４】
　図１２６（ａ１）は、本発明の通常の駆動方法である。入力される映像信号がノンイン
ターレース（プログレッシブ）信号の場合は、図１２６（ａ１）の駆動方式を実施する。
入力される映像信号がインターレース信号の場合は、図１２６（ａ２）を実施する。また
、映像信号の画像解像度がない場合は、図１２６（ａ２）を実施する。また、動画では図
１２６（ａ２）を実施し、静止画では図１２６（ａ１）を実施するように制御してもよい
。図１２６（ａ１）と図１２６（ａ２）との切り替えは、ゲートドライバ回路１２へのス
タートパルスの制御により容易に変更することができる。
【０４９５】
　課題は、図１２６（ａ２）のように２画素行を同時に選択する駆動方式の場合は、１画
素行を順次選択する駆動方式（図１２６（ａ１））よりも画面輝度は１／２になるという
点である。画面輝度を一致させる場合は、図１２６（ａ２）のｄｕｔｙを２倍（たとえば
、図１２６（ａ１）がｄｕｔｙ１／２であれば、図１２６（ａ２）のｄｕｔｙを１／２×
２＝１／１）にすればよい。つまり、図１２６の（ｂ）の非表示領域５２と表示領域５３
の割合を変化させればよい。
【０４９６】
　非表示領域５２と表示領域５３の割合は、ゲートドライバ回路１２のスタートパルスの
制御により容易に実現できる。つまり、図１２６（ａ１）と図１２６（ａ２）の表示状態
に応じて図１２６の（ｂ）の駆動状態を可変すればよい。
【０４９７】
　なお、図１２６（ａ２）は２画素を同時に順次駆動する方式である。しかし、２画素行
の選択は隣接した画素行を選択する必要はなく、図１２３のように、隣接しない２画素行
を選択し、順次走査してもよい。
【０４９８】
　以上の本発明のＮ倍パルス駆動方法では、各画素行で、ゲート信号線１７ｂの波形を同
一にし、１Ｈの間隔でシフトさせて印加していく。このように走査することにより、ＥＬ
素子１５が点灯している時間を１Ｆ／Ｎに規定しながら、順次、点灯する画素行をシフト
させることができる。このように、各画素行で、ゲート信号線１７ｂの波形を同一にし、
シフトさせていることを実現することは容易である。図６のシフトレジスタ回路６１ａ、
６１ｂに印加するデータであるＳＴ１、ＳＴ２を制御すればよいからである。たとえば、
入力ＳＴ２がＬレベルの時、ゲート信号線１７ｂにＶｇｌが出力され、入力ＳＴ２がＨレ
ベルの時、ゲート信号線１７ｂにＶｇｈが出力されるとすれば、シフトレジスタ１７ｂに
印加するＳＴ２を１Ｆ／Ｎの期間だけＬレベルで入力し、他の期間はＨレベルにする。こ
の入力されたＳＴ２を１Ｈに同期したクロックＣＬＫ２でシフトしていくだけである。
【０４９９】
　なお、ＥＬ素子１５をオンオフする周期は０．５ｍｓｅｃ以上にする必要がある。この
周期が短いと、人間の目の残像特性により完全な黒表示状態とならず、画像がぼやけたよ
うになり、あたかも解像度が低下したようになる。また、データ保持型の表示パネルの表
示状態となる。しかし、オンオフ周期を１００ｍｓｅｃ以上になると、点滅状態に見える
。したがって、ＥＬ素子のオンオフ周期は０．５μｓｅｃ以上１００ｍｓｅｃ以下にすべ
きである。さらに好ましくは、オンオフ周期を２ｍｓｅｃ以上３０ｍｓｅｃ以下にすべき
である。さらに好ましくは、オンオフ周期を３ｍｓｅｃ以上２０ｍｓｅｃ以下にすべきで
ある。
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【０５００】
　先にも記載したが、黒画面１５２の分割数は、１つにすると良好な動画表示を実現でき
るが、画面のちらつきが見えやすくなる。したがって、黒挿入部を複数に分割することが
好ましい。しかし、分割数をあまりに多くすると動画ボケが発生する。分割数は１以上８
以下とすべきである。さらに好ましくは１以上５以下とすることが好ましい。
【０５０１】
　なお、黒画面の分割数は静止画と動画で変更できるように構成することが好ましい。分
割数とは、Ｎ＝４では、７５％が黒画面（非表示領域５２）であり、２５％が画像表示（
表示領域５３）である。このとき、７５％の黒表示部（非表示領域５２）を７５％の黒帯
状態で画面の上下方向に走査するのが分割数１である。２５％の黒画面と２５／３％の表
示画面の３ブロックで走査するのが分割数３である。静止画は分割数を多くする。動画は
分割数を少なくする。切り替えは入力画像に応じて自動的（動画検出など）に行っても良
く、ユーザーが手動で行ってもよい。また、表示装置の映像などに入力コンセントに対応
して切り替ええするように構成すればよい。
【０５０２】
　たとえば、携帯電話などにおいて、壁紙表示、入力画面は静止画であるので、分割数を
１０以上とする（極端には１Ｈごとにオンオフしてもよい）。ＮＴＳＣの動画を表示する
ときは、分割数を１以上５以下とする。なお、分割数は３以上の多段階に切り替えできる
ように構成することが好ましい。たとえば、分割数なし、２、４、８、１６などである。
また、分割数なしから、表示走査線数／２まで分割できるように制御できるようにするこ
とが好ましい。分割数の切り替えは、画像データの内容によりリアルタイムで変更できる
ように構成することが好ましい。また、ユーザーが切り替えスイッチなどにより変更でき
るように構成してもよい。また、外光の明るさによりリアルタイムで変更できるように構
成してもよい。
【０５０３】
　また、全表示画面に対する黒画面の割合は、全画面の面積を１とした時、０．２以上０
．９以下（Ｎで表示すれば１．２以上９以下）とすることが好ましい。また、特に０．２
５以上０．６以下（Ｎで表示すれば１．２５以上６以下）とすることが好ましい。０．２
０以下であると動画表示での改善効果が低い。０．９以上であると、表示部分の輝度が高
くなり、表示部分が上下に移動することが視覚的に認識されやすくなる。
【０５０４】
　また、１秒あたりのフレーム数は、１０以上１００以下（１０Ｈｚ以上１００Ｈｚ以下
）が好ましい。さらには１２以上６５以下（１２Ｈｚ以上６５Ｈｚ以下）が好ましい。フ
レーム数が少ないと、画面のちらつきが目立つようになり、あまりにもフレーム数が多い
と、ドライバ回路１４などからの書き込みが苦しくなり解像度が劣化する。
【０５０５】
　いずれにせよ、本発明では、ゲート信号線１７の制御により画像の明るさを変化させる
ことができる。ただし、画像の明るさはソース信号線１８に印加する電流（電圧）を変化
させて行ってもよいことは言うまでもない。また、先に説明した（図３３、図３５などを
用いて）ゲート信号線１７の制御と、ソース信号線１８に印加する電流（電圧）を変化さ
せることを組み合わせて行ってもよいことは言うまでもない。
【０５０６】
　なお、以上の事項は、図３８などの電流プログラムの画素構成、図４３、図５１、図５
４などの電圧プログラムの画素構成でも適用できることは言うまでもない。図３８では、
トランジスタ１１ｄを、図４３ではトランジスタ１１ｄを、図５１ではトランジスタ１１
ｅをオンオフ制御すればよい。また、図６３では切り替えスイッチ６３１の接続端子を切
り替えればよい。このように、ＥＬ素子１５に電流を流す配線をオンオフすることにより
、本発明のＮ倍パルス駆動を容易に実現できる。
【０５０７】
　また、ゲート信号線１７ｂの１Ｆ／Ｎの期間だけ、Ｖｇｌにする時刻は１Ｆ（１Ｆに限
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定するものではない。単位期間でよい。）の期間のうち、どの時刻でもよい。単位時間に
うち、所定の期間だけＥＬ素子１５をオンさせることにより、所定の平均輝度を得るもの
だからである。ただし、電流プログラム期間（１Ｈ）後、すぐにゲート信号線１７ｂをＶ
ｇｌにしてＥＬ素子１５を発光させる方がよい。図１のコンデンサ１９の保持率特性の影
響を受けにくくなるからである。
【０５０８】
　また、この画像の分割数も可変できるように構成することが好ましい。たとえば、ユー
ザーが明るさ調整スイッチを押すことにより、あるいは明るさ調整ボリウムを回すことに
より、この変化を検出して分割数Ｋの値を変更する。表示する画像の内容、データにより
手動で、あるいは自動的に変化させるように構成してもよい。
【０５０９】
　このようにＫの値（画像表示部５３の分割数）を変化させることも容易に実現できる。
図６においてＳＴに印加するデータのタイミング（１ＦのいつにＬレベルにするか）を調
整あるいは可変できるように構成しておけばよいからである。
【０５１０】
　なお、図１６などでは、ゲート信号線１７ｂをＶｇｌにする期間（１Ｆ／Ｎ）を複数に
分割（分割数Ｋ）し、Ｖｇｌにする期間は１Ｆ／（Ｋ／Ｎ）の期間をＫ回実施するとした
がこれ限定するものではない。１Ｆ／（Ｋ／Ｎ）の期間をＬ（Ｌ≠Ｋ）回実施してもよい
。つまり、本発明は、ＥＬ素子１５に流す期間（時間）を制御することにより画像５０を
表示するものである。したがって、１Ｆ／（Ｋ／Ｎ）の期間をＬ（Ｌ≠Ｋ）回実施するこ
とは本発明の技術的思想に含まれる。また、Ｌの値を変化させることにより、画像５０の
輝度をデジタル的に変更することができる。たとえば、Ｌ＝２とＬ＝３では５０％の輝度
（コントラスト）変化をなる。これらの制御も、本発明の他の実施例にも適用できること
は言うまでもない（もちろん、以降に説明する本発明にも適用できる）。これらも本発明
のＮ倍パルス駆動である。
【０５１１】
　以上の実施例は、ＥＬ素子１５と駆動用トランジスタ１１ａとの間にスイッチング素子
としてのトランジスタ１１ｄを配置（形成）し、このトランジスタ１１ｄを制御すること
により、画面５０をオンオフ表示するものであった。この駆動方法により、電流プログラ
ム方式の黒表示状態での電流書き込み不足をなくし、良好な解像度あるいは黒表示を実現
するものであった。つまり、電流プログラム方式では、良好な黒表示を実現することが重
要である。次に説明する駆動方法は、駆動用トランジスタ１１ａをリセットし、良好な黒
表示を実現するものである。以下、図３２を用いて、その実施例について説明をする。
【０５１２】
　図３２は基本的には図１の画素構成である。図３２の画素構成では、プログラムされた
Ｉｗ電流がＥＬ素子１５に流れ、ＥＬ素子１５が発光する。つまり、駆動用トランジスタ
１１ａはプログラムされることにより、電流を流す能力を保持している。この電流を流す
能力を利用してトランジスタ１１ａをリセット（オフ状態）にする方式が図３２の駆動方
式である。以降、この駆動方式をリセット駆動と呼ぶ。
【０５１３】
　図１の画素構成でリセット駆動を実現するためには、トランジスタ１１ｂとトランジス
タ１１ｃを独立してオンオフ制御できるように構成する必要がある。つまり、図３２で図
示するようにトランジスタ１１ｂをオンオフ制御するゲート信号線１１ａ（ゲート信号線
ＷＲ）、トランジスタ１１ｃをオンオフ制御するゲート信号線１１ｃ（ゲート信号線ＥＬ
）を独立して制御できるようにする。ゲート信号線１１ａとゲート信号線１１ｃの制御は
図６に図示するように独立した２つのシフトレジスタ６１で行えばよい。
【０５１４】
　ゲート信号線ＷＲとゲート信号線ＥＬの駆動電圧は変化させるとよい。ゲート信号線Ｗ
Ｒの振幅値（オン電圧とオフ電圧との差）は、ゲート信号線ＥＬの振幅値よりも小さくす
る。基本的にゲート信号線の振幅値が大きいと、ゲート信号線と画素との突き抜け電圧が
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大きくなり、黒浮きが発生する。ゲート信号線ＷＲの振幅は、ソース信号線１８の電位が
画素１６に印加されない（印加する（選択時））を制御すればよいのである。ソース信号
線１８の電位変動は小さいから、ゲート信号線ＷＲの振幅値は小さくすることができる。
一方、ゲート信号線ＥＬはＥＬのオンオフ制御を実施する必要がある。したがって、振幅
値は大きくなる。これに対応するため、シフトレジスタ６１ａと６１ｂとの出力電圧を変
化させる。画素がＰチャンネルトランジスタで形成されている場合は、シフトレジスタ６
１ａと６１ｂのＶｇｈ（オフ電圧）を略同一にし、シフトレジスタ６１ａのＶｇｌ（オン
電圧）をシフトレジスタ６１ｂのＶｇｌ（オン電圧）よりも低くする。
【０５１５】
　以下、図３３を参照しながら、リセット駆動方式について説明をする。図３３はリセッ
ト駆動の原理説明図である。まず、図３３の（ａ）に図示するように、トランジスタ１１
ｃ、トランジスタ１１ｄをオフ状態にし、トランジスタ１１ｂをオン状態にする。すると
、駆動用トランジスタ１１ａのドレイン（Ｄ）端子とゲート（Ｇ）端子はショート状態と
なり、Ｉｂ電流が流れる。一般的に、トランジスタ１１ａは１つ前のフィールド（フレー
ム）で電流プログラムされ、電流を流す能力がある。この状態でトランジスタ１１ｄがオ
フ状態となり、トランジスタ１１ｂがオン状態にすれば、駆動電流Ｉｂがトランジスタ１
１ａのゲート（Ｇ）端子に流れる。そのため、トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子と
ドレイン（Ｄ）端子とが同一電位となり、トランジスタ１１ａはリセット（電流を流さな
い状態）になる。
【０５１６】
　このトランジスタ１１ａのリセット状態（電流を流さない状態）は、図５１などで説明
する電圧オフセットキャンセラ方式のオフセット電圧を保持した状態と等価である。つま
り、図３３の（ａ）の状態では、コンデンサ１９の端子間には、オフセット電圧が保持さ
れていることになる。このオフセット電圧はトランジスタ１１ａの特性に応じて異なる電
圧値である。したがって、図３３の（ａ）の動作を実施することにより、各画素のコンデ
ンサ１９にはトランジスタ１１ａが電流を流さない（つまり、黒表示電流（ほとんど０に
等しい）が保持されることになるのである。
【０５１７】
　なお、図３３の（ａ）の動作の前に、トランジスタ１１ｂ、トランジスタ１１ｃをオフ
状態にし、トランジスタ１１ｄをオン状態にし、駆動用トランジスタ１１ａに電流を流す
という動作を実施することが好ましい。この動作は、極力短時間にすることが好ましい。
ＥＬ素子１５に電流が流れてＥＬ素子１５が点灯し、表示コントラストを低下させる恐れ
があるからである。この動作時間は、１Ｈ（１水平走査期間）の０．１％以上１０％以下
とすることが好ましい。さらに好ましくは０．２％以上２％以下となるようにすることが
好ましい。もしくは０．２μｓｅｃ以上５μｓｅｃ以下となるようにすることが好ましい
。また、全画面の画素１６に一括して前述の動作（図３３の（ａ）の前に行う動作）を実
施してもよい。以上の動作を実施することにより、駆動用トランジスタ１１ａのドレイン
（Ｄ）端子電圧が低下し、図３３の（ａ）の状態でスムーズなＩｂ電流を流すことができ
るようになる。なお、以上の事項は、本発明の他のリセット駆動方式にも適用される。
【０５１８】
　図３３の（ａ）の実施時間を長くするほど、Ｉｂ電流が流れ、コンデンサ１９の端子電
圧が小さくなる傾向がある。したがって、図３３の（ａ）の実施時間は固定値にする必要
がある。実験および検討によれば、図３３の（ａ）の実施時間は、１Ｈ以上５Ｈ以下にす
ることが好ましい。なお、この期間は、Ｒ、Ｇ、Ｂの画素で異ならせることが好ましい。
各色の画素でＥＬ材料が異なり、このＥＬ材料の立ち上がり電圧などに差異があるためで
ある。ＲＧＢの各画素で、ＥＬ材料に適応して、もっとも最適な期間を設定する。なお、
実施例において、この期間は１Ｈ以上５Ｈ以下にするとしたが、黒挿入（黒画面を書き込
む）を主とする駆動方式では、５Ｈ以上であってもよいことは言うまでもない。なお、こ
の期間が長いほど、画素の黒表示状態は良好となる。
【０５１９】
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　図３３の（ａ）を実施後、１Ｈ以上５Ｈ以下の期間おいて、図３３の（ｂ）の状態にす
る。図３３の（ｂ）はトランジスタ１１ｃ、トランジスタ１１ｂをオンさせ、トランジス
タ１１ｄをオフさせた状態である。図３３の（ｂ）の状態は、以前にも説明したが、電流
プログラムを行っている状態である。つまり、ソースドライバ回路１４からプログラム電
流Ｉｗを出力（あるいは吸収）し、このプログラム電流Ｉｗを駆動用トランジスタ１１ａ
に流す。このプログラム電流Ｉｗが流れるように、駆動用トランジスタ１１ａのゲート（
Ｇ）端子の電位を設定するのである（設定電位はコンデンサ１９に保持される）。
【０５２０】
　もし、プログラム電流Ｉｗが０（Ａ）であれば、トランジスタ１１ａは電流を図３３の
（ａ）の電流を流さない状態が保持されたままとなるから、良好な黒表示を実現できる。
また、図３３の（ｂ）で白表示の電流プログラムを行う場合であっても、各画素の駆動用
トランジスタの特性バラツキが発生していても、完全に黒表示状態のオフセット電圧から
電流プログラムを行う。したがって、目標の電流値にプログラムされる時間が階調に応じ
て等しくなる。そのため、トランジスタ１１ａの特性バラツキによる階調誤差がなく、良
好な画像表示を実現できる。
【０５２１】
　図３３の（ｂ）の電流プログラミング後、図３３の（ｃ）に図示するように、トランジ
スタ１１ｂ、トランジスタ１１ｃとオフし、トランジスタ１１ｄをオンさせて、駆動用ト
ランジスタ１１ａからのプログラム電流Ｉｗ（＝Ｉｅ）をＥＬ素子１５に流し、ＥＬ素子
１５を発光させる。図３３の（ｃ）に関しても、図１などで以前に説明をしたので詳細は
省略する。
【０５２２】
　つまり、図３３で説明した駆動方式（リセット駆動）は、駆動用トランジスタ１１ａと
ＥＬ素子１５間を切断（電流が流れない状態）し、かつ、駆動用トランジスタのドレイン
（Ｄ）端子とゲート（Ｇ）端子（もしくはソース（Ｓ）端子とゲート（Ｇ）端子、さらに
一般的に表現すれば駆動用トランジスタのゲート（Ｇ）端子を含む２端子）間をショート
する第１の動作と、前記動作の後、駆動用トランジスタに電流（電圧）プログラムを行う
第２の動作とを実施するものである。そして、少なくとも第２の動作は第１の動作後に行
うものである。なお、リセット駆動を実施するためには、図３２の構成のように、トラン
ジスタ１１ｂとトランジスタ１１ｃとを独立に制御できるように、構成しておかねばなら
ない。
【０５２３】
　画像表示状態は（もし、瞬時的な変化が観察できるのであれば）、まず、電流プログラ
ムを行われる画素行は、リセット状態（黒表示状態）になり、１Ｈ後に電流プログラムが
行われる（この時も黒表示状態である。トランジスタ１１ｄがオフだからである。）。次
に、ＥＬ素子１５に電流が供給され、画素行は所定輝度（プログラムされた電流）で発光
する。つまり、画面の上から下方向に、黒表示の画素行が移動し、この画素行が通りすぎ
た位置で画像が書き換わっていくように見えるはずである。なお、リセット後、１Ｈ後に
電流プログラムを行うとしたがこの期間は、５Ｈ程度以内としてもよい。図３３の（ａ）
のリセットが完全に行われるのに比較的長時間を必要とするからである。もし、この期間
を５Ｈとすれば、５画素行が黒表示（電流プログラムの画素行もいれると６画素行）とな
るはずである。
【０５２４】
　また、リセット状態は１画素行ずつ行うことに限定するものではなく、複数画素行ずつ
同時にリセット状態にしてもよい。また、複数画素行ずつ同時にリセット状態にし、かつ
オーバーラップしながら走査してもよい。たとえば、４画素行を同時にリセットするので
あれば、第１の水平走査期間（１単位）に、画素行（１）（２）（３）（４）をリセット
状態にし、次の第２の水平走査期間に、画素行（３）（４）（５）（６）をリセット状態
にし、さらに次の第３の水平走査期間に、画素行（５）（６）（７）（８）をリセット状
態にする。また、次の第４の水平走査期間に、画素行（７）（８）（９）（１０）をリセ
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ット状態にするという駆動状態が例示される。なお、当然、図３３の（ｂ）、図３３の（
ｃ）の駆動状態も図３３の（ａ）の駆動状態と同期して実施される。
【０５２５】
　また、１画面の画素すべてを同時にあるいは走査状態でリセット状態にしてから、図３
３の（ｂ）（ｃ）の駆動を実施してもよいことはいうまでもない。また、インターレース
駆動状態（１画素行あるいは複数画素行の飛び越し走査）で、リセット状態（１画素行あ
るいは複数画素行飛び越し）にしてもよいことは言うまでもない。また、ランダムのリセ
ット状態を実施してもよい。また、本発明のリセット駆動の説明は、画素行を操作する方
式である（つまり、画面の上下方向の制御する）。しかし、リセット駆動の概念は、制御
方向が画素行に限定されるものではない。たとえば、画素列方向にリセット駆動を実施し
てもよいことは言うまでのない。
【０５２６】
　図３２はリセット駆動の画素構成であると説明をした。しかし、ゲート信号線１７ａと
ゲート信号線１７ｃを個別に制御することより、電流プログラムされた画像データのバラ
ツキが少なくなるという特徴がある。以下にその駆動方法について説明をする。
【０５２７】
　まず、図１の画素構成で電流プログラムされた画像データのバラツキが発生する理由に
ついて説明をする。図１の画素構成では、ゲート信号線１７ａに印加した電圧により、ト
ランジスタ１１ｂ、１１ｃが同時にオンオフ動作するとして構成している。しかし、実際
には、トランジスタ１１ｂとトランジスタ１１ｃでは特性が微妙に異なって形成されてい
る場合がり、トランジスタ１１ｂとトランジスタ１１ｃとは同時にオンオフ動作しない場
合がある。たとえば、ゲート信号線１７ａにオン電圧が印加された状態からオフ電圧が印
加されると、トランジスタ１１ｂがトランジスタ１１ｃよりも後にオフになる場合がある
。
【０５２８】
　トランジスタ１１ｃがオフになった状態で、トランジスタ１１ｂがオンしていると、図
３３の（ａ）に図示する状態となる。つまり、リセット状態である。そのため、Ｉｂ電流
が流れることのより、コンデンサ１９に保持された電圧が充電あるいは放電してしまう。
画素１６のトランジスタのばらつきにより、充電あるいは放電状態は異なる。トランジス
タ１１ｂがトランジスタ１１ｃよりも先にオフ状態になると、コンデンサ１９に保持され
た電圧が充放電することはない。トランジスタ１１ｂがトランジスタ１１ｃよりも後にオ
フ状態になると、コンデンサ１９に保持された電圧が充放電してしまう。また、充放電期
間によりコンデンサ１９に保持された電圧に誤差が発生する。
【０５２９】
　この課題を解決するためには、ゲート信号線１７ａをオン電圧印加状態からオフ電圧印
加状態にした後（オフ電圧の印加によりトランジスタ１１ｂがオフする。）、ゲート信号
線１７ｃをオン電圧印加状態からオフ電圧印加状態にする（オフ電圧の印加によりトラン
ジスタ１１ｃがオフする。）。つまり、画素１６に電流（電圧）プログラムを行なった後
（プログラム中はゲート信号線１７ａ、１７ｃにオン電圧が印加され、トランジスタ１１
ｂ、１１ｃがオンしている。）、まず、ゲート信号線１７ａにオフ電圧を印加し、一定の
時間が経過した後、ゲート信号線１７ｃにオフ電圧が印加する。以上の動作により、図３
３の（ａ）の状態は発生せず、良好な電流（電圧）プログラムを実現することができる。
トランジスタ１１ｄの動作あるいは制御などは図１などと同様であるので説明を省略する
。
【０５３０】
　なお、一定の時間とは、０．１μｓｅｃ以上１０μｓｅｃ以内の時間である。もしくは
１Ｈの１／１０００以上１／１０以下の時間である。短いと良好な電流（電圧）プログラ
ムを実現できずコンデンサ１９の保持電圧にばらつきが発生する。長いと電流（電圧）プ
ログラム時間が短くなり、書込み不足が発生する。このように、電圧保持用のトランジス
タ１１ｂのオンオフタイミングと、駆動トランジスタ１１ａに電流（電圧）を書き込むト
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ランジスタ１１ｃのオンオフタイミングとを制御する駆動方法をタイム制御駆動方法と呼
ぶ。
【０５３１】
　以上のタイム制御方法は、図３２の画素構成に限定されるものではなく、図３８などの
画素構成でも適用される。図３２では、トランジスタ１１ｄが電圧保持用のトランジスタ
である。トランジスタ１１ｃが駆動トランジスタ１１ａに電流（電圧）を書き込むトラン
ジスタである。トランジスタ１１ｄはゲート信号線１７ａ２に印加するオンオフ電圧によ
りオンオフ制御を行なうことができる。トランジスタ１１ｃはゲート信号線１７ａ１に印
加するオンオフ電圧によりオンオフ制御を行なうことができる。画素１６に電流（電圧）
プログラムを行なった後（プログラム中はゲート信号線１７ａ１、１７ａ２にオン電圧が
印加され、トランジスタ１１ｃ、１１ｄがオンしている。）、まず、ゲート信号線１７ａ
２にオフ電圧を印加し、一定の時間が経過した後、ゲート信号線１７ａ１にオフ電圧が印
加する。以上の動作により、良好な電流（電圧）プログラムを実現することができる。ト
ランジスタ１１ｅの動作あるいは制御などは図１などと同様であるので説明を省略する。
【０５３２】
　なお、図３３のリセット駆動、図３２のタイム制御駆動方法は、本発明のＮ倍パルス駆
動などと組み合わせること、インターレース駆動と組み合わせることによりさらに良好な
画像表示を実現できる。特に図２２の構成は、間欠Ｎ／Ｋ倍パルス駆動（１画面に点灯領
域を複数設ける駆動方法である。この駆動方法は、ゲート信号線１７ｂを制御し、トラン
ジスタ１１ｄをオンオフ動作させることにより容易に実現できる。このことは以前に説明
をした。）を容易に実現できる。したがって、フリッカの発生もなく、良好な画像表示を
実現できる。これは、図２２あるいはその変形構成のすぐれた特徴である。
【０５３３】
　また、他の駆動方法、たとえば、以降の説明する逆バイアス駆動方式、プリチャージ駆
動方式、突き抜け電圧駆動方式などと組み合わせることによりさらに優れた画像表示を実
現できることは言うまでもない。以上のように、本発明と同様にリセット駆動も本明細書
の他の実施例と組み合わせて実施することができることは言うまでもない。以上の駆動方
式の組み合わせに関する事項は、本発明の他の実施例においても同様に適用される。
【０５３４】
　図３４はリセット駆動を実現する表示装置の構成図である。ゲートドライバ回路１２ａ
は、図３２におけるゲート信号線１７ａおよびゲート信号線１７ｂを制御する。ゲート信
号線１７ａにオンオフ電圧を印加することによりトランジスタ１１ｂがオンオフ制御され
る。また、ゲート信号線１７ｂにオンオフ電圧を印加することによりトランジスタ１１ｄ
がオンオフ制御される。ゲートドライバ回路１２ｂは、図３２におけるゲート信号線１７
ｃを制御する。ゲート信号線１７ｃにオンオフ電圧を印加することによりトランジスタ１
１ｃがオンオフ制御される。
【０５３５】
　ゲート信号線１７ａはゲートドライバ回路１２ａで操作し、ゲート信号線１７ｃはゲー
トドライバ回路１２ｂで操作する。そのため、トランジスタ１１ｂをオンさせて駆動用ト
ランジスタ１１ａをリセットするタイミングと、トランジスタ１１１ｃをオンさせて駆動
用トランジスタ１１ａに電流プログラムを行うタイミングとを自由に設定できる。他の構
成などは、図６などで説明したものと同一または類似するため説明を省略する。なお、ゲ
ートドライバ回路１２はポリシリコン技術で形成する。また、ゲートドライバ回路１２ａ
と１２ｂは一体化してもよいことは言うまでもない。
【０５３６】
　図３５はリセット駆動のタイミングチャートである。ゲート信号線１７ａにオン電圧を
印加し、トランジスタ１１ｂをオンさせ、駆動用トランジスタ１１ａをリセットしている
時には、ゲート信号線１７ｂにはオフ電圧を印加し、トランジスタ１１ｄをオフ状態にし
ている。したがって、図３２の（ａ）の状態となっている。この期間にＩｂ電流が流れる
。
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【０５３７】
　たとえば、画素行（１）に着目すれば、１Ｈ番目にはゲート信号線１７ｃにオフ電圧が
印加され、ゲート信号線１７ａにオン電圧が印加され、ゲート信号線１７ｂにオフ電圧が
印加されている。したがって、画素行（１）の１Ｈ番目は、リセット状態であり、トラン
ジスタ１１ｄはオフ状態であり、ＥＬ素子１５には電流が流れていない状態である。
【０５３８】
　２Ｈ番目にはゲート信号線１７ｃにオン電圧が印加され、ゲート信号線１７ａにオン電
圧が印加され、ゲート信号線１７ｂにオフ電圧が印加されている。したがって、画素行（
１）の２Ｈ番目は、電流プログラム状態であり、トランジスタ１１ｄはオフ状態であり、
ＥＬ素子１５には電流が流れていない状態である。
【０５３９】
　３Ｈ番目にはゲート信号線１７ｃにオフ電圧が印加され、ゲート信号線１７ａにオフ電
圧が印加され、ゲート信号線１７ｂにオン電圧が印加されている。したがって、画素行（
１）の３Ｈ番目は、画像表示状態であり、トランジスタ１１ｄはオン状態であり、ＥＬ素
子１５に電流が流れている状態である。
【０５４０】
　以上のことから、１Ｈの期間（１水平走査期間）、コンデンサ１９はリセットされる。
したがって、トランジスタ１１ａのゲート端子Ｇはアノード電圧Ｖｄｄ近傍の電圧となる
。そのため、トランジスタ１１ａはカットオフする（リセット状態）。１度、リセットし
てから電流プログラムを行うため、精度のよい電流プログラムを行うことができる。また
、リセットしている状態は、画素は非表示状態となる（トランジスタ１１ｄがオン状態で
も）。つまり、黒画面を挿入している状態と近似している。したがって、リセット状態を
一定期間以上持続させることにより、動画ボケの発生をなくすことができる。
【０５４１】
　図３５のタイミングチャートでは、リセット時間は２Ｈ期間（ゲート信号線１７ａにオ
ン電圧が印加され、トランジスタ１１ｂがオンしている状態。ただし、２Ｈ期間のうち、
１Ｈ期間は電流プログラム期間である。）としているが、これに限定するものではない。
２Ｈ以上でもよい。
【０５４２】
　リセットが極めて高速に行える場合は、リセット時間は１Ｈ未満であってもよい。また
、リセット期間を何Ｈ期間にするかはゲートドライバ回路１２に入力するＤＡＴＡ（ＳＴ
）パルス期間で容易に変更できる。たとえば、ＳＴ端子に入力するＤＡＴＡを２Ｈ期間の
間Ｈレベルとすれば、各ゲート信号線１７ａから出力されるリセット期間は２Ｈ期間とな
る。同様に、ＳＴ端子に入力するＤＡＴＡを５Ｈ期間の間Ｈレベルとすれば、各ゲート信
号線１７ａから出力されるリセット期間は５Ｈ期間となる。
【０５４３】
　１Ｈ期間のリセット後、画素行（１）のゲート信号線１７ｃ（１）に、オン電圧が印加
される。トランジスタ１１ｃがオンすることにより、ソース信号線１８に印加されたプロ
グラム電流Ｉｗがトランジスタ１１ｃを介して駆動用トランジスタ１１ａに書き込まれる
。
【０５４４】
　電流プログラム後、画素（１）のゲート信号線１７ｃにオフ電圧が印加され、トランジ
スタ１１ｃがオフし、画素がソース信号線と切り離される。同時に、ゲート信号線１７ａ
にもオフ電圧が印加され、駆動用トランジスタ１１ａのリセット状態が解消される（なお
、この期間は、リセット状態と表現するよりも、電流プログラム状態と表現する方が適切
である）。また、ゲート信号線１７ｂにはオン電圧が印加され、トランジスタ１１ｄがオ
ンして、駆動用トランジスタ１１ａにプログラムされた電流がＥＬ素子１５に流れる。な
お、画素行（２）以降についても、画素行（１）と同様であり、また、図３５からその動
作は明らかであるから説明を省略する。
【０５４５】
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　図３５において、リセット期間は１Ｈ期間であった。図３６はリセット期間を５Ｈとし
た実施例である。リセット期間を何Ｈ期間にするかはゲートドライバ回路１２に入力する
ＤＡＴＡ（ＳＴ）パルス期間で容易に変更できる。図３６ではゲートドライバ回路１２ａ
のＳＴ１端子に入力するＤＡＴＡを５Ｈ期間の間Ｈレベルし、各ゲート信号線１７ａから
出力されるリセット期間を５Ｈ期間とした実施例である。リセット期間は、長いほど、リ
セットが完全に行われ、良好な黒表示を実現できる。また、動画ボケも抑制できる。図３
６において、他の動作などは図３５と同様であるので説明を省略する。
【０５４６】
　リセット期間の割合分は表示輝度が低下することになる。しかし、Ｎ倍パルス駆動のよ
うにプログラム電流を所定値のＮ倍とすることにより画面輝度の低下を防止することがで
きる。したがって、リセット駆動は、Ｎ倍パルス駆動の一実施形態である。
【０５４７】
　図３６はリセット期間を５Ｈとした実施例であった。また、このリセット状態は連続状
態であった。しかし、リセット状態は連続して行うことに限定されるものではない。たと
えば、各ゲート信号線１７ａから出力される信号を１Ｈごとにオンオフ動作させてもよい
。このようにオンオフ動作させるのは、シフトレジスタの出力段に形成されたイネーブル
回路（図示せず）を操作することにより容易に実現できる。また、ゲートドライバ回路１
２に入力するＤＡＴＡ（ＳＴ）パルスを制御することで容易に実現できる。
【０５４８】
　図３４の回路構成では、ゲートドライバ回路１２ａは少なくとも２つのシフトレジスタ
回路（１つはゲート信号線１７ａ制御用、他の１つはゲート信号線１７ｂ制御用）が必要
であった。そのため、ゲートドライバ回路１２ａの回路規模が大きくなるという課題があ
った。図３７はゲートドライバ回路１２ａのシフトレジスタを１つにした実施例である。
図３７の回路を動作させた出力信号のタイミングチャートは図３５のごとくなる。なお、
図３５と図３７とはゲートドライバ回路１２ａ、１２ｂから出力されているゲート信号線
１７の記号が異なっているので注意が必要である。
【０５４９】
　図３７のＯＲ回路３７１が付加されていることから明らかであるが、各ゲート信号線１
７ａの出力は、シフトレジスタ回路６１ａの前段出力とのＯＲをとり、この結果により、
ゲート信号線１７ａにオン電圧またはオフ電圧が出力される。なお、説明を容易にするた
めに、画素構成は図３２の画素構成を想定しており、ＯＲの出力がＨレベル（正論理）の
時に、ゲート信号線１７ａにオン電圧が出力されるものとして説明をする。
【０５５０】
　図３７の実施例では、２Ｈ期間、ゲート信号線１７ａからはオン電圧が出力される。一
方、ゲート信号線１７ｃはシフトレジスタ回路６１ａの出力がそのまま出力される。した
がって、１Ｈ期間の間、オン電圧が印加される。
【０５５１】
　たとえば、シフトレジスタ回路６１ａの２番目にＨレベル信号が出力されている時、画
素１６（１）のゲート信号線１７ｃにオン電圧が出力され、画素１６（１）が電流（電圧
）プログラムの状態である。同時に、画素１６（２）のゲート信号線１７ａにもオン電圧
が出力され、画素１６（２）のトランジスタ１１ｂがオン状態となり、画素１６（２）の
駆動用トランジスタ１１ａがリセットされる。
【０５５２】
　同様に、シフトレジスタ回路６１ａの３番目にＨレベル信号が出力されている時、画素
１６（２）のゲート信号線１７ｃにオン電圧が出力され、画素１６（２）が電流（電圧）
プログラムの状態である。同時に、画素１６（３のゲート信号線１７ａにもオン電圧が出
力され、画素１６（３）トランジスタ１１ｂがオン状態となり、画素１６（３）駆動用ト
ランジスタ１１ａがリセットされる。つまり、２Ｈ期間、ゲート信号線１７ａからはオン
電圧が出力され、ゲート信号線１７ｃに１Ｈ期間、オン電圧が出力される。
【０５５３】
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　プログラム状態の時は、トランジスタ１１ｂとトランジスタ１１ｃが同時にオン状態と
なる（図３３の（ｂ））ら、非プログラム状態（図３３の（ｃ））に移行する際、トラン
ジスタ１１ｃがトランジスタ１１ｂよりも先にオフ状態となると、図３３の（ｂ）のリセ
ット状態となってしまう。これと防止するためには、トランジスタ１１ｃがトランジスタ
１１ｂよりもあとからオフ状態にする必要がある。そのためには、ゲート信号線１７ａが
ゲート信号線１７ｃよりも先にオン電圧が印加されるように制御する必要がある。
【０５５４】
　以上の実施例は、図３２（基本的には図１）の画素構成に関する実施例であった。しか
し、本発明はこれに限定されるものではない。たとえば、図３８に示すようなカレントミ
ラーの画素構成であっても実施することができる。なお、図３８ではトランジスタ１１ｅ
をオンオフ制御することにより、図１３、図１５などで図示するＮ倍パルス駆動を実現で
きる。図３９は図３８のカレントミラーの画素構成での実施例の説明図である。以下、図
３９を参照しながら、カレントミラーの画素構成におけるリセット駆動方式について説明
をする。
【０５５５】
　図３９の（ａ）に図示するように、トランジスタ１１ｃ、トランジスタ１１ｅをオフ状
態にし、トランジスタ１１ｄをオン状態にする。すると、電流プログラム用トランジスタ
１１ｂのドレイン（Ｄ）端子とゲート（Ｇ）端子はショート状態となり、図に示すように
Ｉｂ電流が流れる。一般的に、トランジスタ１１ｂは１つ前のフィールド（フレーム）で
電流プログラムされ、電流を流す能力がある（ゲート電位はコンデンサ１９に１Ｆ期間保
持され、画像表示をおこなっているから当然である。ただし、完全な黒表示を行っている
場合、電流は流れない）。この状態でトランジスタ１１ｅがオフ状態とし、トランジスタ
１１ｄがオン状態にすれば、駆動電流Ｉｂがトランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子の方
向に流れる（ゲート（Ｇ）端子とドレイン（Ｄ）端子がショートされる）。そのため、ト
ランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子とドレイン（Ｄ）端子とが同一電位となり、トラン
ジスタ１１ａはリセット（電流を流さない状態）になる。また、駆動用トランジスタ１１
ｂのゲート（Ｇ）端子は電流プログラム用トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子と共通
であるから、駆動用トランジスタ１１ｂもリセット状態となる。
【０５５６】
　このトランジスタ１１ａ、トランジスタ１１ｂのリセット状態（電流を流さない状態）
は、図５１などで説明する電圧オフセットキャンセラ方式のオフセット電圧を保持した状
態と等価である。つまり、図３９の（ａ）の状態では、コンデンサ１９の端子間には、オ
フセット電圧（電流が流れ始める開始電圧。この電圧の絶対値以上の電圧を印加すること
により、トランジスタ１１に電流が流れる）が保持されていることになる。このオフセッ
ト電圧はトランジスタ１１ａ、トランジスタ１１ｂの特性に応じて異なる電圧値である。
したがって、図３９の（ａ）の動作を実施することにより、各画素のコンデンサ１９には
トランジスタ１１ａ、トランジスタ１１ｂが電流を流さない（つまり、黒表示電流（ほと
んど０に等しい））状態が保持されることになるのである（電流が流れ始める開始電圧に
リセットされた）。
【０５５７】
　なお、図３９の（ａ）においても図３３の（ａ）と同様に、リセットの実施時間を長く
するほど、Ｉｂ電流が流れ、コンデンサ１９の端子電圧が小さくなる傾向がある。したが
って、図３９の（ａ）の実施時間は固定値にする必要がある。実験および検討によれば、
図３９の（ａ）の実施時間は、１Ｈ以上１０Ｈ（１０水平走査期間）以下とすることが好
ましい。さらには１Ｈ以上５Ｈ以下にすることが好ましい。あるいは、２０μｓｅｃ以上
２ｍｓｅｃ以下とすることが好ましい。このことは図３３、図３４の駆動方式でも同様で
ある。
【０５５８】
　図３３の（ａ）も同様であるが、図３９の（ａ）のリセット状態と、図３９の（ｂ）の
電流プログラム状態とを同期をとって行う場合は、図３９の（ａ）のリセット状態から、
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図３９の（ｂ）の電流プログラム状態までの期間が固定値（一定値）となるから問題はな
い（固定値にされている）。つまり、図３３の（ａ）あるいは図３９の（ａ）のリセット
状態から、図３３の（ｂ）あるいは図３９の（ｂ）の電流プログラム状態までの期間が、
１Ｈ以上１０Ｈ（１０水平走査期間）以下とすることが好ましい。さらには１Ｈ以上５Ｈ
以下にすることが好ましいのである。あるいは、２０μｓｅｃ以上２ｍｓｅｃ以下とする
ことが好ましいのである。この期間が短いと駆動用トランジスタ１１が完全にリセットさ
れない。また、あまりにも長いと駆動用トランジスタ１１が完全にオフ状態となり、今度
は電流をプログラムするのに長時間を要するようになる。また、画面５０の輝度も低下す
る。ただし、図１３のように黒挿入（非点灯領域５２を発生させる）を実施する場合はこ
の限りでない。黒挿入（非点灯領域５２を発生させる）により、Ｎ倍パルス駆動など実施
することを目的とするからである。
【０５５９】
　図３９の（ａ）を実施後、図３９の（ｂ）の状態にする。図３９の（ｂ）はトランジス
タ１１ｃ、トランジスタ１１ｄをオンさせ、トランジスタ１１ｅをオフさせた状態である
。図３９の（ｂ）の状態は、電流プログラムを行っている状態である。つまり、ソースド
ライバ回路１４からプログラム電流Ｉｗを出力（あるいは吸収）し、このプログラム電流
Ｉｗを電流プログラム用トランジスタ１１ａに流す。このプログラム電流Ｉｗが流れるよ
うに、駆動用トランジスタ１１ｂのゲート（Ｇ）端子の電位をコンデンサ１９に設定する
のである。
【０５６０】
　もし、プログラム電流Ｉｗが０（Ａ）（黒表示）であれば、トランジスタ１１ｂは電流
を図３３の（ａ）の電流を流さない状態が保持されたままとなるから、良好な黒表示を実
現できる。また、図３９の（ｂ）で白表示の電流プログラムを行う場合は、各画素の駆動
用トランジスタの特性バラツキが発生していても、完全に黒表示状態のオフセット電圧（
各駆動用トランジスタの特性に応じて設定された電流が流れる開始電圧）から電流プログ
ラムを行う。したがって、目標の電流値にプログラムされる時間が階調に応じて等しくな
る。そのため、トランジスタ１１ａあるいはトランジスタ１１ｂの特性バラツキによる階
調誤差がなく、良好な画像表示を実現できる。
【０５６１】
　図３９の（ｂ）の電流プログラミング後、図３９の（ｃ）に図示するように、トランジ
スタ１１ｃ、トランジスタ１１ｄとオフし、トランジスタ１１ｅをオンさせて、駆動用ト
ランジスタ１１ｂからのプログラム電流Ｉｗ（＝Ｉｅ）をＥＬ素子１５に流し、ＥＬ素子
１５を発光させる。図３９の（ｃ）に関しても、以前に説明をしたので詳細は省略する。
【０５６２】
　図３３、図３９で説明した駆動方式（リセット駆動）は、駆動用トランジスタ１１ａあ
るいはトランジスタ１１ｂとＥＬ素子１５間を切断（電流が流れない状態。トランジスタ
１１ｅあるいはトランジスタ１１ｄで行う）し、かつ、駆動用トランジスタのドレイン（
Ｄ）端子とゲート（Ｇ）端子（もしくはソース（Ｓ）端子とゲート（Ｇ）端子、さらに一
般的に表現すれば駆動用トランジスタのゲート（Ｇ）端子を含む２端子）間をショートす
る第１の動作と、前記動作の後、駆動用トランジスタに電流（電圧）プログラムを行う第
２の動作とを実施するものである。そして、少なくとも第２の動作は第１の動作後に行う
ものである。
【０５６３】
　なお、第１の動作における駆動用トランジスタ１１ａあるいはトランジスタ１１ｂとＥ
Ｌ素子１５間を切断するという動作は、必ずしも必須の条件ではない。もし、第１の動作
における駆動用トランジスタ１１ａあるいはトランジスタ１１ｂとＥＬ素子１５間を切断
せずに、駆動用トランジスタのドレイン（Ｄ）端子とゲート（Ｇ）端子間をショートする
第１の動作を行っても多少のリセット状態のバラツキが発生する程度で済む場合があるか
らである。これは、作製したアレイのトランジスタ特性を検討して決定する。
【０５６４】
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　図３９のカレントミラーの画素構成は、電流プログラムトランジスタ１１ａをリセット
することにより、結果として駆動用トランジスタ１１ｂをリセットする駆動方法であった
。
【０５６５】
　図３９のカレントミラーの画素構成では、リセット状態では、必ずしも駆動用トランジ
スタ１１ｂとＥＬ素子１５間を切断する必要はない。したがって、電流プログラム用トラ
ンジスタａのドレイン（Ｄ）端子とゲート（Ｇ）端子（もしくはソース（Ｓ）端子とゲー
ト（Ｇ）端子、さらに一般的に表現すれば電流プログラム用トランジスタのゲート（Ｇ）
端子を含む２端子、あるいは駆動用トランジスタのゲート（Ｇ）端子を含む２端子）間を
ショートする第１の動作と、前記動作の後、電流プログラム用トランジスタに電流（電圧
）プログラムを行う第２の動作とを実施するものである。そして、少なくとも第２の動作
は第１の動作後に行うものである。
【０５６６】
　画像表示状態は（もし、瞬時的な変化が観察できるのであれば）、まず、電流プログラ
ムを行われる画素行は、リセット状態（黒表示状態）になり、所定Ｈ後に電流プログラム
が行われる。画面の上から下方向に、黒表示の画素行が移動し、この画素行が通りすぎた
位置で画像が書き換わっていくように見えるはずである。
【０５６７】
　以上の実施例は、電流プログラムの画素構成を中心として説明をしたが、本発明のリセ
ット駆動は電圧プログラムの画素構成にも適用することができる。図４３は電圧プログラ
ムの画素構成におけるリセット駆動を実施するための本発明の画素構成（パネル構成）の
説明図である。
【０５６８】
　図４３の画素構成では、駆動用トランジスタ１１ａをリセット動作させるためのトラン
ジスタ１１ｅが形成されている。ゲート信号線１７ｅにオン電圧が印加されることにより
、トランジスタ１１ｅがオンし、駆動用トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子とドレイ
ン（Ｄ）端子間をショートさせる。また、ＥＬ素子１５と駆動用トランジスタ１１ａとの
電流経路を切断するトランジスタ１１ｄが形成されている。以下、図４４を参照しながら
、電圧プログラムの画素構成における本発明のリセット駆動方式について説明をする（図
４３は電圧プログラム方式の画素構成である）。
【０５６９】
　図４４の（ａ）に図示するように、トランジスタ１１ｂ、トランジスタ１１ｄをオフ状
態にし、トランジスタ１１ｅをオン状態にする。駆動用トランジスタ１１ａのドレイン（
Ｄ）端子とゲート（Ｇ）端子はショート状態となり、図に示すようにＩｂ電流が流れる。
そのため、トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子とドレイン（Ｄ）端子とが同一電位と
なり、駆動用トランジスタ１１ａはリセット（電流を流さない状態）になる。なお、トラ
ンジスタ１１ａをリセットする前に、図３３あるいは図３９で説明したように、ＨＤ同期
信号に同期して、最初にトランジスタ１１ｄをオンさせ、トランジスタ１１ｅをオフさせ
て、トランジスタ１１ａに電流を流しておく。その後、図４４の（ａ）の動作を実施する
。なお、リセットはＨＤ信号に同期させることに限定するものではない。
【０５７０】
　このトランジスタ１１ａ、トランジスタ１１ｂのリセット状態（電流を流さない状態）
は、図４１などで説明した電圧オフセットキャンセラ方式のオフセット電圧を保持した状
態と等価である。つまり、図４４の（ａ）の状態では、コンデンサ１９の端子間には、オ
フセット電圧（リセット電圧）が保持されていることになる。このリセット電圧は駆動用
トランジスタ１１ａの特性に応じて異なる電圧値である。つまり、図４４の（ａ）の動作
を実施することにより、各画素のコンデンサ１９には駆動用トランジスタ１１ａが電流を
流さない（つまり、黒表示電流（ほとんど０に等しい））状態が保持されることになるの
である（電流が流れ始める開始電圧にリセットされた）。
【０５７１】
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　なお、電圧プログラムの画素構成においても、電流プログラムの画素構成と同様に、図
４４の（ａ）のリセットの実施時間を長くするほど、Ｉｂ電流が流れ、コンデンサ１９の
端子電圧が小さくなる傾向がある。したがって、図４４の（ａ）の実施時間は固定値にす
る必要がある。実施時間は、０．２Ｈ以上５Ｈ（５水平走査期間）以下とすることが好ま
しい。さらには０．５Ｈ以上４Ｈ以下にすることが好ましい。あるいは、２μｓｅｃ以上
４００μｓｅｃ以下とすることが好ましい。
【０５７２】
　また、ゲート信号線１７ｅは前段の画素行のゲート信号線１７ａと共通にしておくこと
が好ましい。つまり、ゲート信号線１７ｅと前段の画素行のゲート信号線１７ａとをショ
ート状態で形成する。この構成を前段ゲート制御方式と呼ぶ。なお、前段ゲート制御方式
とは、着目画素行より少なくとも１Ｈ前以上に選択される画素行のゲート信号線波形を用
いるものである。したがって、１画素行前に限定されるものではない。たとえば、２画素
行前のゲート信号線の信号波形を用いて着目画素の駆動用トランジスタ１１ａのリセット
を実施してもよい。
【０５７３】
　前段ゲート制御方式をさらに具体的に記載すれば以下のようになる。着目する画素行が
（Ｎ）画素行とし、そのゲート信号線がゲート信号線１７ｅ（Ｎ）、ゲート信号線１７ａ
（Ｎ）とする。１Ｈ前に選択される前段の画素行は、画素行が（Ｎ－１）画素行とし、そ
のゲート信号線がゲート信号線１７ｅ（Ｎ－１）、ゲート信号線１７ａ（Ｎ－１）とする
。また、着目画素行の次の１Ｈ後に選択される画素行が（Ｎ＋１）画素行とし、そのゲー
ト信号線がゲート信号線１７ｅ（Ｎ＋１）、ゲート信号線１７ａ（Ｎ＋１）とする。
【０５７４】
　第（Ｎ－１）Ｈ期間では、第（Ｎ－１）画素行のゲート信号線１７ａ（Ｎ－１）にオン
電圧が印加されると、第（Ｎ）画素行のゲート信号線１７ｅ（Ｎ）にもオン電圧が印加さ
れる。ゲート信号線１７ｅ（Ｎ）と前段の画素行のゲート信号線１７ａ（Ｎ－１）とがシ
ョート状態で形成されているからである。したがって、第（Ｎ－１）画素行の画素のトラ
ンジスタ１１ｂ（Ｎ－１）がオンし、ソース信号線１８の電圧が駆動用トランジスタ１１
ａ（Ｎ－１）のゲート（Ｇ）端子に書き込まれる。同時に、第（Ｎ）画素行の画素のトラ
ンジスタ１１ｅ（Ｎ）がオンし、駆動用トランジスタ１１ａ（Ｎ）のゲート（Ｇ）端子と
ドレイン（Ｄ）端子間がショートされ、駆動用トランジスタ１１ａ（Ｎ）がリセットされ
る。
【０５７５】
　第（Ｎ－１）Ｈ期間の次の第（Ｎ）期間では、第（Ｎ）画素行のゲート信号線１７ａ（
Ｎ）にオン電圧が印加されると、第（Ｎ＋１）画素行のゲート信号線１７ｅ（Ｎ＋１）に
もオン電圧が印加される。したがって、第（Ｎ）画素行の画素のトランジスタ１１ｂ（Ｎ
）がオンし、ソース信号線１８に印加されている電圧が駆動用トランジスタ１１ａ（Ｎ）
のゲート（Ｇ）端子に書き込まれる。同時に、第（Ｎ＋１）画素行の画素のトランジスタ
１１ｅ（Ｎ＋１）がオンし、駆動用トランジスタ１１ａ（Ｎ＋１）のゲート（Ｇ）端子と
ドレイン（Ｄ）端子間がショートされ、駆動用トランジスタ１１ａ（Ｎ＋１）がリセット
される。
【０５７６】
　以下同様に、第（Ｎ）Ｈ期間の次の第（Ｎ＋１）期間では、第（Ｎ＋１）画素行のゲー
ト信号線１７ａ（Ｎ＋１）にオン電圧が印加されると、第（Ｎ＋２）画素行のゲート信号
線１７ｅ（Ｎ＋２）にもオン電圧が印加される。したがって、第（Ｎ＋１）画素行の画素
のトランジスタ１１ｂ（Ｎ＋１）がオンし、ソース信号線１８に印加されている電圧が駆
動用トランジスタ１１ａ（Ｎ＋１）のゲート（Ｇ）端子に書き込まれる。同時に、第（Ｎ
＋２）画素行の画素のトランジスタ１１ｅ（Ｎ＋２）がオンし、駆動用トランジスタ１１
ａ（Ｎ＋２）のゲート（Ｇ）端子とドレイン（Ｄ）端子間がショートされ、駆動用トラン
ジスタ１１ａ（Ｎ＋２）がリセットされる。
【０５７７】
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　以上の本発明の前段ゲート制御方式では、１Ｈ期間、駆動用トランジスタ１１ａはリセ
ットされ、その後、電圧（電流）プログラムが実施される。
【０５７８】
　図３３の（ａ）も同様であるが、図４４の（ａ）のリセット状態と、図４４の（ｂ）の
電圧プログラム状態とを同期をとって行う場合は、図４４の（ａ）のリセット状態から、
図４４の（ｂ）の電流プログラム状態までの期間が固定値（一定値）となるから問題はな
い（固定値にされている）。この期間が短いと駆動用トランジスタ１１が完全にリセット
されない。また、あまりにも長いと駆動用トランジスタ１１ａが完全にオフ状態となり、
今度は電流をプログラムするのに長時間を要するようになる。また、画面１２の輝度も低
下する。
【０５７９】
　図４４の（ａ）を実施後、図４４の（ｂ）の状態にする。図４４の（ｂ）はトランジス
タ１１ｂをオンさせ、トランジスタ１１ｅ、トランジスタ１１ｄをオフさせた状態である
。図４４の（ｂ）の状態は、電圧プログラムを行っている状態である。つまり、ソースド
ライバ回路１４からプログラム電圧を出力し、このプログラム電圧を駆動用トランジスタ
１１ａのゲート（Ｇ）端子に書き込む（駆動用トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子の
電位をコンデンサ１９に設定する）。なお、電圧プログラム方式の場合は、電圧プログラ
ム時にトランジスタ１１ｄを必ずしもオフさせる必要はない。また、図１３、図１５など
のＮ倍パルス駆動などと組み合わせること、あるいは以上のような、間欠Ｎ／Ｋ倍パルス
駆動（１画面に点灯領域を複数設ける駆動方法である。この駆動方法は、トランジスタ１
１ｅをオンオフ動作させることにより容易に実現できる）を実施する必要がなければ、ト
ランジスタ１１ｅが必要でない。このことは以前に説明をしたので、説明を省略する。
【０５８０】
　図４３の構成あるいは図４４の駆動方法で白表示の電圧プログラムを行う場合は、各画
素の駆動用トランジスタの特性バラツキが発生していても、完全に黒表示状態のオフセッ
ト電圧（各駆動用トランジスタの特性に応じて設定された電流が流れる開始電圧）から電
圧プログラムを行う。したがって、目標の電流値にプログラムされる時間が階調に応じて
等しくなる。そのため、トランジスタ１１ａの特性バラツキによる階調誤差がなく、良好
な画像表示を実現できる。
【０５８１】
　図４４の（ｂ）の電流プログラミング後、図４４の（ｃ）に図示するように、トランジ
スタ１１ｂをオフし、トランジスタ１１ｄをオンさせて、駆動用トランジスタ１１ａから
のプログラム電流をＥＬ素子１５に流し、ＥＬ素子１５を発光させる。
【０５８２】
　以上のように、図４３の電圧プログラムにおける本発明のリセット駆動は、まず、ＨＤ
同期信号に同期して、最初にトランジスタ１１ｄをオンさせ、トランジスタ１１ｅをオフ
させて、トランジスタ１１ａに電流を流す第１の動作と、トランジスタ１１ａとＥＬ素子
１５間を切断し、かつ、駆動用トランジスタ１１ａのドレイン（Ｄ）端子とゲート（Ｇ）
端子（もしくはソース（Ｓ）端子とゲート（Ｇ）端子、さらに一般的に表現すれば駆動用
トランジスタのゲート（Ｇ）端子を含む２端子）間をショートする第２の動作と、前記動
作の後、駆動用トランジスタ１１ａに電圧プログラムを行う第３の動作を実施するもので
ある。
【０５８３】
　以上の実施例では、駆動用トランジスタ１１ａ（図１の画素構成の場合）からＥＬ素子
１５に流す電流を制御するのに、トランジスタ１１ｄをオンオフさせて行う。トランジス
タ１１ｄをオンオフさせるためには、ゲート信号線１７ｂを走査する必要があり、走査の
ためには、シフトレジスタ６１（ゲート回路１２）が必要となる。しかし、シフトレジス
タ６１は規模が大きく、ゲート信号線１７ｂの制御にシフトレジスタ６１を用いたのでは
狭額縁化できない。図４０で説明する方式は、この課題を解決するものである。
【０５８４】
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　なお、本発明は、主として図１などに図示する電流プログラムの画素構成を例示して説
明をするが、これに限定するものではなく、図３８などで説明した他の電流プログラム構
成（カレントミラーの画素構成）であっても適用できることはいうまでもない。
【０５８５】
　また、ブロックでオンオフする技術的概念は、図４１などの電圧プログラムの画素構成
であっても適用できることは言うまでもない。また、本発明は、ＥＬ素子１５に流れる電
流を間欠にする方式であるから、図５０などで説明する逆バイアス電圧を印加する方式と
も組み合わせることができることは言うまでもない。以上のように、本発明は他の実施例
と組み合わせて実施することができる。
【０５８６】
　図４０はブロック駆動方式の実施例である。まず、説明を容易にするため、ゲートドラ
イバ回路１２は基板７１に直接形成したか、もしくはシリコンチップのゲートドライバＩ
Ｃ１２を基板７１に積載したとして説明をする。また、ソースドライバ１４およびソース
信号線１８は図面が煩雑になるため省略する。
【０５８７】
　図４０において、ゲート信号線１７ａはゲートドライバ回路１２と接続されている。一
方、各画素のゲート信号線１７ｂは点灯制御線４０１と接続されている。図４０では４本
のゲート信号線１７ｂが１つの点灯制御線４０１と接続されている。
【０５８８】
　なお、４本のゲート信号線１７ｂでブロックするというのはこれに限定するものではな
く、それ以上であってもよいことは言うまでもない。一般的に表示領域５０は少なくとも
５以上に分割することが好ましい。さらに好ましくは、１０以上に分割することが好まし
い。さらには、２０以上に分割することが好ましい。分割数が少ないと、フリッカが見え
やすい。あまりにも分割数が多いと、点灯制御線４０１の本数が多くなり、制御線４０１
のレイアウトが困難になる。
【０５８９】
　したがって、ＱＣＩＦ表示パネルの場合は、垂直走査線の本数が２２０本であるから、
少なくとも、２２０／５＝４４本以上でブロック化する必要があり、好ましくは、２２０
／１０＝１１以上でブロック化する必要がある。ただし、奇数行と偶数行で２つのブロッ
ク化を行った場合は、低フレームレートでも比較的フリッカの発生が少ないため、２つの
ブロック化で十分の場合がある。
【０５９０】
　図４０の実施例では、点灯制御線４０１ａ、４０１ｂ、４０１ｃ、４０１ｄ……４０１
ｎと順次、オン電圧（Ｖｇｌ）を印加するか、もしくはオフ電圧（Ｖｇｈ）を印加し、ブ
ロックごとにＥＬ素子１５に流れる電流をオンオフさせる。
【０５９１】
　なお、図４０の実施例では、ゲート信号線１７ｂと点灯制御線４０１とがクロスするこ
とがない。したがって、ゲート信号線１７ｂと点灯制御線４０１とのショート欠陥は発生
しない。また、ゲート信号線１７ｂと点灯制御線４０１とが容量結合することがないため
、点灯制御線４０１からゲート信号線１７ｂ側を見た時の容量付加が極めて小さい。した
がって、点灯制御線４０１を駆動しやすい。
【０５９２】
　ゲートドライバ１２にはゲート信号線１７ａが接続されている。ゲート信号線１７ａに
オン電圧を印加することにより、画素行が選択され、選択された各画素のトランジスタ１
１ｂ、１１ｃはオンして、ソース信号線１８に印加された電流（電圧）を各画素のコンデ
ンサ１９にプログラムする。一方、ゲート信号線１７ｂは各画素のトランジスタ１１ｄの
ゲート（Ｇ）端子と接続されている。したがって、点灯制御線４０１にオン電圧（Ｖｇｌ
）が印加されたとき、駆動用トランジスタ１１ａとＥＬ素子１５との電流経路を形成し、
逆にオフ電圧（Ｖｇｈ）が印加された時は、ＥＬ素子１５のアノード端子をオープンにす
る。
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【０５９３】
　なお、点灯制御線４０１に印加するオンオフ電圧の制御タイミングと、ゲートドライバ
回路１２がゲート信号線１７ａに出力する画素行選択電圧（Ｖｇｌ）のタイミングは１水
平走査クロック（１Ｈ）に同期していることが好ましい。しかし、これに限定するもので
はない。
【０５９４】
　点灯制御線４０１に印加する信号は単に、ＥＬ素子１５への電流をオンオフさせるだけ
である。また、ソースドライバ１４が出力する画像データと同期がとれている必要もない
。点灯制御線４０１に印加する信号は、各画素１６のコンデンサ１９にプログラムされた
電流を制御するものだからである。したがって、必ずしも、画素行の選択信号と同期がと
れている必要はない。また、同期する場合であってもクロックは１Ｈ信号に限定されるも
のではなく、１／２Ｈでも、１／４Ｈであってもよい。
【０５９５】
　図３８に図示したカレントミラーの画素構成の場合であっても、ゲート信号線１７ｂを
点灯制御線４０１に接続することにより、トランジスタ１１ｅをオンオフ制御できる。し
たがって、ブロック駆動を実現できる。
【０５９６】
　なお、図３２において、ゲート信号線１７ａを点灯制御線４０１に接続し、リセットを
実施すれば、プロック駆動を実現できる。つまり、本発明のブロック駆動とは、１つの制
御線で、複数の画素行を同時に非点灯（あるいは黒表示）とする駆動方法である。
【０５９７】
　以上の実施例は、１画素行ごとに１本の選択画素行を配置（形成）する構成であった。
本発明は、これに限定するものではなく、複数の画素行で１本の選択ゲート信号線を配置
（形成）してもよい。
【０５９８】
　図４１はその実施例である。なお、説明を容易にするため、画素構成は図１の場合を主
として例示して説明をする。図４１では画素行の選択ゲート信号線１７ａは３つの画素（
１６Ｒ、１６Ｇ、１６Ｂ）を同時に選択する。Ｒの記号とは赤色の画素関連を意味し、Ｇ
の記号とは緑色の画素関連を意味し、Ｂの記号とは青色の画素関連を意味するものとする
。
【０５９９】
　したがって、ゲート信号線１７ａの選択により、画素１６Ｒ、画素１６Ｇおよび画素１
６Ｂが同時に選択されデータ書き込み状態となる。画素１６Ｒはソース信号線１８Ｒから
データをコンデンサ１９Ｒに書き込み、画素１６Ｇはソース信号線１８Ｇからデータをコ
ンデンサ１９Ｇに書き込む。画素１６Ｂはソース信号線１８Ｂからデータをコンデンサ１
９Ｂに書き込む。
【０６００】
　画素１６Ｒのトランジスタ１１ｄはゲート信号線１７ｂＲに接続されている。また、画
素１６Ｇのトランジスタ１１ｄはゲート信号線１７ｂＧに接続され、画素１６Ｂのトラン
ジスタ１１ｄはゲート信号線１７ｂＢに接続されている。したがって、画素１６ＲのＥＬ
素子１５Ｒ、画素１６ＧのＥＬ素子１５Ｇ、画素１６ＢのＥＬ素子１５Ｂは別個にオンオ
フ制御することができる。つまり、ＥＬ素子１５Ｒ、ＥＬ素子１５Ｇ、ＥＬ素子１５Ｂは
それぞれのゲート信号線１７ｂＲ、１７ｂＧ、１７ｂＢを制御することにより、点灯時間
、点灯周期を個別に制御可能である。
【０６０１】
　この動作を実現するためには、図６の構成において、ゲート信号線１７ａを走査するシ
フトレジスタ回路６１と、ゲート信号線１７ｂＲを走査するシフトレジスタ回路６１と、
ゲート信号線１７ｂＧを走査するシフトレジスタ回路６１と、ゲート信号線１７ｂＢを走
査するシフトレジスタ回路６１の４つを形成（配置）することが適切である。
【０６０２】
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　なお、ソース信号線１８に所定電流のＮ倍の電流を流し、ＥＬ素子１５に所定電流のＮ
倍の電流を１／Ｎの期間流すとしたが、実用上はこれを実現できない。実際にはゲート信
号線１７に印加した信号パルスがコンデンサ１９に突き抜け、コンデンサ１９に所望の電
圧値（電流値）を設定できないからである。一般的にコンデンサ１９には所望の電圧値（
電流値）よりも低い電圧値（電流値）が設定される。たとえば、１０倍の電流値を設定す
るように駆動しても、５倍程度の電流しかコンデンサ１９には設定されない。たとえば、
Ｎ＝１０としても実際にＥＬ素子１５に流れる電流はＮ＝５の場合と同一となる。したが
って、本発明はＮ倍の電流値を設定し、Ｎ倍に比例したあるいは対応する電流をＥＬ素子
１５に流れるように駆動する方法である。もしくは、所望値よりも大きい電流をＥＬ素子
１５にパルス状に印加する駆動方法である。
【０６０３】
　また、所望値より電流（そのまま、ＥＬ素子１５に連続して電流を流すと所望輝度より
も高くなるような電流）を駆動用トランジスタ１１ａ（図１を例示する場合）に電流（電
圧）プログラムを行い、ＥＬ素子１５に流れる電流を間欠にすることにより、所望のＥＬ
素子の発光輝度を得るものである。
【０６０４】
　なお、このコンデンサ１９への突き抜けによる補償回路は、ソースドライバ回路１４内
に導入する。この事項については後ほど説明をする。
【０６０５】
　また、図１などのスイッチングトランジスタ１１ｂ、１１ｃなどはＮチャンネルで形成
することが好ましい。コンデンサ１９への突き抜け電圧が低減するからである。また、コ
ンデンサ１９のオフリークも減少するから、１０Ｈｚ以下の低いフレームレートにも適用
できるようになる。
【０６０６】
　また、画素構成によっては、突き抜け電圧がＥＬ素子１５に流れる電流を増加させる方
向に作用する場合は、白ピーク電流が増加し、画像表示のコントラスト感が増加する。し
たがって、良好な画像表示を実現できる。
【０６０７】
　逆に、図１のスイッチングトランジスタ１１ｂ、１１ｃをＰチャンネルにすることのよ
り突き抜けを発生させて、より黒表示を良好にする方法も有効である。Ｐチャンネルトラ
ンジスタ１１ｂがオフするときにはＶｇｈ電圧となる。そのため、コンデンサ１９の端子
電圧がＶｄｄ側に少しシフトする。そのため、トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子電
圧は上昇し、より黒表示となる。また、第１階調表示とする電流値を大きくすることがで
きるから（階調１までに一定のベース電流を流すことができる）、電流プログラム方式で
書き込み電流不足を軽減できる。
【０６０８】
　その他、ゲート信号線１７ａとトランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子間に積極的にコ
ンデンサ１９ｂを形成し、突き抜け電圧を増加させる構成も有効である（図４２の（ａ）
を参照）。このコンデンサ１９ｂの容量は正規のコンデンサ１９ａの容量の１／５０以上
１／１０以下にすることが好ましい。さらには１／４０以上１／１５以下とすることが好
ましい。もしくはトランジスタ１１ｂのソース－ゲート（ソース－ドレイン（ＳＧ）もし
くはゲート－ドレイン（ＧＤ））容量の１倍以上１０倍以下にする。さらに好ましくは、
ＳＧ容量の２倍以上６倍以下にすることが好ましい。なお、コンデンサ１９ｂの形成位置
は、コンデンサ１９ａの一方の端子（トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子）とトラン
ジスタ１１ｄのソース（Ｓ）端子間に形成または配置してもよい。この場合も容量などは
先に説明した値と同様である。
【０６０９】
　突き抜け電圧発生用のコンデンサ１９ｂの容量（容量をＣｂ（ｐＦ）とする）は、電荷
保持用のコンデンサ１９ａの容量（容量とＣａ（ｐＦ）とする）と、トランジスタ１１ａ
の白ピーク電流時（画像表示で表示最大輝度の白ラスター時）のゲート（Ｇ）端子電圧Ｖ
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ｗを黒表示での電流を流す（基本的には電流は０である。つまり、画像表示で黒表示とし
ている時）時のゲート（Ｇ）端子電圧Ｖｂが関連する。これらの関係は、
　Ｃａ／（２００Ｃｂ）　≦　｜Ｖｗ－Ｖｂ｜　≦　Ｃａ／（８Ｃｂ）
　の条件を満足させることが好ましい。なお、｜Ｖｗ－Ｖｂ｜とは、駆動用トランジスタ
の白表示時の端子電圧と黒表示時の端子電圧との差の絶対値である（つまり、変化する電
圧幅）。
【０６１０】
　さらに好ましくは、
　Ｃａ／（１００Ｃｂ）　≦　｜Ｖｗ－Ｖｂ｜　≦　Ｃａ／（１０Ｃｂ）
　の条件を満足させることが好ましい。
【０６１１】
　トランジスタ１１ｂはＰチャンネルにし、このＰチャンネルは少なくともダブルゲート
以上にする。このましくは、トリプルゲート以上にする。さらに好ましくは、４ゲート以
上にする。そして、トランジスタ１１ｂのソース－ゲート（ＳＧもしくはゲート－ドレイ
ン（ＧＤ））容量（トランジスタがオンしているときの容量）の１倍以上１０倍以下のコ
ンデンサを並列に形成または配置することが好ましい。
【０６１２】
　なお、以上の事項は、図１の画素構成だけでなく、他の画素構成でも有効である。たと
えば、図４２の（ｂ）に図示するようにカレントミラーの画素構成において、突き抜けを
発生させるコンデンサをゲート信号線１７ａまたは１７ｂとトランジスタ１１ａのゲート
（Ｇ）端子間に配置または形成する。スイッチングトランジスタ１１ｃのＮチャンネルは
ダプルゲート以上とする。もしくはスイッチングトランジスタ１１ｃ、１１ｄをＰチャン
ネルとし、トリプルゲート以上とする。
【０６１３】
　４１の電圧プログラムの構成にあっては、ゲート信号線１７ｃと駆動用トランジスタ１
１ａのゲート（Ｇ）端子間に突き抜け電圧発生用のコンデンサ１９ｃを形成または配置す
る。また、スイッチングトランジスタ１１ｃはトリプルゲート以上とする。突き抜け電圧
発生用のコンデンサ１９ｃはトランジスタ１１ｃのドレイン（Ｄ）端子（コンデンサ１９
ｂ側）と、ゲート信号線１７ａ間に配置してもよい。また、突き抜け電圧発生用のコンデ
ンサ１９ｃはトランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子と、ゲート信号線１７ａ間に配置し
てもよい。また、突き抜け電圧発生用のコンデンサ１９ｃはトランジスタ１１ｃのドレイ
ン（Ｄ）端子（コンデンサ１９ｂ側）と、ゲート信号線１７ｃ間に配置してもよい。
【０６１４】
　また、電荷保持用のコンデンサ１９ａの容量をＣａとし、スイッチング用のトランジス
タ１１ｃまたは１１ｄ）のソース－ゲート容量Ｃｃ（突き抜け用のコンデンサがある場合
には、その容量を加えた値）とし、ゲート信号線に印加される高電圧信号（Ｖｇｈ）とし
、ゲート信号線に印加される低電圧信号（Ｖｇｌ）とした時、以下の条件を満足するよう
に構成することにより、良好な黒表示を実現できる。
【０６１５】
　０．０５（Ｖ）　≦　（Ｖｇｈ－Ｖｇｌ）×（Ｃｃ／Ｃａ）　≦　０．８（Ｖ）
　さらに好ましくは、以下の条件を満足させることが好ましい。
【０６１６】
　０．１（Ｖ）　≦　（Ｖｇｈ－Ｖｇｌ）×（Ｃｃ／Ｃａ）　≦　０．５（Ｖ）
　以上の事項は図４３などの画素構成にも有効である。図４３の電圧プログラムの画素構
成では、トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子とゲート信号線１７ａ間に突き抜け電圧
発生用のコンデンサ１９ｂを形成または配置する。
【０６１７】
　なお、突き抜け電圧を発生させるコンデンサ１９ｂは、トランジスタのソース配線とゲ
ート配線で形成する。ただし、トランジスタ１１のソース幅を広げて、ゲート信号線１７
と重ねて形成する構成であるから、実用上は明確にトランジスタと分離できない構成であ
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る場合がある。
【０６１８】
　また、スイッチングトランジスタ１１ｂ、１１ｃ（図１の構成の場合）を必要以上に大
きく形成することにより、見かけ上、突き抜け電圧用のコンデンサ１９ｂを構成する方式
も本発明の範疇である。スイッチングトランジスタ１１ｂ、１１ｃはチャンネル幅Ｗ／チ
ャンネル長Ｌ＝６／６μｍで形成することが多い。これをＷと大きくすることも突き抜け
電圧用のコンデンサ１９ｂを構成することになる。例えば、Ｗ：Ｌの比を２：１以上２０
：１以下にする構成が例示される。好ましくは、Ｗ：Ｌの比を３：１以上１０：１以下に
することがよい。
【０６１９】
　また、突き抜け電圧用のコンデンサ１９ｂは、画素が変調するＲ、Ｇ、Ｂで大きさ（容
量）を変化させることが好ましい。Ｒ、Ｇ、Ｂの各ＥＬ素子１５の駆動電流が異なるため
である。また、ＥＬ素子１５のカットオフ電圧が異なるためである。そのため、ＥＬ素子
１５の駆動用トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子にプログラムする電圧（電流）が異
なるからである。たとえば、Ｒの画素のコンデンサ１１ｂＲを０．０２ｐＦとした場合、
他の色（Ｇ、Ｂの画素）のコンデンサ１１ｂＧ、１１ｂＢを０．０２５ｐＦとする。また
、Ｒの画素のコンデンサ１１ｂＲを０．０２ｐＦとした場合、Ｇの画素のコンデンサ１１
ｂＧと０．０３ｐＦとし、Ｂの画素のコンデンサ１１ｂＢを０．０２５ｐＦとするなどで
ある。このように、Ｒ、Ｇ、Ｂの画素ごとにコンデンサ１１ｂの容量を変化させることの
よりオフセットの駆動電流をＲＧＢごとに調整することができる。したがって、各ＲＧＢ
の黒表示レベルを最適値にすることができる。
【０６２０】
　以上は、突き抜け電圧発生用のコンデンサ１９ｂの容量を変化させるとしたが、突き抜
け電圧は、保持用のコンデンサ１９ａと突き抜け電圧発生用のコンデンサ１９ｂとの容量
の相対的なものである。したがって、コンデンサ１９ｂをＲ、Ｇ、Ｂの画素で変化するこ
とに限定するものではない。つまり、保持用コンデンサ１９ａの容量を変化させてもよい
。たとえば、Ｒの画素のコンデンサ１１ａＲを１．０ｐＦとした場合、Ｇの画素のコンデ
ンサ１１ａＧと１．２ｐＦとし、Ｂの画素のコンデンサ１１ａＢを０．９ｐＦとするなど
である。この時、突き抜け用コンデンサ１９ｂの容量は、Ｒ、Ｇ、Ｂで共通の値とする。
したがって、本発明は、保持用のコンデンサ１９ａと突き抜け電圧発生用のコンデンサ１
９ｂとの容量比を、Ｒ、Ｇ、Ｂの画素のうち、少なくとも１つを他と異ならせたものであ
る。なお、保持用のコンデンサ１９ａの容量と突き抜け電圧発生用のコンデンサ１９ｂと
の容量との両方をＲ、Ｇ、Ｂ画素で変化させてもよい。
【０６２１】
　また、画面５０の左右で突き抜け電圧用のコンデンサ１９ｂの容量を変化させてもよい
。ゲートドライバ１２に近い位置にある画素１６は信号供給側に配置されているので、ゲ
ート信号の立ち上がりが速い（スルーレートが高いからである）ため、突き抜け電圧が大
きくなる。ゲート信号線１７端に配置（形成）されている画素は、信号波形が鈍っている
（ゲート信号線１７には容量があるためである）。ゲート信号の立ち上がりが遅い（スル
ーレートが遅い）ため、突き抜け電圧が小さくなるためである。したがって、ゲートドラ
イバ１２との接続側に近い画素１６の突き抜け電圧用コンデンサ１９ｂを小さくする。ま
た、ゲート信号線１７端はコンデンサ１９ｂを大きくする。たとえば、画面の左右でコン
デンサの容量は１０％程度変化させる。
【０６２２】
　発生する突き抜け電圧は、保持用コンデンサ１９ａと突き抜け電圧発生用のコンデンサ
１９ｂの容量比で決定される。したがって、画面の左右で突き抜け電圧発生用のコンデン
サ１９ｂの大きさを変化させるとしたが、これに限定するものではない。突き抜け電圧発
生用のコンデンサ１９ｂは画面の左右で一定にし、電荷保持用のコンデンサ１９ａの容量
を画面の左右で変化させてもよい。また、突き抜け電圧発生用のコンデンサ１９ｂと、電
荷保持用のコンデンサ１９ａ容量の両方を画面の左右で変化させてもよいことは言うまで
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もない。
【０６２３】
　本発明のＮ倍パルス駆動の課題にＥＬ素子１５に印加する電流が瞬時的ではあるが、従
来と比較してＮ倍大きいという問題がある。電流が大きいとＥＬ素子の寿命を低下させる
場合がある。この課題を解決するためには、ＥＬ素子１５に逆バイアス電圧Ｖｍを印加す
ることが有効である。
【０６２４】
　以上の実施例は、１フィールド（１フレーム）内でＲＧＢの画像データを書き換える駆
動方法であった。ＲＧＢデータの書き換えは、シーケンス的に行っても良い。シーケンス
的とは、１フレームと３フィールドとし、第１フィールドでＲの画像データを書き換え、
第２フィールドでＧの画像データを書き換え、第３フィールドでＢの画像データを書き換
える駆動方法である。この駆動をシーケンス駆動と呼ぶ。
【０６２５】
　なお、シーケンス駆動とＮ倍パルス駆動、リセット駆動などの本発明の他の駆動方法と
組み合わせてもよいことは言うまでもない。また、各駆動方法を組み合わせた駆動方法を
実施した表示パネル、前記表示パネルを用いた表示装置は本発明に包含される。
【０６２６】
　図７５はシーケンス駆動を実施するための表示パネルの説明図である。ソースドライバ
回路１４は接続端子９９６にＲ、Ｇ、Ｂデータを切り替えて出力する。したがって、ソー
スドライバ回路１４の出力端子数は図４８などの場合に比較して１／３の出力端子数です
む。
【０６２７】
　ソースドライバ回路１４から接続端子９９６に出力する信号は、出力切り替え回路７５
１のよりソース信号線１８Ｒ、１８Ｇ、１８Ｂに振り分けられる。出力切り替え回路７５
１はポリシリコン技術で基板７１に直接形成する。また、出力切り替え回路７５１はシリ
コンチップで形成し、ＣＯＧ技術で基板７１に実装してもよい。また、出力切り替え回路
７５１は切り替えスイッチ７５１をソースドライバ回路１４の回路として、ソースドライ
バ回路１４に内蔵させてもよい。
【０６２８】
　切り替えスイッチ７５２がＲ端子に接続されている時は、ソースドライバ回路１４から
の出力信号は、ソース信号線１８Ｒに印加される。切り替えスイッチ７５２がＧ端子に接
続されている時は、ソースドライバ回路１４からの出力信号は、ソース信号線１８Ｇに印
加される。切り替えスイッチ７５２がＢ端子に接続されている時は、ソースドライバ回路
１４からの出力信号は、ソース信号線１８Ｂに印加される。
【０６２９】
　なお、図７６の構成では、切り替えスイッチ７５２がＲ端子に接続されている時は、切
り替えスイッチのＧ端子およびＢ端子はオープンである。したがって、ソース信号線１８
Ｇおよび１８Ｂに入力される電流は０Ａである。したがって、ソース信号線１８Ｇおよび
１８Ｂに接続された画素１６は黒表示となる。
【０６３０】
　切り替えスイッチ７５２がＧ端子に接続されている時は、切り替えスイッチのＲ端子お
よびＢ端子はオープンである。したがって、ソース信号線１８Ｒおよび１８Ｂに入力され
る電流は０Ａである。したがって、ソース信号線１８Ｒおよび１８Ｂに接続された画素１
６は黒表示となる。
【０６３１】
　なお、図７６の構成では、切り替えスイッチ７５２がＢ端子に接続されている時は、切
り替えスイッチのＲ端子およびＧ端子はオープンである。したがって、ソース信号線１８
Ｒおよび１８Ｇに入力される電流は０Ａである。したがって、ソース信号線１８Ｒおよび
１８Ｇに接続された画素１６は黒表示となる。
【０６３２】
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　基本的には、１フレームが３フィールドで構成される場合、第１フィールドで、表示領
域５０の画素１６に順次Ｒ画像データが書き込まれる。第２フィールドでは、表示領域５
０の画素１６に順次Ｇ画像データが書き込まれる。また、第３フィールドでは、表示領域
５０の画素１６に順次Ｂ画像が書き込まれる。
【０６３３】
　以上のように、フィールドごとにＲデータ→Ｇデータ→Ｂデータ→Ｒデータ→・・・・
・　　が順次書き換えられシーケンス駆動が実現される。図１のようにスイッチングトラ
ンジスタ１１ｄをオンオフさせて、Ｎ倍パルス駆動を実現することなどは、図５、図１３
、図１６などで説明をした。これらの駆動方法をシーケンス駆動と組み合わせることがで
きることは言うまでもない。
【０６３４】
　また、先に説明した実施例では、Ｒ画素１６に画像データを書き込む時は、Ｇ画素およ
びＢ画素には黒データを書き込むとした。Ｇ画素１６に画像データを書き込む時は、Ｒ画
素およびＢ画素には黒データを書き込むとした。Ｂ画素１６に画像データを書き込む時は
、Ｒ画素およびＧ画素には黒データを書き込むとした。本発明はこれに限定するものでは
ない。
【０６３５】
　たとえば、Ｒ画素１６に画像データを書き込む時は、Ｇ画素およびＢ画素の画像データ
は前フィールドで書き換えられた画像データを保持するようにしてもよい。このように駆
動すれば画面５０輝度を明るくすることができる。Ｇ画素１６に画像データを書き込む時
は、Ｒ画素およびＢ画素の画像データは前フィールドで書き換えられた画像データを保持
するようにしする。Ｂ画素１６に画像データを書き込む時は、Ｇ画素およびＲ画素の画像
データは前フィールドで書き換えられた画像データを保持する。
【０６３６】
　以上のように、書き換えている色画素以外の画素の画像データを保持するには、ＲＧＢ
画素でゲート信号線１７ａを独立に制御できるようにすればよい。たとえば、図７５に図
示するように、ゲート信号線１７ａＲは、Ｒ画素のトランジスタ１１ｂ、トランジスタ１
１ｃのオンオフを制御する信号線とする。また、ゲート信号線１７ａＧは、Ｇ画素のトラ
ンジスタ１１ｂ、トランジスタ１１ｃのオンオフを制御する信号線とする。ゲート信号線
１７ａＢは、Ｂ画素のトランジスタ１１ｂ、トランジスタ１１ｃのオンオフを制御する信
号線とする。一方、ゲート信号線１７ｂはＲ画素、Ｇ画素、Ｂ画素のトランジスタ１１ｄ
を共通でオンオフさせる信号線とする。
【０６３７】
　以上のように構成すれば、ソースドライバ回路１４がＲの画像データを出力し、スイッ
チ７５２がＲ接点に切り替わっているときは、ゲート信号線１７ａＲにオン電圧を印加し
、ゲート信号線ａＧとゲート信号線ａＢとにオフ電圧を印加することができる。したがっ
て、Ｒの画像データをＲ画素１６に書き込み、Ｇ画素１６およびＢ画素１６は前にフィー
ルドの画像データを保持したままにできる。
【０６３８】
　第２フィールドでソースドライバ回路１４がＧの画像データを出力し、スイッチ７５２
がＧ接点に切り替わっているときは、ゲート信号線１７ａＧにオン電圧を印加し、ゲート
信号線ａＲとゲート信号線ａＢとにオフ電圧を印加することができる。したがって、Ｇの
画像データをＧ画素１６に書き込み、Ｒ画素１６およびＢ画素１６は前にフィールドの画
像データを保持したままにできる。
【０６３９】
　第３フィールドでソースドライバ回路１４がＢの画像データを出力し、スイッチ７５２
がＢ接点に切り替わっているときは、ゲート信号線１７ａＢにオン電圧を印加し、ゲート
信号線ａＲとゲート信号線ａＧとにオフ電圧を印加することができる。したがって、Ｂの
画像データをＢ画素１６に書き込み、Ｒ画素１６およびＧ画素１６は前にフィールドの画
像データを保持したままにできる。
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【０６４０】
　図７５の実施例では、ＲＧＢごとに画素１６のトランジスタ１１ｂをオンオフさせるゲ
ート信号線１７ａを形成あるは配置するとした。しかし、本発明はこれに限定されるもの
ではない。たとえば、図７６に図示するように、ＲＧＢの画素１６に共通のゲート信号線
１７ａを形成または配置する構成であってもよい。
【０６４１】
　図７５などの構成において、切り替えスイッチ７５２がＲのソース信号線を選択してい
るときは、Ｇのソース信号線とＢのソース信号線はオープンになるとして説明をした。し
かし、オープン状態は電気的にはフローティング状態であり、好ましいことではない。
【０６４２】
　図７６では、このフローティング状態をなくすために対策を行った構成である。出力切
り替え回路７５１のスイッチ７５２のａ端子はＶａａ電圧（黒表示となる電圧）に接続さ
れている。ｂ端子はソースドライバ回路１４の出力端子と接続されている。スイッチ７５
２はＲＧＢそれぞれに設けられている。
【０６４３】
　図７６の状態では、スイッチ７５２ＲはＶａａ端子に接続されている。したがって、ソ
ース信号線１８Ｒには、Ｖａａ電圧（黒電圧）が印加されている。スイッチ７５２ＧはＶ
ａａ端子に接続されている。したがって、ソース信号線１８Ｇには、Ｖａａ電圧（黒電圧
）が印加されている。スイッチ７５２Ｂはソースドライバ回路１４の出力端子に接続され
ている。したがって、ソース信号線１８Ｂには、Ｂの映像信号が印加されている。
【０６４４】
　以上の状態では、Ｂ画素の書き換え状態であり、Ｒ画素とＧ画素には黒表示電圧が印加
される。以上のようにスイッチ７５２を制御することにより、画素１６の画像は書き換え
られる。なお、ゲート信号線１７ｂの制御などに関しては以前説明した実施例と同様であ
るので説明を省略する。
【０６４５】
　以上の実施例では、第１フィールドでＲ画素１６を書き換え、第２フィールドでＧ画素
１６を書き換え、第３フィールドでＢ画素１６を書き換えるとした。つまり、１フィール
ドごとに書き換えられる画素の色が変化する。本発明はこれに限定されるものではない。
１水平走査期間（１Ｈ）ごとに書き換える画素の色を変化させてもよい。たとえば、１Ｈ
目にＲ画素を書き換え、２Ｈ番目にＧ画素を書き換え、３Ｈ番目にＢ画素を書き換え、４
Ｈ番目にＲ画素を書き換え、・・・・・・と駆動する方法である。もちろん、２Ｈ以上の
複数水平走査期間ごとに書き換える画素の色を変化させてもよいし、１／３フィールドご
とに書き換える画素の色を変化させてもよい。
【０６４６】
　図７７は１Ｈごとに書き換える画素の色を変化させた実施例である。なお、図７７から
図７９において、斜線でしめした画素１６は、画素を書き換えずに前フィールドの画像デ
ータを保持していること、もしくは、黒表示にされていることを示している。もちろん、
画素を黒表示したり、前フィールドのデータを保持したりと繰り返し実施してもよい。
【０６４７】
　なお、図７５から図７９の駆動方式において、図１３などのＮ倍パルス駆動やＭ行同時
駆動を実施してもよいことは言うまでもない。図７５から図７９などは画素１６の書き込
み状態を説明している。ＥＬ素子１５の点灯制御は説明しないが、以前あるいは以降に説
明する実施例を組み合わせることができることは言うまでもない。
【０６４８】
　また、１フレームは３フィールドで構成されることに限定されるものではない。２フィ
ールドでもよいし、４フィールド以上でもよい。１フレームが２フィールドで、ＲＧＢの
３原色の場合は、第１フィールドで、ＲとＧ画素を書き換え、第２フィールドでＢ画素を
書き換えるという実施例が例示される。また、１フレームが４フィールドで、ＲＧＢの３
原色の場合は、第１フィールドで、Ｒ画素を書き換え、第２フィールドでＧ画素を書き換
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え、第３フィールドと第４フィールドでＢ画素を書き換えるという実施例が例示される。
これらのシーケンスは、ＲＧＢのＥＬ素子１５の発光効率を考慮して検討することのより
効率よくホワイトバランスをとることができる。
【０６４９】
　以上の実施例では、第１フィールドでＲ画素１６を書き換え、第２フィールドでＧ画素
１６を書き換え、第３フィールドでＢ画素１６を書き換えるとした。つまり、１フィール
ドごとに書き換えられる画素の色が変化する。
【０６５０】
　図７７の実施例では、第１フィールドの１Ｈ目にＲ画素を書き換え、２Ｈ番目にＧ画素
を書き換え、３Ｈ番目にＢ画素を書き換え、４Ｈ番目にＲ画素を書き換え、・・・・・・
と駆動する方法である。もちろん、２Ｈ以上の複数水平走査期間ごとに書き換える画素の
色を変化させてもよいし、１／３フィールドごとに書き換える画素の色を変化させてもよ
い。
【０６５１】
　図７７の実施例では、第１フィールドの１Ｈ目にＲ画素を書き換え、２Ｈ番目にＧ画素
を書き換え、３Ｈ番目にＢ画素を書き換え、４Ｈ番目にＲ画素を書き換える。第２フィー
ルドの１Ｈ目にＧ画素を書き換え、２Ｈ番目にＢ画素を書き換え、３Ｈ番目にＲ画素を書
き換え、４Ｈ番目にＧ画素を書き換える。第３フィールドの１Ｈ目にＢ画素を書き換え、
２Ｈ番目にＲ画素を書き換え、３Ｈ番目にＧ画素を書き換え、４Ｈ番目にＢ画素を書き換
える。
【０６５２】
　以上のように、各フィールドでＲ、Ｇ、Ｂ画素を任意にあるいは所定の規則性を持って
書き換えることにより、Ｒ、Ｇ、Ｂのカラーセパレーションを防止することができる。ま
た、フリッカの発生も抑制できる。
【０６５３】
　図７８では、１Ｈごとに書き換えられる画素１６の色数は複数となっている。図７７で
は、第１フィールドにおいて、１Ｈ番目は書き換えられる画素１６はＲ画素であり、２Ｈ
番目は書き換えられる画素１６はＧ画素である。また、３Ｈ番目は書き換えられる画素１
６はＢ画素であり、４Ｈ番目は書き換えられる画素１６はＲ画素である。
【０６５４】
　図７８では、１Ｈごとに、書き換える画素の色位置を異ならせている。各フィールドで
Ｒ、Ｇ、Ｂ画素を異ならせ（所定の規則性を持っていてもよいことは言うまでもない）、
順次書き換えることにより、Ｒ、Ｇ、Ｂのカラーセパレーションを防止することができる
。また、フリッカの発生も抑制できる。
【０６５５】
　なお、図７８の実施例においても、各絵素（ＲＧＢ画素の組）では、ＲＧＢの点灯時間
あるいは発光強度を一致させる。このことは、図７６、図７７などの実施例においても同
然、実施することは言うまでもない。色ムラになるからである。
【０６５６】
　図７８のように、１Ｈごとに書き換える画素の色数（図７８の第１フィールドの１Ｈ番
目は、Ｒ、Ｇ、Ｂの３色が書き換えられている）を複数にするのは、図７５において、ソ
ースドライバ回路１４が各出力端子に任意（一定の規則性があってもよい）の色の映像信
号を出力できるように構成し、スイッチ７５２が接点Ｒ、Ｇ、Ｂを任意（一定の規則性が
あってもよい）に接続できるように構成すればよい。
【０６５７】
　図７９の実施例の表示パネルでは、ＲＧＢの３原色に加えて、Ｗ（白）の画素１６Ｗを
有している。画素１６Ｗを形成または配置することのより、色ピーク輝度を良好に実現で
きる。また、高輝度表示を実現できる。図７９の（ａ）は１画素行に、Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｗ画
素１６を形成した実施例である。図７９の（ｂ）は、１画素行ごとに、ＲＧＢＷの画素１
６を配置した構成である。
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【０６５８】
　図７９の駆動方法においても、図７７、図７８などの駆動方式を実施できることは言う
までもない。また、Ｎ倍パルス駆動や、Ｍ画素行同時駆動などを実施できることは言うま
でもない。これらの事項は、当業者であれば本明細書により容易に具現化できるので説明
を省略する。
【０６５９】
　なお、本発明は説明を容易にするため、本発明の表示パネルはＲＧＢの３原色を有する
として説明しているが、これに限定するものではない。ＲＧＢに加えて、シアン、イエロ
ー、マゼンダを加えても良いし、Ｒ、Ｇ、Ｂのいずれかの単色、Ｒ、Ｇ、Ｂのいずれかの
２色を用いた表示パネルであってもよい。
【０６６０】
　また、以上のシーケンス駆動方式では、フィールドごとにＲＧＢを操作するとしてが、
本発明はこれに限定されるものではないことは言うまでもない。また、図７５から図７９
の実施例は、画素１６に画像データを書き込む方法について説明したものである。図１な
どのトランジスタ１１ｄを操作し、ＥＬ素子１５に電流を流して画像を表示する方式を説
明したものではない（もちろん、関連している）。ＥＬ素子１５に流れる電流は、図１の
画素構成では、トランジスタ１１ｄを制御することにより行う。
【０６６１】
　また、図７７、図７８などの駆動方法では、トランジスタ１１ｄ（図１の場合）を制御
することにより、ＲＧＢ画像を順次表示することができる。たとえば、図８０の（ａ）は
１フレーム（１フィールド）期間にＲ表示領域５３Ｒ、Ｇ表示領域５３Ｇ、Ｂ表示領域５
３Ｂを画面の上から下方向（下方向から上方向でもよい）に走査する。ＲＧＢの表示領域
以外の領域は非表示領域５２とする。つまり、間欠駆動を実施する。
【０６６２】
　図８０の（ｂ）は１フィールド（１フレーム）期間にＲＧＢ表示領域５３を複数発生す
るように実施した実施例である。この駆動方法は、図１６の駆動方法と類似である。した
がって、説明を必要としないであろう。図８０の（ｂ）に表示領域５３を複数に分割する
ことにより、フリッカの発生はより低フレームレートでもなくなる。
【０６６３】
　図８１の（ａ）は、ＲＧＢの表示領域５３で表示領域５３の面積を異ならせたものであ
る（表示領域５３の面積は点灯期間に比例することは言うまでもない）。図８１の（ａ）
では、Ｒ表示領域５３ＲとＧ表示領域５３Ｇと面積を同一にしている。Ｇ表示領域５３Ｇ
よりＢ表示領域５３Ｂの面積を大きくしている。有機ＥＬ表示パネルでは、Ｂの発光効率
が悪い場合が多い、図８１の（ａ）のようにＢ表示領域５３Ｂを他の色の表示領域５３よ
りも大きくすることにより、効率よくホワイトバランスをとることができるようになる。
【０６６４】
　図８１の（ｂ）は、１フィールド（フレーム）期間で、Ｂ表示期間５３Ｂが複数（５３
Ｂ１、５３Ｂ２）となるようにした実施例である。図８１の（ａ）は１つのＢ表示領域５
３Ｂを変化させる方法であった。変化させることによりホワイトバランスを良好に調整で
きるようにする。図８１の（ｂ）は、同一面積のＢ表示領域５３Ｂを複数表示させること
により、ホワイトバランスを良好にする。
【０６６５】
　本発明の駆動方式は図８１の（ａ）と図８１の（ｂ）のいずれに限定するものではない
。Ｒ、Ｇ、Ｂの表示領域５３を発生し、また、間欠表示することにより、結果として動画
ボケを対策し、画素１６への書き込み不足を改善することを目的としている。なお、図１
６の駆動方法では、Ｒ、Ｇ、Ｂが独立の表示領域５３は発生しない。ＲＧＢが同時に表示
される（Ｗ表示領域５３が表示されると表現すべきである）。なお、図８１の（ａ）と図
８１の（ｂ）とは組み合わせてもよいことはいうまでもない。たとえば、図８１の（ａ）
のＲＧＢの表示面積５３を変化し、かつ図８１の（ｂ）のＲＧＢの表示領域５３を複数発
生させる駆動方法の実施である。
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【０６６６】
　なお、図８０から図８１の駆動方式は、図７５から図７９の本発明の駆動方式に限定さ
れるものではない。図４１のように、ＲＧＢごとにＥＬ素子１５（ＥＬ素子１５Ｒ、ＥＬ
素子１５Ｇ、ＥＬ素子１５Ｂ）に流れる電流を制御できる構成あれば、図８０、図８１の
駆動方式を容易に実施できることは言うでもないであろう。ゲート信号線１７ｂＲにオン
オフ電圧を印加することにより、Ｒ画素１６Ｒをオンオフ制御することができる。ゲート
信号線１７ｂＧにオンオフ電圧を印加することにより、Ｇ画素１６Ｇをオンオフ制御する
ことができる。
【０６６７】
　ゲート信号線１７ｂＢにオンオフ電圧を印加することにより、Ｂ画素１６Ｂをオンオフ
制御することができる。
【０６６８】
　また、以上の駆動を実現するためには、図８２に図示するように、ゲート信号線１７ｂ
Ｒを制御するゲートドライバ回路１２ｂＲ、ゲート信号線１７ｂＧを制御するゲートドラ
イバ回路１２ｂＧ、ゲート信号線１７ｂＢを制御するゲートドライバ回路１２ｂＢを形成
または配置すればよい。図８２のゲートドライバ１２ｂＲ、１２ｂＧ、１２ｂＢを図６な
どで説明した方法で駆動することにより、図８０、図８１の駆動方法を実現できる。もち
ろん、図８２の表示パネルの構成で、図１６の駆動方法なども実現できることは言うまで
もない。
【０６６９】
　また、図７５から図７８の構成で、画像データを書き換える画素１６以外の画素１６に
、黒画像データを書き換える方式であれば、ＥＬ素子１５Ｒを制御するゲート信号線１７
ｂＲ、ＥＬ素子１５Ｇを制御するゲート信号線１７ｂＧ、ＥＬ素子１５Ｂを制御するゲー
ト信号線ｂＢが分離されておらず、ＲＧＢ画素に共通のゲート信号線１７ｂであっても、
図８０、図８１の駆動方式を実現できることは言うまでもない。
【０６７０】
　ＥＬ素子１５において、電子は陰極（カソード）より電子輸送層に注入されると同時に
正孔も陽極（アノード）から正孔輸送層に注入される。注入された電子、正孔は印加電界
により対極に移動する。その際、有機層中にトラップされたり、発光層界面でのエネルギ
ー準位の差によりのようにキャリアが蓄積されたりする。
【０６７１】
　有機層中に空間電荷が蓄積されると分子が酸化もしくは還元され、生成されたラジカル
陰イオン分子もしくはラジカル陽イオン分子が不安定であることで、膜質の低下により輝
度の低下および定電流駆動時の駆動電圧の上昇を招くことが知られている。これを防ぐた
めに、一例としてデバイス構造を変化させ、逆方向電圧を印加している。
【０６７２】
　逆バイアス電圧が印加されると、逆方向電流が印加されるため、注入された電子及び正
孔がそれぞれ陰極及び陽極へ引き抜かれる。これにより、有機層中の空間電荷形成を解消
し、分子の電気化学的劣化を抑えることで寿命を長くすることが可能となる。
【０６７３】
　図４５は、逆バイアス電圧ＶｍとＥＬ素子１５の端子電圧の変化を示している。この端
子電圧とは、ＥＬ素子１５に定格電流を印加した時である。図４５はＥＬ素子１５に流す
電流が電流密度１００Ａ／平方メーターの場合であるが、図４５の傾向は、電流密度５０
～１００Ａ／平方メーターの場合とほとんど差がなかった。したがって、広い範囲の電流
密度で適用できると推定される。
【０６７４】
　縦軸は初期のＥＬ素子１５の端子電圧に対して、２５００時間後の端子電圧との比であ
る。たとえば、経過時間０時間において、電流密度１００Ａ／平方メーターの電流の印加
した時の端子電圧が８（Ｖ）とし、経過時間２５００時間において、電流密度１００Ａ／
平方メーターの電流の印加した時の端子電圧が１０（Ｖ）とすれば、端子電圧比は、１０
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／８＝１．２５である。
【０６７５】
　横軸は、逆バイアス電圧Ｖｍと１周期に逆バイアス電圧を印加した時間ｔ１の積に対す
る定格端子電圧Ｖ０の比である。たとえば、６０Ｈｚ（とくに６０Ｈｚに意味はないが）
で、逆バイアス電圧Ｖｍを印加した時間が１／２（半分）であれば、ｔ１＝０．５である
。また、経過時間０時間において、電流密度１００Ａ／平方メーターの電流の印加した時
の端子電圧（定格端子電圧）が８（Ｖ）とし、逆バイアス電圧Ｖｍを８（Ｖ）とすれば、
｜逆バイアス電圧×ｔ１｜／（定格端子電圧×ｔ２）＝｜－８（Ｖ）×０．５｜／（８（
Ｖ）×０．５）＝１．０となる。
【０６７６】
　図４５によれば、｜逆バイアス電圧×ｔ１｜／（定格端子電圧×ｔ２）が１．０以上で
端子電圧比の変化はなくなる（初期の定格端子電圧から変化しない）。逆バイアス電圧Ｖ
ｍの印加による効果がよく発揮されている。しかし、｜逆バイアス電圧×ｔ１｜／（定格
端子電圧×ｔ２）が１．７５以上で端子電圧比は増加する傾向にある。したがって、｜逆
バイアス電圧×ｔ１｜／（定格端子電圧×ｔ２）は１．０以上にするように逆バイアス電
圧Ｖｍの大きさおよび印加時間比ｔ１（もしくはｔ２、あるいはｔ１とｔ２との比率）を
決定するとよい。また、好ましくは、｜逆バイアス電圧×ｔ１｜／（定格端子電圧×ｔ２
）は１．７５以下になるように逆バイアス電圧Ｖｍの大きさおよび印加時間比ｔ１などを
決定するとよい。
【０６７７】
　ただし、バイアス駆動を行う場合は、逆バイアスＶｍと定格電流とを交互に印加する必
要がある。図４６のようにサンプルＡとＢとの単位時間あたりの平均輝度を等しくしよう
とすると、逆バイアス電圧を印加する場合は、印加しない場合に比較して瞬時的には高い
電流を流す必要がある。そのため、逆バイアス電圧Ｖｍを印加する場合（図４６のサンプ
ルＡ）のＥＬ素子１５の端子電圧も高くなる。
【０６７８】
　しかし、図４５では、逆バイアス電圧を印加する駆動方法でも、定格端子電圧Ｖ０とは
、平均輝度を満足する端子電圧（つまり、ＥＬ素子１５を点灯する端子電圧）とする（本
明細書の具体例によれば、電流密度２００Ａ／平方メーターの電流の印加した時の端子電
圧である。ただし、１／２デューティであるので、１周期の平均輝度は電流密度２００Ａ
／平方メーターでの輝度となる）。
【０６７９】
　以上の事項は、ＥＬ素子１５を、白ラスター表示（画面全体のＥＬ素子に最大電流を印
加している場合）を想定している。しかし、ＥＬ表示装置の映像表示を行う場合は、自然
画であり、階調表示を行う。したがって、たえず、ＥＬ素子１５の白ピーク電流（最大白
表示で流れる電流。本明細書の具体例では、平均電流密度１００Ａ／平方メーターの電流
）が流れているのではない。
【０６８０】
　一般的に、映像表示を行う場合は、各ＥＬ素子１５に印加される電流（流れる電流）は
、白ピーク電流（定格端子電圧時に流れる電流。本明細書の具体例によれば、電流密度１
００Ａ／平方メーターの電流）の約０．２倍である。
【０６８１】
　したがって、図４５の実施例では、映像表示を行う場合は横軸の値に０．２をかけるも
のとする必要がある。したがって、｜逆バイアス電圧×ｔ１｜／（定格端子電圧×ｔ２）
は０．２以上にするように逆バイアス電圧Ｖｍの大きさおよび印加時間比ｔ１（もしくは
ｔ２、あるいはｔ１とｔ２との比率など）を決定するとよい。また、好ましくは、｜逆バ
イアス電圧×ｔ１｜／（定格端子電圧×ｔ２）は１．７５×０．２＝０．３５以下になる
ように逆バイアス電圧Ｖｍの大きさおよび印加時間比ｔ１などを決定するとよい。
【０６８２】
　つまり、図４５の横軸（｜逆バイアス電圧×ｔ１｜／（定格端子電圧×ｔ２））におい



(96) JP 2009-53725 A 2009.3.12

10

20

30

40

50

て、１．０の値を０．２とする必要がある。したがって、表示パネルに映像を表示する（
この使用状態が通常であろう。白ラスターを常時表示することはないであろう）時は、｜
逆バイアス電圧×ｔ１｜／（定格端子電圧×ｔ２）が０．２よりも大きくなるように、逆
バイアス電圧Ｖｍを所定時間ｔ１印加するようにする。また、｜逆バイアス電圧×ｔ１｜
／（定格端子電圧×ｔ２）の値が大きくなっても、図４５で図示するように、端子電圧比
の増加は大きくない。したがって、上限値は白ラスター表示を実施することも考慮して、
｜逆バイアス電圧×ｔ１｜／（定格端子電圧×ｔ２）の値が１．７５以下を満足するよう
にすればよい。
【０６８３】
　以下、図面を参照しながら、本発明の逆バイアス方式について説明をする。なお、本発
明はＥＬ素子１５に電流が流れていない期間に逆バイアス電圧Ｖｍ（電流）を印加するこ
とを基本とする。しかし、これに限定するものではない。たとえば、ＥＬ素子１５に電流
が流れている状態で、強制的に逆バイアス電圧Ｖｍを印加してもよい。なお、この場合は
、結果としてＥＬ素子１５には電流が流れず、非点灯状態（黒表示状態）となるであろう
。また、本発明は、主として電流プログラムの画素構成で逆バイアス電圧Ｖｍを印加する
ことを中心として説明するがこれに限定するものではない。
【０６８４】
　逆バイアス駆動の画素構成では、図４７に図示するように、トランジスタ１１ｇをＮチ
ャンネルとする。もちろん、Ｐチャンネルでもよい。
【０６８５】
　図４７では、ゲート電位制御線４７３に印加する電圧を逆バイアス線４７１に印加して
いる電圧よりも高くすることにより、トランジスタ１１ｇ（Ｎ）がオンし、ＥＬ素子１５
のアノード電極に逆バイアス電圧Ｖｍが印加される。
【０６８６】
　また、図４７の画素構成などにおいて、ゲート電位制御線４７３を常時、電位固定して
動作させてもよい。たとえば、図４７においてＶｋ電圧が０（Ｖ）とする時、ゲート電位
制御線４７３の電位を０（Ｖ）以上（好ましくは２（Ｖ）以上）にする。なお、この電位
をＶｓｇとする。この状態で、逆バイアス線４７１の電位を逆バイアス電圧Ｖｍ（０（Ｖ
）以下、好ましくはＶｋより－５（Ｖ）以上小さい電圧）にすると、トランジスタ１１ｇ
（Ｎ）がオンし、ＥＬ素子１５のアノードに、逆バイアス電圧Ｖｍが印加される。逆バイ
アス線４７１の電圧をゲート電位制御線４７３の電圧（つまり、トランジスタ１１ｇのゲ
ート（Ｇ）端子電圧）よりも高くすると、トランジスタ１１ｇはオフ状態であるため、Ｅ
Ｌ素子１５には逆バイアス電圧Ｖｍは印加されない。もちろん、この状態の時に、逆バイ
アス線４７１をハイインピーダンス状態（オープン状態など）としてもよいことは言うま
でもない。
【０６８７】
　また、図４８に図示するように、逆バイアス線４７１を制御するゲートドライバ回路１
２ｃを別途形成または配置してもよい。ゲートドライバ回路１２ｃは、ゲートドライバ回
路１２ａと同様に順次シフト動作し、シフト動作に同期して、逆バイアス電圧を印加する
位置がシフトされる。
【０６８８】
　以上の駆動方法では、トランジスタ１１ｇのゲート（Ｇ）端子は電位固定し、逆バイア
ス線４７１の電位を変化させるだけで、ＥＬ素子１５に逆バイアス電圧Ｖｍを印加するこ
とができる。したがって、逆バイアス電圧Ｖｍの印加制御が容易である。また、トランジ
スタ１１ｇのゲート（Ｇ）端子とソース（Ｓ）端子間に印加される電圧を低減できる。こ
のことは、トランジスタ１１ｇがＰチャンネルの場合も同様である。
【０６８９】
　また、逆バイアス電圧Ｖｍの印加は、ＥＬ素子１５に電流を流していない時に行うもの
である。したがって、トランジスタ１１ｄがオンしていない時に、トランジスタ１１ｇを
オンさせることにより行えばよい。つまり、トランジスタ１１ｄのオンオフロジックの逆
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をゲート電位制御線４７３に印加すればよい。たとえば、図４７では、ゲート信号線１７
ｂにトランジスタ１１ｄおよびトランジスタ１１ｇのゲート（Ｇ）端子を接続すればよい
。トランジスタ１１ｄはＰチャンネルであり、トランジスタ１１ｇはＮチャンネルである
ため、オンオフ動作は反対となる。
【０６９０】
　図４９は逆バイアス駆動のタイミングチャートである。なお、チャート図において（１
）（２）などの添え字は、画素行を示している。説明を容易にするため、（１）とは、第
１画素行目と示し、（２）とは第２画素行目を示すとして説明をするが、これに限定する
ものではない。（１）がN画素行目を示し、（２）がN+1画素行目を示すと考えても良い。
以上のことは他の実施例でも、特例を除いて同様である。また、図４９などの実施例では
、図１などの画素構成を例示して説明をするがこれに限定されるものではない。たとえば
、図４１、図３８などの画素構成においても適用できるものである。
【０６９１】
　第１画素行目のゲート信号線１７ａ（１）にオン電圧（Ｖｇｌ）が印加されている時に
は、第１画素行目のゲート信号線１７ｂ（１）にはオフ電圧（Ｖｇｈ）が印加される。つ
まり、トランジスタ１１ｄはオフであり、ＥＬ素子１５には電流が流れていない。
【０６９２】
　逆バイアス線４７１（１）には、Ｖｓｌ電圧（トランジスタ１１ｇがオンする電圧）が
印加される。したがって、トランジスタ１１ｇがオンし、ＥＬ素子１５には逆バイアス電
圧が印加されている。逆バイアス電圧は、ゲート信号線１７ｂにオフ電圧（Ｖｇｈ）が印
加された後、所定期間（１Ｈの１／２００以上の期間、または、０．５μｓｅｃ）後に、
逆バイアス電圧が印加される。また、ゲート信号線１７ｂにオン電圧（Ｖｇｌ）が印加さ
れる所定期間（１Ｈの１／２００以上の期間、または、０．５μｓｅｃ）前に、逆バイア
ス電圧がオフされる。これは、トランジスタ１１ｄとトランジスタ１１ｇが同時にオンと
なることを回避するためである。
【０６９３】
　次の水平走査期間（１Ｈ）には、ゲート信号線１７ａにはオフ電圧（Ｖｇｈ）が印加さ
れ、第２画素行が選択される。つまり、ゲート信号線１７ｂ（２）にオン電圧が印加され
る。一方、ゲート信号線１７ｂにはオン電圧（Ｖｇｌ）が印加され、トランジスタ１１ｄ
がオンして、ＥＬ素子１５にトランジスタ１１ａから電流が流れＥＬ素子１５が発光する
。また、逆バイアス線４７１（１）にはオフ電圧（Ｖｓｈ）が印加されて、第１画素行（
１）のＥＬ素子１５には逆バイアス電圧が印加されないようになる。第２画素行の逆バイ
アス線４７１（２）にはＶｓｌ電圧（逆バイアス電圧）が印加される。
【０６９４】
　以上の動作を順次くりかえすことにより、１画面の画像が書き換えられる。以上の実施
例では、各画素にプログラムされている期間に、逆バイアス電圧を印加するという構成で
あった。しかし、図４８の回路構成はこれに限定されるものではない。複数の画素行に連
続して逆バイアス電圧を印加することもできることは明らかである。また、ブロック駆動
（図４０参照）や、Ｎ倍パルス駆動、リセット駆動、ダミー画素駆動とも組み合わせるこ
とができることは明らかである。
【０６９５】
　また、逆バイアス電圧の印加は、画像表示の途中に実施することに限定するものではな
い。ＥＬ表示装置の電源オフ後、一定の期間の間、逆バイアス電圧が印加されるように構
成してもよい。
【０６９６】
　以上の実施例は、図１の画素構成の場合であったが、他の構成においても、図３８、図
４１などの逆バイアス電圧を印加する構成に適用できることは言うまでもない。たとえば
、図５０は電流プログラム方式の画素構成である。
【０６９７】
　図５０は、カレントミラーの画素構成である。トランジスタ１１ｃは画素選択素子であ
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る。ゲート信号線１７ａ１にオン電圧を印加することにより、トランジスタ１１ｃがオン
する。トランジスタ１１ｄはリセット機能と、駆動用トランジスタ１１ａのドレイン（Ｄ
）－ゲート（Ｇ）端子間をショート（ＧＤショート）する機能を有するスイッチ素子であ
る。トランジスタ１１ｄはゲート信号線１７ａ２にオン電圧を印加することによりオンす
る。
【０６９８】
　トランジスタ１１ｄは、該当画素が選択する１Ｈ（１水平走査期間、つまり１画素行）
以上前にオンする。好ましくは３Ｈ前にはオンさせる。３Ｈ前とすれば、３Ｈ前にトラン
ジスタ１１ｄがオンし、トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子とドレイン（Ｄ）端子が
ショートされる。そのため、トランジスタ１１ａはオフする。したがって、トランジスタ
１１ｂには電流が流れなくなり、ＥＬ素子１５は非点灯となる。
【０６９９】
　ＥＬ素子１５が非点灯状態の時、トランジスタ１１ｇがオンし、ＥＬ素子１５に逆バイ
アス電圧が印加される。したがって、逆バイアス電圧は、トランジスタ１１ｄがオンされ
ている期間、印加されることになる。そのため、ロジック的にはトランジスタ１１ｄとト
ランジスタ１１ｇとは同時にオンすることになる。
【０７００】
　トランジスタ１１ｇのゲート（Ｇ）端子はＶｓｇ電圧が印加されて固定されている。逆
バイアス線４７１をＶｓｇ電圧より十分に小さな逆バイアス電圧を逆バイアス線４７１に
印加することによりトランジスタ１１ｇがオンする。
【０７０１】
　その後、前記該当画素に映像信号が印加（書き込まれる）される水平走査期間がくると
、ゲート信号線１７ａ１にオン電圧が印加され、トランジスタ１１ｃがオンする。したが
って、ソースドライバ回路１４からソース信号線１８に出力された映像信号電圧がコンデ
ンサ１９に印加される（トランジスタ１１ｄはオン状態が維持されている）。
【０７０２】
　トランジスタ１１ｄをオンさせると黒表示となる。１フィールド（１フレーム）期間に
占めるトランジスタ１１ｄのオン期間が長くなるほど、黒表示期間の割合が長くなる。し
たがって、黒表示期間が存在しても１フィールド（１フレーム）の平均輝度を所望値とす
るためには、表示期間の輝度を高くする必要がある。つまり、表示期間にＥＬ素子１５に
流す電流と大きくする必要がある。この動作は、本発明のＮ倍パルス駆動である。したが
って、Ｎ倍パルス駆動と、トランジスタ１１ｄをオンさせて黒表示とする駆動とを組み合
わせることが本発明の１つの特徴ある動作である。また、ＥＬ素子１５が非点灯状態で、
逆バイアス電圧をＥＬ素子１５に印加することが本発明の特徴ある構成（方式）である。
【０７０３】
　以上の実施例では、画像表示時において、画素が非点灯時に逆バイアス電圧を印加する
方式であったが、逆バイアス電圧を印加する構成はこれに限定するものではない。画像を
非表示に逆バイアス電圧を印加するのであれば、逆バイアス用のトランジスタ１１ｇを各
画素に形成する必要はない。非点灯時とは、表示パネルの使用を終了した後、あるいは使
用前に逆バイアス電圧を印加する構成である。
【０７０４】
　例えば、図１の画素構成において、画素１６を選択し（トランジスタ１１ｂ、トランジ
スタ１１ｃをオンさせる）、ソースドライバＩＣ（回路）１４から、ソースドライバＩＣ
が出力できる低い電圧Ｖ０（例えば、ＧＮＤ電圧）を出力して駆動用トランジスタ１１ａ
のドレイン端子（Ｄ）に印加する。この状態でトランジスタ１１ｄもオンさせればＥＬの
アノード端子にＶ０電圧が印加される。同時に、ＥＬ素子１５のカソードＶｋにＶ０電圧
に対し、－５～－１５（Ｖ）低い電圧Ｖｍ電圧を印加すればＥＬ素子１５に逆バイアス電
圧が印加される。また、Ｖｄｄ電圧もＶ０電圧より０～－５（Ｖ）低い電圧を印加するこ
とにより、トランジスタ１１ａもオフ状態となる。以上のようにソースドライバ回路１４
から電圧を出力し、ゲート信号線１７を制御することにより、逆バイアス電圧をＥＬ素子
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１５に印加することができる。
【０７０５】
　Ｎ倍パルス駆動は、１フィールド（１フレーム）期間内において、１度、黒表示をして
も再度、ＥＬ素子１５に所定の電流（プログラムされた電流（コンデンサ１９に保持され
ている電圧による））を流すことができる。しかし、図５０の構成では、一度、トランジ
スタ１１ｄがオンすると、コンデンサ１９の電荷は放電（減少を含む）されるため、ＥＬ
素子１５に所定の電流（プログラムされた電流を流すことができない。しかし、回路動作
が容易であるという特徴がある。
【０７０６】
　なお、以上の実施例は画素が電流プログラムの画素構成であったが、本発明はこれに限
定するものではなく、図３８、図５０のような他の電流方式の画素構成にも適用すること
ができる。また、図５１、図５４、図６２に図示するような電圧プログラムの画素構成で
も適用することができる。
【０７０７】
　図５１は電圧プログラム方式の画素構成である。トランジスタ１１ｂが選択スイッチン
グ素子であり、トランジスタ１１ａがＥＬ素子１５に電流を印加する駆動用トランジスタ
である。この構成で、ＥＬ素子１５のアノードに逆バイアス電圧印加用のトランジスタ（
スイッチング素子）１１ｇを配置（形成）している。
【０７０８】
　図５１の画素構成では、ＥＬ素子１５に流す電流は、ソース信号線１８に印加され、ト
ランジスタ１１ｂが選択されることにより、トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子に印
加される。
【０７０９】
　まず、図５１の構成を説明するために、基本動作について図５２を用いて説明をする。
図５１の画素構成は電圧オフセットキャンセラという構成であり、初期化動作、リセット
動作、プログラム動作、発光動作の４段階で動作する。
【０７１０】
　水平同期信号（ＨＤ）後、初期化動作が実施される。ゲート信号線１７ｂにオン電圧が
印加され、トランジスタ１１ｇがオンする。また、ゲート信号線１７ａにもオン電圧が印
加され、トランジスタ１１ｃがオンする。この時、ソース信号線１８にはＶｄｄ電圧が印
加される。したがって、コンデンサ１９ｂのａ端子にはＶｄｄ電圧が印加されることにな
る。この状態で、駆動用トランジスタ１１ａはオンし、ＥＬ素子１５に僅かな電流が流れ
る。この電流により駆動用トランジスタ１１ａのドレイン（Ｄ）端子は少なくともトラン
ジスタ１１ａの動作点よりも大きな絶対値の電圧値となる。
【０７１１】
　次にリセット動作が実施される。ゲート信号線１７ｂにオフ電圧が印加され、トランジ
スタ１１ｅがオフする。一方、ゲート信号線１７ｃにＴ１の期間、オン電圧が印加され、
トランジスタ１１ｂがオンする。このＴ１の期間がリセット期間である。また、ゲート信
号線１７ａには１Ｈの期間、継続してオン電圧が印加される。なお、Ｔ１は１Ｈ期間の２
０％以上９０％以下の期間とすることが好ましい。もしくは、２０μｓｅｃ以上１６０μ
ｓｅｃ以下の時間とすることが好ましい。また、コンデンサ１９ｂ（Ｃｂ）とコンデンサ
１９ａ（Ｃａ）の容量の比率は、Ｃｂ：Ｃａ＝６：１以上１：２以下とすることが好まし
い。
【０７１２】
　リセット期間では、トランジスタ１１ｂのオンにより、駆動用トランジスタ１１ａのゲ
ート（Ｇ）端子とドレイン（Ｄ）端子間がショートされる。したがって、トランジスタ１
１ａのゲート（Ｇ）端子電圧とドレイン（Ｄ）端子電圧が等しくなり、トランジスタ１１
ａはオフセット状態（リセット状態：電流が流れない状態）となる。このリセット状態と
はトランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子が、電流を流し始める開始電圧近傍になる状態
である。このリセット状態を維持するゲート電圧はコンデンサ１９ｂのｂ端子に保持され
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る。したがって、コンデンサ１９には、オフセット電圧（リセット電圧）が保持されてい
ることになる。
【０７１３】
　次のプログラム状態では、ゲート信号線１７ｃにオフ電圧が印加されトランジスタ１１
ｂがオフする。一方、ソース信号線１８には、Ｔｄの期間、ＤＡＴＡ電圧が印加される。
したがって、駆動用トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子には、ＤＡＴＡ電圧＋オフセ
ット電圧（リセット電圧）が加えられたものが印加される。そのため、駆動用トランジス
タ１１ａはプログラムされた電流を流せるようになる。
【０７１４】
　プログラム期間後、ゲート信号線１７ａにはオフ電圧が印加され、トランジスタ１１ｃ
はオフ状態となり、駆動用トランジスタ１１ａはソース信号線１８から切り離される。ま
た、ゲート信号線１７ｃにもオフ電圧が印加され、トランジスタ１１ｂがオフし、このオ
フ状態は１Ｆの期間保持される。一方、ゲート信号線１７ｂには、必要に応じてオン電圧
とオフ電圧とが周期的に印加される。つまり、図１３、図１５などのＮ倍パルス駆動など
と組み合わせること、インターレース駆動と組み合わせることによりさらに良好な画像表
示を実現できる。また、逆バイアス駆動と組み合わせることができる。以上のように本発
明の駆動方式は、図１などの電流駆動方式の画素構成に限定されるものではなく、電圧プ
ログラム方式の画素構成にも適用できる。
【０７１５】
　図５２の駆動方式では、リセット状態でコンデンサ１９には、トランジスタ１１ａの開
始電流電圧（オフセット電圧、リセット電圧）が保持される。そのため、このリセット電
圧がトランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子に印加されている時が、最も暗い黒表示状態
である。しかし、ソース信号線１８と画素１６とのカップリング、コンデンサ１９への突
き抜け電圧あるいはトランジスタの突き抜けにより、黒浮き（コントラスト低下）が発生
する。したがって、図５３で説明した駆動方法では、表示コントラストを高くすることが
できない。
【０７１６】
　逆バイアス電圧ＶｍをＥＬ素子１５に印加するためには、トランジスタ１１ａがオフさ
せる必要がある。トランジスタ１１ａをオフさせるためには、トランジスタ１１ａのＶｄ
ｄ端子とゲート（Ｇ）端子間をショートすればよい。この構成については、後に図５３を
用いて説明をする。
【０７１７】
　また、ソース信号線１８にＶｄｄ電圧またはトランジスタ１１ａをオフさせる電圧を印
加し、トランジスタ１１ｂをオンさせてトランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子に印加さ
せてもよい。この電圧によりトランジスタ１１ａがオフする（もしくは、ほとんど、電流
が流れないような状態にする（略オフ状態：トランジスタ１１ａが高インピーダンス状態
））。その後、トランジスタ１１ｇをオンさせて、ＥＬ素子１５に逆バイアス電圧を印加
する。この逆バイアス電圧Ｖｍの印加は、全画素同時に行ってもよい。つまり、ソース信
号線１８にトランジスタ１１ａを略オフする電圧を印加し、すべての（複数の）画素行の
トランジスタ１１ｂをオンさせる。したがって、トランジスタ１１ａがオフする。その後
、トランジスタ１１ｇをオンさせて、逆バイアス電圧をＥＬ素子１５に印加する。その後
、順次、各画素行に映像信号を印加し、表示装置に画像を表示する。
【０７１８】
　次に、図５１の画素構成におけるリセット駆動について説明をする。図５３はその実施
例である。図５３に示すように画素１６ａのトランジスタ１１ｃのゲート（Ｇ）端子に接
続されたゲート信号線１７ａは次段画素１６ｂのリセット用トランジスタ１１ｂのゲート
（Ｇ）端子にも接続されている。同様に、画素１６ｂのトランジスタ１１ｃのゲート（Ｇ
）端子に接続されたゲート信号線１７ａは次段画素１６ｃのリセット用トランジスタ１１
ｂのゲート（Ｇ）端子に接続されている。
【０７１９】
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　したがって、画素１６ａのトランジスタ１１ｃのゲート（Ｇ）端子に接続されたゲート
信号線１７ａにオン電圧を印加すると、画素１６ａが電圧プログラム状態となるとともに
、次段画素１６ｂのリセット用トランジスタ１１ｂがオンし、画素１６ｂの駆動用トラン
ジスタ１１ａがリセット状態となる。同様に、画素１６ｂのトランジスタ１１ｃのゲート
（Ｇ）端子に接続されたゲート信号線１７ａにオン電圧を印加すると、画素１６ｂが電流
プログラム状態となるとともに、次段画素１６ｃのリセット用トランジスタ１１ｂがオン
し、画素１６ｃの駆動用トランジスタ１１ａがリセット状態となる。したがって、容易に
前段ゲート制御方式によるリセット駆動を実現できる。また、各画素あたりのゲート信号
線の引き出し本数を減少させることができる。
【０７２０】
　さらに詳しく説明する。図５３の（ａ）のようにゲート信号線１７に電圧が印加されて
いるとする。つまり、画素１６ａのゲート信号線１７ａにオン電圧が印加され、他の画素
１６のゲート信号線１７ａにオフ電圧が印加されているとする。また、ゲート信号線１７
ｂは画素１６ａ、１６ｂにはオフ電圧が印加され、画素１６ｃ、１６ｄにはオン電圧が印
加されているとする。
【０７２１】
　この状態では、画素１６ａは電圧プログラム状態で非点灯、画素１６ｂはリセット状態
で非点灯、画素１６ｃはプログラム電流の保持状態で点灯、画素１６ｄはプログラム電流
の保持状態で点灯状態である。
【０７２２】
　１Ｈ後、制御用ゲートドライバ回路１２のシフトレジスタ回路６１内のデータが１ビッ
トシフトし、図５３の（ｂ）の状態となる。図５３の（ｂ）の状態は、画素１６ａはプロ
グラム電流保持状態で点灯、画素１６ｂは電流プログラム状態で非点灯、画素１６ｃはリ
セット状態で非点灯、画素１６ｄはプログラム保持状態で点灯状態である。
【０７２３】
　以上のことから、各画素は前段に印加されたゲート信号線１７ａの電圧により、次段の
画素の駆動用トランジスタ１１ａがリセットされ、次の水平走査期間に電圧プログラムが
順次行われることがわかる。
【０７２４】
　図４３に図示する電圧プログラムの画素構成でも前段ゲート制御を実現できる。図５４
は図４３の画素構成を前段ゲート制御方式の接続とした実施例である。
【０７２５】
　図５４に示すように画素１６ａのトランジスタ１１ｂのゲート（Ｇ）端子に接続された
ゲート信号線１７ａは次段画素１６ｂのリセット用トランジスタ１１ｅのゲート（Ｇ）端
子に接続されている。同様に、画素１６ｂのトランジスタ１１ｂのゲート（Ｇ）端子に接
続されたゲート信号線１７ａは次段画素１６ｃのリセット用トランジスタ１１ｅのゲート
（Ｇ）端子に接続されている。
【０７２６】
　したがって、画素１６ａのトランジスタ１１ｂのゲート（Ｇ）端子に接続されたゲート
信号線１７ａにオン電圧を印加すると、画素１６ａが電圧プログラム状態となるとともに
、次段画素１６ｂのリセット用トランジスタ１１ｅがオンし、画素１６ｂの駆動用トラン
ジスタ１１ａがリセット状態となる。同様に、画素１６ｂのトランジスタ１１ｂのゲート
（Ｇ）端子に接続されたゲート信号線１７ａにオン電圧を印加すると、画素１６ｂが電流
プログラム状態となるとともに、次段画素１６ｃのリセット用トランジスタ１１ｅがオン
し、画素１６ｃの駆動用トランジスタ１１ａがリセット状態となる。したがって、容易に
前段ゲート制御方式によるリセット駆動を実現できる。
【０７２７】
　さらに詳しく説明する。図５５の（ａ）のようにゲート信号線１７に電圧が印加されて
いるとする。つまり、画素１６ａのゲート信号線１７ａにオン電圧が印加され、他の画素
１６のゲート信号線１７ａにオフ電圧が印加されているとする。また、すべての逆バイア
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ス用トランジスタ１１ｇはオフ状態であるとする。
【０７２８】
　この状態では、画素１６ａは電圧プログラム状態、画素１６ｂはリセット状態、画素１
６ｃはプログラム電流の保持状態、画素１６ｄはプログラム電流の保持状態である。
【０７２９】
　１Ｈ後、制御用ゲートドライバ回路１２のシフトレジスタ回路６１内のデータが１ビッ
トシフトし、図５５の（ｂ）の状態となる。図５５の（ｂ）の状態は、画素１６ａはプロ
グラム電流保持状態、画素１６ｂは電流プログラム状態、画素１６ｃはリセット状態、画
素１６ｄはプログラム保持状態である。
【０７３０】
　以上のことから、各画素は前段に印加されたゲート信号線１７ａの電圧により、次段の
画素の駆動用トランジスタ１１ａがリセットされ、次の水平走査期間に電圧プログラムが
順次行われることがわかる。
【０７３１】
　電流駆動方式では、完全黒表示では、画素の駆動用トランジスタ１１にプログラムされ
る電流は０である。つまり、ソースドライバ回路１４からは電流が流れない。電流が流れ
なければ、ソース信号線１８に発生した寄生容量を充放電することができず、ソース信号
線１８の電位を変化させることができない。したがって、駆動用トランジスタのゲート電
位も変化しないことになり、１フレーム（フフィールド）（１Ｆ）前の電位がコンデンサ
１９に蓄積されたままとなる。たとえば、１フレーム前が白表示で、次のフレームが完全
黒表示であっても白表示が維持されることになる。この課題を解決するため、本発明では
、１水平走査期間（１Ｈ）の最初に黒レベルの電圧をソース信号線１８に書き込んでから
、ソース信号線１８にプログラムする電流を出力する。たとえが、映像データが黒レベル
に近い０階調目～７階調目の場合、１水平期間のはじめの一定期間だけ黒レベルに相当す
る電圧が書き込まれて、電流駆動の負担が減り、書き込み不足を補うことが可能となる。
なお、完全黒表示を０階調目とし、完全白表示を６３階調目とする（６４階調表示の場合
）。
【０７３２】
　なお、プリチャージを行う階調は、黒表示領域に限定すべきである。つまり、書き込み
画像データを判定し、黒領域階調（低輝度、つまり、電流駆動方式では、書き込み電流が
小さい（微小））を選択しプリチャージする（選択プリチャージ）。全階調データに対し
、プリチャージすると、今度は、白表示領域で、輝度の低下（目標輝度に到達しない）が
発生する。また、画像に縦筋が表示される。
【０７３３】
　好ましくは、階調データの階調０から１／８の領域の階調で、選択プリチャージを行う
（たとえば、６４階調の時は、０階調目から７階調目までの画像データの時、プリチャー
ジを行ってから、画像データを書き込む）。さらに、好ましくは、階調データの階調０か
ら１／１６の領域の階調で、選択プリチャージを行う（たとえば、６４階調の時は、０階
調目から３階調目までの画像データと時、プリチャージを行ってから、画像データを書き
込む）。
【０７３４】
　特に黒表示で、コントラストを高くするためには、階調０のみを検出してプリチャージ
する方式も有効である。極めて黒表示が良好になる。問題は、画面全体が階調１、２の場
合に画面が黒浮きして見えることである。したがって、階調データの階調０から１／８の
領域の階調と、一定の範囲で選択プリチャージを行う。
【０７３５】
　なお、プリチャージの電圧、階調範囲は、Ｒ、Ｇ、Ｂで異ならせることも有効である。
ＥＬ表示素子１５は、Ｒ、Ｇ、Ｂで発光開始電圧、発光輝度が異なっているからである。
たとえば、Ｒは、階調データの階調０から１／８の領域の階調で、選択プリチャージを行
う（たとえば、６４階調の時は、０階調目から７階調目までの画像データの時、プリチャ
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ージを行ってから、画像データを書き込む）。他の色（Ｇ、Ｂ）は、階調データの階調０
から１／１６の領域の階調で、選択プリチャージを行う（たとえば、６４階調の時は、０
階調目から３階調目までの画像データと時、プリチャージを行ってから、画像データを書
き込む）などの制御を行う。また、プリチャージ電圧も、Ｒは７（Ｖ）であれば、他の色
（Ｇ、Ｂ）は、７．５（Ｖ）の電圧をソース信号線１８に書き込むようにする。最適なプ
リチャージ電圧は、ＥＬ表示パネルの製造ロットで異なることが多い。したがって、プリ
チャージ電圧は、外部ボリウムなどで調整できるように構成しておくことが好ましい。こ
の調整回路も電子ボリウム回路を用いることにより容易に実現できる。
【０７３６】
　画素１６には電荷保持用のコンデンサ１９が形成されている。このコンデンサ１９に保
持された電荷が１フィールド（１フレーム）期間に１０％以上放電すると、黒表示状態を
維持できなくなる。画像表示状態は、トランジスタ１１のオフ特性が悪い画素が輝点（オ
フリーク輝点と呼ぶ）となる。したがって、特に図１などのトランジスタ１１ｂのオフ特
性は良好にする必要がある。
【０７３７】
　本発明はこの課題を解決するために、ゲート信号線１７ｂを操作し、オン状態のトラン
ジスタ１１ｄを短期間オフさせる。この駆動方法により、保持用のトランジスタ１１ｂの
オフ特性が悪くともオフリーク輝点の発生を抑制できる。また、保持用のトランジスタ１
１ｂのオフ期間を変化させることのよりオフリーク輝点の抑制効果を調整することができ
る。
【０７３８】
　図１１５の（ａ）に図示するように、オフリーク輝点はコンデンサ１９に保持された電
荷が、トランジスタ１１ｂを介してリークすることにより発生すると考えられる。トラン
ジスタ１１ｄがオン状態のとき、基本的には、Ａ点の電位は低くなるからである。したが
って、トランジスタ１１ｄのオン状態が長時間継続すると、コンデンサ１９の電荷はどん
どんと放電され、オフリーク輝点が発生する。図１６のように表示領域５３と非表示領域
５２が短期間で繰り返されるとき、図１３のように非表示領域５２の割合が高いときは、
オフリーク輝点は発生しない。しかし、図５のように表示領域５３が長時間継続するとオ
フリーク輝点が発生してしまう。
【０７３９】
　また、本発明の表示パネルの駆動方法は、画像データの内容によって、図５の状態、図
１３の状態、図１６の状態を切り替えて画像表示する。したがって、画像表示の内容によ
っては、図５の表示状態が継続する場合がありえる。この図５の状態が発生した場合に以
下に説明する駆動方法を実施すると効果がある。つまり、以下に説明する実施例は、常時
行う必要はない。トランジスタ１１ｄのオン状態が一定期間、継続する場合に実施すれば
よい。
【０７４０】
　トランジスタ１１ｄがオフすると、Ａ点の電位が少なくとも一度、高くなる。そのため
、図１１５の（ｂ）に図示するように、Ａ点からＢ点に向かって電流が流れ、コンデンサ
１９が再充電される。したがって、オフリーク輝点は発生しない。つまり、トランジスタ
１１ｄをオンオフさせることにより、コンデンサ１９の電荷が充電される。
【０７４１】
　なお、以上の説明は、現象に対して理論的に推定される考察である。したがって、理解
が間違っている可能性はある。しかし、実際のパネルにおいて、本発明の駆動方法を実施
することのよりオフリーク輝点の抑制に効果があることは事実である。
【０７４２】
　図１（図１１５）の画素構成は、駆動用トランジスタ１１ａとスイッチトランジスタ１
１ｄがＰチャンネルトランジスタである。したがって、トランジスタ１１ｄがオン状態の
とき、トランジスタ１１ｂがリークする。一方、トランジスタ１１ｄがオフするとＡ点の
電位が高くなり、電荷のリークを抑制し、または、再充電される。したがって、トランジ
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スタ１１ｄがＮチャンネルの時は、トランジスタ１１ｄがオフ状態で、コンデンサ１９の
電荷がリークし、トランジスタ１１ｄがオン状態で再充電される。なお、駆動用トランジ
スタがＮチャンネルの場合は、オフリーク輝点とならず、白表示でさらに輝度が高くなる
という現象になる。この場合も、本発明の実施により対策できることは言うまでもない。
【０７４３】
　ここで説明を容易にするため、ｄｕｔｙという概念を導入する。ＳＴＮ液晶表示パネル
でｄｕｔｙという言葉があるが、本発明ではこのｄｕｔｙと異なる。本発明のｄｕｔｙ１
／１とは、たえず、１フィールド（１フレーム）の期間、ＥＬ素子１５に電流が流れてい
る駆動状態を意味する。つまり、表示画面５０で非表示領域５２が０％の状態をいう。た
だし、実際の駆動状態では、電流（電圧）プログラムを行っている画素行は、非表示状態
にされるから、厳密には図１の構成では、ｄｕｔｙ１／１の状態は発生しない。ただし、
画素行数は表示パネルにおいて２００画素行以上形成されるため、非表示領域が１画素行
程度は誤差の範疇である。一方、ｄｕｔｙ０／１とは、１フィールド（１フレーム）の期
間、全くＥＬ素子１５に電流が流れない状態をいう。つまり、表示画面５０で非表示領域
５２が１００％の状態をいう。ＥＬ表示パネルの画素行が２２０本形成されている場合に
ついて説明をする。
【０７４４】
　ｄｕｔｙに関し、例をあげれば、ｄｕｔｙ２２０／２２０は約分してｄｕｔｙ１／１と
する。ｄｕｔｙ５５／２２０＝１／４であるから、ｄｕｔｙ１／４と呼ぶ。ｄｕｔｙ１／
４は３／４の領域が非表示領域５２である。したがって、Ｎ倍パルス駆動では、Ｎ＝４と
することにより、目標（所定）の表示輝度を得ることができる。ｄｕｔｙ１１０／２２０
＝１／２であるから、ｄｕｔｙ１／２と呼ぶ。ｄｕｔｙ１／２は、５０％が非表示領域５
２である。したがって、Ｎ倍パルス駆動ではＮ＝２とすることにより、所定の表示輝度を
得ることができる。
【０７４５】
　本発明の表示パネルでは、電流プログラムを行う画素行を選択するゲート信号線１７ａ
（図１の場合）であるとして説明をする。また、ゲート信号線１７ａを制御するゲートド
ライバ回路１２ａの出力をＷＲ側選択信号線と呼ぶ。ＥＬ素子１５を選択するゲート信号
線１７ｂ（図１の場合）であるとして説明をする。また、ゲート信号線１７ｂを制御する
ゲートドライバ回路１２ｂの出力をゲート信号線１７Ｂ（ＥＬ側選択信号線）と呼ぶ。
【０７４６】
　ゲートドライバ回路１２は、スタートパルスが入力され、入力されたスタートパルスが
保持データとして順次シフトレジスタ内をシフトする。ゲートドライバ回路１２ａのシフ
トレジスタ内の保持データにより、ＷＲ側選択信号線に出力される電圧がオン電圧（Ｖｇ
ｌ）かオフ電圧（Ｖｇｈ）かが決定される。さらに、ゲートドライバ回路１２ａの出力段
には、強制的に出力をオフにするＯＥＶ１回路（図示せず）が形成または配置されている
。ＯＥＶ１回路がＬレベルの時には、ゲートドライバ回路１２ａの出力であるＷＲ側選択
信号をそのままゲート信号線１７ａに出力する。以上の関係をロジック的に図示すれば、
図１１６の（ａ）の関係となる。なお、オン電圧をロジックレベルのＬ（０）とし、オフ
電圧をロジック電圧のＨ（１）としている。
【０７４７】
　つまり、ゲートドライバ回路１２ａがオフ電圧を出力している場合は、ゲート信号線１
７ａにオフ電圧が印加される。ゲートドライバ回路１２ａがオン電圧（ロジックではＬレ
ベル）を出力している場合は、ＯＲ回路でＯＥＶ１回路の出力とＯＲが取られてゲート信
号線１７ａに出力される。つまり、ＯＥＶ１回路は、Ｈレベルの時、ゲートドライバ信号
線１７ａに出力する電圧をオフ電圧（Ｖｇｈ）にする。
【０７４８】
　ゲートドライバ回路１２ｂのシフトレジスタ内の保持データにより、ゲート信号線１７
Ｂ（ＥＬ側選択信号線）に出力される電圧がオン電圧（Ｖｇｌ）かオフ電圧（Ｖｇｈ）か
が決定される。さらに、ゲートドライバ回路１２ｂの出力段には、強制的に出力をオフに
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するＯＥＶ２回路（図示せず）が形成または配置されている。ＯＥＶ２回路がＬレベルの
時には、ゲートドライバ回路１２ｂの出力をそのままゲート信号線１７ｂに出力する。以
上の関係をロジック的に図示すれば、図１１６の（ａ）の関係となる。なお、オン電圧を
ロジックレベルのＬ（０）とし、オフ電圧をロジック電圧のＨ（１）としている。
【０７４９】
　つまり、ゲートドライバ回路１２ｂがオフ電圧を出力している場合（ＥＬ側選択信号は
オフ電圧）は、ゲート信号線１７ｂにオフ電圧が印加される。ゲートドライバ回路１２ｂ
がオン電圧（ロジックではＬレベル）を出力している場合は、ＯＲ回路でＯＥＶ２回路の
出力とＯＲが取られてゲート信号線１７ｂに出力される。つまり、ＯＥＶ２回路は、入力
信号がＨレベルの時、ゲートドライバ信号線１７ｂに出力する電圧をオフ電圧（Ｖｇｈ）
にする。したがって、ＯＥＶ２回路のよりＥＬ側選択信号がオン電圧出力状態であっても
、強制的にゲート信号線１７ｂに出力される信号はオフ電圧（Ｖｇｈ）になる。なお、Ｏ
ＥＶ２回路の入力がＬであれば、ＥＬ側選択信号がスルーでゲート信号線１７ｂに出力さ
れる。
【０７５０】
　以下の実施例では、ＯＥＶ２回路を操作することにより、図１１５の状態を実施し、オ
フリーク輝点対策を行う。つまり、ゲート信号線１７Ｂ（ＥＬ側選択信号線）の出力にお
いて、オン電圧が継続する場合であっても、周期的にＯＥＶ２回路にＨレベルロジックを
入力し、トランジスタ１１ｄをオフさせる。この強制的なトランジスタ１１ｄのオフ動作
によりオフリーク輝点の発生を解決できる。
【０７５１】
　図１１６は本発明の駆動方法の実施例である。ＯＥＶ１回路はＬレベルであるから、ゲ
ートドライバ回路１２ａの出力に基づいて、１画素行ずつ画素行が選択され、電流（電圧
）プログラムが実施される。したがって、画素行を選択する信号は画素側選択信号と同一
である。ゲートドライバ回路１２ｂ（ＥＬ側選択信号線）の方は、図１１６に図示するよ
うに、ＯＥＶ２回路を操作し、１水平走査期間（１Ｈ）ごとにＯＥＶ２回路にＨロジック
を印加し、ゲート信号線１７Ｂ（ＥＬ側選択信号線）に強制的にオフ電圧を印加する。し
たがって、ゲートドライバ回路１２ｂが出力する信号が常時オン電圧（Ｖｇｌ）であって
も、ＯＥＶ２回路の信号のより、１Ｈごとに一定の期間オフ電圧がゲート信号線１７ｂに
出力される。ＯＥＶ２回路によるオフ電圧の印加によりコンデンサ１９の放電が抑制され
（図１１５を参照のこと）、オフリーク輝点を抑制できる。
【０７５２】
　図１１６はＯＥＶ１によるゲート信号線１７ａに出力される電圧変化と、ＯＥＶ２によ
るゲート信号線１７ｂに出力される電圧変化とを図示している。ゲート信号線１７ａはＯ
ＥＶ１が常時Ｌレベルであるので、ＷＲ側選択信号線の波形がそのままゲート信号線１７
ａの印加波形となる。ゲート信号線１７ｂはＯＥＶ２がＨレベルとＬレベルを変化するの
で、ゲート信号線１７Ｂ（ＥＬ側選択信号線）の出力とＯＥＶ２回路の出力とがＯＲされ
てゲート信号線１７ｂの印加波形となる。したがって、図１１６では、ＯＥＶ２回路にＨ
電圧印加された部分（Ａで示す）と、ＥＬ選択信号線のオフ部分（Ｂで示す）が加えた期
間（Ａ＋Ｂ）の間、ゲート信号線１７ｂには、オフ電圧が印加される。また、ＯＥＶ２回
路にＨ電圧印加された期間もゲート信号線１７ｂにオフ電圧が印加される。
【０７５３】
　なお、ＯＥＶ２回路の操作により、ＥＬ素子１５が点灯する期間を制御することができ
る。したがって、ＯＥＶ２回路の制御により表示パネルの画面５０の輝度を変更できる。
つまり、ＯＥＶ２回路により、オフリーク輝点を抑制できるとともに、画面輝度を制御で
きる効果がある。
【０７５４】
　図１１７は、従来の駆動方法ではｄｕｔｙ１／１駆動が該当する（ゲート信号線１７Ｂ
（ＥＬ側選択信号線）はたえず、オン電圧が印加されている状態である。ただし、図１の
画素構成では、ＷＲ側選択信号線にオン電圧が印加されている時は、ゲート信号線１７Ｂ
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（ＥＬ側選択信号線）にもオフ電圧を印加する必要がある。そのため、ゲート信号線１７
ａにオン電圧が印加されている時は、ゲート信号線１７ｂにはオフ電圧が印加される。
【０７５５】
　ｄｕｔｙ１／１駆動状態では、オフリーク輝点が発生する。トランジスタ１１ｂのチャ
ンネル間（ＳＤ間）電圧が大きく、トランジスタ１１ｂがリークするからである。図１１
７の図示するように、ＯＥＶ２を１Ｈに所定期間の間Ｈレベルにすることにより、ゲート
信号線１７ｂに印加される電圧はオフ電圧印加状態となる。そのため、トランジスタ１１
ｄがオンオフし、図１１５の状態が発生する。トランジスタ１１ｄがオフするとトランジ
スタ１１ｂのチャンネル間（ＳＤ間）電圧が小さくなる。また、図１１５の（ｂ）の状態
となる。したがって、トランジスタ１１ｂのリークが減少し、オフリーク輝点の発生はな
くなるか、もしくは大幅に改善する。
【０７５６】
　なお、図１１７は、１ＨごとにＯＥＶ２回路を操作するとしたが、これに限定するもの
ではない。たとえば、図１１８に図示するように、２Ｈ以上ごとにオンオフさせてもよい
ことは言うまでもない。もちろん、３Ｈ以上に、１回かつ所定期間の間、ＯＥＶ２回路を
制御してトランジスタ１１ｄをオンオフ動作させてもよい。２画素行に対応するゲート信
号線１７ｂにオン電圧を印加にし、２画素行ずつ選択する場合（図２４などを参照のこと
）も同様に、本発明の駆動方法を適用することができることはいうまでもない。
【０７５７】
　図１１９はゲート信号線１７ｂに印加される電圧がオン電圧またはオフ電圧が周期的に
印加される場合である。ゲート信号線１７ｂに印加される電圧はオン電圧印加状態が継続
せずに、オフ電圧とオン電圧が周期的に印加される。オン電圧とオフ電圧とをゲート信号
線１７ｂに印加する場合であっても、一定の期間以上、オン電圧印加状態が継続すると、
オフリーク輝点が発生する場合がある。この場合もＯＥＶ２回路の操作により、所定期間
ごとにゲート信号線１７ｂにオフ電圧が印加するように制御する。この制御により、トラ
ンジスタ１１ｄは周期的にオフ状態になる。そのため、トランジスタ１１ｂのリークが減
少し、オフリーク輝点の発生はなくなるか、もしくは大幅に改善する。
【０７５８】
　図１１７、図１１８などは、１Ｈの始まり期間あるいは１Ｈの終わり期間にＯＥＶ２を
Ｈレベルにしてゲート信号線１７ｂに周期的にオフ電圧を印加するとした。しかし、本発
明はこれに限定するものではない。たとえば、図１２０に図示するように、１Ｈの中央部
でゲート信号線１７ｂにオフ電圧を印加するように制御してもよい。
【０７５９】
　以上のようにゲート信号線１７ｂにオフ電圧を印加することにより、オフリーク輝点を
抑制することができる。しかし、ゲート信号線１７ｂに印加するオフ電圧時間が短すぎる
と、オフリーク輝点を抑制する効果はない。図１２１は、ゲート信号線１７ｂにオフ電圧
を印加する時間とオン電圧を印加する時間が、オフリーク輝点の抑制にどのような状態で
効果あるかを説明したものである。
【０７６０】
　黒表示でオフリーク輝点が発生する。オフリーク輝点が発生すると、黒照度（表示パネ
ルの表示画面を照度計で測定した照度）が上昇する（黒浮き）。図１２１の（ａ）は、あ
るゲート信号線１７ｂに印加される電圧波形である。オフ電圧に印加時間をＣとし、印加
されるオフ電圧の周期をＣとする。なお、周期Ｃは、１Ｈ期間を想定しているがこれに限
定されるものではない。
【０７６１】
　図１２１において、Ｃ／Ｓが０．０２以下では黒照度が高い（オフリーク輝点が多発し
ている）が、Ｃ／Ｓが０．０２に近づくにつれ黒照度が０になる（オフリーク輝点が発生
していない）。１Ｈ＝Ｓ＝１００μｓｅｃとすると、Ｃ／Ｓ＝０．０２は２μｓｅｃであ
る。しがたって、１Ｈ＝１００μｓｅｃでは、ｄｕｔｙ１／１であっても、約２％の期間
、ゲート信号線１７ｂにオフ電圧を印加することにより、オフリーク輝点の発生を完全に
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対策することできる。
【０７６２】
　図１２２において、ゲート信号線１７ｂ（Ａ）は、本発明の駆動方法を実施していない
場合の信号波形である。ゲート信号線１７ｂ（Ｂ）はＯＥＶ２回路の操作により、オンオ
フ動作させた本発明の駆動方法による信号波形である。
【０７６３】
　以上の実施例では、ＯＥＶ２回路の制御はｄｕｔｙによらず、１フィールド（１フレー
ム）期間全般に操作するとしている。しかし、本発明はこれに限定するものではない。画
像データにより、ｄｕｔｙが１／１の時にのみ、ＯＥＶ２回路制御を実施してもよい。ま
た、ｄｕｔｙ１／１などの状態が一定期間の間、継続する場合にＯＥＶ２回路制御を実施
してもよい。
【０７６４】
　検討結果によれば、ＯＥＶ２回路の操作は、ｄｕｔｙは１／１以下１／２以上の場合に
行うことが好ましく、さらに好ましくは、ｄｕｔｙは１／１以下３／４以上の場合に行う
ことが好ましい。また、ｄｕｔｙは１／１以下１／２以上が１０フレーム（フィールド）
の期間継続する場合に、ＯＥＶ２回路制御を実施することが好ましい。
【０７６５】
　また、ＯＥＶ２の操作により、画面輝度を調整することができる。ＯＥＶ２をＨレベル
にする期間を長くすると、画面輝度が低下する。ＯＥＶ２をＨレベルにする期間を短くす
れば、画面輝度が高くなる。このようにＯＥＶ２の操作により画面輝度を調整（変更）す
る駆動方法も本発明の駆動方法の大きな特徴である。
【０７６６】
　なお、以上の実施例では、ゲート信号線１７ｂにオフ電圧を印加することにより、オフ
リーク輝点の発生を抑制するとした。しかし、これは、画素構成が図１のようにＰチャン
ネルトランジスタで構成されている場合である。画素がＮチャンネルトランジスタで構成
されている場合は、ゲート信号線１７ｂにオン電圧を印加する。以上のように、本発明は
、ゲート信号線１７ｂにオンオフ電圧を印加することによりオフリーク輝点を抑制するも
のではなく、図１１５に図示するように、コンデンサ１９の印加電圧（Ｂ点）よりもＡ点
の印加電圧が高くなる期間を設けることにより、オフリーク輝点を抑制するものである。
また、保持用のトランジスタ１１ｂのチャンネル間電圧（ＳＤ電圧）が小さくなる期間を
設けることにより、オフリークを軽減するものである。
【０７６７】
　図１１６から図１２２は、ＯＥＶ２の操作し、周期的にゲート信号線１７ｂにオフ電圧
を印加することにより、オフリーク輝点の発生を抑制するものであった。しかし、本発明
の駆動方法はこれに限定するものではない。ＯＥＶ２回路を操作することなく、ゲートド
ライバ回路１２ｂの動作により、ゲート信号線１７ｂに所定周期でオフ電圧を印加しても
よい。図１２３はその実施例である。
【０７６８】
　図１２３では、所定周期で１画素行の非表示領域５２を発生させ、前記非表示領域５２
を走査している。非表示領域５２を発生させることは、図１の画素構成において、ゲート
信号線１７もちろん、非表示領域５２が１画素行に限定されるものではなく、複数画素行
であってもよい。
【０７６９】
　図１２３では、非表示領域５２は、図１２３の（ａ）→図１２３の（ｂ）→図１２３の
（ｃ）と移動する。１フィールド（１フレーム）での、非表示領域５２の繰り返し回数は
、図１２４に図示するように、４回以上とすることが好ましい。
【０７７０】
　なお、図１２３、図１２４の実施例において、ゲート信号線１７ｂに印加するオフ電圧
印加期間は、１Ｈに限定されるものではない。たとえば、図１２５のＥ期間と図示するよ
うに、１Ｈ以下の期間であってもよい。
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【０７７１】
　以上の実施例は、ＯＥＶ２回路の操作などにより、ゲート信号線１７ｂ（図１ではゲー
ト信号線１７ｂ）に少なくとも所定周期期間オン電圧印加状態が継続するときに、所定期
間の間オフ電圧を印加してオフリーク輝点の発生を防止するものであった。
【０７７２】
　画素１６の設計でオフリーク輝点の発生を対策する場合には、トランジスタ１１ｂのオ
フ特性を良好にすればよい。たとえば、図１５０に図示するように、トランジスタ１１ｂ
を複数のトランジスタを直列に配置することにより対応する。検討結果によれば、トラン
ジスタ１１ｂは、３個以上のトランジスタを直列に形成あるいは配置することが好ましい
。さらに好ましくは、図１５０に図示するように５個以上のトランジスタを直列に形成ま
たは配置することが好ましい。
【０７７３】
　なお、図１１５から図１２６の実施例は、図１の画素構成を例示して説明したがこれに
限定するものではない。図１１５などで説明する駆動方法は、コンデンサ１９が保持する
電荷のリークを防止することになる。したがって、図１のようにコンデンサ１９と保持用
のトランジスタ１１ｂを有する画素構成であえば適用できる。
【０７７４】
　たとえば、図３８の画素構成であっても、コンデンサ１９と保持用のトランジスタ１１
ｄを有している。したがって、図３８の画素構成にあっても、トランジスタ１１ｅを制御
することにより本発明の駆動方法による効果を得ることができる。同様に、図４３の画素
構成でも、コンデンサ１９と保持用のトランジスタ１１ｅを有している。したがって、ト
ランジスタ１１ｄを操作することにより、本発明の効果を得ることができる。
【０７７５】
　図５１の画素構成でも、コンデンサ１９ａと保持用のトランジスタ１１ｂを有している
。したがって、トランジスタ１１ｅを操作することにより、本発明の効果を得ることがで
きる。図５０などについても同様である。さらには、図６３の画素構成でも同様である。
図６３の画素構成でも、コンデンサ１９と保持用のトランジスタ１１ｂを有している。し
たがって、スイッチ６３１を切り替え、ＥＬ素子１５を解して、トランジスタ素子１１ｂ
に影響を与えることにより、結果として保持効果を高めることができる。したがって、本
発明の効果を得ることができる。
【０７７６】
　図１、図３８などの画素構成では、ゲート信号線１２ａの振幅により、コンデンサ１９
の電荷が変化し、所定の階調を実現できないという課題がある。理解を容易にするため、
図１の画素構成を例示して説明をする。図１３８は図１の画素構成で従来の電流プログラ
ム方式を実施した場合の画素１６の電位の変化を図示している。
【０７７７】
　図１３８において、ゲート信号線１７ａ（１）は画素（１）のゲート信号線１７ａの電
圧波形を示している。ゲート信号線１７ａ（２）は画素（１）の次の画素（２）のゲート
信号線１７ａの電圧波形を示している。ゲート信号線１７ａ（３）は画素（２）の次の画
素（３）のゲート信号線１７ａの電圧波形を示している。ソース信号線１８の欄はソース
信号線に印加されている電圧（電流）波形を示している。画素電位は、画素（２）のコン
デンサ電位（駆動トランジスタ１１ａのゲート端子Ｇの電圧波形を図示しいている。ゲー
ト信号線１７ａは（１）→（２）→（３）→（４）→（５）→・・・・・（１）→（２）
→・・・・・・と順次走査される。
【０７７８】
　図１の画素構成（図１の画素構成に特定されるものではない）では、トランジスタ１１
ｂのゲートＧ－ソースＳ端子間に寄生容量１３８１が発生する。ゲート信号線１７ａがＶ
ｇｈ（オフ電圧）からＶｇｌ（オン電圧）に変化、あるいはゲート信号線１７ａがＶｇｌ
からＶｇｈに変化すると、この電圧変化は寄生容量１３８１を介して駆動トランジスタ１
１ａのゲートＧ端子（コンデンサ１９端子）に伝達される。駆動トランジスタ１１ａのゲ
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ート端子の電位変化は、駆動トランジスタ１１ａにプログラムされた電流値（電圧値）を
所定値からずらせることになる。所定値からのずれ量は、寄生容量１３８１の容量をコン
デンサ１９の容量比で決定される。所定値からのずれ量は、寄生容量１３８１の容量が小
さいほど小さく、また、コンデンサ１９の容量が大きいほど小さい。
【０７７９】
　着目すべき点は、変化点ＡとＢにおける画素電位の変化である。Ａでは、ゲート信号線
１７ａ（２）がＶｇｈからＶｇｌに変化する。Ｂでは、ゲート信号線１７ａ（２）がＶｇ
ｌからＶｇｈに変化する（図１３８の画素電位を参照のこと）。
【０７８０】
　Ａ点ではゲート信号線１７ａの電位変化（Ｖｇｈ（オフ電圧）からＶｇｌ（オン電圧）
に変化し、駆動用トランジスタ１１ａのゲート端子Ｇ電位が低下する。しかし、トランジ
スタ１１ｂ、１１ｃがオン状態であるから、ソース信号線１８の電位（電流）を画素１６
に書きこみ、コンデンサ１９が充電（放電）される。コンデンサ１９の充電（放電）によ
り、駆動トランジスタ１１ａが所定電流を流すようにプログラムされる（画素電位はＶｂ
電圧となる）。プログラムは１Ｈ期間以内で完了するように画素設計がされているため、
Ｃ点では駆動トランジスタ１１ａが所定電流を流すようになる。
【０７８１】
　Ｂ点ではゲート信号線１７ａの電位変化（Ｖｇｌ（オン電圧）からＶｇｈ（オフ電圧）
に変化する。この電圧変化により、駆動用トランジスタ１１ａのゲート端子Ｇ電位が上昇
する（画素電位はＶｃ電圧となる）。ゲート信号線１７ａの電位がＶｇｈ（オフ電圧）に
変化するとトランジスタ１１ｂおよびトランジスタ１１ｃがオフするため、コンデンサ１
９端子はソース信号線１８と切り離されＶｃ電圧が保持される。
【０７８２】
　したがって、プログラムしたい電流を流す画素電位はＶｂ電圧であるが、実際に保持さ
れる画素電位はＶｃ電圧である。そのため、プログラム電流は目的の電流と異なった値が
ＥＬ素子１５に流れることになる。
【０７８３】
　この課題を解決する駆動方法を図１３９で説明をする。しかし、図１３８の駆動方法は
かならずしも課題ではない。まず、その理由を記載する。
【０７８４】
　駆動用トランジスタ１１ａは、ゲート信号線１７ａの電位変化（Ｖｇｌ（オン電圧）か
らＶｇｈ（オフ電圧）に変化し、この状態が１フレーム（フィールド）期間保持される。
ゲート信号線１７ａがＶｇｌ（オン電圧）からＶｇｈ（オフ電圧）に変化は、駆動用トラ
ンジスタ１１ａの電位をアノード電圧Ｖｄｄ側にシフトすることになる。
【０７８５】
　アノード電圧Ｖｄｄのシフトは、駆動トランジスタ１１ａはＰチャンネルであるから、
電流を流さない方向である。電流プログラム方式では、本明細書でも記載したように黒表
示時でのプログラム電流が小さいという課題がある。この課題に対処するため、本発明で
はＮ倍パルス駆動などを実施する。しかし、図１３８では、最終的に画素電位は黒電位側
にシフトして保持されるため、良好な黒表示を実現できる。
【０７８６】
　このような効果を発揮できるのは、本発明は、画素の駆動トランジスタ１１ａをＰチャ
ンネルで構成している点、アノード電圧がカソード電圧よりも高い電圧構成である点、Ｗ
Ｒ側選択信号線（ゲート信号線１７ａ）が低電圧（Ｖｇｌ）でソース信号線１８に印加さ
れた電流を画素１６の駆動用トランジスタ１１ａに流すように構成されており、かつＷＲ
側選択信号線（ゲート信号線１７ａ）が高電圧（Ｖｇｈ）でソース信号線１８から画素１
６を切り離すように構成されている点の相乗効果である。つまり、トランジスタ１１ｂ、
トランジスタ１１ｃ（図１を参照）をＰチャンネルで構成されることが重要である。また
、図１１１などで説明したように、ゲートドライバ回路１２をＰチャンネルで構成するこ
とにより、さらに相乗効果を発揮できる。
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【０７８７】
　また、プログラム電流が良好に行われるようにＥＬ素子１５への経路を切断するトラン
ジスタ１１ｄがＰチャンネルで構成されている点も重要である。さらに、Ｎ倍パルス駆動
などの実施により、スイッチトランジスタ１１ｄのゲート端子Ｇが高電圧（Ｖｇｈ）に保
持される期間があり、またその期間が一定の期間（少なくとも２Ｈ以上）あることにより
、駆動用トランジスタ１１ａのドレインＤ端子が、比較的高電圧に保持される点も相乗効
果がある。トランジスタ１１ｂのリークの発生を抑制できるからである。以上のように、
図１などの構成と図１３８の方式などの組み合わせは本発明の特徴ある構成である。
【０７８８】
　次に、図１３９の駆動方法について説明をする。なお、明細書中で説明したが、ゲート
ドライバ回路１２ａの出力段にはＯＥＶ１回路が構成されており（図１１６などを参照の
こと）、ＯＥＶ１回路にＨレベル信号を印加することにより、ゲート信号線１７ａにはＶ
ｇｈ電圧が印加される。Ｖｇｈ電圧の印加によりトランジスタ１１ｂ、１１ｃ（図１など
の画素構成の場合）はオフ状態となる。
【０７８９】
　ＯＥＶ１は、１Ｈ期間に１回、Ｈレベル電圧が印加され、ゲート信号線１７ａにＶｇｈ
（オフ電圧）を出力する。ただし、選択されていないゲート信号線１７ａは当初からオフ
電圧（Ｖｇｈ）が出力されていないから、出力の変化はない。選択されているゲート信号
線１７ａはオン電圧（Ｖｇｌ）が印加されているから、ＯＥＶ１回路のＨレベル電圧印加
によりオン電圧出力期間内にＶｇｈ（オフ電圧）期間が発生する。
【０７９０】
　ＯＥＶ１回路にＨレベルが印加されると、すべてのゲート信号線１７ａにはオフ電圧（
Ｖｇｈ）が印加される。ソースドライバ回路１４はソース信号線からプログラム電流を吸
収し（図１の画素構成の場合）、ソース信号線１８へは選択された画素１６のアノード端
子Ｖｄｄから駆動用トランジスタ１１ａ、スイッチ用トランジスタ１１ｃを介してプログ
ラム電流が供給される。したがって、ソースドライバ回路１４がプログラム電流を吸収し
ている状態で、すべてのゲート信号線１７ａがオフ状態になると、プログラム電流の供給
経路がなくなる。そのため、ソースドライバ回路１４はソース信号線１８の寄生容量の電
荷を吸収し、ソース信号線１８の電位は時間とともに低下する。
【０７９１】
　図１３８の駆動方法の課題は、ゲート信号線１７ａがオン状態からオフ状態に変化する
電圧が寄生容量１３８１によりコンデンサ１９に突き抜け（突き抜け電圧）、所定電圧よ
りも高い電圧で保持されてしまう点である。
【０７９２】
　ＯＥＶ１回路の制御により、ソース信号線１８の電位を低下させ、寄生容量１３８１の
突き抜け電圧を補償すれば、ほぼ所定の電圧がコンデンサ１９に保持されることになる。
図１３９の駆動方法はこの原理を用いたものである。
【０７９３】
　図１３９でも明らかなように、ＯＥＶ１回路の制御により、ゲート信号線１７ａに選択
電圧（オン電圧：Ｖｇｌ）が印加された期間（１Ｈ）にオフ電圧になる期間がｔ１発生す
る（ｔ１がＯＥＶ１回路にＨレベル電圧を印加した期間である）。このｔ１の期間をゲー
トオープン期間と呼ぶ。ゲートオープン期間は、１Ｈが終わる時刻よりもｔ２期間前に終
了するように発生させる。また、ゲートオープン期間は、１Ｈの始まりからｔ３期間後に
発生させる。したがって、１Ｈ期間＝ｔ３＋ｔ１＋ｔ２である。
【０７９４】
　図１３９において、ゲート信号線１７ａ（１）は画素（１）のゲート信号線１７ａの電
圧波形を示している。ゲート信号線１７ａ（２）は画素（１）の次の画素（２）のゲート
信号線１７ａの電圧波形を示している。ゲート信号線１７ａ（３）は画素（２）の次の画
素（３）のゲート信号線１７ａの電圧波形を示している。ソース信号線１８の欄はソース
信号線に印加されている電圧（電流）波形を示している。画素電位は、画素（３）のコン
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デンサ電位（駆動トランジスタ１１ａのゲート端子Ｇの電圧波形を図示しいている。ゲー
ト信号線１７ａは（１）→（２）→（３）→（４）→（５）→・・・・・（１）→（２）
→・・・・・・と順次走査される。
【０７９５】
　画素電位は画素（３）であるとし、また、画素構成は図１の画素構成を例示して説明を
する。画素電位（３）は第１Ｈ番目、第２Ｈ番目では前フィールド（フレーム）電位を保
持している。第３Ｈ番目に、ゲート信号線１７ａ（３）にオン電圧（Ｖｇｌ）が印加され
、画素行（３）のトランジスタ１１ｂ、１１ｃがオンする。
【０７９６】
　図１３９のＡ点ではゲート信号線１７ａの電位変化（Ｖｇｈ（オフ電圧）からＶｇｌ（
オン電圧）に変化し、駆動用トランジスタ１１ａのゲート端子電位が低下する。しかし、
トランジスタ１１ｂ、１１ｃがオン状態であるから、ソース信号線１８の電位（電流）を
画素１６に書きこみ、コンデンサ１９が充電（放電）される。コンデンサ１９の充電（放
電）により、駆動トランジスタ１１ａが所定電流を流すようにプログラムされる（画素電
位はＶｂ電圧となる）。プログラムは１Ｈ期間以内で完了するように画素設計がされてい
るため、Ｃ点では駆動トランジスタ１１ａが所定電流を流すようになる。
【０７９７】
　Ｂ点では、画素へのプログラム電流の書込みは完了し、Ｖａ電圧となる（Ｖａ電圧が目
標電圧とする。図１４２の（ａ）を参照のこと）。Ｃ点ではゲート信号線１７ａの電位変
化（Ｖｇｌ（オン電圧）からＶｇｈ（オフ電圧）に変化する。この電圧変化により、駆動
用トランジスタ１１ａのゲート端子電位が上昇する（画素電位（３）は突き抜け電圧によ
りＶｄ電圧となる）。ゲート信号線１７ａの電位がＶｇｈ（オフ電圧）に変化するとトラ
ンジスタ１１ｂおよびトランジスタ１１ｃがオフするため、コンデンサ１９端子はソース
信号線１８と切り離されて、ゲートオープン期間ｔ１の期間、画素電位はＶｄ電圧に保持
される。
【０７９８】
　ゲートオープン期間ｔ１では、ソース信号線１８の電位は、ソースドライバ回路１４が
プログラム電流を吸収しつづけるため、電位が低下し、ｔ１期間の経過後ではソース信号
線電位欄に示すようにＶｃ電圧となる（図１４２の（ｂ）を参照のこと）。次に、ｔ２期
間では、再び、ゲート信号線１７ａ（３）にオン電圧が印加され、トランジスタ１１ｂ、
１１ｃがオンする。トランジスタ１１ｂ、１１ｃのオンにより、ソース信号線１８の電位
が画素のコンデンサ１９に書き込まれる。したがって、画素電位（３）はＶｃ電圧となる
。ｔ２期間は、再び電流プログラム状態となり、画素電位（３）はＶｂに変化する。しか
し、ｔ２期間は電圧書込みができるくらいの短時間であるので、Ｖｃ電圧からＶｂ電圧へ
の変化量はわずかである（わずかになるように、ｔ２期間を設定する。検討によれば、ｔ
２期間は、０．５μｓｅｃ以上５μｓｅｃ以下に設定する。）。また、ｔ１期間は、０．
５μｓｅｃ以上１０μｓｅｃ以下が適切である。
【０７９９】
　Ｅ点ではゲート信号線１７ａ（３）の電位変化（Ｖｇｌ（オン電圧）からＶｇｈ（オフ
電圧）に変化する。この電圧変化により、駆動用トランジスタ１１ａのゲート端子電位が
上昇する（画素電位はＶａ電圧となる）。ゲート信号線１７ａの電位がＶｇｈ（オフ電圧
）に変化するとトランジスタ１１ｂおよびトランジスタ１１ｃがオフするため、コンデン
サ１９端子はソース信号線１８と切り離されＶａ電圧が保持される。したがって、プログ
ラムしたい電流を流す画素電位はＶａ電圧が画素電位（３）として保持される（突き抜け
電圧が補償されたことになる）。
【０８００】
　図１３９の駆動方法は、映像信号データ（プログラム電流）に対応して突き抜け電圧の
補償量を調整できるという特徴がある。突き抜け電圧の大きさは、基本的にＶｇｈとＶｇ
ｌの電位差と寄生容量１３８１、コンデンサ１９の容量で決定される（ただし、駆動トラ
ンジスタ１１ａのゲート端子電圧で多少の差異は生じる）。したがって、突き抜け電圧の
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大きさは固定値である。ＯＥＶ１回路にＨ電圧を印加する期間も一定とすると、プログラ
ム電流が黒表示の電流であれば、ソースドライバ回路１４が吸収する電流量は小さい。し
たがって、画素に書き込む画像データが黒表示では、ソース信号線１８の電位低下も小さ
い。プログラム電流が白表示の電流であれば、ソースドライバ回路１４が吸収する電流量
は大きい。したがって、画素に書き込む画像データが白表示では、ソース信号線１８の電
位低下が大きい。
【０８０１】
　一方、ゲート信号線１７ａにより発生する突き抜け電圧は固定値である。そのため、画
素に書き込むプログラム電流が黒表示データであれば、ＯＥＶ１回路の制御による突き抜
け電圧の補償量は小さい。ゲート信号線１７ａによる突き抜け電圧が支配的になる。その
ため、黒表示がより完全な黒表示となる。黒表示では視感度が低いため、突き抜け電圧に
よる所定値からのずれが大きくとも問題ない。
【０８０２】
　画素に書き込むプログラム電流が白表示データであれば、ＯＥＶ１回路の制御による突
き抜け電圧の補償量は大きい。ソース信号線１８の電位はＯＥＶ１回路がＨレベル入力の
時、短時間で電位低下を起こすからである。したがって、ＯＥＶ１回路の制御により、降
下した電圧の大きさと、ゲート信号線１７ａによる突き抜け電圧の大きさとが一致するよ
うにＯＥＶ１回路のＨレベル期間を制御すると、突き抜け電圧の影響を完全に無くすこと
ができる。そのため、白表示では、完全に突き抜け電圧を補償することができる。白表示
では視感度が高いため、突き抜け電圧をキャンセルする駆動方法の効果は高い。
【０８０３】
　以上のことから、本発明の駆動方法では、画像表示データにより、突き抜け電圧の補償
量を調整することができる。
【０８０４】
　なお、表示画像データにより、ＯＥＶ１回路をＨレベルにする期間を可変してもよい。
たとえば、表示画像データを総和し、総和により画面輝度を求め、求められた結果により
ＯＥＶ１のＨレベル期間を制御する方式が例示される。
【０８０５】
　なお、ゲートオープン期間ｔ１およびｔ２期間を調整できるように構成しておくことに
より、突き抜け電圧の補償量を変更することができる。したがって、パネル特性に合わせ
て、突き抜け電圧の補償量が最適になるように調整できる。ただし、ｔ２期間はラフでも
良い。
【０８０６】
　図１３９の実施例では、ＯＥＶ１回路の制御により、ゲート信号線１７ａが選択されて
いる時に、ゲートオープン期間ｔ１を設けるとした。しかし、本発明はこれに限定するも
のではない。１水平走査期間あるいは選択する画素行ごとに、ゲートオープン期間ｔ１を
設けるか否かを判断し、駆動してもよい。
【０８０７】
　たとえば、１画素行の画像データが、ほぼ黒表示データの時はゲートオープン期間を設
けず、１画素行の画像データが、ほぼ白表示データの時はゲートオープン期間を設け、完
全に白表示データの時はゲートオープン期間を通常よりも長くするなどという駆動方法で
ある。
【０８０８】
　図１４０は本発明の駆動方法の説明図である。第１Ｈ番目と第５Ｈ番目にはゲートオー
プン期間を設けていない。第２Ｈ番目から第４Ｈ番目にはゲートオープン期間を設けてい
るため、ソース信号線１８の電位低下が発生している。
【０８０９】
　ゲートオープン期間ｔ１（図１４１の（ａ）ではＢ）と電流プログラム期間（図１４１
の（ａ））とは相関がある。図１４１の（ｂ）のグラフは縦軸を所定輝度との差（％）で
ある。ただし、数値は絶対値にしている。所定輝度との差とは、電流プログラムを行った



(113) JP 2009-53725 A 2009.3.12

10

20

30

40

50

ときの目標輝度と突き抜け電圧の発生などによりに実際に表示された輝度との差を％で示
したものである。図１４１の（ｂ）でも明らかなように、誤差はＢ／Ａが０．０２以上で
ほぼ最低となる（Ｂ＝ｔ１、Ａ＝１Ｈ、Ｃ＝２μｓｅｃとしている）。したがって、Ｂ／
Ａは０．０２以上となるようにすることが好ましい。ただし、Ｂがあまりにも大きくなる
と、電流プログラム時間が短くなり書込み不足が発生する。したがって、Ｂ／Ａは０．３
以下となるようにすることが好ましい。
【０８１０】
　Ｂ／Ａ（ＢはＯＥＶ１回路にＨレベル状態の時間＝選択されたゲート信号線１７ａがオ
フになる時間。Ａは１Ｈ（１水平走査期間））をモードできりかえることにより、パネル
への突き抜け電圧の影響を調整できる。Ｂ／Ａは階調に応じて変化させることが好ましい
（図１４５を参照のこと）。一般的にＢ／Ａは、低階調（黒表示＝階調１、２、３・・・
・）で短く、高階調（白表示＝階調・・・・６２、６３、６４）で長くすることが好まし
い。Ｂ／Ａは、モード（ＭＯＤＥ）を４段階程度きり返れるように構成しておき、画像の
シーン、内容などに応じて変更できるようにしておくことが好ましい。
【０８１１】
　図１４５では、ＭＯＤＥ１、ＭＯＤＥ２、ＭＯＤＥ３、ＭＯＤＥ４がある。ＭＯＤＥ１
はＢ＝０（つまり、ＯＥＶ１回路は常にＬレベルで選択されたゲート信号線１７ａはオン
電圧に維持される）の場合である。ＭＯＤＥ２は低階調側でＢ＝０（つまり、ＯＥＶ１回
路は常にＬレベルで選択されたゲート信号線１７ａはオン電圧に維持される）、高階調側
でＢ／Ａ＝０．０５Ｈの場合である。ＭＯＤＥ３は全階調でＢ／Ａ＝０．０５の場合であ
る。ＭＯＤＥ４は階調に応じてＢ／Ａの値を変化させるモードである。
【０８１２】
　また、１画素行の画像データの平均階調レベルにより、Ｂの値を選定し、ＭＯＤＥを切
り替えても良い。また、一定階調以上でＯＥＶ１の制御を変更してもよい。一定階調レベ
ル以下でＯＥＶ１を使用しないように制御してもよい。
【０８１３】
　以上の実施例は、ゲートドライバ回路１２のＯＥＶ１回路を制御することのよりソース
信号線１８の電位を変化させ、突き抜け電圧などによる影響を対策するものであった。図
１４３は、ソース信号線１８に外部から矩形波を印加することにより突き抜け電圧などに
よる影響を対策するものである。
【０８１４】
　図１４３において、コンデンサドライバ１４３１は矩形波（ソース結合信号と呼ぶ。図
１４４を参照のこと）を発生し、この矩形波は結合コンデンサ１４３４でソース信号線１
８に印加される。結合コンデンサ１４３３の一端はコンデンサ信号線１４３３に接続され
ている。矩形波はこのコンデンサ信号線１４３３に印加される。ソース結合信号は水平同
期信号と同期をとって、ソース信号線に印加される。
【０８１５】
　理解を容易にするため、画素電位は（２）に着目して説明をする。第３Ｈ番目ではゲー
ト信号線１７ａ（２）にオン電圧が印加される。オン電圧の印加により、画素（２）のト
ランジスタ１１ｂ、１１ｃがオンし、ソース信号線１８に印加された電流が駆動用トラン
ジスタ１１ａに印加される（Ａ点）。Ｂ点では、コンデンサ信号線１４３３に印加された
ソース結合信号がＶｓｌからＶｓｈに変化する。したがって、ソース結合信号がソース信
号線１８にカップリング（突き抜ける）ために、画素電位（２）は、Ｖａ電圧まで跳ね上
がる。しかし、この跳ね上がりはプログラム電流のより短時間で解消し、画素電位（２）
はＣ点までには目標電位Ｖｂに到達する。
【０８１６】
　Ｃ点では、コンデンサ信号線１４３３に印加されたソース結合信号がＶｓｈからＶｓｌ
に変化する。したがって、ソース結合信号がソース信号線１８にカップリング（突き抜け
る）ために、画素電位（２）は、Ｖｃ電圧まで低下する。Ｃ点では、ゲート信号線１７ａ
（２）にオン電圧が印加されているため、Ｖｃ電圧はプログラム電流により変化する。し
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かし、Ｃ点からＤ点までの時間が短時間であればほとんど変化しない。
【０８１７】
　Ｄ点では、ゲート信号線１７ａ（２）がオン電圧からオフ電圧に変化するため、突き抜
け電圧により画素電位（２）の電位はＶｂ電圧にシフトする。したがって、目標のＶｂ電
圧が画素１６に保持される。以上のようにソース結合信号をソース信号線１８にカップリ
ングさせることにより、突き抜け電圧を補償することができる。なお、ソース結合信号の
振幅を変化させることにより、突き抜け電圧の補償割合を調整することができることは言
うまでもない。
【０８１８】
　図１３９はＯＥＶ１を制御することにより、ソース信号線１８の電位を変化させるもの
であった。しかし、ソース信号線１８の電位変化させるのは、ソースドライバ回路１４側
でも実現できる。ソースドライバ回路１４には、図１４７に図示するように、ソース信号
線１８と接続する端子１４７１と電流出力回路１４６１間にアナログスイッチ７５２が形
成または配置されている（図１４６を参照のこと）。また、ソースドライバ回路１４内に
も寄生容量１４７２が発生している。
【０８１９】
　スイッチ７５２が閉じた状態では、図１４７の（ａ）に図示するように、プログラム電
流Ｉｗが電流出力回路１４６１に流れ込む。スイッチ７５２がオープン（図１４７の（ｂ
）を参照のこと）すると、電流出力回路１４６１は定電流回路であるから、継続して電流
Ｉｗを吸収する。そのため、寄生容量１４７２の電荷を吸収し、内部配線１４７３の電位
が低下する。この状態で、スイッチ７５２をオンする（図１４７の（ｃ）を参照のこと）
と、プログラム電流Ｉｗは、寄生容量１４７２の充電と電流出力回路に分流される。した
がって、ソース信号線１８の電位が低下する。以上のソース信号線１８の電位低下状態を
図１３９のＣ点からＤ点の状態に当てはめれば、図１３９と同様に、電圧が低下したソー
ス信号線１８電位を画素１６に書き込むことができる。
【０８２０】
　図１４３はコンデンサ信号線１４３３により、ソース信号線１８に突き抜け電圧を補償
する信号を印加する構成であった。図１５１は画素行ごとに、突き抜け電圧を補償する構
成である。
【０８２１】
　図１５１はコンデンサ１９の一端は駆動用トランジスタ１１ａに接続されており、他端
は共通信号線１５１１に接続されている。共通信号線１５１１は１画素行に共通に形成さ
れている信号線である。共通信号線１５１１は共通ドライバ回路１５１２に接続されてい
る。共通ドライバ回路１５１２は図１５２に図示するように矩形波の信号を出力し、各共
通信号線１５１１に印加する。他の構成は、図１と同様であるので説明を省略する。
【０８２２】
　図１５２において、ゲート信号線１７ａ（１）は画素（１）のゲート信号線１７ａの電
圧波形を示している。ゲート信号線１７ａ（２）は画素（１）の次の画素（２）のゲート
信号線１７ａの電圧波形を示している。ゲート信号線１７ａ（３）は画素（２）の次の画
素（３）のゲート信号線１７ａの電圧波形を示している。
【０８２３】
　共通信号線（１）は画素（１）の共通信号線１５１１の電圧波形を示している。また、
共通信号線（２）は画素（２）の共通信号線１５１１の電圧波形を示し、共通信号線（３
）は画素（３）の共通信号線１５１１の電圧波形を示している。
【０８２４】
　ソース信号線１８の欄はソース信号線に印加されている電圧（電流）波形を示している
。画素電位（２）は、画素（２）のコンデンサ電位（駆動トランジスタ１１ａのゲート端
子Ｇの電圧波形を図示している。ゲート信号線１７ａは（１）→（２）→（３）→（４）
→（５）→・・・・・（１）→（２）→・・・・・・と順次走査される。また、共通信号
線１５１１も（１）→（２）→（３）→（４）→（５）→・・・・・（１）→（２）→・
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・・・・・と順次走査される。　以降、説明を容易にするため、画素（２）の画素電位（
駆動トランジスタ１１ａのゲートＧ端子電位）に着目して説明をする。なお、最初は画素
１６には、全フィールドの画像データが保持されている。
【０８２５】
　Ａ点ではゲート信号線１７ａの電位変化（Ｖｇｈ（オフ電圧）からＶｇｌ（オン電圧）
に変化し、駆動用トランジスタ１１ａのゲート端子Ｇ電位が低下する（Ｖａ→Ｖｃ）。ま
た、トランジスタ１１ｂ、１１ｃがオン状態であるから、ソース信号線１８の電位（電流
）を画素１６に書きこまれ、コンデンサ１９の充電（放電）が開始される。なお、１Ｈ開
始時は、共通信号線１５１１の電位は、Ｖｃｌであるとする（Ｖｃｌ＜Ｖｃｈ）。
【０８２６】
　１Ｈの開始からＴａ期間後、共通信号線１５１１の電位が、ＶｃｌからＶｃｈに変化す
る（図１５２のＢ点を参照のこと）。ただし、前記動作は、１Ｈの開始と同時に行っても
良いことは言うまでもない。共通信号線１５１１の電位変化により、コンデンサ１９の電
位（画素電位（２））もシフトし、Ｖｅ電圧となる。トランジスタ１１ｂ、１１ｃがオン
状態であるから、ソース信号線１８の電位（電流）を画素１６に書きこまれ、コンデンサ
１９が充電（放電）され、１Ｈの終わりのＣ点では、目標のＶｂ電圧が画素１６に書き込
まれる。なお、Ｔａ時間は、０（１Ｈ期間の開始と同時）ｓｅｃであってもよい。好まし
くは、Ｔａ時間は、０以上１Ｈの１／５時間に設定することが好ましい。Ｔａ時間が長い
と本来の電流プログラム期間が短くなるからである。
【０８２７】
　Ｃ点では、ゲート信号線１７ａの電位変化（Ｖｇｌ（オン電圧）からＶｇｈ（オフ電圧
）に変化し、この電圧変化が、突き抜け電圧として、寄生容量１３８１を介して画素電位
（２）を変動させる。この電位変化により、画素電位（２）はＶｄ電圧となる。Ｃ点では
、ゲート信号線１７ａの電位がＶｇｈ（オフ電圧）に変化し、トランジスタ１１ｂおよび
トランジスタ１１ｃがオフするため、コンデンサ１９端子はソース信号線１８と切り離さ
れＶｄ電圧が保持される。
【０８２８】
　１Ｈ期間（画素（２）に選択期間）が完了してからＴｂの経過後、共通信号線１５１１
の電位が、ＶｃｈからＶｃｌに変化する（図１５２のＤ点を参照のこと）。共通信号線１
５１１の電位変化により、コンデンサ１９の電位（画素電位（２））もシフトし、目標電
圧のＶｂ電圧となる。以上の動作により、コンデンサ１９には、画像データに基づいた所
定電流が駆動用トランジスタ１１ａに流れるように、電圧Ｖｂが保持される。
【０８２９】
　以上の動作でも明らかであるが、寄生容量１３８１なでにより発生する突き抜け電圧を
、共通信号線１５１１に信号を印加することにより補償している。この補償により画素１
６には精度のより電流プログラムを実施することができる。なお、１Ｈ後が完了してＴａ
時間後に、共通信号線１５１１の電位をＶｃｈからＶｃｌに変化させるとした。しかし、
Ｔｂは０ｓｅｃ（１Ｈの終了と同時）でもよく、１Ｈ以上であってもよい。
【０８３０】
　以上のことから、本発明の駆動方法は、画素選択期間内に、共通信号線の電位をＶｃｌ
からＶｃｈに変化させる（ただし、選択期間より前に変化させても選択期間中に電流プロ
グラムが実施されるから問題は発生しない。したがって、該当画素が電流プログラム終了
前に共通信号線の電位をＶｃｌからＶｃｈに変化させればよい）。また、画素選択期間後
（選択期間終了と同時でもよい）、共通信号線の電位をＶｃｈからＶｃｌに変化させる駆
動方法である。
【０８３１】
　なお、共通信号線１５１１の振幅（Ｖｃｈ、Ｖｃｌ）は、電圧発生回路（図示せず）の
ボリウムにより変更できるように構成しておく。また、共通ドライバ回路１５１２の構成
、動作は、ゲートドライバ回路１２と同様あるいは類似であるので説明を省略する。また
、他の動作は、図１３９と同様であるので説明を省略する。
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【０８３２】
　図１５１、図１５２は共通信号線の動作により、突き抜け電圧を補償する方式であった
。図１５３は、共通ドライバ回路１５１２を設けず、画素の前段のゲート信号線１７ａの
動作により突き抜け電圧を補償する構成である。
【０８３３】
　図１５３はコンデンサ１９の一端は駆動用トランジスタ１１ａに接続されており、他端
は前段（１つ前に選択される画素）のゲート信号線１７ａに接続されている。コンデンサ
１９の一端の電極はゲート信号線１７ａである。他の構成は、図１、図１５１などと同様
である。
【０８３４】
　図１５４において、ゲート信号線１７ａ（１）は画素（１）のゲート信号線１７ａの電
圧波形を示している。ゲート信号線１７ａ（２）は画素（１）の次の画素（２）のゲート
信号線１７ａの電圧波形を示している。ゲート信号線１７ａ（３）は画素（２）の次の画
素（３）のゲート信号線１７ａの電圧波形を示している。
【０８３５】
　ソース信号線１８の欄はソース信号線に印加されている電圧（電流）波形を示している
。画素電位（２）は、画素（２）のコンデンサ電位（駆動トランジスタ１１ａのゲート端
子Ｇの電圧波形を図示している。ゲート信号線１７ａは（１）→（２）→（３）→（４）
→（５）→・・・・・（１）→（２）→・・・・・・と順次走査される。
【０８３６】
　以降、説明を容易にするため、画素（２）の画素電位（駆動トランジスタ１１ａのゲー
トＧ端子電位）に着目して説明をする。なお、最初は画素１６には、全フィールドの画像
データが保持されている。また、図１５３の実施例では、ゲートドライブ回路１２ａは、
１つのオン電圧（Ｖｇｌ）と２つのオフ電圧（Ｖｇｈ２、Ｖｇｈ１）をゲート信号線１７
ａに印加する。ただし、オフ電圧Ｖｇｈ２＞オフ電圧Ｖｇｈ１とし、０．０２（Ｖ）　＜
　Ｖｇｈ２－Ｖｇｈ１　＜　０．４（Ｖ）の条件を満足させる。
【０８３７】
　Ａ点では前段のゲート信号線１７ａ（１）の電位変化（Ｖｇｈ１（オフ電圧）からＶｇ
ｌ（オン電圧）に変化することにより、画素（２）のコンデンサ１９の電位が変動する（
画素電位はＶｅからＶｄに変化する）。したがって、駆動用トランジスタ１１ａのゲート
端子Ｇ電位が低下する。
【０８３８】
　Ｂ点では、画素（２）のゲート信号線１７ａ（２）の電位変化（Ｖｇｈ１（オフ電圧）
からＶｇｌ（オン電圧）に変化することにより、画素電位が変化するが、トランジスタ１
１ｂ、１１ｃがオン状態であるから、ソース信号線１８の電位（電流）を画素１６に書き
こまれ、コンデンサ１９の充電（放電）が開始される。１Ｈの選択期間内に、目標電圧の
Ｖｂ電圧となる。以上の動作により、コンデンサ１９には、画像データに基づいた所定電
流が駆動用トランジスタ１１ａに流れるように設定される。
【０８３９】
　Ｃ点では、ゲート信号線１７ａ（２）の電位変化（Ｖｇｌ（オン電圧）からＶｇｈ２（
オフ電圧）に変化し、この電圧変化が、突き抜け電圧として、寄生容量１３８１を介して
画素電位（２）を変動させる。この電位変化により、画素電位（２）はＶｃ電圧となる。
Ｃ点では、ゲート信号線１７ａの電位がＶｇｈ（オフ電圧）に変化し、トランジスタ１１
ｂおよびトランジスタ１１ｃがオフするため、コンデンサ１９端子はソース信号線１８と
切り離されＶｃ電圧が保持される。
【０８４０】
　１Ｈ期間（画素（２）に選択期間）が完了してから１Ｈ期間の経過後（図１５４のＤ点
）、ゲート信号線１７ａ（２）の電位が、Ｖｇｈ２からＶｇｈ１に変化する（図１５２の
Ｄ点を参照のこと）。ゲート信号線１７ａ（２）の電位変化により、コンデンサ１９の電
位（画素電位（２））もシフトし、目標電圧のＶｂ電圧となる。以上の動作により、コン
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デンサ１９には、画像データに基づいた所定電流が駆動用トランジスタ１１ａに流れるよ
うに、電圧Ｖｂが保持される。
【０８４１】
　以上の動作でも明らかであるが、寄生容量１３８１なでにより発生する突き抜け電圧を
、ゲート信号線１７ａに３つの電圧（Ｖｇｈ１、Ｖｇｈ２、Ｖｇｌ）を印加することによ
り補償している。この補償により画素１６には精度のより電流プログラムを実施すること
ができる。なお、選択期間から１Ｈ期間が経過後（図１５４のＤ点）に、ゲート信号線１
７ａ（２）の電位をＶｇｈ２からＶｇｈ１に変化させるとしたが、これに限定するもので
はない。たとえば、図１５５に図示するように、１Ｈ以内のＴａ時間後（図１５５のＤ点
を参照のこと）に変化させてもよい。また、１Ｈ以上経過後に変化させてもよい。
【０８４２】
　また、図１５３は前段のゲート信号線１７ａを後段のコンデンサ１９の端子電極とする
構成であったが、本発明はこれに限定するものではない。図１５６に図示するように、前
段よりも前の画素のゲート信号線１７ａをコンデンサ１９の電極としてもよい。このタイ
ミングチャートを図１５７に示す。
【０８４３】
　Ａ点では前前段のゲート信号線１７ａ（１）の電位変化（Ｖｇｈ１（オフ電圧）からＶ
ｇｌ（オン電圧）に変化することにより、画素（３）のコンデンサ１９の電位が変動する
（画素電位はＶａからＶｅに変化する）。したがって、駆動用トランジスタ１１ａのゲー
ト端子Ｇ電位が低下する。
【０８４４】
　Ｂ点では、前前段のゲート信号線１７ａ（１）の電位変化（Ｖｇｌ（オン電圧）からＶ
ｇｈ２（オフ電圧）に変化することにより、画素（３）のコンデンサ１９の電位が変動す
る（画素電位はＶｅからＶａに変化する）。したがって、駆動用トランジスタ１１ａのゲ
ート端子Ｇ電位が上昇する。
【０８４５】
　Ｃ点ではゲート信号線１７ａ（３）の電位変化（Ｖｇｈ１（オフ電圧）からＶｇｌ（オ
ン電圧）に変化することにより、画素（３）のコンデンサ１９の電位が変動するが、トラ
ンジスタ１１ｂ、１１ｃがオン状態であるから、ソース信号線１８の電位（電流）を画素
１６に書きこまれ、コンデンサ１９の充電（放電）が開始される。１Ｈの選択期間内に、
目標電圧のＶｃ電圧となる。以上の動作により、コンデンサ１９には、画像データに基づ
いた所定電流が駆動用トランジスタ１１ａに流れるように設定される。
【０８４６】
　Ｄ点では、ゲート信号線１７ａ（３）の電位変化（Ｖｇｌ（オン電圧）からＶｇｈ２（
オフ電圧）に変化し、この電圧変化が、突き抜け電圧として、寄生容量１３８１を介して
画素電位（３）を変動させる。この電位変化により、画素電位（３）はＶｂ電圧となる。
Ｃ点では、ゲート信号線１７ａの電位がＶｇｈ（オフ電圧）に変化し、トランジスタ１１
ｂおよびトランジスタ１１ｃがオフするため、コンデンサ１９端子はソース信号線１８と
切り離されＶｂ電圧が保持される。
【０８４７】
　１Ｈ期間（画素（３）に選択期間）が完了してから１Ｈ期間の経過後（図１５７のＤ点
）、ゲート信号線１７ａ（３）の電位が、Ｖｇｈ２からＶｇｈ１に変化する（図１５７の
Ｄ点を参照のこと）。ゲート信号線１７ａ（３）の電位変化により、コンデンサ１９の電
位（画素電位（３））もシフトし、目標電圧のＶｃ電圧となる。以上の動作により、コン
デンサ１９には、画像データに基づいた所定電流が駆動用トランジスタ１１ａに流れるよ
うに、電圧Ｖｃが保持される。
【０８４８】
　以上の動作でも明らかであるが、寄生容量１３８１なでにより発生する突き抜け電圧を
、ゲート信号線１７ａに３つの電圧（Ｖｇｈ１、Ｖｇｈ２、Ｖｇｌ）を印加することによ
り補償している。この補償により画素１６には精度のより電流プログラムを実施すること
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ができる。
【０８４９】
　以上の実施例は、駆動方式の改良あるいは発明により、突き抜け電圧の影響を補償する
ものであった。画素１６の構成によっても突き抜け電圧の発生を抑制することができる。
図１４６は図１のＰチャンネルのスイッチングトランジスタ１１ｂを、Ｐチャンネルトラ
ンジスタ１１ｂｎとＮチャンネルトランジスタ１１ｂｎで構成したものである。つまりア
ナログスイッチである。Ｐチャンネルトランジスタ１１ｂｎとＮチャンネルトランジスタ
１１ｂｎを同時にオンさせるため、インバータ１４８１を配置している。
【０８５０】
　図１４８に図示するように、トランジスタ１１ｂをＰチャンネルとＮチャンネルのトラ
ンジスタで構成することにより両トランジスタに印加されるゲート信号線１７ａからの電
圧が打ち消しあう。したがって、突き抜け電圧による電位シフトを大幅に改善することが
可能である。なお、図１４９に図示するように、トランジスタ１１ｂｎなどをダイオード
構成にしてもその効果は発揮されることは言うまでもない。
【０８５１】
　以上のように、画素構成を図１４８、１４９などのように構成することにより突き抜け
電圧の影響を補償することができる。また、図１３９などで説明した本発明と組み合わせ
ることにより相乗効果で突き抜け電圧を補償でき、均一な画像表示を実現できる。
【０８５２】
　以上の実施例は、ゲート信号線１７ａ（ＷＲ側選択信号線）の動作を中心に説明した。
ゲート信号線１７ｂ（ＥＬ側選択信号線）の駆動方法について補足しておく。ゲート信号
線１７ｂ（ＥＬ側選択信号線）は、ＥＬ素子１５に流す電流を制御する信号線である。た
だし、図６３では、スイッチ６３１のオンオフ制御により、ＥＬ素子１５に流す電流を制
御する。したがって、以下に補足するゲート信号線１７ｂ（ＥＬ側選択信号線）の制御方
法は、ＥＬ素子１５に電流を流すタイミングあるいは時間として言い換えることができる
。ここで説明を容易にするため、ゲート信号線１７ｂ（ＥＬ側選択信号線）を例示して説
明をする。以降に説明する事項は、本発明の駆動方式のすべてに適用できることは言うま
でもない。
【０８５３】
　図１５、図１８、図２１などでは、ゲート信号線１７ｂ（ＥＬ側選択信号線）は１水平
走査期間（１Ｈ）を単位として、オン電圧（Ｖｇｌ）、オフ電圧（Ｖｇｈ）を印加すると
して説明をした。しかし、ＥＬ素子１５の発光量は、流す電流が定電流の時、流す時間に
比例する。したがって、流す時間は１Ｈ単位に限定する必要はない。
【０８５４】
　図１５８は、１／４ｄｕｔｙ駆動である。４Ｈ期間に１Ｈ期間の間、ゲート信号線１７
ｂ（ＥＬ側選択信号線）にオン電圧が印加され、水平同期信号（ＨＤ）に同期してオン電
圧が印加されている位置が走査される。したがって、オン時間は１Ｈ単位である。
【０８５５】
　しかし、本発明はこれに限定するものではなく、図１６１に図示するように１Ｈ未満（
図１６１は１／２Ｈ）としてもよく、また、１Ｈ以下としてもよい。つまり、１Ｈ単位に
限定されるものではなく、１Ｈ単位以外の発生も容易である。ゲートドライバ回路１２ｂ
（ゲート信号線１７ｂを制御する回路である）の出力段に形成または配置されたＯＥＶ２
回路を用いればよい。ＯＥＶ２回路は先に説明したＯＥＶ１回路と同様であるので説明を
省略する。
【０８５６】
　図１５９は、ゲート信号線１７ｂ（ＥＬ側選択信号線）のオン時間は１Ｈを単位として
いない。奇数画素行のゲート信号線１７ｂ（ＥＬ側選択信号線）は１Ｈ弱の期間オン電圧
が印加される。偶数画素行のゲート信号線１７ｂ（ＥＬ側選択信号線）は、極短い期間オ
ン電圧が印加される。また、奇数画素行のゲート信号線１７ｂ（ＥＬ側選択信号線）に印
加されるオン電圧時間Ｔ１と偶数画素行のゲート信号線１７ｂ（ＥＬ側選択信号線）に印
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加されるオン電圧時間Ｔ２を加えた時間を１Ｈ期間となるようにしている。図１５９を第
１フィールドの状態とする。
【０８５７】
　第１フィールドの次の第２フィールドでは、偶数画素行のゲート信号線１７ｂ（ＥＬ側
選択信号線）は１Ｈ弱の期間オン電圧が印加される。奇数画素行のゲート信号線１７ｂ（
ＥＬ側選択信号線）は、極短い期間オン電圧が印加される。また、偶数画素行のゲート信
号線１７ｂ（ＥＬ側選択信号線）に印加されるオン電圧時間Ｔ１と奇数画素行のゲート信
号線１７ｂ（ＥＬ側選択信号線）に印加されるオン電圧時間Ｔ２を加えた時間を１Ｈ期間
となるようにしている。
【０８５８】
　以上のように、複数画素行でのゲート信号線１７ｂ（ＥＬ側選択信号線）に印加するオ
ン時間の和を一定となるようにし、また、複数フィールドで各画素行のＥＬ素子１５の点
灯時間を一定となるようにしてもよい。
【０８５９】
　図１６０は、ゲート信号線１７ｂ（ＥＬ側選択信号線）のオン時間を１．５Ｈをしてい
る。また、Ａ点におけるゲート信号線１７ｂ（ＥＬ側選択信号線）の立ち上りと立下りが
重なるようにしている。ゲート信号線１７ｂ（ＥＬ側選択信号線）とソース信号線１８と
はカップリングしている。そのため、ゲート信号線１７ｂ（ＥＬ側選択信号線）の波形が
変化すると波形の変化がソース信号線１８に突き抜ける。この突き抜けによりソース信号
線１８に電位変動が発生すると電流（電圧）プログラムの精度が低下し、駆動用トランジ
スタ１１ａの特性ムラが表示されるようになる。
【０８６０】
　図１６０において、Ａ点において、ゲート信号線１７Ｂ（ＥＬ側選択信号線）（１）は
オン電圧（Ｖｇｌ）印加状態からオフ電圧（Ｖｇｈ）印加状態に変化する。ゲート信号線
１７Ｂ（ＥＬ側選択信号線）（２）はオフ電圧（Ｖｇｈ）印加状態からオン電圧（Ｖｇｌ
）印加状態に変化する。したがって、Ａ点では、ゲート信号線１７Ｂ（ＥＬ側選択信号線
）（１）の信号波形とゲート信号線１７Ｂ（ＥＬ側選択信号線）（２）の信号波形が打ち
消しあう。したがって、ソース信号線１８とゲート信号線１７Ｂ（ＥＬ側選択信号線）と
がカップリングしていても、ゲート信号線１７Ｂ（ＥＬ側選択信号線）の波形変化がソー
ス信号線１８に突き抜けることはない。そのため、良好な電流（電圧）プログラム精度を
得ることができ、均一な画像表示を実現できる。
【０８６１】
　なお、図１６０は、オン時間が１．５Ｈの実施例であった。しかし、本発明はこれに限
定するものではなく、図１６２に図示するように、オン電圧の印加時間を１Ｈ以下として
もよいことは言うまでもない。
【０８６２】
　ゲート信号線１７Ｂ（ＥＬ側選択信号線）にオン電圧を印加する期間を調整することに
より、表示画面５０の輝度をリニアに調整することができる。これはＯＥＶ２回路を制御
することにより容易に実現できる。たとえば、図１６３では、図１６３の（ａ）よりも図
１６３の（ｂ）の方が表示輝度は低くなる。また、図１６３の（ｂ）よりも図１６３の（
ｃ）の方が表示輝度は低くなる。
【０８６３】
　また、図１６４に図示するように、１Ｈ期間にオン電圧を印加する期間とオフ電圧を印
加する期間の組を複数回設けてもより。図１６４の（ａ）は６回設けた実施例である。図
１６４の（ｂ）は３回設けた実施例である。図１６４の（ｃ）は１回設けた実施例である
。図１６４では、図１６４の（ａ）よりも図１６４の（ｂ）の方が表示輝度は低くなる。
また、図１６４の（ｂ）よりも図１６４の（ｃ）の方が表示輝度は低くなる。したがって
、オン期間の回数を制御することにより表示輝度を容易に調整（制御）できる。
【０８６４】
　また、図９８の（ａ）に図示するように、非表示領域５２と表示領域５３とを規則正し
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く制御する駆動モードと、図９８の（ｃ）に図示するように、非表示領域５２と表示領域
５３とをランダムに制御する駆動モードと、図９８の（ｂ）に図示するようにフレーム（
フィールド）ごとに非表示領域５２と表示領域５３とを繰り返す駆動モードとを選択でき
るようにしてもよい。また、ユーザーの制御により、また、画像データの内容により、図
９８の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）を切り替えるように構成してもよい。
【０８６５】
　図１８４に、本発明の電流駆動方式のソースドライバＩＣ（回路）１４の１実施例にお
ける構成図を示す。図１８４は、一例として電流源を３段構成（１８４１、１８４２、１
８４３）とした場合の多段式カレントミラー回路を示している。
【０８６６】
　図１８４において、第１段の電流源１８４１の電流値は、Ｎ個（ただし、Ｎは任意の整
数）の第２段電流源１８４２にカレントミラー回路によりコピーされる。更に、第２段電
流源１８４２の電流値は、Ｍ個（ただし、Ｍは任意の整数）の第３段電流源１８４３にカ
レントミラー回路によりコピーされる。この構成により、結果として第１段電流源１８４
１の電流値は、Ｎ×Ｍ個の第３段電流源１８４３にコピーされることになる。
【０８６７】
　例えば、ＱＣＩＦ形式の表示パネルのソース信号線１８に１個のドライバＩＣ１４で駆
動する場合は、１７６出力（ソース信号線が各ＲＧＢで１７６出力必要なため）となる。
この場合は、Ｎを１６個とし、Ｍ＝１１個とする。しがたって、１６×１１＝１７６とな
り、１７６出力に対応できる。このように、ＮまたはＭのうち、一方を８または１６もし
くはその倍数とすることにより、ドライバＩＣの電流源のレイアウト設計が容易になる。
【０８６８】
　本発明の多段式カレントミラー回路による電流駆動方式のソースドライバＩＣ（回路）
１４では、前記したように、第１段電流源１８４１の電流値を直接Ｎ×Ｍ個の第３段電流
源１８４３にカレントミラー回路でコピーするのではなく、中間に第２段電流源１８４２
を配備しているので、そこでトランジスタ特性のばらつきを吸収することが可能である。
【０８６９】
　特に、本発明は、第１段のカレントミラー回路（電流源１８４１）と第２段にカレント
ミラー回路（電流源１８４２）を密接して配置するところに特徴がある。第１段の電流源
１８４１から第３段の電流源１８４３（つまり、カレントミラー回路の２段構成）であれ
ば、第１段の電流源と接続される第２段の電流源１８４３の個数が多く、第１段の電流源
１８４１と第３段の電流源１８４３を密接して配置することができない。
【０８７０】
　本発明のソースドライバ回路１４のように、第１段のカレントミラー回路（電流源１８
４１）の電流を第２段のカレントミラー回路（電流源１８４２）にコピーし、第２段のカ
レントミラー回路（電流源１８４２）の電流を第３段にカレントミラー回路（電流源１８
４２）にコピーする構成である。この構成では、第１段のカレントミラー回路（電流源１
８４１）に接続される第２段のカレントミラー回路（電流源１８４２）の個数は少ない。
したがって、第１段のカレントミラー回路（電流源１８４１）と第２段のカレントミラー
回路（電流源１８４２）とを密接して配置することができる。
【０８７１】
　密接してカレントミラー回路を構成するトランジスタを配置できれば、当然のことなが
ら、トランジスタのばらつきは少なくなるから、コピーされる電流値のバラツキも少なく
なる。また、第２段のカレントミラー回路（電流源１８４２）に接続される第３段のカレ
ントミラー回路（電流源１８４３）の個数も少なくなる。したがって、第２段のカレント
ミラー回路（電流源１８４２）と第３段のカレントミラー回路（電流源１８４３）とを密
接して配置することができる。
【０８７２】
　つまり、全体として、第１段のカレントミラー回路（電流源１８４１）、第２段のカレ
ントミラー回路（電流源１８４２）、第３段のカレントミラー回路（電流源１８４３）の
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電流受け取り部のトランジスタを密接して配置することができる。したがって、密接して
カレントミラー回路を構成するトランジスタを配置できるから、トランジスタのばらつき
は少なくなり、出力端子からの電流信号のバラツキは極めて少なくなる（精度が高い）。
【０８７３】
　本発明において、電流源１８４１、１８４２、１８４３と表現したり、カレントミラー
回路と表現したりしている。これらは同義に用いている。つまり、電流源とは、本発明の
基本的な構成概念であり、電流源を具体的に構成するとカレントミラー回路となるからで
ある。
【０８７４】
　図１８５はさらに具体的なソースドライバＩＣ（回路）１４の構造図である。図１８５
は第３の電流源１８４３の部分を図示している。つまり、１つのソース信号線１８に接続
される出力部である。最終段のカレントミラー構成として、複数の同一サイズのカレント
ミラー回路（単位トランジスタ１８５４（１単位））で構成されており、その個数が画像
データのビットに対応して、ビット重み付けされている。
【０８７５】
　なお、本発明のソースドライバＩＣ（回路）１４を構成するトランジスタは、ＭＯＳタ
イプに限定するものではなく、バイポーラタイプでもよい。また、シリコン半導体に限定
するものではなく、ガリ砒素半導体でもよい。また、ゲルマニウム半導体でもよい。また
、基板に低温ポリシリコンなどのポリシリコン技術、アモルファスシリコン技術で直接形
成したものでもよい。
【０８７６】
　図１８５で明らかであるが、本発明の１実施例として、６ビットのデジタル入力の場合
を図示している。つまり、２の６乗であるから、６４階調表示である。このソースドライ
バＩＣ１４をアレイ基板に積載することにより、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）が各６４
階調であるから、６４×６４×６４＝約２６万色を表示できることになる。
【０８７７】
　６４階調の場合は、Ｄ０ビットの単位トランジスタ１８５４は１個、Ｄ１ビットの単位
トランジスタ１８５４は２個、Ｄ２ビットの単位トランジスタ１８５４は４個、Ｄ３ビッ
トの単位トランジスタ１８５４は８個、Ｄ４ビットの単位トランジスタ１８５４は１６個
、Ｄ５ビットの単位トランジスタ１８５４は３２個であるから、計単位トランジスタ１８
５４は６３個である。つまり、本発明は階調の表現数（この実施例の場合は、６４階調）
－１個の単位トランジスタ１８５４を１出力と構成（形成）する。なお、単位トランジス
タ１個が複数のサブ単位トランジスタに分割されている場合であっても、単位トランジス
タが単にサブ単位トランジスタに分割されているだけである。したがって、本発明が、階
調の表現数－１個の単位トランジスタで構成されていることには差異はない（同義である
）。
【０８７８】
　図１８５において、Ｄ０はＬＳＢ入力を示しており、Ｄ５はＭＳＢ入力を示している。
Ｄ０入力端子にＨレベル（正論理時）の時、スイッチ１８５１ａ（オンオフ手段である。
もちろん、単体トランジスタで構成してもよいし、ＰチャンネルトランジスタとＮチャン
ネルトランジスタとを組み合わせたアナログスイッチなどでもよい）がオンする。すると
、カレントミラーを構成する電流源（１単位）１８５４に向かって電流が流れる。この電
流はＩＣ１４内の内部配線１８５３に流れる。この内部配線１８５３はＩＣ１４の端子電
極を介してソース信号線１８に接続されているから、この内部配線１８５３に流れる電流
が画素１６のプログラム電流となる。
【０８７９】
　たとえば、Ｄ１入力端子にＨレベル（正論理時）の時、スイッチ１８５１ｂがオンする
。すると、カレントミラーを構成する２つの電流源（１単位）１８５４に向かって電流が
流れる。この電流はＩＣ１４内の内部配線１８５３に流れる。この内部配線１８５３はＩ
Ｃ１４の端子電極を介してソース信号線１８に接続されているから、この内部配線１８５
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３に流れる電流が画素１６のプログラム電流となる。
【０８８０】
　他のスイッチ１８５１でも同様である。Ｄ２入力端子にＨレベル（正論理時）の時は、
スイッチ１８５１ｃがオンする。すると、カレントミラーを構成する４つの電流源（１単
位）１８５４に向かって電流が流れる。Ｄ５入力端子にＨレベル（正論理時）の時は、ス
イッチ１８５１ｆがオンする。すると、カレントミラーを構成する３２つの電流源（１単
位）１８５４に向かって電流が流れる。
【０８８１】
　以上のように、外部からのデータ（Ｄ０～Ｄ５）に応じて、それに対応する電流源（１
単位）に向かって電流が流れる。したがって、データに応じて、０個から６３個に電流源
（１単位）に電流が流れるように構成されている。
【０８８２】
　なお、本発明は説明を容易にするため、電流源は６ビットの６３個としているが、これ
に限定するものではない。８ビットの場合は、２５５個の単位トランジスタ１８５４を形
成（配置）すればよい。また、４ビットの時は、１５個の単位トランジスタ１８５４を形
成（配置）すればよい。単位電流源を構成するトランジスタ１８５４は同一のチャンネル
幅Ｗ、チャンネル幅Ｌとする。このように同一のトランジスタで構成することにより、ば
らつきの少ない出力段を構成することができる。
【０８８３】
　また、単位トランジスタ１８５４はすべてが、同一の電流を流すことに限定するもので
はない。たとえば、各単位トランジスタ１８５４を重み付けしてもよい。たとえば、１単
位の単位トランジスタ１８５４と、２倍の単位トランジスタ１８５４と、４倍の単位トラ
ンジスタ１８５４などを混在させて電流出力回路を構成してもよい。　しかし、単位トラ
ンジスタ１８５４を重み付けして構成すると、各重み付けした電流源が重み付けした割合
にならず、バラツキが発生する可能性がある。したがって、重み付けする場合であっても
、各電流源は、１単位の電流源となるトランジスタを複数個形成することにより構成する
ことが好ましい。
【０８８４】
　単位トランジスタ１８５４を構成するトランジスタの大きさは一定以上の大きさが必要
である。トランジスタサイズが小さいほど出力電流のバラツキが大きくなる。トランジス
タ１８５４の大きさとは、チャンネル長Ｌとチャンネル幅Ｗをかけたサイズをいう。たと
えば、Ｗ＝３μｍ、Ｌ＝４μｍであれば、１つの単位電流源を構成するトランジスタ１８
５４のサイズは、Ｗ×Ｌ＝１２平方μｍである。トランジスタサイズが小さくなるほどバ
ラツキが大きくなるのはシリコンウエハの結晶界面の状態が影響しているためと考えられ
る。したがって、１つのトランジスタが複数の結晶界面にまたがって形成されているとト
ランジスタの出力電流バラツキは小さくなる。
【０８８５】
　単位トランジスタ１８５４はＮチャンネルで構成することが好ましい。Ｐチャンネルト
ランジスタで構成した単位トランジスタは、Ｎチャンネルトランジスタで構成した単位ト
ランジスタに比較して、出力バラツキが１．５倍になる。
【０８８６】
　ソースドライバＩＣ１４の単位トランジスタ１８５４は、Ｎチャンネルトランジスタで
構成することが好ましいことから、ソースドライバＩＣ１４のプログラム電流は、画素１
６からソースドライバＩＣへの引き込み電流となる。したがって、画素１６の駆動用トラ
ンジスタ１１ａはＰチャンネルで構成される。また、図１のスイッチング用トランジスタ
１１ｄもＰチャンネルトランジスタで構成される。
【０８８７】
　以上のことから、ソースドライバＩＣ（回路）１４の出力段の単位トランジスタ１８５
４をＮチャンネルトランジスタで構成し、画素１６の駆動用トランジスタ１１ａをＰチャ
ンネルトランジスタで構成するという構成は、本発明の特徴ある構成である。なお、画素



(123) JP 2009-53725 A 2009.3.12

10

20

30

40

50

１６を構成するトランジスタ１１のすべて（トランジスタ１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、１１
ｄ）をＰチャンネルと形成するとよい。Ｎチャンネルトランジスタを形成するプロセスと
なくすことができるから、低コスト化と高歩留まり化を実現できる。
【０８８８】
　なお、単位トランジスタ１８５４はＩＣ１４に形成するとしたが、これに限定するもの
ではない。低温ポリシリコン技術でソースドライバ回路１４を形成してもよい。この場合
も、ソースドライバ回路１４内の単位トランジスタ１８５４はＮチャンネルトランジスタ
で構成することが好ましい。
【０８８９】
　画素１６のトランジスタ１１をＰチャンネルトランジスタで形成し、ゲートドライバ回
路１２をＰチャンネルトランジスタで形成する。このように画素１６のトランジスタ１１
とゲートドライバ回路１２の両方をＰチャンネルトランジスタで形成することにより基板
７１を低コスト化できる。しかし、ソースドライバ１４は、単位トランジスタ１８５４を
Ｎチャンネルトランジスタで形成することが必要になる。したがって、ソースドライバ回
路１４は基板７１に直接形成することができない。そこで別途、シリコンチップなどでソ
ースドライバ回路１４を作製し、基板７１に積載する。つまり、本発明は、ソースドライ
バＩＣ１４（映像信号としてのプログラム電流を出力する手段）を外付けする構成である
。
【０８９０】
　また、ゲートドライバ１２をＰチャンネルで形成すると、オフ電圧（Ｖｇｈ）を保持（
維持）しやすい。したがって、画素１６の駆動用トランジスタ１１ａ、１１ｂ、１１ｃを
オフ電位に保持しやくいため、本発明のＰチャンネルトランジスタから構成された画素構
成とマッチングがよく、相乗効果を発揮する。
【０８９１】
　なお、ソースドライバ回路１４はシリコンチップで構成するとしたがこれに限定するも
のではない。たとえば、低温ポリシリコン技術などでガラス基板に多数個を同時に形成し
、チップ状に切断して、基板７１に積載してもよい。なお、基板７１にソースドライバ回
路を積載するとして説明しているが、積載に限定するものではない。ソースドライバ回路
１４の出力端子を基板７１のソース信号線１８に接続するのであればいずれの形態でもよ
い。たとえば、ＴＡＢ技術でソースドライバ回路１４をソース信号線１８に接続する方式
が例示される。シリコンチップなどに別途ソースドライバ回路１４を形成することにより
、出力電流のバラツキが低減し、良好な画像表示を実現できる。また、低コスト化が可能
である。
【０８９２】
　また、画素１６の選択トランジスタをＰチャンネルで構成し、ゲートドライバ回路をＰ
チャンネルトランジスタで構成するという構成は、有機ＥＬなどの自己発光デバイス（表
示パネルあるいは表示装置）に限定されるものではない。たとえば、液晶表示デバイス、
ＦＥＤ（フィールドエミッションディスプレイ）にも適用することができる。
【０８９３】
　画素１６のスイッチング用トランジスタ１１ｂ、１１ｃがＰチャンネルトランジスタで
形成されていると、Ｖｇｈで画素１６が選択状態となる。Ｖｇｌで画素１６が非選択状態
となる。以前にも説明したが、ゲート信号線１７ａがオン（Ｖｇｌ）からオフ（Ｖｇｈ）
になる時に電圧が突き抜ける（突き抜け電圧）。画素１６の駆動用トランジスタ１１ａが
Ｐチャンネルトランジスタで形成されていると、黒表示状態の時、この突き抜け電圧によ
りトランジスタ１１ａがより電流が流れないようになる。したがって、良好な黒表示を実
現できる。黒表示を実現することが困難であるという点が、電流駆動方式の課題である。
【０８９４】
　本発明では、ゲートドライバ回路１２をＰチャンネルトランジスタで構成することによ
り、オン電圧はＶｇｈとなる。したがって、Ｐチャンネルトランジスタで形成された画素
１６とマッチングがよい。また、黒表示を良好にする効果を発揮させるためには、図１、
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図２の画素１６の構成のように、アノード電圧Ｖｄｄから駆動用トランジスタ１１ａ、ソ
ース信号線１８を介してソースドライバ回路１４の単位トランジスタ１８５４にプログラ
ム電流Ｉｗが流入するように構成することが重要である。したがって、ゲートドライバ回
路１２および画素１６をＰチャンネルトランジスタで構成し、ソースドライバ回路１４を
基板に積載し、かつソースドライバ回路１４の単位トランジスタ１８５４をＮチャンネル
トランジスタで構成することは、すぐれた相乗効果を発揮する。また、Ｎチャンネルで形
成した単位トランジスタ１８５４はＰチャンネルで形成した単位トランジスタ１８５４に
比較して出力電流のバラツキが小さい。同一面積（Ｗ・Ｌ）のトランジスタ１８５４で比
較した場合、Ｎチャンネルの単位トランジスタ１８５４はＰチャンネルの単位トランジス
タ１８５４に比較して、出力電流のばらつきは、１／１．５から１／２になる。この理由
からもソースドライバＩＣ１４の単位トランジスタ１８５４はＮチャンネルで形成するこ
とが好ましい。
【０８９５】
　図１８６に、３段式カレントミラー回路による１７６出力（Ｎ×Ｍ＝１７６）の回路図
の一例を示す。図１８６では、第１段カレントミラー回路による電流源１８４１を親電流
源、第２段カレントミラー回路による電流源１８４２を子電流源、第３段カレントミラー
回路による電流源１８４３を孫電流源と記している。最終段カレントミラー回路である第
３段カレントミラー回路による電流源の整数倍の構成により、１７６出力のばらつきを極
力抑え、高精度な電流出力が可能である。
【０８９６】
　なお、密集して配置するとは、第１の電流源１８４１と第２の電流源１８４２とを少な
くとも８ｍｍ以内の距離に配置（電流あるいは電圧の出力側と電流あるいは電圧の入力側
）することをいう。さらには、５ｍｍ以内に配置することが好ましい。この範囲であれば
、検討によりシリコンチップ内で配置されてトランジスタの特性（Ｖｔ、モビリティ（μ
））差がほとんど発生しないからである。また、同様に、第２の電流源１８４２と第３の
電流源１８４３（電流の出力側と電流の入力側）も少なくとも８ｍｍ以内の距離に配置す
る。さらに好ましくは、５ｍｍ以内の位置に配置することが好ましい。以上の事項は、本
発明の他の実施例においても適用されることは言うまでもない。
【０８９７】
　この電流あるいは電圧の出力側と電流あるいは電圧の入力側とは、以下の関係を意味す
る。図１８７の電圧受け渡しの場合は、第（Ｉ）段の電流源のトランジスタ１８４１（出
力側）と第（Ｉ＋１）の電流源のトランジスタ１８４２ａ（入力側）とを密集して配置す
る関係である。図１８８の電流受け渡しの場合は、第（Ｉ）段の電流源のトランジスタ１
８４１ａ（出力側）と第（Ｉ＋１）の電流源のトランジスタ１８４２ｂ（入力側）とを密
集して配置する関係である。
【０８９８】
　なお、図１８６、図１８７などにおいて、トランジスタ１８４１は１個としたが、これ
に限定するものではない。たとえば、小さなサブトランジスタ１８４１を複数個形成し、
この複数個のサブトランジスタのソースまたはドレイン端子を抵抗４９１と接続して単位
トランジスタ１８５４を構成してもよい。小さなサブトランジスタを複数個並列に接続す
ることのより、単位トランジスタ１８５４のばらつきを低減することができる。
【０８９９】
　同様に、トランジスタ１８４２ａは１個としたが、これに限定するものではない。たと
えば、小さなトランジスタ１８４２ａを複数個形成し、このトランジスタ１８４２ａの複
数個のゲート端子を、トランジスタ１８４１のゲート端子と接続してもよい。小さなトラ
ンジスタ１８４２ａを複数個並列に接続することのより、トランジスタ１８４２ａのばら
つきを低減することができる。
【０９００】
　したがって、本発明の構成としては、１つのトランジスタ１８４１と複数個のトランジ
スタ１８４２ａとを接続する構成、複数個のトランジスタ１８４１と１個のトランジスタ
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１８４２ａとを接続する構成、複数個のトランジスタ１８４１と複数個のトランジスタ１
８４２ａとを接続する構成が例示される。以上の実施例は後に詳細に説明する。
【０９０１】
　以上の事項は、図１８９のトランジスタ１８４３ａとトランジスタ１８４３ｂとの構成
にも適用される。１つのトランジスタ１８４３ａと複数個のトランジスタ１８４３ｂａと
を接続する構成、複数個のトランジスタ１８４３ａと１個のトランジスタ１８４３ｂとを
接続する構成、複数個のトランジスタ１８４３ａと複数個のトランジスタ１８４３ｂとを
接続する構成が例示される。小さなトランジスタ１８４３を複数個並列に接続することの
より、トランジスタ１８４３のばらつきを低減することができるからである。
【０９０２】
　以上の事項は、図１８９のトランジスタ１８４２ａ、１８４２ｂとの関係にも適用する
ことができる。また、図１８５のトランジスタ１８４３ｂも複数個のトランジスタで構成
することが好ましい。
【０９０３】
　ここで、ソースドライバＩＣ１４はシリコンチップで形成するとして説明するが、これ
に限定するものではない。ソースドライバＩＣ１４は、ガリウム基板、ゲルマニウム基板
など形成された他の半導体チップでもよい。また、単位トランジスタ１８５４は、バイポ
ーラトランジスタ、ＣＭＯＳトランジスタ、ＦＥＴ、バイＣＭＯＳトランジスタ、ＤＭＯ
Ｓトランジスタのいずれでもよい。しかし、単位トランジスタ１８５４の出力バラツキを
小さくする観点から、単位トランジスタ１８５４はＣＭＯＳトランジスタで構成すること
が好ましい。
【０９０４】
　単位トランジスタ１８５４はＮチャンネルで構成することが好ましい。Ｐチャンネルト
ランジスタで構成した単位トランジスタは、Ｎチャンネルトランジスタで構成した単位ト
ランジスタに比較して、出力バラツキが１．５倍になる。
【０９０５】
　ソースドライバＩＣ１４の単位トランジスタ１８５４は、Ｎチャンネルトランジスタで
構成することが好ましいことから、ソースドライバＩＣ１４のプログラム電流は、画素１
６からソースドライバＩＣへの引き込み電流となる。したがって、画素１６の駆動用トラ
ンジスタ１１ａはＰチャンネルで構成される。また、図１のスイッチング用トランジスタ
１１ｄもＰチャンネルトランジスタで構成される。
【０９０６】
　以上のことから、ソースドライバＩＣ（回路）１４の出力段の単位トランジスタ１８５
４をＮチャンネルトランジスタで構成し、画素１６の駆動用トランジスタ１１ａをＰチャ
ンネルトランジスタで構成するという構成は、本発明の特徴ある構成である。なお、画素
１６を構成するトランジスタ１１のすべて（トランジスタ１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、１１
ｄ）をＰチャンネルと形成するとよい。Ｎチャンネルトランジスタを形成するプロセスと
なくすことができるから、低コスト化と高歩留まり化を実現できる。
【０９０７】
　なお、単位トランジスタ１８５４はＩＣ１４に形成するとしたが、これに限定するもの
ではない。低温ポリシリコン技術でソースドライバ回路１４を形成してもよい。この場合
も、ソースドライバ回路１４内の単位トランジスタ１８５４はＮチャンネルトランジスタ
で構成することが好ましい。　
【０９０８】
　図１８８は電流受け渡し構成の実施例である。なお、図１８７は電圧受け渡し構成の実
施例である。 図１８７、図１８８とも回路図としては同じであり、レイアウト構成すな
わち配線の引き回し方が異なる。図１８７において、１８４１は第１段電流源用Ｎチャン
ネルトランジスタ、１８４２ａは第２段電流源用Ｎチャンネルトランジスタ、１８４２ｂ
は第２段電流源用Ｐチャンネルトランジスタである。
【０９０９】
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　図１８８において、１８４１ａは第１段電流源用Ｎチャンネルトランジスタ、１８４２
ａは第２段電流源用Ｎチャンネルトランジスタ、１８４２ｂは第２段電流源用Ｐチャンネ
ルトランジスタである。
【０９１０】
  図１８７では、可変抵抗４９１（電流を変化するために用いるものである）とＮチャン
ネルトランジスタ１８４１で構成される第１段電流源のゲート電圧が、第２段電流源のＮ
チャンネルトランジスタ１８４２ａのゲートに受け渡されているので、電圧受け渡し方式
のレイアウト構成となる。
【０９１１】
　一方、図１８８では、可変抵抗４９１とＮチャンネルトランジスタ１８４１ａで構成さ
れる第１段電流源のゲート電圧が、隣接する第２段電流源のＮチャンネルトランジスタ１
８４２ａのゲートに印加され、その結果トランジスタに流れる電流値が、第２段電流源の
Ｐチャンネルトランジスタ１８４２ｂに受け渡されているので、電流受け渡し方式のレイ
アウト構成となる。
【０９１２】
　なお、本発明の実施例では説明を容易にするため、あるいは理解を容易にするために、
第１の電流源と第２の電流源との関係を中心に説明しているが、これに限定されるもので
はなく、第２の電流源と第３の電流源との関係、あるいはそれ以外の電流源との関係にお
いても適用される（適用できる）ことは言うまでもない。
【０９１３】
  図１８７に示した電圧受け渡し方式のカレントミラー回路のレイアウト構成では、カレ
ントミラー回路を構成する第１段の電流源のＮチャンネルトランジスタ１８４１と第２段
の電流源のＮチャンネルトランジスタ１８４２ａが離れ離れになる（離れ離れになりやす
いというべきではある）ので、両者のトランジスタ特性に相違が生じやすい。したがって
、第１段電流源の電流値が第２段電流源に正確に伝達されず、ばらつきが生じやすい。
【０９１４】
　それに対して、図１８８に示した電流受け渡し方式のカレントミラー回路のレイアウト
構成では、カレントミラー回路を構成する第１段電流源のＮチャンネルトランジスタ１８
４１ａと第２段電流源のＮチャンネルトランジスタ１８４２ａが隣接している（隣接して
配置しやすい）ので、両者のトランジスタ特性に相違は生じにくく、第１段電流源の電流
値が第２段電流源に正確に伝達され、ばらつきが生じにくい。
【０９１５】
  以上のことから、本発明の多段式カレントミラー回路の回路構成（本発明の電流駆動方
式のソースドライバ回路（ＩＣ）１４として、電圧受け渡しではなく、電流受け渡しとな
るレイアウト構成とすることにより、よりばらつきの小さくでき好ましい。以上の実施例
は本発明の他の実施例にも適用できることは言うまでもない。
【０９１６】
  なお、説明の都合上、第１段電流源から第２段電流源の場合を示したが、第２段電流源
から第３段電流源、第３段電流源から第４段電流源、・・・などの多段の場合も同様であ
ることは言うまでもない。また、本発明は１段の電流源構成を採用してもよいことは言う
までもない
　図１８９は、図１８６の３段構成のカレントミラー回路（３段構成の電流源）を、電流
受け渡し方式にした場合の例を示している（したがって、図１８６は電圧受け渡し方式の
回路構成である）。
【０９１７】
　図１８９では、まず、可変抵抗４９１とＮチャンネルトランジスタ１８４１で基準電流
が作成される。なお、可変抵抗４９１で基準電流を調整するように説明しているが、実際
は、ソースドライバＩＣ（回路）１４内に形成（もしくは配置）された電子ボリウム回路
によりトランジスタ１８４１のソース電圧が設定され、調整されるように構成される。も
しくは、図１８５に図示するような多数の電流源（１単位）１８５４から構成される電流
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方式の電子ボリウムから出力される電流を直接にトランジスタ１８４１のソース端子に供
給することにより基準電流は調整される。
【０９１８】
　トランジスタ１８４１による第１段電流源のゲート電圧が、隣接する第２段電流源のＮ
チャンネルトランジスタ１８４２ａのゲートに印加され、その結果トランジスタに流れる
電流値が、第２段電流源のＰチャンネルトランジスタ１８４２ｂに受け渡される。また、
第２の電流源のトランジスタ１８４２ｂによるゲート電圧が、隣接する第３段電流源のＮ
チャンネルトランジスタ１８４３ａのゲートに印加され、その結果トランジスタに流れる
電流値が、第３段電流源のＮチャンネルトランジスタ１８４３ｂに受け渡される。第３段
電流源のＮチャンネルトランジスタ１８４３ｂのゲートには図１８５に図示する多数のＮ
チャンネルの単位トランジスタ１８５４が必要なビット数に応じて形成（配置）される。
【０９１９】
　以下、本発明の表示パネルについて説明をする。本発明の表示パネルは、画素およびゲ
ートドライバ回路１２をポリシリコン技術で形成している。ソースドライバ回路１４はシ
リコンウエハを加工したＩＣチップから構成されている。したがって、ソースドライバ回
路１４はソースドライバＩＣである。ソースドライバＩＣ１４は、ＣＯＧ技術でアレイ基
板７１に積載する。そのため、ソースドライバＩＣ１４下には空間がある。この空間（ア
レイ基板面）にアノード線を形成する。
【０９２０】
　図８３に図示するようにアノード接続端子からアノード線８３２が配線され、ソースド
ライバＩＣの両側に形成されたアノード線８３２は、ＩＣ１４下に形成されたアノード結
合線８３５で電気的に接続されている。
【０９２１】
　ＩＣ１４の出力側には共通アノード線８３３が形成または配置されている。共通アノー
ド線８３３からアノード配線８３４が分岐されている。アノード配線８３４はＱＣＩＦパ
ネルの場合は、１７６×ＲＧＢ＝５２８本である。アノード配線８３４を介して、図１な
どで図示するＶｄｄ電圧（アノード電圧）が供給される。１本のアノード配線８３４には
、ＥＬ素子１５が低分子材料の場合は、最大で２００μＡ程度の電流が流れる。したがっ
て、共通アノード配線８３３には、２００μＡ×５２８で約１００ｍＡの電流が流れる。
【０９２２】
　したがって、共通アノード配線８３３での電圧降下を０．２（Ｖ）以内にするには、電
流が流れる最大経路の抵抗値が２Ω（１００ｍＡ流れるとして）以下にする必要がある。
【０９２３】
　アノード結合線８３５はＩＣチップ１４の下に形成（配置）する。形成する線幅は、低
抵抗化の観点から、極力太い方がよいことは言うまでのない。その他、アノード結合線８
３５は遮光の機能を持たせることが好ましい。ＥＬ素子１５が発生する光のよって、ソー
スドライバＩＣ１４にホトコンダクタ現象が発生し、誤動作を防止するためである。なお
、アノード結合線８３５を金属材料で所定膜厚形成すれば、遮光の効果があることはいう
までもない。
【０９２４】
　アノード結合線８３５が太くできない時、あるいは、ＩＴＯなどの透明材料で形成する
ときは、アノード結合線８３５に積層して、あるいは多層に、光吸収膜あるいは光反射膜
をＩＣチップ１４下（基本的にはアレイ７１の表面）に形成する。また、アノード結合線
８３５は、完全な遮光膜であることを必要としない。部分に開口部があってもよく。また
、回折効果、散乱効果を発揮するものでもよい。また、アノード結合線８３５に積層させ
て、光学的干渉多層膜からなる遮光膜を形成または配置してもよい。
【０９２５】
　もちろん、アレイ基板７１とＩＣチップ１４との空間に、金属箔あるいは板あるいはシ
ートからなる反射板（シート）、光吸収板（シート）を配置あるいは挿入あるいは形成し
てもよいことは言うまでもない。また、金属箔に限定されず、有機材料あるいは無機材料
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からなる箔あるいは板あるいはシートからなる反射板（シート）、光吸収板（シート）を
配置あるいは挿入あるいは形成してもよいことは言うまでもない。また、アレイ基板７１
とＩＣチップ１４との空間に、ゲルあるいは液体からなる光吸収材料、光反射材料を注入
あるいは配置してもよい。さらに前記ゲルあるいは液体からなる光吸収材料、光反射材料
を加熱により、あるいは光照射により硬化させることが好ましい。なお、ここでは説明を
容易にするために、アノード結合線８３５を遮光膜（反射膜）にするとして説明をする。
【０９２６】
　アノード結合線８３５はアレイ基板７１の表面（なお、表面に限定するものではない。
遮光膜／反射膜とするという思想を満足させるためには、ＩＣチップ１４の裏面に光が入
射しなければよいのである。したがって、基板７１の内面あるいは内層にアノード結合線
８３５などを形成してもよいことは言うまでもない。また、基板７１の裏面にアノード結
合線８３５（反射膜、光吸収膜として機能する構成または構造）を形成することのより、
ＩＣ１４に光が入射することを防止または抑制できるのであれば、アレイ基板７１の裏面
でもよい。
【０９２７】
　また、図８３などでは、遮光膜などはアレイ基板７１に形成するとしたがこれに限定す
るものではなく、ＩＣチップ１４の裏面に直接に遮光膜などを形成してもよい。この場合
は、ＩＣチップ１４の裏面に絶縁膜（図示せず）を形成し、この絶縁膜上に遮光膜もしく
は反射膜などを形成する。
【０９２８】
　また、ソースドライバ回路１４がアレイ基板７１に直接に形成する構成（低温ポリシリ
コン技術、高温ポリシリコン技術、固相成長技術、アモルファスシリコン技術によるドラ
イバ構成）の場合は、遮光膜、光吸収膜あるいは反射膜を基板７１に形成し、その上にド
ライバ回路１４を形成（配置）すればよい。
【０９２９】
　ＩＣチップ１４には電流出力回路１４６１など、微少電流を流すトランジスタ素子が多
く形成されている（図１４６）。微少電流を流すトランジスタ素子に光が入射すると、ホ
トコンダクタ現象が発生し、出力電流（プログラム電流Ｉｗ）などが異常な値（バラツキ
が発生するなど）となる。特に、有機ＥＬなどの自発光素子は、基板７１内でＥＬ素子１
５から発生した光が乱反射するため、表示領域５０以外の箇所から強い光が放射される。
この放射された光が、ＩＣチップ１４の回路形成部１４６１に入射するとホトコンダクタ
現象を発生する。したがって、ホトコンダクタ現象の対策は、ＥＬ表示デバイスに特有の
対策である。
【０９３０】
　この課題に対して、本発明では、アノード結合線８３５を基板７１上に構成し、遮光膜
する。アノード結合線８３５の形成領域は図８３に図示するように、回路形成部１４６１
を被覆するようにする。以上のように、遮光膜（アノード結合線８３５）を形成すること
により、ホトコンダクタ現象を完全に防止できる。特にアノード結合線８３５などのＥＬ
電源線は、画面書き換えに伴い、電流がながれて多少の電位が変化する。しかし、電位の
変化量は、１Ｈタイミングで少しずつ変化するため、ほど、グランド電位（電位変化しな
いという意味）として見なせる。したがって、アノード結合線８３５は遮光の機能だけで
なく、シールドの効果も発揮する。
【０９３１】
　共通アノード線８３２の電圧降下、アノード配線８３４の電圧降下を抑制するため、図
８４に図示するように、表示画面５０の上側に共通アノード線８３２ａを形成し、表示画
面５０の下側に共通アノード線８３２ｂを形成して、アノード配線８３４の上下でショー
ト状態にするとよい。
【０９３２】
　また、図８５に図示するように、画面５０の上下にソースドライバ回路１４を配置する
ことも好ましい。また、図８６に図示するように、表示画面５０を表示画面５０ａと表示
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画面５０ｂに分割し、表示画面５０ａをソースドライバ回路１４ａで駆動し、表示画面５
０ｂをソースドライバ回路１４ｂで駆動するようにしてもよい。
【０９３３】
　有機ＥＬなどの自発光素子は、基板７１内でＥＬ素子１５から発生した光が乱反射する
ため、表示領域５０以外の箇所から強い光が放射される。この乱反射光を防止あるいは抑
制するため、画像表示に有効な光が通過しない箇所（無効領域）に光吸収膜を形成すると
よい。光吸収膜を形成する箇所は、封止フタ８５の外面、封止フタ８５の内面、基板７０
の側面、基板の画像表示領域以外（光吸収膜１０１１ｂ）などである。なお、光吸収膜に
限定するものではなく、光吸収シートを取り付けてもよく、また、光吸収壁でもよい。ま
た、光吸収の概念には、光を散乱させることのより、光を発散させる方式あるいは構造も
含まれる、また、広義には反射により光を封じこめる方式あるいは構成も含まれる。
【０９３４】
　光吸収膜を構成する物質としては、アクリル樹脂などの有機材料にカーボンを含有させ
たもの、黒色の色素あるいは顔料を有機樹脂中に分散させたもの、カラーフィルタの様に
ゼラチンやカゼインを黒色の酸性染料で染色したものが例示される。その他、単一で黒色
となるフルオラン系色素を発色させて用いたものでもよく、緑色系色素と赤色系色素とを
混合した配色ブラックを用いることもできる。また、スパッタにより形成されたＰｒＭｎ
Ｏ3膜、プラズマ重合により形成されたフタロシアニン膜等が例示される。
【０９３５】
　図９４は本発明の電源回路の構成図である。９４２は制御回路である。抵抗９４５ａと
９５４ｂの中点電位を制御し、トランジスタ９４６のゲート信号を出力する。トランス９
４１の１次側には電源Ｖｐｃが印加され、１次側の電流がトランジスタ９４６のオンオフ
制御により２次側に伝達される。９４３は整流ダイオードであり、９４４は平滑化コンデ
ンサである。
【０９３６】
　アノード電圧Ｖｄｄは抵抗９４５ｂに出力電圧が調整される。Ｖｓｓはカソード電圧で
ある。カソード電圧Ｖｓｓは図９５に図示するように２つの電圧を選択して出力できるよ
うに構成されている。選択はスイッチ９５１で行う。図９５では、スイッチ９５１により
－９（Ｖ）が選択されている。
【０９３７】
　スイッチ９５１の選択は温度センサ９５２からの出力結果による。パネル温度が低いと
きは、Ｖｓｓ電圧として、－９（Ｖ）を選択する。一定以上のパネル温度の時は、－６（
Ｖ）を選択する。これは、ＥＬ素子１５に温特があり、低温側でＥＬ素子１５の端子電圧
が高くなるためである。なお、図９５では、２つの電圧から１つの電圧を選択し、Ｖｓｓ
（カソード電圧）とするとしたが、これに限定するものではなく、３つ以上の電圧からＶ
ｓｓ電圧を選択できるように構成してもよい。以上の事項は、Ｖｄｄについても同様に適
用される。
【０９３８】
　図９５のように、複数の電圧をパネル温度により選択できるように構成することで、パ
ネルの消費電力を低減することができる。一定温度以下の時に、Ｖｓｓ電圧を低下させれ
ばよいからである。通常は、電圧が低いＶｓｓ＝－６（Ｖ）を使用することができる。な
お、スイッチ９５１は図９６に図示するように構成してもよい。なお、複数のカソード電
圧Ｖｓｓを発生させるのは、図９６のトランス９４１から中間タップをとりだすことによ
り容易に実現できる。アノード電圧Ｖｄｄの場合も同様である。
【０９３９】
　図９７は電位設定の説明図である。ソースドライバＩＣ１４はＧＮＤを基準にする。ソ
ースドライバＩＣ１４の電源はＶｃｃである。Ｖｃｃはアノード電圧（Ｖｄｄ）と一致さ
せてもよい。本発明では消費電力の観点から、Ｖｃｃ＜Ｖｄｄにしている。
【０９４０】
　ゲートドライバ回路１２のオフ電圧Ｖｇｈは、Ｖｄｄ電圧以上にする。好ましくは、Ｖ
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ｄｄ＋０．５（Ｖ）　＜　Ｖｇｈ　＜　Ｖｄｄ＋２．５（Ｖ）の関係を満足させる。オン
電圧ＶｇｌはＶｓｓと一致させてもよいが、好ましくは、Ｖｓｓ（Ｖ）　＜　Ｖｇｌ　＜
　－０．５（Ｖ）の関係を満足させる。以上の電圧設定は、画素構成が図１の場合に重要
である。
【０９４１】
　本発明は有機ＥＬ表示装置について説明をしているが、有機ＥＬ表示装置に用いる表示
パネルは有機ＥＬ表示パネルのみに限定されるものではない。たとえば、図９９に図示す
るように有機ＥＬ表示パネルをメイン表示パネルとして用い、液晶表示パネル９９１をサ
ブ表示パネルとして用いる表示装置を構成してもよい。
【０９４２】
　図１００は、メイン表示用のアレイ基板７１ａとサブ表示用のアレイ基板７１ｂをもち
いたＥＬ表示パネルの構成図である。アレイ基板７１ａとアレイ基板７１ｂ間に乾燥剤１
０７が配置されている（封入されている）（図１０１を参照のこと）。
【０９４３】
　１００１はＡＣＦなどの接続樹脂である。ソースドライバ回路１４からの信号は、アレ
イ基板７１ａのソース信号線１８、接続樹脂１００１を介してアレイ基板７１ｂのソース
信号線１８に伝達される。
【０９４４】
　１００４は偏光板あるいは円偏光板である。偏光板１００４とアレイ基板７１間には拡
散剤１００３が配置または形成されている。拡散剤１００３は偏光板１００４とアレイ基
板７１とをはり合わせる接着剤としても機能する。拡散剤１００４は、アクリル系接着剤
内に酸化チタンの微粉末が添加されたもの、アクリル系接着剤内に炭酸カルシウムの微粉
末が添加されたものが例示される。拡散剤１００４によりＥＬ素子１５から発生した光の
取り出し効率が向上する。
【０９４５】
　図１０１はアレイ基板７１ａとアレイ基板７１ｂ間にガラスリング１０１１を配置した
構成である。ガラスリング１０１１を使用することにより、アレイ基板７１ａとアレイ基
板７１ｂ間の距離を自由に設定できるようになる。
【０９４６】
　図１０２は本発明のパネルモジュールの構成図である。フレキ１０２１はコネクタ端子
１０２３に入力された信号をソースドライバＩＣ１４およびゲートドライバ回路１２に伝
達する機能を有する。また、１０２２はコントロールＩＣである。
【０９４７】
　コントロールＩＣ１０２２はシリアルの映像データをパラレル変換してソースドライバ
ＩＣ１４に入力する。また、パネルの制御データを解読してソースドライバ回路１４など
を制御する機能を有する。
【０９４８】
　図１０３は信号の流れを模式的に示したものである。シリアルデータ１０３１がフレキ
１０２１の配線を介してコントロールＩＣ１０２２に入力される。コントロールＩＣ１０
２２はシリアル／パラレルデータ変換を行い、パラレル映像データ１０３２、ゲートドラ
イフ回路制御データ１０３３に展開する。
【０９４９】
　図１０４はコントローラＩＣ１０２２が展開するデータを記載したものである。入力は
シリアルの映像信号ＤＡＴＡ、シリアルの制御データＩＤおよびクロックＣＬＫである。
出力は、パラレルの映像データ（ＲＤＡＴＡ（赤データ）、ＧＤＡＴＡ（緑データ）、Ｂ
ＤＡＴＡ（青データ））、プリチャージ電圧（ＲＰＶ（赤用プリチャージ電圧）、ＧＰＶ
（緑用プリチャージ電圧）、ＢＰＶ（青用プリチャージ電圧））、クロック（ＣＬＫ）、
上下反転信号（ＵＤ）、ＥＬ側のゲート回路制御信号（ＥＬＣＮＴＬ）、ＷＲ側のゲート
回路制御信号（ＷＲＣＮＴＬ）などである。
【０９５０】
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　図１０８は入力データ信号のタイムングチャートである。ＩＤはＨレベルの時、ＤＡＴ
Ａが映像信号であることを示し、Ｌレベルの時、ＤＡＴＡが制御データであることを示す
。データはＣＬＫの立ち上りで検出する。図１０９は制御データＩＤもシリアル入力にし
た実施例である。また、図１１０は入力信号をＬＶＤＳ信号とした実施例である。
【０９５１】
　図１０５は本発明の表示パネルの構成図である。図１０５の（ａ）は表示パネルの裏面
であり、図１０５の（ｂ）はＡＡ’線での断面図である。表示パネルの裏面には、放熱板
１０５１が取り付けられている。また、図１１で説明した薄膜封止が実施されている。放
熱板１０５１は薄膜封止膜１１１上にシリコン系の接着剤（図示せず）で接着されている
。前記接着剤は、ＥＬ素子１５で発熱した熱の伝導体としても作用する。放熱板には複数
の穴１０５２が形成されている。この穴１０５２内を空気が通過し、パネルの熱を放熱す
る。
【０９５２】
　図１０６に図示するように、回路基板（プリント基板）１０６２上には実装部品１０６
１が実装されている。回路基板１０６２はパネルの接続端子とフレキ基板１０２１で取り
付けられている。したがって、回路基板１０６２からの信号は、フレキ基板１０２１を介
してパネル基板７１に伝達される。
【０９５３】
　プリント基板１０６２と基板７１とは接触し、薄膜封止膜１１１に傷がつかないように
、プリント基板１０６２上に緩衝部材（緩衝突起）１０６３が形成されている（図１０６
の（ａ））。緩衝部材１０６３はアクリル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリイミド樹脂で形
成するとよい。なお、緩衝部材１０６３は図１０６の（ｂ）に図示するように、パネル基
板７１側に形成してもよい。図１０７に図示するように、筐体５７３上にパネル基板７１
を配置する場合は、筐体５７３とパネル基板７１間に緩衝部材１０６３を配置するとよい
。
【０９５４】
　つぎに、本発明の駆動方式を実施する本発明の表示機器についての実施例について説明
をする。図５７は情報端末装置の一例としての携帯電話の平面図である。筐体５７３にア
ンテナ５７１、テンキー５７２などが取り付けられている。５７２などが表示色切換キー
あるいは電源オンオフ、フレームレート切り替えキーである。
【０９５５】
　キー５７２を１度押さえると表示色は８色モードに、つづいて同一キー５７２を押さえ
ると表示色は２５６色モード、さらにキー５７２を押さえると表示色は４０９６色モード
となるようにシーケンスを組んでもよい。キーは押さえるごとに表示色モードが変化する
トグルスイッチとする。なお、別途表示色に対する変更キーを設けてもよい。この場合、
キー５７２は３つ（以上）となる。
【０９５６】
　キー５７２はプッシュスイッチの他、スライドスイッチなどの他のメカニカルなスイッ
チでもよく、また、音声認識などにより切換るものでもよい。たとえば、４０９６色を受
話器に音声入力すること、たとえば、「高品位表示」、「２５６色モード」あるいは「低
表示色モード」と受話器に音声入力することにより表示パネルの表示画面５０に表示され
る表示色が変化するように構成する。これは現行の音声認識技術を採用することにより容
易に実現することができる。
【０９５７】
　また、表示色の切り替えは電気的に切換るスイッチでもよく、表示パネルの表示部２１
に表示させたメニューを触れることにより選択するタッチパネルでも良い。また、スイッ
チを押さえる回数で切換る、あるいはクリックボールのように回転あるいは方向により切
換るように構成してもよい。
【０９５８】
　５７２は表示色切換キーとしたが、フレームレートを切換るキーなどとしてもよい。ま
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た、動画と静止画とを切換るキーなどとしてもよい。また、動画と静止画とフレームレー
トなどの複数の要件を同時に切り替えてもよい。また、押さえ続けると徐々に（連続的に
）フレームレートが変化するように構成してもよい。この場合は発振器を構成するコンデ
ンサＣ、抵抗Ｒのうち、抵抗Ｒを可変抵抗にしたり、電子ボリウムにしたりすることによ
り実現できる。また、コンデンサはトリマコンデンサとすることにより実現できる。また
、半導体チップに複数のコンデンサを形成しておき、１つ以上のコンデンサを選択し、こ
れらを回路的に並列に接続することにより実現してもよい。
【０９５９】
　なお、表示色などによりフレームレートを切換るという技術的思想は携帯電話に限定さ
れるものではなく、パームトップコンピュータや、ノートパソコン、ディスクトップパソ
コン、携帯時計など表示画面を有する機器に広く適用することができる。
【０９６０】
　図５７で説明した本発明の携帯電話では図示していないが、筐体の裏側にＣＣＤカメラ
を備えている。ＣＣＤカメラで撮影し画像は即時に表示パネルの表示画面５０に表示でき
る。ＣＣＤカメラで撮影したデータは、表示画面５０に表示することができる。ＣＣＤカ
メラの画像データは２４ビット（１６７０万色）、１８ビット（２６万色）、１６ビット
（６．５万色）、１２ビット（４０９６色）、８ビット（２５６色）をキー５７２入力で
切り替えることができる。
【０９６１】
　図５８は本発明の実施の形態におけるビューファインダの断面図である。但し、説明を
容易にするため模式的に描いている。また一部拡大あるいは縮小した箇所が存在し、また
、省略した箇所もある。たとえば、図５８において、接眼カバーを省略している。以上の
ことは他の図面においても該当する。
【０９６２】
　ボデー５７３の裏面は暗色あるいは黒色にされている。これは、ＥＬ表示パネル（表示
装置）５７４から出射した迷光がボデー５７３の内面で乱反射し表示コントラストの低下
を防止するためである。また、表示パネルの光出射側には位相板（λ／４板など）１０８
、偏光板１０９などが配置されている。このことは図１０、図１１でも説明している。
【０９６３】
　接眼リング５８１には拡大レンズ５８２が取り付けられている。観察者は接眼リング５
８１をボデー５７３内での挿入位置を可変して、表示パネル５７４の表示画像５０にピン
トがあうように調整する。
【０９６４】
　また、必要に応じて表示パネル５７４の光出射側に正レンズ５８３を配置すれば、拡大
レンズ５８２に入射する主光線を収束させることができる。そのため、拡大レンズ５８２
のレンズ径を小さくすることができ、ビューファインダを小型化することができる。
【０９６５】
　図５９はビデオカメラの斜視図である。ビデオカメラは撮影（撮像）レンズ部５９２と
ビデオかメラ本体５７３と具備し、撮影レンズ部５９２とビューファインダ部５７３とは
背中合わせとなっている。また、ビューファインダ（図５８も参照）５７３には接眼カバ
ーが取り付けられている。観察者（ユーザー）はこの接眼カバー部から表示パネル５７４
の画像５０を観察する。
【０９６６】
　一方、本発明のＥＬ表示パネルは表示モニターとしても使用されている。表示部５０は
支点５９１で角度を自由に調整できる。表示部５０を使用しない時は、格納部５９３に格
納される。
【０９６７】
　スイッチ５９４は以下の機能を実施する切り替えあるいは制御スイッチである。スイッ
チ５９４は表示モード切り替えスイッチである。スイッチ５９４は、携帯電話などにも取
り付けることが好ましい。この表示モード切り替えスイッチ５９４について説明をする。
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【０９６８】
　本発明の駆動方法の１つにＮ倍の電流をＥＬ素子１５に流し、１Ｆの１／Ｍの期間だけ
点灯させる方法がある。この点灯させる期間を変化させることのより、明るさをデジタル
的に変更することができる。たとえば、Ｎ＝４として、ＥＬ素子１５には４倍の電流を流
す。点灯期間を１／Ｍとし、Ｍ＝１、２、３、４と切り替えれば、１倍から４倍までの明
るさ切り替えが可能となる。なお、Ｍ＝１、１．５、２、３、４、５、６などと変更でき
るように構成してもよい。
【０９６９】
　以上の切り替え動作は、携帯電話の電源をオンしたときに、表示画面５０を非常に明る
く表示し、一定の時間を経過した後は、電力セーブするために、表示輝度を低下させる構
成に用いる。また、ユーザーが希望する明るさに設定する機能としても用いることができ
る。たとえば、屋外などでは、画面を非常に明るくする。屋外では周辺が明るく、画面が
全く見えなくなるからである。しかし、高い輝度で表示し続けるとＥＬ素子１５は急激に
劣化する。そのため、非常に明るくする場合は、短時間で通常の輝度に復帰させるように
構成しておく。さらに、高輝度で表示させる場合は、ユーザーがボタンと押すことにより
表示輝度を高くできるようの構成しておく。
【０９７０】
　したがって、ユーザーがボタン５９４で切り替えできるようにしておくか、設定モード
で自動的に変更できるか、外光の明るさを検出して自動的に切り替えできるように構成し
ておくことが好ましい。また、表示輝度を５０％、６０％、８０％とユーザーなどが設定
できるように構成しておくことが好ましい。
【０９７１】
　なお、表示画面５０はガウス分布表示にすることが好ましい。ガウス分布表示とは、中
央部の輝度が明るく、周辺部を比較的暗くする方式である。視覚的には、中央部が明るけ
れば周辺部が暗くとも明るいと感じられる。主観評価によれば、周辺部が中央部に比較し
て７０％の輝度を保っておれば、視覚的に遜色ない。さらに低減させて、５０％輝度とし
てもほぼ、問題がない。本発明の自己発光型表示パネルでは、以前に説明したＮ倍パルス
駆動（Ｎ倍の電流をＥＬ素子１５に流し、１Ｆの１／Ｍの期間だけ点灯させる方法）を用
いて画面の上から下方向に、ガウス分布を発生させている。
【０９７２】
　具体的には、画面の上部と下部ではＭの値と大きくし、中央部でＭの値を小さくする。
これは、ゲートドライバ１２のシフトレジスタの動作速度を変調することなどにより実現
する。画面の左右の明るさ変調は、テーブルのデータと映像データとを乗算することによ
り発生させている。以上の動作により、周辺輝度（画角０．９）を５０％にした時、１０
０％輝度の場合に比較して約２０％の低消費電力化が可能である。周辺輝度（画角０．９
）を７０％にした時、１００％輝度の場合に比較して約１５％の低消費電力化が可能であ
る。
【０９７３】
　なお、ガウス分布表示はオンオフできるように切り替えスイッチなどを設けることが好
ましい。たとえば、屋外などで、ガウス表示させると画面周辺部が全く見えなくなるから
である。したがって、ユーザーがボタンで切り替えできるようにしておくか、設定モード
で自動的に変更できるか、外光の明るさを検出して自動的に切り替えできるように構成し
ておくことが好ましい。また、周辺輝度を５０％、６０％、８０％とユーザーなどが設定
できるように構成しておくことがこのましい。
【０９７４】
　液晶表示パネルではバックライトで固定のガウス分布を発生させている。したがって、
ガウス分布のオンオフを行うことはできない。ガウス分布をオンオフできるのは自己発光
型の表示デバイス特有の効果である。
【０９７５】
　また、フレームレートが所定の時、室内の蛍光灯などの点灯状態と干渉してフリッカが
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発生する場合がある。つまり、蛍光灯が６０Ｈｚの交流で点灯しているとき、ＥＬ表示素
子１５がフレームレート６０Ｈｚで動作していると、微妙な干渉が発生し、画面がゆっく
りと点滅しているように感じられる場合がある。これをさけるにはフレームレートを変更
すればよい。本発明はフレームレートの変更機能を付加している。また、Ｎ倍パルス駆動
（Ｎ倍の電流をＥＬ素子１５に流し、１Ｆの１／Ｍの期間だけ点灯させる方法）において
、ＮまたはＭの値を変更できるように構成している。
【０９７６】
　以上の機能をスイッチ５９４で実現できるようにする。スイッチ５９４は表示画面５０
のメニューにしたがって、複数回おさえることにより、以上に説明した機能を切り替え実
現する。
【０９７７】
　なお、以上の事項は、携帯電話だけに限定されるものではなく、テレビ、モニターなど
に用いることができることはいうまでもない。また、どのような表示状態にあるかをユー
ザーがすぐに認識できるように、表示画面にアイコン表示をしておくことが好ましい。以
上の事項は以下の事項に対しても同様である。
【０９７８】
　本実施の形態のＥＬ表示装置などはビデオカメラだけでなく、図６０に示すような電子
カメラにも適用することができる。表示装置はカメラ本体６０１に付属されたモニター５
０として用いる。カメラ本体６０１にはシャッタ６０３の他、スイッチ５９４が取り付け
られている。
【０９７９】
　以上は表示パネルの表示領域が比較的小型の場合であるが、３０インチ以上と大型とな
ると表示画面５０がたわみやすい。その対策のため、本発明では図６１に示すように表示
パネルに外枠６１１をつけ、外枠６１１をつりさげられるように固定部材６１４で取り付
けている。この固定部材６１４を用いて、壁などに取り付ける。
【０９８０】
　しかし、表示パネルの画面サイズが大きくなると重量も重たくなる。そのため、表示パ
ネルの下側に脚取り付け部６１３を配置し、複数の脚６１２で表示パネルの重量を保持で
きるようにしている。
【０９８１】
　脚６１２はＡに示すように左右に移動でき、また、脚６１２はＢに示すように収縮でき
るように構成されている。そのため、狭い場所であっても表示装置を容易に設置すること
ができる。
【０９８２】
　図６１のテレビでは、画面の表面を保護フィルム（保護板でもよい）で被覆している。
これは、表示パネルの表面に物体があたって破損することを防止することが１つの目的で
ある。保護フィルムの表面にはＡＩＲコートが形成されており、また、表面をエンボス加
工することにより表示パネルに外の状況（外光）が写り込むことを抑制している。
【０９８３】
　保護フィルムと表示パネル間にビーズなどを散布することにより、一定の空間が配置さ
れるように構成されている。また、保護フィルムの裏面に微細な凸部を形成し、この凸部
で表示パネルと保護フィルム間に空間を保持させる。このように空間を保持することによ
り保護フィルムからの衝撃が表示パネルに伝達することを抑制する。
【０９８４】
　また、保護フィルムと表示パネル間にアルコール、エチレングリコールなど液体あるい
はゲル状のアクリル樹脂あるいはエポキシなどの固体樹脂などの光結合剤を配置または注
入することも効果がある。界面反射を防止できるとともに、前記光結合剤が緩衝材として
機能するからである。
【０９８５】
　保護フィルムをしては、ポリカーボネートフィルム（板）、ポリプロピレンフィルム（
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板）、アクリルフィルム（板）、ポリエステルフィルム（板）、ＰＶＡフィルム（板）な
どが例示される。その他エンジニアリング樹脂フィルム（ＡＢＳなど）を用いることがで
きることは言うまでもない。また、強化ガラスなど無機材料からなるものでもよい。保護
フィルムを配置するかわりに、表示パネルの表面をエポキシ樹脂、フェノール樹脂、アク
リル樹脂で０．５ｍｍ以上２．０ｍｍ以下の厚みでコーティングすることも同様の効果が
ある。また、これらの樹脂表面にエンボス加工などをすることも有効である。
【０９８６】
　また、保護フィルムあるいはコーティング材料の表面をフッ素コートすることも効果が
ある。表面についた汚れを洗剤などで容易にふき落とすことができるからである。また、
保護フィルムを厚く形成し、フロントライトと兼用してもよい。
【０９８７】
　本発明の実施例における表示パネルは、３辺フリーの構成と組み合わせることも有効で
あることはいうまでもない。特に３辺フリーの構成は画素がアモルファスシリコン技術を
用いて作製されているときに有効である。また、アモルファスシリコン技術で形成された
パネルでは、トランジスタ素子の特性バラツキのプロセス制御が不可能のため、本発明の
Ｎ倍パルス駆動、リセット駆動、ダミー画素駆動などを実施することが好ましい。つまり
、本発明におけるトランジスタなどは、ポリシリコン技術によるものに限定するものでは
なく、アモルファスシリコンによるものであってもよい。
【０９８８】
　なお、本発明のＮ倍パルス駆動（図１３、図１６、図１９、図２０、図２２、図２４、
図３０など）などは、低温ポリシリコン技術でトランジスタ１１を形成して表示パネルよ
りも、アモルファスシリコン技術でトランジスタ１１を形成した表示パネルに有効である
。アモルファスシリコンのトランジスタ１１では、隣接したトランジスタの特性がほぼ一
致しているからである。したがって、加算した電流で駆動しても個々のトランジスタの駆
動電流はほぼ目標値となっている（特に、図２２、図２４、図３０のＮ倍パルス駆動はア
モルファスシリコンで形成したトランジスタの画素構成において有効である）。
【０９８９】
　本発明の実施例で説明した技術的思想はビデオカメラ、プロジェクター、立体テレビ、
プロジェクションテレビなどに適用できる。また、ビューファインダ、携帯電話のモニタ
ー、ＰＨＳ、携帯情報端末およびそのモニター、デジタルカメラおよびそのモニターにも
適用できる。
【０９９０】
　また、電子写真システム、ヘッドマウントディスプレイ、直視モニターディスプレイ、
ノートパーソナルコンピュータ、ビデオカメラ、電子スチルカメラにも適用できる。また
、現金自動引き出し機のモニター、公衆電話、テレビ電話、パーソナルコンピュータ、腕
時計およびその表示装置にも適用できる。
【０９９１】
　さらに、家庭電器機器の表示モニター、ポケットゲーム機器およびそのモニター、表示
パネル用バックライトあるいは家庭用もしくは業務用の照明装置などにも適用あるいは応
用展開できることは言うまでもない。照明装置は色温度を可変できるように構成すること
が好ましい。これは、ＲＧＢの画素をストライプ状あるいはドットマトリックス状に形成
し、これらに流す電流を調整することにより色温度を変更できる。また、広告あるいはポ
スターなどの表示装置、ＲＧＢの信号器、警報表示灯などにも応用できる。
【０９９２】
　また、スキャナの光源としても有機ＥＬ表示パネルは有効である。ＲＧＢのドットマト
リックスを光源として、対象物に光を照射し、画像を読み取る。もちろん、単色でもよい
ことは言うまでもない。また、アクティブマトリックスに限定するものではなく、単純マ
トリックスでもよい。色温度を調整できるようにすれば画像読み取り精度も向上する。
【０９９３】
　また、液晶表示装置のバックライトにも有機ＥＬ表示装置は有効である。ＥＬ表示装置
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（バックライト）のＲＧＢの画素をストライプ状あるいはドットマトリックス状に形成し
、これらに流す電流を調整することにより色温度を変更でき、また、明るさの調整も容易
である。その上、面光源であるから、画面の中央部を明るく、周辺部を暗くするガウス分
布を容易に構成できる。また、Ｒ、Ｇ、Ｂ光を交互に走査する、フィールドシーケンシャ
ル方式の液晶表示パネルのバックライトとしても有効である。また、バックライトを点滅
しても黒挿入することにより動画表示用などの液晶表示パネルのバックライトとしても用
いることができる。
【産業上の利用可能性】
【０９９４】
　本発明のＥＬ表示パネルの駆動方法によれば、高画質、良好な動画表示性能、低消費電
力、低コスト化、高輝度化等のそれぞれの構成に応じて特徴ある効果を発揮する。尚、本
発明を用いれば、低消費電力の情報表示装置などを構成できるので、電力を消費しない。
また、小型軽量化できるので、資源を消費しない。また、高精細の表示パネルであっても
十分に対応できる。したがって、地球環境、宇宙環境に優しいこととなる。
【０９９５】
　本発明のＥＬ表示パネルは、以上のような効果を発揮することが出来、有機または無機
エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）素子を用いたＥＬ表示パネルなどの自発光表示パネル
、また、ＥＬ表示パネルの駆動方法と駆動回路およびそれらを用いた情報表示装置などと
して有用である。
【図面の簡単な説明】
【０９９６】
【図１】本発明の表示パネルの画素構成図である。
【図２】本発明の表示パネルの画素構成図である。
【図３】本発明の表示パネルの動作の説明図である。
【図４】本発明の表示パネルの動作の説明図である。
【図５】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図６】本発明の表示装置の構成図である。
【図７】本発明の表示パネルの製造方法の説明図である。
【図８】本発明の表示装置の構成図である。
【図９】本発明の表示装置の構成図である。
【図１０】本発明の表示パネルの断面図である。
【図１１】本発明の表示パネルの断面図である。
【図１２】本発明の表示パネルの説明図である。
【図１３】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１４】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１５】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１６】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１７】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１８】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１９】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２０】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２１】は、本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２２】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２３】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２４】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２５】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２６】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２７】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２８】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図２９】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
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【図３０】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図３１】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図３２】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図３３】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図３４】本発明の表示装置の構成図である。
【図３５】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図３６】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図３７】本発明の表示装置の構成図である。
【図３８】本発明の表示装置の構成図である。
【図３９】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図４０】本発明の表示装置の構成図である。
【図４１】本発明の表示装置の構成図である。
【図４２】本発明の表示パネルの画素構成図である。
【図４３】本発明の表示パネルの画素構成図である。
【図４４】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図４５】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図４６】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図４７】本発明の表示パネルの画素構成図である。
【図４８】本発明の表示装置の構成図である。
【図４９】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図５０】本発明の表示パネルの画素構成図である。
【図５１】本発明の表示パネルの画素構成図である。
【図５２】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図５３】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図５４】本発明の表示パネルの画素構成図である。
【図５５】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図５６】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図５７】本発明の携帯電話の説明図である。
【図５８】本発明のビューファインダの説明図である。
【図５９】本発明のビデオカメラの説明図である。
【図６０】本発明のデジタルカメラの説明図である。
【図６１】本発明のテレビ（モニター）の説明図である。
【図６２】従来の表示パネルの画素構成図である。
【図６３】本発明の表示パネルの画素構成図である。
【図６４】本発明の表示パネルの画素構成図である。
【図６５】本発明の表示パネルの画素構成図である。
【図６６】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図６７】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図６８】本発明の表示パネルの説明図である。
【図６９】本発明の表示パネルの説明図である。
【図７０】本発明の表示パネルの説明図である。
【図７１】本発明の表示パネルの説明図である。
【図７２】本発明の表示パネルの説明図である。
【図７３】本発明の表示パネルの説明図である。
【図７４】本発明の表示パネルの説明図である。
【図７５】本発明の表示パネルの説明図である。
【図７６】本発明の表示パネルの説明図である。
【図７７】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図７８】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図７９】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
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【図８０】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図８１】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図８２】本発明の表示パネルの説明図である。
【図８３】本発明の表示パネルの説明図である。
【図８４】本発明の表示パネルの説明図である。
【図８５】本発明の表示パネルの説明図である。
【図８６】本発明の表示パネルの説明図である。
【図８７】本発明の検査方法の説明図である。
【図８８】本発明の検査方法の説明図である。
【図８９】本発明の検査方法の説明図である。
【図９０】本発明の検査方法の説明図である。
【図９１】本発明の検査方法の説明図である。
【図９２】本発明の検査方法の説明図である。
【図９３】本発明の検査方法の説明図である。
【図９４】本発明の表示装置の電源回路の説明図である。
【図９５】本発明の表示装置の電源回路の説明図である。
【図９６】本発明の表示装置の電源回路の説明図である。
【図９７】本発明の表示装置の電源回路の説明図である。
【図９８】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図９９】本発明の表示装置の説明用の概略の断面図である。
【図１００】本発明の表示装置の説明図である。
【図１０１】本発明の表示装置の説明図である。
【図１０２】本発明の表示装置の説明図である。
【図１０３】本発明の表示装置の説明図である。
【図１０４】本発明の表示装置の説明図である。
【図１０５】本発明の表示装置の説明図である。
【図１０６】本発明の表示装置の説明図である。
【図１０７】本発明の表示装置の説明図である。
【図１０８】本発明の表示装置の説明図である。
【図１０９】本発明の表示装置の説明図である。
【図１１０】本発明の表示装置の説明図である。
【図１１１】本発明の表示装置の説明図である。
【図１１２】本発明の表示装置の説明図である。
【図１１３】本発明の表示装置の説明図である。
【図１１４】本発明の表示装置の説明図である。
【図１１５】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１１６】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１１７】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１１８】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１１９】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１２０】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１２１】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１２２】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１２３】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１２４】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１２５】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１２６】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１２７】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１２８】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１２９】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
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【図１３０】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１３１】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１３２】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１３３】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１３４】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１３５】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１３６】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１３７】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１３８】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１３９】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１４０】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１４１】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１４２】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１４３】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１４４】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１４５】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１４６】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１４７】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１４８】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１４９】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１５０】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１５１】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１５２】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１５３】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１５４】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１５５】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１５６】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１５７】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１５８】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１５９】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１６０】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１６１】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１６２】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１６３】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１６４】本発明の表示パネルの駆動方法の説明図である。
【図１６５】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１６６】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１６７】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１６８】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１６９】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１７０】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１７１】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１７２】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１７３】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１７４】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１７５】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１７６】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１７７】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１７８】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１７９】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
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【図１８０】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１８１】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１８２】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１８３】本発明の表示装置の駆動方法の説明図である。
【図１８４】本発明のソースドライバ回路の説明図である。
【図１８５】本発明のソースドライバ回路の説明図である。
【図１８６】本発明のソースドライバ回路の説明図である。
【図１８７】本発明のソースドライバ回路の説明図である。
【図１８８】本発明のソースドライバ回路の説明図である。
【図１８９】本発明のソースドライバ回路の説明図である。
【符号の説明】
【０９９７】
　１１　トランジスタ（薄膜トランジスタ）
　１２　ゲートドライバＩＣ（回路）
　１４　ソースドライバＩＣ（回路）
　１５　ＥＬ（素子）（発光素子）
　１６  画素
　１７  ゲート信号線
　１８  ソース信号線
　１９  蓄積容量（付加コンデンサ、付加容量）
　５０  表示画面
　５１  書き込み画素（行）
　５２  非表示画素（非表示領域、非点灯領域）
　５３  表示画素（表示領域、点灯領域）
　６１  シフトレジスタ
　６２  インバータ
　６３  出力バッファ
　７１  アレイ基板（表示パネル）
　７２  レーザー照射範囲（レーザースポット）
　７３  位置決めマーカー
　７４  ガラス基板（アレイ基板）
　８１  コントロールＩＣ（回路）
　８２  電源ＩＣ（回路）
　８３  プリント基板
　８４  フレキシブル基板
　８５  封止フタ
　８６  カソード配線
　８７  アノード配線（Ｖｄｄ）
　８８  データ信号線
　８９  ゲート制御信号線
　１０１　土手（リブ）
　１０２　層間絶縁膜
　１０４　コンタクト接続部
　１０５　画素電極
　１０６　カソード電極
　１０７　乾燥剤
　１０８　λ／４板
　１０９　偏光板
　１１１　薄膜封止膜
　２８１　ダミー画素（行）
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　３４１　出力段回路
　３７１　ＯＲ回路
　４０１　点灯制御線
　４７１　逆バイアス線
　４７２　ゲート電位制御線
　５６１　電子ボリウム回路
　５６２　トランジスタのＳＤ（ソース－ドレイン）ショート
　５７１　アンテナ
　５７２　キー
　５７３　筐体
　５７４　表示パネル
　５８１　接眼リング
　５８２　拡大レンズ
　５８３　凸レンズ
　５９１　支点（回転部）
　５９２　撮影レンズ
　５９３　格納部
　５９４　スイッチ
　６０１　本体
　６０２　撮影部
　６０３　シャッタスイッチ
　６１１　取り付け枠
　６１２　脚
　６１３　取り付け台
　６１４　固定部
　６３１　切り替えスイッチ
　６８１　絶縁膜
　６９１　回折格子
　７２１　画素開口部
　３４１　出力段回路
　９９１　基準電圧回路
　９９２　ＰＣ（データ入力手段、制御手段）
　９９３　入力回路（オペアンプ、スイッチ、Ａ／Ｄ変換回路）
　９９４　トランジスタ
　９９５　オペアンプ
　９９６　接続端子
　９９７　プローブ（接続手段）
　９４１　コイル（トランス）
　９４２　制御回路
　９４３　ダイオード
　９４４　コンデンサ
　９４５　抵抗
　９４６　トランジスタ
　９５１　スイッチ
　９５２　温度センサ
　９９１　液晶表示パネル
　１００１　接続樹脂
　１００２　封止樹脂
　１００３　拡散剤
　１００４　偏光板（偏光フィルム、円偏光板、円偏光フィルム）
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　１０１１　ガラスリング
　１０２１　フレキシブル基板
　１０２２　コントローラ
　１０２３　コネクタ端子
　１０３１　シリアルデータ
　１０３２　パラレル映像データ
　１０３３　ゲートドライバ回路制御データ
　１０５１　放熱板（放熱フィルム）
　１０５２　穴（空気穴、放熱穴）
　１０６１　実装部品
　１０６２　プリント基板
　１０６３　緩衝部材（緩衝突起）
　１１１１　単位ゲート出力回路
　１３８１　寄生容量
　１４３１　コンデンサドライバ
　１４３３　コンデンサ信号線
　１４３４　結合コンデンサ
　１４６１　電流出力回路
　１４７１　出力端子
　１４７２　寄生容量
　１４８１　インバータ
　１５１１　共通信号線
　１５１２　共通ドライバ回路
　１８４１、１８４２、１８４３　電流源（トランジスタ）
　１８５１　スイッチ（オンオフ手段）
　１８５４　電流源（１単位）
　１８５３　内部配線
　１８６１　ボリウム（電流調節手段）
　１８９１　トランジスタ群
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【手続補正書】
【提出日】平成20年12月17日(2008.12.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＥＬ素子を有する画素がマトリックス状に配置された表示画面を有するＥＬ表示装置で
あって、
　前記ＥＬ素子に供給する電圧を発生し出力する電圧発生回路と、
　前記ＥＬ表示装置の温度を検出する温度検出回路と、
　前記温度検出回路が検出した温度に基づいて、前記電圧発生回路が出力する前記電圧を
可変する制御回路とを具備することを特徴とするＥＬ表示装置。
【請求項２】
　ＥＬ素子を有する画素がマトリックス状に配置された表示画面を有するＥＬ表示装置で
あって、
　前記ＥＬ素子に供給するアノード電圧とカソード電圧のうち少なくとも一方を発生し出
力する電圧発生回路と、
　前記ＥＬ表示装置の温度を検出する温度検出回路と、
　前記温度検出回路が検出した温度に基づいて、前記電圧発生回路が出力する前記電圧を
可変する制御回路とを具備し、
　前記制御回路は、前記ＥＬ表示装置の温度が高い時よりも、低い時に前記ＥＬ素子に印
加する電圧の大きさを大きくすることを特徴とするＥＬ表示装置。
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【請求項３】
　ＥＬ素子を有する画素がマトリックス状に配置された表示画面を有するＥＬ表示装置で
あって、
　前記ＥＬ素子に供給するアノード電圧とカソード電圧のうち少なくとも一方を発生し出
力する電圧発生回路と、
　前記ＥＬ表示装置の温度を検出する温度検出回路と、
　前記温度検出回路が検出した温度に基づいて、前記電圧発生回路が出力する前記電圧を
可変する制御回路と、
　ゲートドライバ回路とを具備し、
　前記ゲートドライバ回路に印加されるオフ電圧は、前記アノード電圧より高いことを特
徴とするＥＬ表示装置。
【請求項４】
　前記ＥＬ素子を有する画素は、
　前記ＥＬ素子に電流を供給する駆動用トランジスタと、
　前記駆動用トランジスタのゲート端子と他の端子間を短絡させるスイッチ用トランジス
タとを有し、
　前記のスイッチ用トランジスタは、デュアルゲート以上のマルチゲート構造であること
を特徴とする請求項１～３の何れかに記載のＥＬ表示装置。
【請求項５】
　前記表示画面に帯状の非表示領域を発生させ、かつ１フレーム期間に同期して前記帯状
の非表示領域を移動させることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載のＥＬ表示装置
。
【請求項６】
　前記画素には、前記ＥＬ素子に電流を供給する駆動用トランジスタが形成されており、
　前記駆動用トランジスタは、Ｐチャンネルトランジスタであることを特徴とする請求項
１～３の何れかに記載のＥＬ表示装置。
【請求項７】
　前記ＥＬ表示装置は、前記画素として少なくとも第１の色の画素と第２の色の画素とを
有し、
　前記第１の色の画素の開口率と前記第２の色の画素の開口率とが異なっていることを特
徴とする請求項１～３の何れかに記載のＥＬ表示装置。
【請求項８】
　映像信号を印加するソースドライバ回路と、
　前記ソースドライバ回路の出力端子と前記画素が接続されたソース信号線との間に配置
されたスイッチ回路とを更に具備し、
　前記スイッチ回路は、前記ソースドライバ回路の前記出力端子から出力された前記映像
信号を、選択した前記ソース信号線に印加することを特徴とする請求項１～３の何れかに
記載のＥＬ表示装置。
【請求項９】
　前記ＥＬ素子を有する画素は、
　前記ＥＬ素子に電流を供給する駆動用トランジスタと、
　ソース信号線に印加された映像信号を前記駆動用トランジスタに供給する経路を発生さ
せる第１のスイッチ用トランジスタと、
　前記第１のスイッチ用トランジスタのゲート端子と前記駆動用トランジスタのゲート端
子とに接続された第１のコンデンサとを有し、
　ゲート信号線と前記第１のスイッチ用トランジスタのゲート端子とが接続され、
　前記第１のスイッチ用トランジスタと前記駆動用トランジスタとは同一チャンネル極性
のトランジスタであることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載のＥＬ表示装置。
【請求項１０】
　前記ＥＬ素子を有する画素は、
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　前記ＥＬ素子に電流を供給する駆動用トランジスタと、
　駆動用トランジスタのゲート端子に所定電圧を印加する第２のスイッチ用トランジスタ
が形成されていることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載のＥＬ表示装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、有機または無機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）素子を用いたＥＬ表示装
置などの自発光表示装置に関するものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　第１の本発明は、
　ＥＬ素子を有する画素がマトリックス状に配置された表示画面を有するＥＬ表示装置で
あって、
　前記ＥＬ素子に供給する電圧を発生し出力する電圧発生回路と、
　前記ＥＬ表示装置の温度を検出する温度検出回路と、
　前記温度検出回路が検出した温度に基づいて、前記電圧発生回路が出力する前記電圧を
可変する制御回路とを具備することを特徴とするＥＬ表示装置である。
　また、第２の本発明は、
　ＥＬ素子を有する画素がマトリックス状に配置された表示画面を有するＥＬ表示装置で
あって、
　前記ＥＬ素子に供給するアノード電圧とカソード電圧のうち少なくとも一方を発生し出
力する電圧発生回路と、
　前記ＥＬ表示装置の温度を検出する温度検出回路と、
　前記温度検出回路が検出した温度に基づいて、前記電圧発生回路が出力する前記電圧を
可変する制御回路とを具備し、
　前記制御回路は、前記ＥＬ表示装置の温度が高い時よりも、低い時に前記ＥＬ素子に印
加する電圧の大きさを大きくすることを特徴とするＥＬ表示装置である。
　また、第３の本発明は、
　ＥＬ素子を有する画素がマトリックス状に配置された表示画面を有するＥＬ表示装置で
あって、
　前記ＥＬ素子に供給するアノード電圧とカソード電圧のうち少なくとも一方を発生し出
力する電圧発生回路と、
　前記ＥＬ表示装置の温度を検出する温度検出回路と、
　前記温度検出回路が検出した温度に基づいて、前記電圧発生回路が出力する前記電圧を
可変する制御回路と、
　ゲートドライバ回路とを具備し、
　前記ゲートドライバ回路に印加されるオフ電圧は、前記アノード電圧より高いことを特
徴とするＥＬ表示装置である。
　また、第４の本発明は、
　前記ＥＬ素子を有する画素は、
　前記ＥＬ素子に電流を供給する駆動用トランジスタと、
　前記駆動用トランジスタのゲート端子と他の端子間を短絡させるスイッチ用トランジス
タとを有し、
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　前記のスイッチ用トランジスタは、デュアルゲート以上のマルチゲート構造であること
を特徴とする上記第１～３の何れかの本発明のＥＬ表示装置である。
　また、第５の本発明は、
　前記表示画面に帯状の非表示領域を発生させ、かつ１フレーム期間に同期して前記帯状
の非表示領域を移動させることを特徴とする上記第１～３の何れかの本発明のＥＬ表示装
置である。
　また、第６の本発明は、
　前記画素には、前記ＥＬ素子に電流を供給する駆動用トランジスタが形成されており、
　前記駆動用トランジスタは、Ｐチャンネルトランジスタであることを特徴とする上記第
１～３の何れかの本発明のＥＬ表示装置である。
　また、第７の本発明は、
　前記ＥＬ表示装置は、前記画素として少なくとも第１の色の画素と第２の色の画素とを
有し、
　前記第１の色の画素の開口率と前記第２の色の画素の開口率とが異なっていることを特
徴とする上記第１～３の何れかの本発明のＥＬ表示装置である。
　また、第８の本発明は、
　映像信号を印加するソースドライバ回路と、
　前記ソースドライバ回路の出力端子と前記画素が接続されたソース信号線との間に配置
されたスイッチ回路とを更に具備し、
　前記スイッチ回路は、前記ソースドライバ回路の前記出力端子から出力された前記映像
信号を、選択した前記ソース信号線に印加することを特徴とする上記第１～３の何れかの
本発明のＥＬ表示装置である。
　また、第９の本発明は、
　前記ＥＬ素子を有する画素は、
　前記ＥＬ素子に電流を供給する駆動用トランジスタと、
　ソース信号線に印加された映像信号を前記駆動用トランジスタに供給する経路を発生さ
せる第１のスイッチ用トランジスタと、
　前記第１のスイッチ用トランジスタのゲート端子と前記駆動用トランジスタのゲート端
子とに接続された第１のコンデンサとを有し、
　ゲート信号線と前記第１のスイッチ用トランジスタのゲート端子とが接続され、
　前記第１のスイッチ用トランジスタと前記駆動用トランジスタとは同一チャンネル極性
のトランジスタであることを特徴とする上記第１～３の何れかの本発明のＥＬ表示装置で
ある。
　また、第１０の本発明は、
　前記ＥＬ素子を有する画素は、
　前記ＥＬ素子に電流を供給する駆動用トランジスタと、
　　駆動用トランジスタのゲート端子に所定電圧を印加する第２のスイッチ用トランジス
タが形成されていることを特徴とする上記第１～３の何れかの本発明のＥＬ表示装置であ
る。
　尚、以下に、本願発明に関連する第１～第１５の発明を記載する。
　上記目的を達成するための第１の発明は、マトリックス状に配置されたＥＬ素子と、
　前記ＥＬ素子に流す電流を供給する駆動用トランジスタと、
　前記ＥＬ素子の電流経路に配置された第１のスイッチング素子と、
　前記第１のスイッチング素子をオンオフ制御するゲートドライバ回路と、
　前記駆動用トランジスタにプログラム電流を供給するソースドライバ回路を具備し、
　前記駆動用トランジスタはＰチャンネルトランジスタであり、
　前記ソースドライバ回路のプログラム電流を発生させる単位トランジスタはＮチャンネ
ルトランジスタであり、
　前記ゲートドライバ回路は、前記第１のスイッチング素子を、１フレーム期間または１
フィールド期間において、少なくとも複数回以上オフ状態に制御するＥＬ表示パネルの駆
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動方法である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また、第２の発明は、マトリックス状に配置されたＥＬ素子と、 
　前記ＥＬ素子に流す電流を供給する駆動用トランジスタと、
　前記ＥＬ素子の電流経路に配置された第１のスイッチング素子と、
　前記第１のスイッチング素子をオンオフ制御するゲートドライバ回路と、
　前記駆動用トランジスタにプログラム電流を供給するソースドライバ回路を具備し、
　前記駆動用トランジスタはＰチャンネルトランジスタであり、
　前記ソースドライバ回路のプログラム電流を発生させる単位トランジスタはＮチャンネ
ルトランジスタであり、
　前記ゲートドライバ回路は、前記第１のスイッチング素子を、１フレーム期間または１
フィールド期間において、２水平走査期間以上オフ状態に制御することを特徴とするＥＬ
表示パネルの駆動方法である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、第３の発明は、マトリックス状に配置されたＥＬ素子と、 
　前記ＥＬ素子に流す電流を供給する駆動用トランジスタと、
　前記ＥＬ素子の電流経路に配置された第１のスイッチング素子と、
　前記第１のスイッチング素子をオンオフ制御するゲートドライバ回路と、
　前記駆動用トランジスタにプログラム電流を供給するソースドライバ回路を具備し、
　前記駆動用トランジスタはＰチャンネルトランジスタであり、
　前記ソースドライバ回路のプログラム電流を発生させる単位トランジスタはＮチャンネ
ルトランジスタであり、
　画素行を選択し電流プログラムを行う期間は、第１の期間と第２の期間から構成され、
　第１の期間に第１の電流が印加され、
　第２の期間に第２の電流が印加され、
　第１の電流は、第２の電流よりも大きく、
　前記ソースドライバ回路は、第１の期間に第１の電流を出力し、第１の期間の後の第２
の期間に第１の電流を出力することを特徴とするＥＬ表示パネルの駆動方法である。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　また、第４の発明は、第１のスイッチング素子は、１フレーム期間または１フィールド
期間において、周期的にオフ状態に制御されることを特徴とする上記第１の発明のＥＬ表
示パネルの駆動方法である。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　また、第５の発明は、プログラム電流を出力するソースドライバ回路と、
　マトリックス状に配置されたＥＬ素子と、 
　前記ＥＬ素子に流す電流を供給する駆動用トランジスタと、
　前記ＥＬ素子の電流経路に配置された第１のスイッチング素子と、
　前記駆動用トランジスタに前記プログラム電流を伝達する経路を構成する第２のスイッ
チング素子と、
　前記第１のスイッチング素子をオンオフ制御する第１のゲートドライバ回路と、　
　前記第２のスイッチング素子をオンオフ制御する第２のゲートドライバ回路と、
　前記駆動用トランジスタにプログラム電流を供給するソースドライバ回路を具備し、
　前記駆動用トランジスタはＰチャンネルトランジスタであり、
　前記ソースドライバ回路のプログラム電流を発生させる単位トランジスタはＮチャンネ
ルトランジスタであり、
　前記第１のゲートドライバ回路は、前記第１のスイッチング素子を、１フレーム期間ま
たは１フィールド期間において、複数回オフ状態に制御し、
　前記第１のゲートドライバ回路は、表示パネルの一辺に配置または形成されており、
　前記第２のゲートドライバ回路は、表示パネルの他辺に配置または形成されていること
を特徴とするＥＬ表示パネルである。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　また、第６の発明は、ゲートドライバ回路は、駆動用トランジスタと同一プロセスで形
成され、ソースドライバ回路は、半導体チップで形成されていることを特徴とする上記第
５の発明のＥＬ表示パネルである。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　また、第７の発明は、ゲート信号線と、
　ソース信号線と、
　プログラム電流を出力するソースドライバ回路と、
　ゲートドライバ回路と、
　マトリックス状に配置されたＥＬ素子と、 
　前記ＥＬ素子に流す電流を供給する駆動用トランジスタと、
　前記ＥＬ素子の電流経路に配置された第１のトランジスタと、
　前記駆動用トランジスタに前記プログラム電流を伝達する経路を構成する第２のトラン
ジスタと、
　前記駆動用トランジスタにプログラム電流を供給するソースドライバ回路を具備し、
　前記駆動用トランジスタはＰチャンネルトランジスタであり、
　前記ソースドライバ回路のプログラム電流を発生させる単位トランジスタはＮチャンネ
ルトランジスタであり、
　前記ソースドライバ回路は、前記ソース信号線にプログラム電流を出力し、
　前記ゲートドライバ回路は、ゲート信号線に接続され、
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　前記第２のトランジスタのゲート端子は、前記ゲート信号線に接続され、
　前記第２のトランジスタのソース端子は、前記ソース信号線に接続され、
　前記第２のトランジスタのドレイン端子は、前記駆動用トランジスタのドレイン端子に
接続され、
　前記ゲートドライバ回路は、複数のゲート信号線を選択して、前記プログラム電流を複
数の画素の前記駆動用トランジスタに供給することを特徴とするＥＬ表示パネルである。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　また、第８の発明は、Ｉ（Ｉは２以上の整数）画素行、Ｊ（Ｊは２以上の整数）画素列
からなる表示領域を有し、
　前記表示領域のソース信号線に映像信号を印加するソースドライバ回路と、
　前記表示領域のゲート信号線にオン電圧またはオフ電圧を印加するゲートドライバ回路
と、
　前記表示領域以外の箇所に形成されたダミー画素行を具備し、
　前記表示領域にはＥＬ素子がマトリックス状に形成され、ソースドライバ回路からの映
像信号に基づいて発光し、
　前記ダミー画素行は、発光しないか、もしくは発光状態が視覚的に見えないように構成
されていることを特徴とするＥＬ表示パネルである。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　また、第９の発明は、ゲートドライバ回路は、複数画素行を同時に選択して、ソースド
ライバ回路からの映像信号を前記複数の画素行に印加し、
　第１行目の画素行もしくはＩ画素行が選択される時には、ダミー画素行が選択されるこ
とを特徴とする上記第７の発明のＥＬ表示パネルである。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　また、第１０の発明は、ゲートドライバ回路はＰチャンネルトランジスタで構成されて
いることを特徴とする上記第７の発明のＥＬ表示パネルである。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　また、第１１の発明は、マトリックス状に配置されたＥＬ素子と、 
　前記ＥＬ素子に流す電流を供給する駆動用トランジスタと、
　前記ＥＬ素子の電流経路に配置された第１のスイッチング素子と、
　前記第１のスイッチング素子をオンオフ制御するゲートドライバ回路と、
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　前記駆動用トランジスタにプログラム電流を供給するソースドライバ回路を具備し、
　前記駆動用トランジスタおよび前記第１のスイッチング素子はＰチャンネルトランジス
タであり、
　前記ソースドライバ回路のプログラム電流を発生させる単位トランジスタはＮチャンネ
ルトランジスタであり、
　前記ソースドライバ回路のプログラム電流を発生させる単位トランジスタはＮチャンネ
ルトランジスタであることを特徴とするＥＬ表示パネルである。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　また、第１２の発明は、ＥＬ素子を所定輝度よりも高輝度で発光する電流を前記ＥＬ素
子に供給し、
１フレームまたは１フィールドの１／Ｎ（Ｎは１より大きい）期間、前記ＥＬ素子を発光
させることを特徴とするＥＬ表示パネルの駆動方法である。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　また、第１３の発明は、フレームの１／Ｎの期間は、複数期間に分割されていることを
特徴とする上記第１２の発明のＥＬ表示パネルの駆動方法である。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　また、第１４の発明は、電流によりＥＬ素子に流す電流をプログラムするＥＬ表示パネ
ルにあって、
　所定輝度よりも高い輝度で前記ＥＬ素子を発光させ、１／Ｎ（Ｎ＞１）の表示領域を表
示し、
　前記１／Ｎの表示領域を順次シフトして全画面を表示することを特徴とするＥＬ表示パ
ネルの駆動方法である。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　また、第１５の発明は、マトリックス状に配置されたＥＬ素子と、前記ＥＬ素子に流す
電流を供給する駆動用トランジスタと、前記ＥＬ素子の電流経路に配置された第１のスイ
ッチング素子と、前記第１のスイッチング素子をオンオフ制御するゲートドライバ回路を
有するＥＬ表示パネルと、
　受話器を具備することを特徴とするＥＬ表示装置である。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書



(198) JP 2009-53725 A 2009.3.12

【補正対象項目名】０６０８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０６０８】
　その他、ゲート信号線１７ａとトランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子間に積極的にコ
ンデンサ１９ｂを形成し、突き抜け電圧を増加させる構成も有効である（図４２の（ａ）
を参照）。このコンデンサ１９ｂの容量は正規のコンデンサ１９ａの容量の１／５０以上
１／１０以下にすることが好ましい。さらには１／４０以上１／１５以下とすることが好
ましい。もしくはトランジスタ１１ｂのソース－ゲート（ソース－ドレイン（ＳＤ）もし
くはゲート－ドレイン（ＧＤ））容量の１倍以上１０倍以下にする。さらに好ましくは、
ＳＧ容量の２倍以上６倍以下にすることが好ましい。なお、コンデンサ１９ｂの形成位置
は、コンデンサ１９ａの一方の端子（トランジスタ１１ａのゲート（Ｇ）端子）とトラン
ジスタ１１ｄのソース（Ｓ）端子間に形成または配置してもよい。この場合も容量などは
先に説明した値と同様である。
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摘要(译)

要解决的问题：为了提高显示质量，提供电致发光（EL）显示装置的测
量方法。解决方案：在电致发光显示装置的测量方法中，其中布置包括
电致发光（EL）元件15的像素在矩阵中，包括多条栅极信号线17，多条
源极信号线18和连接到像素的阴极电极，通过从多条源极信号线中选择
至少一条源极信号线18来施加信号，以及通过顺序地改变施加栅极信号
线17的导通电压的位置来测量阴极电极的输出。
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